
４４

平成１８事業年度に係る業務の実績に関する報告書

平 成 １ ９ 年 ６ 月

国 立 大 学 法 人
信 州 大 学



- 1 -

○ 大学の概要

（１）現況

① 大学名：国立大学法人信州大学

② 所在地：法人本部，旭,桐キャンパス：長野県松本市

西長野,南堀,若里キャンパス：長野県長野市

南箕輪キャンパス：長野県上伊那郡南箕輪村

常田キャンパス：長野県上田市

③ 役員の状況

学長名：小宮山 淳（平成15年６月11日～平成19年９月30日）

理事数：６名 監事数（非常勤を含む）：２名

④ 学部等の構成

学 部：人文学部，教育学部，経済学部，理学部，医学部，工学部，

農学部，繊維学部

研究科：人文科学研究科，教育学研究科，経済・社会政策科学研究科，

医学研究科，工学系研究科，農学研究科，総合工学系研究科，

法曹法務研究科

教育研究施設等：全学教育機構，附属図書館，健康安全センター，国

際交流センター，山岳科学総合研究所，カーボン科学

研究所，総合情報処理センター，ヒト環境科学研究支

援センター，地域共同研究センター，サテライト・ベ

ンチャー・ビジネス・ラボラトリー，イノベーション

研究・支援センター,アドミッションセンター，学生

総合支援センター，キャリア･サポートセンター，医

学部附属病院，教育学部附属学校園

⑤ 学生数及び教職員数（平成18年５月１日現在)

学生数：学部学生 ９，５０８名(１８１名)

大学院生 ２，２６６名（１４６名）

教員数：１，１２８名

教授 ３９１名 助教授 ３１１名 講師 ８３名

助手 ２２１名 教諭 １２２名

職員数：１，０８１名

信州大学

（２）大学の基本的な目標等

信州大学は，信州の豊かな自然と文化の中で，優れた教育研究を達成することに

よって，自然環境の保全，人々の健康と福祉の向上，産業の育成と活性化，新しい

文化の創造など，大学に求められている社会的使命を果たすことを理念として掲げ，

この理念のもとに，教育，研究，地域貢献，国際交流の４分野について，基本目標

を設定している。

この理念・目標を実現するために，第一期中期目標期間においては，以下の項目

を重点目標として設定する。

(1) 教育に関する重点目標

教養教育及び専門教育の質的充実を目指し，グローバルな視野・国際感覚と豊

かな感受性，課題解決能力を備えた人材の養成を行う。学部教育を基礎として大

学院修士課程及び博士課程においては，高度専門職業人養成のための体制整備や

教育プログラムの拡大を図り，重点的研究分野においては21世紀のフロンティア

を切り開く研究者を養成する。

(2) 研究に関する重点目標

先端的，独創的研究を推進し，研究面における全国的，世界的拠点の形成を目

指した体制の整備を図るとともに，研究成果の向上と活用・還元に努める。また，

研究・教育基盤の充実に資するため，共同利用施設の整備・充実を図る。

(3) 地域貢献に関する重点目標

地域貢献を組織的に推進する体制を強化し，行政，企業，住民との連携・協力

のもと，地域の産業創出と活性化，医療水準と福祉の向上，新しい地域文化の創

出など，多様なニーズに積極的に取り組む。

(4) 国際交流に関する重点目標

国際交流を組織的に推進する体制を整備し，信州大学の中・長期的国際戦略の

策定を行うとともに，教育・研究面における特色ある国際交流の推進を図る。

(5) 管理運営に関する重点目標

改善勧告機能を有する点検・評価体制の構築により，理念と目標の達成を目指

す計画の策定から，実施，評価，改革へと至る一連のサイクルを，大学運営の根

幹部分に組み込み定着させる。これにより，中期目標の達成状況を点検しながら，

時代や社会の要請に照らし合わせ，目標・計画の妥当性を絶えず検証していく。
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信州大学

全 体 的 な 状 況

１．中期計画の全体的な進行状況 教員人件費をポイント制で管理する方式を導入した。それにより，伸ばすべき研

信州大学は８学部・８研究科を持つ総合大学である。キャンパスは松本市、長野市、 究分野に人的資源を重点的に投入することが可能になった。

南箕輪村、上田市の長野県内４地域５キャンパスに分散し，県内の他地域にも多くの ４月に研究推進部を設置し，外部資金の獲得のための支援体制を強化した結果，

教育研究施設を有する地域密着型大学である。県内の広範囲に展開するキャンパスと， 前年度と比較して共同研究，受託研究の件数・金額が増加した。

信州の豊かな自然及び文化を最大限に活用し，個性ある教育研究を行っている。この

特色を大学運営にも活かし，学長のリーダーシップのもと，全学一丸となって中期計画 （３）自己点検・評価及び情報提供

の達成に向けた取組を行っている。 前年度までの評価結果を大学運営の改善に活用するため，点検・評価担当副学長

中期計画達成のために，厳格な自己点検・評価を実施し，平成１６年度及び１ を中心とする評価分析室が中期計画進捗状況について，担当理事･副学長等に対し

７年度の年度計画については，一部で実施が不十分（評定Ⅱ）と自己評定した取 てヒアリングによる点検を行った。また，前年度の評価の指摘事項については担当

組があった。それらについては速やかに改善措置を施し，他の取組についても不 部局で対応に努め，改善を行った。

断の点検と改善に努めた。その結果，平成１８年度計画は順調に実施され，中期 ４月より大学のホームページを全面的にリニューアルし，情報提供方法を改善し

計画は，達成に向けて着実に進捗しているといえる。 た。

信州大学学術情報オンラインシステム（SOAR）の構築を行った。このシステムに

２．各項目別の状況のポイント より，本学の教育研究資源を社会に対して広く提供する体制を構築した。

Ⅰ．業務運営・財務内容等の状況

（１）業務運営の改善及び効率化 （４）その他業務運営に関する重要事項

前年度に策定した執行体制の強化，整備により，平成１８年４月から内部監査 ８学部５キャンパスで環境マインド育成のためのエコ・キャンパス作りを全学的

室，広報･情報室，研究推進部，キャリア・サポートセンター等を設置した。これ 事業として推進した。その結果，ＩＳＯ１４００１認証について，既に取得してい

により，学長及び役員の指揮の下で機動的，効率的な大学運営と学生サービスの る工学部及び教育学部に続き，平成１８年度は農学部（１１月）及び繊維学部（１

強化を図ることができた。各組織とも順調に業務を実施している。例えば広報･情 ２月）が同認証を取得した。このＩＳＯ取得に際しては，学生・教職員が一体とな

報室では「信州大学テレビ」の開局の準備並びに，開局後の運営を行った。内部 って取組を行い，教育面及び運営面の両方の改善に効果があった。

監査室により，内部監査，会計監査等の監査体制が強化され，監査結果の活用に 危機管理体制の整備として，「信大災害緊急ダイヤル」を設置した。本学の施設

より大学全体の業務の効率性・透明性が向上した。 を災害時の避難場所として活用する体制を整備し，地域住民への広報や災害救援ベ

また，４月に設置した全学教育機構により，教養教育実施の責任体制の明確化 ンダーの設置を行った。

と実施体制の充実が図られ，併せて本学の教育に関する研究開発及び企画の強化 また，研究費の不正使用等及び不正行為防止対策への対応策を検討した。

を図った。

事務組織については，前年度の法人本部の事務組織業務改革に続き，平成１８ Ⅱ．教育研究の質の向上の状況

年度は学部事務組織業務改革を実施した。改革には各学部の若手職員が参画し， (１)教育方法等の改善

学部や現場の視点で立案を行った。その結果，学部事務組織のフラット化のため 教養教育を担当する約50名の専任教員から成る全学教育機構を設置した。全学教

のグループ制導入等の改革を実施した。 育機構により，教養教育の内容の充実と，教養教育実施の責任体制が構築された。

学生の自立的学習を支援することにより単位制度の実質化を図り，同時に教育の

（２）財務内容の改善 質保証を目指すプロジェクトを計画した。それによりＧＰを獲得し，『教育の質保

従来の契約方法や業務手順等の見直し及び，エコキャンパスの推進による経費 証プロジェクト推進本部』を設立した。同本部により，情報通信技術（ＩＣＴ）利

の削減を図った。また，部局予算の効率的・計画的な執行のため，予算を繰越す 用を中心とした各種取組が行われている。

ことができるよう規程を整備し，１８年度から実施した。
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信州大学

マスメディアを活用した教育を将来的に推進するための方策の一つとして、大 (４)その他の目標

学専用テレビチャンネルを開局し、地域住民に向けた放映を開始した。このテレ ①社会との連携に関する目標

ビチャンネルの開局は、教育研究成果の社会への公表の観点からも有効であるば 本学では県内にキャンパスが分散していることを活かし，地域と大学相互の発展

かりでなく，番組制作を担当する学生グループの人間力向上に大きな教育効果が を目指した取組を行った。主な成果は以下のとおりである。

認められた。 生涯学習の推進，公共政策の立案協力，地域社会の健康・福祉の向上，地域問題

分散キャンパス間を接続する教育研究ネットワークを更新し，「信州大学ユビ の解決等に対する自治体からの相談対応を目的とし，伊那，飯山，長野の各市と連

キタスネットワークシステム(ＳＵＮＳ)」として導入を開始した。 携協議会を開催した。また，地域連携オフィスは安曇野市等との間で共同研究を行

高度専門職業人育成を目的とした取組を実施しており，関係のＧＰに医学部と った。

農学系研究科の２つの取組が採択された。また，工学系研究科では地域企業人の 長野県内大学単位互換協定を発展させ，大学院へ単位互換を拡大する協定を締結

育成のため，平成１９年４月より「高度ものづくり専門職コース」を開設するこ し，地域の高等教育機関の学生に対する学習環境の充実を図った。

とになっている。 地域産業界との連携を推進し，産学官マッチングイベントの主催・参加を積極的

ＧＰの獲得に向けて全学的に取り組み，教育改善を行うとともに外部資金の獲 に行った。また，企業人向けの講義，公開講座により，大学の「知」を地域企業に

得を目指した。その結果，平成１８年度は６件の採択を受けた。またＧＰ等獲得 提供した。

率向上に向けて「学内版ＧＰ」を実施し，部局での取組の充実と，資源の傾斜配 地域企業のイノベーション創出について，「信州イノベーション大賞」や，地域

分を行っている。 共同センターの技術相談等により支援を行った。学内の研究施設を地域企業と共同

利用しインキュベーション施設として活用するＳＶＢＬ，ＡＲＥＣ，長野市ものづ

(２)学生支援の充実に向けた取組 くり支援センターは，引き続き順調に成果をあげている。

４月１日に学生総合支援センターを設置し，学生を総合的に支援する窓口を強 ②国際交流に関する目標

化した。また，学生サービスの向上のため，学生支援課長の公募を実施した。 学生の留学を推進するプロジェクトとして策定した「高等教育アドバイザー派遣

学生の就職支援組織を強化するために，就職情報室を改組してキャリア・サポ プログラム」が，「大学教育の国際化推進プログラム」に採択された。

ートセンターを４月に設置した。同センターの設置により，就職相談，就職ガイ 留学生について，卒業後のフォローアップ体制の整備を行い，その一環として韓

ダンス，求人開拓等の就職支援活動が前年度と比較して大幅に充実した。 国における留学生海外同窓会を開催した。

学生の心身両面の健康サポート体制の充実のため，健康安全センターと学部の 以下の国際シンポジウムを開催し，学術面での国際交流を推進した。

連携を密にする等，相談体制の強化を図った。長期欠席学生の実態調査を行い， 「信州大学国際シンポジウム２００６」，「２１世紀ＣＯＥ国際特別講演会」，「三極

個別の修学指導や生活相談等を実施する等，学生への指導による問題の早期把握 シンポジウム」，「第１０回 日・欧複合材料シンポジウム」，「２１世紀ＣＯＥ最終

と予防に努めた。これらの取組により，平成１８年度は休学者，退学者が減少す 成果報告会」と国際シンポジウム，「第２回 教員養成国際シンポジウム」

る成果があった。

③附属病院に関する目標

(３)研究に関する目標 附属病院では地域医療の中核を担う高度先進医療拠点として，診療体制の充実を

２１世紀ＣＯＥプログラム，知的クラスター事業については，最終年度として 図った。

総括を行った。また，次期グローバルＣＯＥ等の採択に向けた準備を行った。 長野県がん診療連携拠点病院の指定を受け，県内がん診療連携協議会会議を開催

全学で学部横断的，学際的な研究体制の構築を推進した。その例が，山岳科学 した。高度救命救急センターについては３月に承認を受け，平成１９年４月より指

総合研究所の再構築や，医工農連携による研究チームの設置である。これにより， 定される予定である。また，先端細胞治療センター，がん総合医療センター，移植

信州の自然と社会をフィールドとした総合的・学際的な教育研究で成果が出てい 医療センター，人工内耳センターを設置し，高度先進医療の実施体制を充実させた。

る。

医学部と松本市の共同プロジェクトである「熟年体育大学」を発展させ、附属 ④附属学校に関する目標

病院の先端予防医療センターと連携して予防医療の推進体制を整備した。 「学びをつなげる子ども」をテーマに、附属幼稚園・附属松本小学校の接続及び

一体化を目指す研究を推進した。
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

① 運営体制の改善に関する目標

【 効果的な組織運営や戦略的な学内資源配分の実現等に関する基本方針 】
中 （１）学長を中心とした機動的な運営体制の確立と学外者の参画による幅広い視野からの大学運営を推進する。

（２）学長に適任者を選任できるような新たな選考方法を導入する。
期 （３）学部が各地に分散する大学の特性にあった運営を行う。

（４）学部長を中心とした機動的・戦略的な学部運営を推進する。
目 （５）学部長に適任者を選任できるような選考方法を構築する。

（６）教職員による一体的な大学運営を推進するための事務体制を整備する。
標 （７）全学的視点からの戦略的な学内資源配分を実施する。

（８）健全な大学運営等のための内部監査機能を充実する。
（９）高等教育機関間の相互補完的な連携・協力体制を構築する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【1】 【1】
役員会が各学部の情報を把握しやす 役員会メンバーと部局長で構成する拡 Ⅲ 平成１６年度から定期的に開催してきた拡大役員会及び事務連絡会議

い組織体制を確立する。 大役員会の定期的開催，事務連絡会議（総 が定着したことにより，役員会が各学部の情報を把握しやすい組織体制
務担当理事を議長とする部局と法人本部 を確立できた。併せて，役員会の審議事項等の報告についても適宜両会
の業務執行担当者の連絡調整を行う会議） 議及びその他の方法により情報提供している。なお，学長オフィスアワ
の定期的開催及び各学部教職員との学長 ーも定期的に開催することを継続しており，学生の生の声を聞く体制も
懇談会を必要に応じて開催するとともに， 定着してきた。また，学長と各学部教職員との学長懇談会を必要に応じ
学生のための学長オフィスアワーを定期 て開催する体制を今後も維持していく。
的に開催することを継続して，各学部の 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
情報を把握する。

【2】 【2-1】
役員会と各部局及び各部局間の連絡 役員会と各学部及び各部局間の連絡調 Ⅲ 平成１６年度から拡大役員会及び事務連絡会議を定期的に開催してき

調整機能が十分に発揮される体制を整 整を行う拡大役員会の定期開催並びに部 たが，特に，拡大役員会における予算編成方針及び人件費の削減計画の
備する。 局と法人本部の業務執行担当者の連絡調 検討を行うに当っては，各部局間の連絡調整機能を発揮した。役員会の

整を行う事務連絡会議を定期的に開催す 審議事項等の報告についても適宜両会議及びその他の方法により情報提
る。 供する体制が整備できた。また，全教職員に対する情報提供として，電

子メールによる「週刊信大」の発行による最新情報の提供及びホームペ
ージを利用した大学の運営に関する情報を学内掲示するシステムが確立
し，運用が定着した。

なお，平成１８年度から学内情報配信システム（学内限定ホームペー
ジに開設したデータベース）上に電子ファイル化した拡大役員会及び事
務連絡会議の配付資料を掲載しており，両会議の資料のデータベース化
により各部局からいつでも情報検索ができる体制を併せて整備した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【2-2】

大学の活動を中心に全教職員に知らせ Ⅲ 電子メールによる「週刊信大」の発行により最新情報の提供及びホー

信州大学
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るための電子メールによる「週刊信大」 ムページを利用した大学の運営に関する情報（役員会の審議事項等の報
の発行により最新情報の提供及びホーム 告）を学内掲示するシステムが確立，定着した。
ページを利用した大学の運営に関する情 全教職員を対象として「週刊信大」を４７回発行した。（週刊信大９８
報を学内掲示し，引き続き，役員会と各 ～１４４号）
学部及び各部局間の連絡調整機能が十分 学内情報発信システムにより学内会議のデータベースを構築し，拡大
発揮される体制の整備を図る。 役員会，教育研究評議会等の会議資料を何時でも閲覧できる体制を整備

した。（ホームページにより閲覧可能）
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【3】 【3】
大学運営上の重要テーマに応じて担 新たに，内部監査室，広報・情報室， Ⅲ 平成１８年４月に、内部監査室，広報・情報室，研究推進部等を設置

当理事を配置し，学長の業務の一部を 研究推進部，国際交流センター，学生総 した。これらの組織の改編により，学長及び役員の指揮のもと，大学運
分担させるとともに，当該理事のもと 合支援センターなど学長直属又は役員の 営上の重要事項をより迅速かつ強力に推進することが可能となった。
にそのテーマに応じ，スタッフ組織又 分担する業務を行う執行組織を整備する。 各学部の企画能力を高めるため，各学部から１名の職員を選出してＷ
は執行組織を結成し，企画立案及び執 また，各学部の企画能力を高めるため学 Ｇを立ち上げた。ＷＧでは学部企画能力を強化するための具体的な内容
行する体制を構築する。 部組織の見直しを行う。 と，そのために必要な体制を検討し，平成１９年４月から学部組織の改

革を実施することとした。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【4】 【4】
大学のコア業務については，学長と 学長室において戦略企画機能として経 Ⅲ 年度計画を達成するため，以下の取組を実施した。

一体となった副学長を置く。また，学 営企画及び危機管理の業務を行う。 ・経営計画体系の整備の一環として，長期ビジョンの策定に取り組んで
長の意志決定を補佐し，大学経営戦略 いる。
策定の支援 業務，全学調整，役員会の ・リスクマネジメント体制整備に関し企画を行い，役員懇談会に提案す
議題整理等の業務を行うために，学長 るとともに，「信大災害・緊急ダイヤル」を設置した。
室を置く。 ・人文・社会科学系大学院博士課程（文・理融合型）の設置構想につい

て，情報提供及び企画立案に参画している。
・各役員等が当該所掌に従い中期計画の達成事項を明確化するとともに，
優先順位を付した。
・管理職員のマネジメント能力向上のため，外部専門家を講師に招き，
部課長３０名を対象に「改革をリードする部課長が何をすべきか」など
をテーマに演習形式でマネジメント研修を実施した。
・長期ビジョンの検討会において，外部専門家の助言を受けるとともに
経営協議会の外部委員からも個別に意見等を聴取して検討に反映させて
いる。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【5】 【5】
専門知識・経験をもつ学外者をスタ 前年度の調査結果に基づき，専門知識 Ⅲ キャリア開発研修については，国大協，人事院等の主催の外部研修に

ッフ組織に登用し，理事を助けるとと ・経験を持つ学外者の登用を進めるとと 教職員を積極的に参加させているほか，民間等主催のセミナーについて
もに，学内教職員のキャリア開発の機 もに，スタッフ組織及びキャリア開発の も積極的に広報し，希望者がいた場合は受講できるようサポート体制を
会を確保する。 あり方について検討する。 整えている。また，学内において，各部局に対して，どのような研修を

必要としているかについてアンケート調査を行った。
なお，学外者のスタッフ組織への登用と，登用後の有効活用について，

人事担当役員と学長補佐を含めた上部組織により検討を継続した。その
取組の一つとして，平成１９年度に学生支援課長を公募により採用する
こととし，募集を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【6】 【6】
平成１７年度までに，教育研究評議 平成１７年度計画において達成済みの

会をはじめとする各種全学委員会の構 ため，１８年度計画なし。

信州大学
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成員や職務内容等を見直す。

【7】 【7】
大学運営に識見を有する適任者を学 学長選考会議の検討結果に基づき，１ Ⅲ ６月２８日の第１２回学長選考会議において学長選考に係る意向投票

長に選任できるよう，学長選考会議に ７年度に制定した学長選考規程の選考細 実施細則及び学長の解任の申出に関する規程が承認され，同細則及び同
おける候補者の選考に先立ち，構成員 則及び学長解任に関する規程を制定する。 規程が６月２８日付けで制定された。
の意向投票を実施する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【8】 【8】
学部が各地に分散する大学の特性に 学長が部局長に命ずる業務を明確にし， Ⅲ 学長が部局長に命ずる業務を明確にし，以下の取組を実施した。

あった大学運営を行うため，学部長に 順次実施するとともに，実施済みの内容 １．学部長に学長権限の一部を委譲した。
学長権限の一部又は細部を委譲又は委 を検証する。 従前は，各学部の事務分掌は，学長が制定，改廃の手続きを行ってい
任するとともに，評価・改善のシステ たが，平成１８年度に実施した事務組織改革により，学部のグループ又
ムを構築し，順次実行する。 は係間における業務の分担の変更を柔軟に行えるよう，また，学部にお

いて，学部事務部の執行組織，業務処理の分掌に関する定めの制定又は
改廃を行い，平成１９年４月１日から各学部等の業務の特徴に応じて，
各学部等で，グループ又は係間における業務の分担の変更が可能となる
ように体制を整備した。

これに伴い，学長が制定した「～学部執行組織細則」（人文，経済学部），
「～学部業務分掌細則」（教育，理，医，工，農，繊維学部）を廃止した。
２．平成１８年度から実施した内容の検証を行った。
・兼業等（営利企業役員兼業，自営兼業及び勤務時間を割く兼業を除く。）
の許可権限を学長から部局長に変更した。メリットとして，本部との一
連決裁方式の廃止により，各部局において迅速に処理することができる
ようになった。また，許可決裁のプロセスにおいても各部局に裁量が与
えられているため，各部局の特性に即した処理方法を部局の方針に合わ
せて決定できることが可能となった。この点においても従来のプロセス
に比べはるかにスムースに処理することができるようになった。
・従来総務部総務課で取次ぎを行っていた教育学部附属学校に係る通知
及び調査に関する業務については，総務部総務課を経由せず直接教育学
部で処理できるように体制を整備した。メリットとして，①学内情報配
信システムの導入により，本部に関連文書が入った段階で同時に学部及
び附属学校側でも把握することができ，導入前と比べて，かなり迅速な
対応ができるようになった。②安全管理及び予算申請に関する調査回答
文書以外は，学部から直接文部科学省へ回答することで回答作成及び決
裁等に要する時間的余裕が生じ，便利になった。③学部における附属学
校教員対象の各種講習会及び研究会に関する文書の決裁を省略すること
により，かなりの量のペーパーレス化が進んだことが挙げられる。
・従来総務部総務課で取次ぎを行っていた医学部の献体者の感謝状に関
することについて総務部総務課を経由しないで直接医学部で処理できる
ように体制を整備した。メリットとして，決裁時間の短縮が挙げられる。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【9】 【9-1】
学部長のリーダーシップを発揮しや 人文学部 Ⅲ 平成１８年４月より，学部長・副学部長・学部長補佐により組織する

すい体制整備のため，学部長補佐体制 学部執行体制（学部長・副学部長・学 学部執行部会議による執行体制が実施された。４月教授会では，機動的
を整備するとともに，各学部の必要に 部長補佐により組織する学部執行部会議 な学部運営のために新たな予算配分方針を提示した。６月教授会では，
応じ学部長室を設置し，学部運営の効 による機動的な学部運営，学部の目標計 学部の目標計画に基づく委員会・ＷＧ運営等事業計画を集約調整し機動
率性と機動性を高める。 画に基づく委員会・ＷＧ運営）の整備・ 的・体系的な案を策定し，実施した。

充実に努める。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【9-2】
教育学部 Ⅲ ４月から実施した新制度の実施は，全般的に順調に推移した。一部改
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平成１７年度に改正整備した「信州大 善が必要な面も見つかり，学部運営会議，教授会で修正のための審議を
学教育学部執行組織に関する内規」に基 行い，決定し，次年度から実施の予定となっている。
づいて，学部運営会議のもとに各種の委 具体的には，各種の委員会(部会）を束ねる，新たに設置した実務委員
員会を設置する。各委員会の機能を明確 会は，「学部運営会議の方針に沿って学部の各事業を推進する新しい委員
にし委員会制度の構造化を図ることによ 会組織」として発足した，スリムで適材適所の委員配置を目指した機能
って，学部運営の効率性と機動性を高め 的な実務主体の執行組織である。そのユニットとしての各部会は固有の
る。 所管事項にとらわれることなく，他の部会との連携を密にしつつ，学部

全体に目を向けながら各事業を推進する組織として機能することが期待
されていた。スリムで機能性を重視して立ち上げた「学生･就職部会」で
は，性格的に異なる事項を，一つの組織で担うことに違和感があり，予
告なく起こる学生関連の事案と重要性を増しつつある就職関連の行事等
を平行して進めることには困難を伴うことから，「学生部会」及び「就職
部会」へ分離することにした。「教務部会」の所管事項が重要かつ重責で，
任務過重であったことから，部員を１名増員することにした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【9-3】
経済学部 Ⅲ 定例のランチミーティング（学期中の第３水曜日）を９度開催し，各

学部長補佐体制の実質化とともに委員 種委員会との報告・連絡を行い，随時教授会メンバーに報告した。学部
会編成の見直しを図る。 長補佐体制については来年度から実施する。

委員会編制では，戦略・広報・研究関係委員会群と教学・就職関係委
員会群の２群を設定し，機能分担を見直した。前者では図書委員会，研
究企画委員会，紀要委員会を統合し，図書・研究企画・紀要委員会とし
て効率化を図った。

後者では，大学院運営委員会の機能を見直し，既存専攻についての運
営に特化させて経済･社会政策科学専攻運営委員会と名称を変更したほ
か，国際交流委員会と留学生委員会を統合し，国際交流･運営委員会とし
て業務の効率化を図った。また従来は別個だった教育企画委員会のもと
にＦＤ部会，卒試・シラバス部会，ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ部会，交流系科
目部会，カリキュラム検討部会，ＩＳＯ作業部会を配し，委員会数を削
減したほか，委員会同士の連携の密接化を図った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【9-4】
理学部 Ⅲ 平成１８年度においても副学部長に２名の評議員を任命し，「学部長室」

前年度に「国立大学法人信州大学組織 の一層の強化と学部運営の充実を図った。副学部長は将来計画委員会内
に関する規則」に基づき，「副学部長」を の専門部会の座長として，「入試，カリキュラム検討」，及び「研究・教
任命し，学部運営に関する分担項目を決 育企画検討」を専門に分担する体制とした。
定するとともに，「学部長室」を導入し， 平成１９年度より学部長補佐を任命し，「アドミッション関係」と「外部
学部長補佐体制の強化と学部運営の充実 資金獲得関係」を強化することを決定した。
を図った。必要に応じて「学部長補佐」 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
を任命し，学部長補佐体制の一層の強化
と学部運営の一層の充実を図る。

【9-5】
医学部 Ⅲ 平成１７年度から，学部運営の効率性と機動性を重視し，学部長補佐

学部運営の効率性と機動性を高めるた 会議（当面学部長室と位置付ける）の構成員を学部長，評議員２名，副
め，学部長補佐会議機能の充実と諸会議 学部長３名，学部長補佐３名及び特命学部長補佐３名として，学部長以
の縮小を図るとともに見直しも行い，学 外の構成員には，それぞれの担当を付加した。
部長室の設置については，引き続き検討 さらに，効率性と機動性を重視するため，付加した担当について見直
する。 しを行い，平成１８年１０月から変更を実施した。

また，月の第２及び第４月曜日に定期的に会議を開催するとともに，
各担当を付加したことに伴い，委員会の見直しを行い，２８委員会を２



- 10 -

信州大学

７委員会に縮小した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【9-6】
工学部 Ⅲ 運営体制として，評議員，副学部長及び学部長補佐に加え，新たに学

教育研究評議員２名のほかに，副学部 部戦略企画室を設置し８名の室員を配置して体制強化を図った。学部戦
長３名（事務担当を含む）及び学部長補 略室の主な任務は，工学部の教育・研究・社会貢献等に関する中長期に
佐３名の体制とし運営体制の強化を図る。 わたる戦略の企画である。さらに，学部戦略企画室員を学部運営会議の
副学部長，学部長補佐等による学部運営 メンバーに含めて拡大学部運営会議とし，幅広い情報交換を可能として
会議を定期的に開催し，学部運営の効率 運営の機動性を高めた。平成１８年度は拡大学部運営会議を１０回開催
性及び機動性をさらに高める。 した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【9-7】
農学部 Ⅲ 学部長は，学部運営のための各委員会委員長より年度内の計画内容，

副学部長及び学部長補佐体制の実施を 年度末の活動報告及びその評価等を得て，年度内の運営の検証と次年度
継続し，学部運営の効率性と機動性を検 の学部運営の課題を検討している。学部長は，これらの検討を踏まえ，
証する。 年度当初に学部の取組むべき課題を教授会で示し，特命事項について３

名の学部長補佐を任命して，責任体制を明確にしつつ，効率的な学部運
営に当っている。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【9-8】
繊維学部 Ⅲ 兼務となっていた副学部長と評議員を分けるとともに，副学部長補佐

副学部長と評議員を分けることで，学 （事務担当）をメンバーに加え学部長室会議の増強を図った。（１８年４
部長室会議のメンバーを２名増員し，業 月，７名→１１名，内訳：学部長・評議員２名・副学部長（教員）２名
務分担の明確化と迅速な対応が可能な運 ・学部長補佐３名・副学部長（事務）・副学部長補佐（事務）２名）
営体制を整備する。 会議を週１回（月曜日）開催し，学部の重要事項について方向性を示

し学部運営の効率性と機動性を高めている。
学部長室会議メンバーが室長（責任者）となる国際交流室，研究企画

室，広報室を設置し，業務分担の明確化と迅速な対応ができる運営体制
に整備した。（６月・１１月）

室員に事務職員を加えることにより，教員組織と事務組織との連携を
強化し，問題点の把握と改善を継続できる体制に整備した。（１９年度計
画の前倒し）

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【9-9】
法曹法務研究科 Ⅲ 研究科長を補佐するための体制を検討した結果，副研究科長を置くこ

法科大学院の特殊性を踏まえて，望ま とが望ましいとの結論を得た。今後，研究科運営の効率性と機動性の向
しい研究科長補佐体制を検討する。 上のため，研究科長補佐体制の実質化を図る。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【10】 【10】
副学部長又は学部長補佐は，その職 人事制度ワーキング・グループで副部 Ⅲ 平成１７年度に国立大学法人信州大学の組織に関する規則が制定され，

責に応じた処遇を制度化する。 局長等の制度を確立しこれに応じた処遇 部局運営組織の制度的な側面での整備を完了した。平成１８年度は処遇
について検討し，役員会で決定する。 面の整備に関して検討を行った結果，従来の管理職員等との関連等から，

引き続き検討を継続することとした。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【11】 【11-1】
教授会の審議事項を精選し，所要時 人文学部 Ⅲ 委員会等事業計画を集約調整し機動的，体系的な案を策定し，実施し

間の縮減を図る。 教授会等の会議における諸会議報告の た。
文書電子化等をさらに活用し，必要に応 学部執行部会議（各委員会委員長含む）において，教授会の１週間前
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じたペーパーレス化を検討するとともに， に事前に教授会審議事項を十分検討することにより，時間短縮が図られ，
執行部会議の役割・機能を明確化しつつ， 午後１時半から始まる研究科委員会及び教授会は概ね午後５時までには
審議の実質化・効率化に継続して取り組 終了することができた。また，既に実施している文書の電子化は平成１
む。 ８年度も継続して実施した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【11-2】
教育学部 Ⅲ 教授会審議事項について，実務委員会及び学部運営会議で審議・確認

実務委員会において教授会審議事項の したものを教授会へ提案し，教授会において承認・実行するという流れ
原案を作成し，学部運営会議での十分な が定着している。また教授会資料の電子媒体化を推進し，教授会資料の
審議を経て教授会に提案する。また，報 簡素化と会議時間の短縮をした。
告事項の電子媒体表示を検討し，会議時 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
間の縮減を図る。

【11-3】
経済学部 Ⅲ 審議効率を向上させるべく，学部内ＬＡＮのＷｅｂセンタを活用し，

平成１７年度に引き続き，従来の審議 議事録や審議事項の案及び報告事項は準備でき次第に掲示して，教授会
事項を随時見直し，本部権限となった事 メンバーの事前閲覧を可能とした。
項については審議の省略を図る。また， 従前は審議事項であった入試の実施要項を管理運営事項とし，平成１
審議事項を教学関連と管理運営関連に分 ８年２月より報告のみとした。また短期の海外出張については平成１８
類し，管理運営関連事項のうち報告事項 年５月に審議事項から除外し，学部長決裁によるものとして当該手続き
とすべき分野を検討する。なお，審議事 の簡略化，効率化を図った。
項の精選が図れた事項について，必要に 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
応じて学部教授会規程を改正する。

【11-4】
理学部 Ⅲ 重要事項については，将来計画委員会，学科長会議等関係委員会で審

平成１７年度に教授会の審議事項の数， 議し，各学科での検討の機会を確保した。その結果，教授会へは関係委
内容及び時間数を調査した結果，良好で 員会で十分に審議した審議事項を提案することが可能となり，教授会の
あった。本年度も検証を行い，必要に応 所要時間が短縮され，重要事項の審議に十分な時間を当てることができ
じ見直しを行う。 た。編入学生等の単位の読替えについて，その判定を教務委員会の専決

事項とした。「人件費ポイント制への対応」，「予算配分の基本方針の検討」
等については，財務施設委員会等の協力を得て，学科長会議で十分に検
討した上で教授会へ提出する原案の作成を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【11-5】
医学部 Ⅲ 管理運営等の重要案件については，学部長補佐会議において審議する

代議員会としての医学科会議及び保健 とともに，各委員会においても委員会内での審議を徹底させることによ
学科会議の審議事項の見直しを行うとと り，教授会へは可能な限り報告で済むようにし，教授会での審議時間の
もに，管理運営等の重要案件については 短縮を図っている。
学部長補佐会議で審議することにより， １回当りの平均審議時間は，平成１５年度が約１８０分，平成１６年
所用時間の縮減を図る。 度が約１００分，平成１７年度が約９０分，平成１８年度が約７０分と

縮減に成功している。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【11-6】
工学部 Ⅲ 代議員会制度の導入により，教授会（教員会議）の開催を２ヶ月に１

代議員会制度は既に導入済みであり， 回程度に減らしている。さらに，学科長会議での十分な審議を経ること
教授会の開催回数をそれまでの約半分に により，教授会（教員会議）での審議事項を精選し，議事進行の効率化
低減している。さらに学科長会議での十 を図り，所要時間を短縮している。
分な審議を経ることにより教授会での審 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
議事項を精選し，所要時間の縮減を図る。
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【11-7】
農学部 Ⅲ 教授会の所要時間の縮減を図るべく事項の精選や資料配付について改

教授会システム等の検討を継続し，必 善を行った。従前は委員選出について，複数名選出の場合は複数回の選
要に応じ改善策を検討する。 挙を行っていたが，内容により連記方式とすることで選挙回数を減らし

た。また資料の配付はメールによる配信を推進し，特に報告事項につい
ては学科長会議又はメンバーにメールにて配信を行い，教授会の所要時
間の縮減を図った。一層の教授会の効率化を図るため，プロジェクター
設置による会議進行を行うため具体的な検討を行っている。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【11-8】
繊維学部 Ⅲ 学部長室会議において管理運営上の重要事項について方向性，問題点

問題点の把握に努め，継続的に改善を の整理を行うことにより，教授会等の審議の効率化と短時間化を平成１
図る。 ７年度に引き続き図った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【11-9】
法曹法務研究科 Ⅲ 本研究科の１回の教授会における平均的な審議事項の数は４件，所要

現在の運営方法について検証を行い， 時間は１時間程度となっており，所要時間の縮減については，十分に図
所要時間の縮減の必要性，可能性の有無 られている。他方，さらなる所要時間の短縮を図るため，審議方法の改
を検討する。 善について今後検討する。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【12】 【12-1】
教授会と学部長との役割分担を見直 人文学部 Ⅲ 委員会等事業計画を集約調整し機動的，体系的な案を策定し，実施し

し，主に教学に関する事項を教授会と 学部執行体制（学部長・副学部長・学 た。
し，意思決定・ 執行のスピード化，効 部長補佐により組織する学部執行部会議 平成１８年度も，学部長・副学部長・学部長補佐により組織する学部執
率化を図る。 による機動的な学部運営，学部の目標計 行部会議による執行体制を維持・継続し，学部の目標・計画に基づく委

画に基づく委員会・ＷＧ運営）の整備・ 員会・ＷＧ運営等事業計画を集約調整した案を予算案とも連動させて策
充実に努め，教授会と学部執行体制の役 定し，教授会においてこれを審議する等の役割分担が行われ，機動的・
割分担をさらに明確化する。 効率的な組織運営が図られた。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【12-2】
教育学部 Ⅲ 信州大学教授会通則の規定に基づいて信州大学教育学部教授会規程を

信州大学教授会通則（平成１６年４月 一部見直し，同時にその運用を工夫することによって，教授会と学部長
１日信州大学通則第２号）の規定に基づ （学部運営会議）との役割分担を明確にし，意思決定及び執行の効率化，
いて信州大学教育学部教授会規程を見直 スピード化を図った。具体的には，月に２回の学部運営会議を定例化し，
し，教授会と学部長（学部運営会議）と 月初めの会議では，比較的将来的，長期的，戦略的な学部運営の議論を
の役割分担を明確にする。 中心に行い，月末の会議では，当面する課題や教授会審議事項について，

実務委員会での審議・報告に基づき審議・確認・決定を行った。最終的
には，全ての事案について，学部運営会議で審議・確認・決定したもの
を教授会へ提案し，教授会において承認・実行するという流れが定着し
ている。その結果，実質的に学部長（学部運営会議）の役割，機能が果
たされるようになりつつあり，また，効率化，スピード化も進み，学部
運営についての学部教員の意識も変化してきている。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【12-3】
経済学部 Ⅲ 審議効率を向上させるべく，学部内ＬＡＮのＷｅｂセンタを活用し，

平成１７年度に引き続き，教授会の審 議事録や審議事項の案及び報告事項は準備でき次第に掲示して，教授会
議事項を随時見直し，審議の効率化を図 メンバーの事前閲覧を可能とした。
る。学部長と合わせて３名が学部内諸委 従前は審議事項であった入試の実施要項を管理運営事項とし，報告の
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員会を分担統括して意思決定及び執行を みとした。また短期の海外出張については審議事項から除外し，学部長
指揮する。同時に主要な実施委員会委員 決裁によるものとして当該手続きの簡略化，効率化を図った。
長，学部長及び副学部長による連絡会議 定例のランチミーティングを９度開催し，各種委員会との報告・連絡
を定例的に開催して，諸施策の決定及び を行い，随時教授会メンバーに報告した。学部長補佐体制については来
執行のスピード化を図る。また委員会編 年度から実施する。
成を見直し，クリーンかつスピーディな 委員会編制では，戦略・広報・研究関係委員会群と教学・就職関係委
意思決定体制を検討する。 員会群の２群を設定し，機能分担を見直した。前者では図書委員会，研

究企画委員会，紀要委員会を統合し，図書・研究企画・紀要委員会とし
て効率化を図った。

後者では，大学院運営委員会の機能を見直し，既存専攻についての運
営に特化させて経済･社会政策科学専攻運営委員会と名称を変更したほ
か，国際交流委員会と留学生委員会を統合し，国際交流･運営委員会とし
て業務の効率化を図った。また従来は別個だった教育企画委員会のもと
にＦＤ部会，卒試・シラバス部会， Ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ部会，交流系
科目部会，カリキュラム検討部会，ＩＳＯ作業部会を配し，委員会数を
削減したほか，委員会同士の連携の密接化を図った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【12-4】
理学部 Ⅲ 教授会審議事項は，議題，連絡事項，会議報告に分類し，予めこれら

平成１７年度に教授会の教学に関する を資料として配付し，各人が事前に検討することができる様にしている。
事項以外の事項について検証した結果， 議題案件についても，出来る限り関係委員会等で審議，意思決定を行い，
良好であった。本年度も検証を行い，必 教授会での審議時間の短縮，効率化等を図っているのは，前項に記述し
要に応じ改善策を検討する。 たとおりである。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【12-5】
医学部 Ⅲ 教学に関する案件は医学教育センターにおいて審議し教授会に諮って

代議員会としての医学科会議及び保健 いる。管理運営等の重要な案件については，学部長補佐会議で審議して
学科会議に，教授会審議事項を付託し， 教授会に報告している。これらの運営体制を平成１８年度も継続するこ
効率化を図るとともに，教学に関する案 とで，学部長のリーダーシップのもと，迅速で効率的な学部運営が図ら
件については，医学教育センターで審議 れた。
のうえ教授会に諮ることとしている。管 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
理運営に関しては，学部長補佐会議にお
いて，学部長リーダーシップのもと意思
決定の形成，その執行のスピード化，効
率化を図るとともに，見直しを行う。

【12-6】
工学部 Ⅲ 毎月開催される代議員会及び学科長会議に審議事項を集中することに

代議員会制度の導入に際し，教授会の より，教授会での審議事項を減らし，より効率化・スピード化を図って
審議事項を主に教学に関するものとし， きた。また，必要に応じ，学部運営会議において教授会と学部長との役
代議員会ではその他の事項を審議する制 割分担について見直しを行い，学部運営の意思決定・執行のスピード化
度とした。必要に応じ，学部運営会議に ・効率化を図った。
おいて教授会と学部長との役割分担につ 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
いて見直しを行い，学部運営の意思決定
・執行のスピード化，効率化を図る。

【12-7】
農学部 Ⅲ 各種委員会の役割分担の見直しを行い，４７組織を３２組織にし課題

教授会審議事項及び役割分担の見直し 解決の迅速化及び効率化を図った。また，年度初めに各委員会の目的目
検討を継続し，必要に応じ改善策を検討 標を設定し，年度末にその結果及び評価を学部長に報告する連絡会議を
する。 開催し，次年度への課題点検を行った。
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以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【12-8】
繊維学部 Ⅲ 兼務となっていた副学部長と評議員を分けるとともに，副学部長補佐
意思決定・執行の迅速化を図るため，副 （事務担当）をメンバーに加え学部長室会議の増強を図った。

学部長と評議員を分け，学部長室メンバ （１８年４月， ７名→１１名， 学部長・評議員２名・副学部長(教員)
ーを２名増員し，概算申請など各種申請 ２名・学部長補佐３名・副学部長(事務)・副学部長補佐(事務)２名）
課題への取組みの迅速化を図る。 学部長会議は週１回（月曜日）開催，学部の重要事項について方向性

を示し意思決定・執行のスピード化，効率化を高めている。
各種申請等個別の課題について，会議メンバーが責任者となり，業務

分担の明確化と迅速化を図っている。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【12-9】
法曹法務研究科 Ⅲ 本研究科では，研究科長の下に各種委員会を設け，個々の業務執行を

現在の教授会の審議事項を検討し，役 機動的・効率的に行うように努めている。教授会の審議事項については，
割分担の明確化を図りつつ，教授会のス 教学に関する事項のみとするよう努めるとともに，教授会にて説明を要
ムースな運営に努める。 する資料について電子データにて事前配付する等，教授会のスムースな

運営に努めている。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【13】 【13-1】
学部運営に識見を有する適任者を学 人文学部 Ⅲ 「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され平成１８年２月１

部長に選任できるような選考方法を採 学部長候補者選考通則を踏まえた選考 ６日に施行された。これに基づき，８月に「人文学部長候補者選考規程」
用する。 方法について具体的に検討し，学長候補 の改正を行った。この改正により，学部長の解任制度の新設，選挙権者

者選考規程との整合性を考慮しつつ，新 に事務職員（主査以上）を加える選挙権の拡大等の改正を行い，より学
たな人文学部長候補者選考規程を策定す 部長として適任である者を選任することが可能となった。
る。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【13-2】
教育学部 Ⅲ 「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され平成１８年２月１

信州大学学部長候補者選考通則の改定 ６日に施行された。これに基づき，９月に「教育学部長候補者選考規程」
に基づき，教育学部長候補者選考規程の の改正を行った。これにより，選挙権者に附属学校副校長・教頭及び事
見直しを行い，学部運営の適任者を選任 務職員（主査以上）を加える選挙権の拡大，所信の周知，学部長解任規
できる選考方法等を制定して運用する。 定の新設，任期を２年から３年に延長する等の改正を行い，より学部長

として適任である者を選任することが可能となった。
また，新しい規程に基づき，１２月に学部長選挙を実施した。この選

挙により，新規程が適切であることが確認された。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【13-3】
経済学部 Ⅲ 「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され平成１８年２月１

学部長候補者選考通則との整合をはか ６日に施行された。これに基づき，「経済学部長候補者選考規程」の改正
るべく，また，学長選考会議の検討状況 を１０月から１１月にかけて教授会で審議し，１１月教授会での決定を
を踏まえ，経済学部長候補者選考規程の もって，学部長解任規定の新設，任期を２年から３年に延長する等の改
見直しを開始する。 正を行い，より学部長として適任である者を選任することが可能となっ

た。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【13-4】
理学部 Ⅲ 「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され平成１８年２月１
「学長選考規程」が定められたので，こ ６日に施行された。これに基づき，「理学部長候補者選考規程」の改正案

れを参考として，学部運営に識見を有す を策定した。平成１９年３月の教授会で承認し，平成１９年４月１日よ
る適任者を学部長に選任できるような選 り施行されることとなった。新規程では推薦方式の導入，所信表明の機
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考方法（例えば，推薦方式等の導入，事 会設定等の改正が行われ，より学部長として適任である者を選任するこ
前の質疑応答，所信表明等の機会設定， とが可能となった。
全教職員による意向投票等を含む）を検 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
討する。

【13-5】
医学部 Ⅲ 「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され平成１８年２月１

学部長は，法人化により，管理運営面 ６日に施行された。これを踏まえて，学部運営に識見を有する適任者の
に加えて，学部における教育・研究面に 選任方法の検討を終了し，「医学部長候補者選考規程」の改正案を平成１
おけるその職責の重要性が増大しており， ９年度前期中に策定する。
学長選考規程の施行及び学部長候補者選 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
考通則を基に，識見を有する適任者を選
任できるよう医学部長候補者選考規程の
見直しを検討する。

【13-6】
工学部 Ⅲ 平成１８年３月１日に改正した「工学部長候補者選考規程」に基づき，

適任者を学部長候補者として選考でき ４月に工学部長候補者選挙を実施し，学部長を選出した。新規程では，
る工学部長候補者選考規程に基づき，学 学部長候補者の推薦制，選挙権者に事務職員（主査以上）及び技術専門
部長選挙を行う。 職員を加える選挙権の拡大，所信の周知，任期を２年から３年に延長す

る等の改正がされ，学部長として適任である者が選考された。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【13-7】
農学部 Ⅲ 「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され平成１８年２月１

農学部長候補者選考規程の見直しを行 ６日に施行された。これに基づき，１１月に「農学部長候補者選考規程」
い，望ましい選考方法を検討する。 の改正を行った。これにより，学部長候補者の立候補又は推薦制，選挙

権者に事務職員（主査以上）及び技術専門職員を加える選挙権の拡大，
任期を２年から３年に延長する等の改正を行い，より学部長として適任
である者を選任することが可能となった。

平成１９年２月に新たな農学部長候補者選考規定により，農学部長候
補者の選挙を行った。この選挙により，新規程が適切であることが確認
された。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【13-8】
繊維学部 Ⅲ 「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され平成１８年２月１６
遅れていた学長選考規程の確定により， 日に施行された。これに基づき，「繊維学部長選考規程」を１１月に改正

これに整合するよう繊維学部長候補者選 し，「繊維学部長候補者選考に関する取扱いについて」を１１月に定めた。
考規程を改正する。これに基づき，選挙 これにより，任期を２年から３年とすること，候補者を立候補又は推薦
を実施する。関連して，評議員選考規程 のあった者とすること，選挙権者に事務及び技術職員を加えて選挙権者
も見直す。 を拡大すること等の改正を行い，より学部長として適任である者を選任

することが可能となった。
この新たな規程に基づき，平成１９年１月に学部長選挙を実施した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【13-9】
法曹法務研究科 Ⅲ 「信州大学学部長候補者選考通則」が一部改正され平成１８年２月１６

学部長候補者選考通則を踏まえて，識 日に施行された。これに基づき，「法曹法務研究科長候補者選考規程」の
見を有する適任者を選任できるよう研究 改正を行った。これにより，選挙権者の拡大，研究科長解任規程の新設
科長候補者選考規程の見直しを検討する。 等の改正を行い，より研究科運営に適任な者を研究科長に選任すること

が可能となった。なお，同規程については，選考方法等に係る課題を抽
出・整理を行っている。その上で，学部長候補者選考通則の趣旨を踏ま
え，識見を有する適任者を選任できる実効性のある規程を作るべく，継
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続して検討を行っている。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【14】 【14-1】
事務系職員は，学長，役員会等の執 本部内部部局は，執行組織改革を行い， Ⅲ 本部内部部局へのグループ制導入を平成１８年４月に行った。

行機関や教員組織との密接な連携協力 組織をフラット化しグループ制を導入す 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
のもとで，役割を分担する専門職能集 る。
団としての機能強化を図る。

【14-2】
各学部において，学部事務組織の機能 Ⅲ 各学部の企画能力を高めるため，各学部から１名の職員を選出してＷ

強化のため，業務の合理化，教員との連 Ｇを立ち上げた。ＷＧでは学部企画能力を強化するための具体的な内容
携協力，役割分担のあり方などを検討し， と，そのために必要な体制を検討した。
当該学部の実情に応じたグループ制の導 また，学部事務の合理化のため，各学部から１名の職員を選出してＷ
入を図る。 Ｇを立ち上げた。ＷＧでは学部からの視点により，各学部の合理化が可

能な業務を洗い出し，その実現のための作業を行った。
上記の検討により，グループ制の導入等の学部組織の改革を平成１９

年４月から実施することとした。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【15】 【15】
戦略的な組織編制と選考採用，各種 引き続き他大学及び企業等の状況につ Ⅲ 優れた人材確保の観点から，企業・私立大学等での経験・ノウハウ・

専門研修，キャリア・パスの整備等に いて調査を行い，信州大学における人材 民間における顧客サービスの考え方を活用して学生サービスの一層の向
より，優れた人材確保や養成を行う。 確保・養成のあり方について検討する。 上を図るため，学生支援課長を広く全国から公募した。

また，他大学等の人事政策などの情報収集を継続した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【16】 【16】
留学生相談や留学生受入れに関する 事務職員の専門性をより高めるととも Ⅲ 国際交流センター及び国際交流課の教職員合同の会議を毎週１回のペ

業務について，教員と事務職員との一 に，運用の改善・効率化を図る。 ースで開催し，スタッフ全員により議題審議・連絡調整等を行い，円滑
体的な運営組織を設置する。 な業務の遂行に役立てている。

国際教育交流協議会（ＪＡＦＳＡ）など，高度の専門性を有する機関
と連携し，積極的に研修会へ参加する等，教職員のスキルアップを図っ
ている。

現在欠員となっている国際交流副センター長について，適任な教員を
補充するため，国際交流センターにおいて教授選考を行い，組織体制の
整備を図っている。選考の結果，平成１９年７月より副センター長が着
任する。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【17】 【17-1】
中期計画等を確実に実現させるため， 策定されたシステムの見直し，検討を Ⅲ 平成１８年度予算配分方針及び同基準及び予算制度ワーキンググルー

学長のリーダーシップのもとに関係委 行い充実させる。 プ中間答申に基づき，部局に対して大学の特色を活かしたテーマに基づ
員会が有機的な連携を図りつつ，学長 くプロジェクトを厳選する等の大学の特色を活かした事業展開を可能と
裁量の人事枠や教育研究経費及び研究 するための予算として学長裁量経費を確保した。またインセンティブ付
施設等の学内資源を重点的に配分する 与を含めた傾斜配分を行うための予算として学部長裁量経費を確保した。
システムを構築する。また，教育研究 さらに，予算制度ワーキンググループの検討結果として，人事課より
に関する学長・学部長の裁量的経費の 人件費のポイント制度の導入予定の説明があり，人件費削減等を目的と
一層の確保を図る。 した人員管理については将来構想分やポイントの貸与制度など学長管理

の担う調整機能の役割が非常に大きいため，人件費については引き続き
学長の下に一括管理とすることとした。

また，部局予算の効率的・計画的執行を推進するために，予算の繰越
を平成１８年度予算から認めることを１１月の役員会において承認した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
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【17-2】
学長裁量の人事枠を有効に活用し，教 Ⅲ 学長裁量枠定数の重点配分を以下のとおり実施した。

育研究の充実に向けた重点的な配置を検 全学教育機構の発足に合わせて，旧高等教育システムセンターの教職
討する。 課程部分に教員定数を措置し，教職教育部とした。

ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ担当要員として工学部に技術職員定数を措置し
た。

教育学部附属志賀自然教育研究施設の特殊性を考慮し，管理業務等を
担当する技術職員定数を教育学部に措置した。

なお，学長裁量枠ではないが，全学教育機構の発足に当っては，各学
部等からの定数異動について，学長のリーダーシップにより各学部等間
の調整を実施した。

また，総人件費改革の実現に向け導入された教員人件費のポイント制
管理により，将来構想に基づくポイントの重点配分や各学部等内での積
極的な人事政策の実現を可能とした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【18】 【18】
健全な大学経営と対外的説明責任の マネジメント・サイクルに関する指針 Ⅲ マネジメント・サイクルに関する指針により，計画・実行・チェック

観点から，執行機関においては，計画 により業務遂行ルーチン体制の整備を行 ・修正のサイクルによる各部署の業務遂行ルーチンを整え，また，１１
・実行・チェッ ク・修正のサイクルに う。 月下旬から１２月末にかけて計画担当理事と評価担当理事により，その
よる業務遂行ルーチンを整える。 整備状況や中期計画達成状況に関するヒアリングを担当理事・副学長と

担当部署の職員を対象に実施し，現在までの実施状況と平成１９年度以
降の計画の見直しの必要性等の確認を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【19】 【19-1】
業務執行効率を考慮した合理的な監 内部監査のより一層の充実を図るため， Ⅲ 内部監査のより一層の充実を図り，業務全般の改善を重視した監査を

査基準に基づく監査体制を整備する。 新たに内部監査室を設置するとともに， 行うため，平成１８年４月１日に学長直属の組織として内部監査室を設
監事の行う監査及び会計監査人の監査と 置した。
の連携体制を強化する。 内部監査室では，業務の有効性，効率性及び業務処理の的確性等に係

る監査と法令遵守の管理及び維持体制並びに倫理関係規程等の遵守体制
に係る監査を実施することとし，平成１８年度は，監査計画に基づき，
①「コンプライアンス体制の整備状況」，②「安全衛生管理体制の整備状
況」，③「個人情報保護体制の整備状況」，④「ハラスメント防止対策の
整備状況」及び⑤「学内諸規程の整備及び遵守状況」を監査項目として
内部監査を実施した。監査結果により指摘した改善意見等に対しては，
９割以上が実施済又は検討中という回答を得ている。

監査結果は，①では法務・コンプライアンス対策室（仮称）設置に向
けて検討に着手，②では改正労働安全衛生法への対応や巡視態勢の整備，
労働基準監督署への届出書類等一覧の作成，メンタルサポートの強化，
③では保護管理者による点検や監査体制の整備，④では読みやすいＨＰ
へのリニューアル，事案の早期解決のための期間設定，派遣労働者への
対応等の改善に活用されている。必要に応じて，次年度フォローアップ
監査により，さらに改善の実質化を図っていくこととしている。

また，監査の実施に当り，内部監査規程，内部監査実施要領，内部監
査実施マニュアル等を作成，制定し，適正な手続により内部監査を実施
するとともに，チェックリストにより効率的な監査を行っている。

一方，連携体制の強化については，ａ.監事会や監事監査等の監事業務
を支援し，ｂ.会計監査人の監査に監事とともに立会い，意見交換，情報
収集，問題点の把握をし，ｃ.学長，監事及び内部監査室の三者協議の場
を設定するなど，その強化に努めている。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
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【19-2】
新設される内部監査室との連携体制を Ⅲ 平成１８年４月に主として業務監査を行う内部監査室が新設された。

構築する。 内部監査室と，内部会計監査の実施主体となる財務課と以下のとおり連
携を図った。
・平成１８年度監査計画立案に当って連携をとった。
・会計検査院会計実地検査に当って，内部監査室と連携して調書作成を
行うとともに受検に対応した。
・会計監査人監査計画及び会計監査人監査報告会に，幹事，内部監査室
及び財務課が出席して意見交換を行うことにより連携を深めた。
・内部会計監査における重点監査項目等について，内部監査室と調整の
うえ設定した。また，監査日程を調整することにより一日で内部会計監
査を実施した。
・内部会計監査の実施結果については，学長，監事，内部監査室，会計
監査人，役員会に報告するとともに，各部局に通知・学内掲示板におい
て公表した。

以上のとおり内部監査室と財務課の連携により，合理的で実効性のあ
る監査体制が構築された。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【19-3】
組織業務改革に伴う内部統制の検証を Ⅲ 以下の取組を実施した。

行う。 組織業務改革に伴う業務フローチャートの見直しを行った。
財務会計決済における権限と責任を明確にするための作業を開始した。
個々の業務の有効性及び効率性について検証を行ったうえで，会計関

係規定等の改正を行った。
研究費の不正な使用への対応に係る検討会を立ち上げ，下記事項につ

いて検討を行った。
・不正防止規程について
・公共調達の適正化に向けた取組状況について
・物品購入契約に係る公正入札調査委員会の設置について
・物品購入契約に係る取引停止等の取扱基準について
・物品購入契約等に係る納品検収体制について
・物品購入契約等に係る教員発注について
・旅費謝金に係る不正防止計画について

以上の検討課題に対応する会計規程の改正案の作成も平行して作成し
た。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【20】 【20-1】
近隣の大学等との連携を一層強化し， 平成１７年度に引き続き「長野県内大 Ⅲ 平成１７年度に引き続き「長野県内大学単位互換協定」による，大学

教育研究分野のパワーアップを図ると 学単位互換協定」により，大学間相互の 間相互の学生交流が行われた。また，平成１９年度からは，これまでの
ともに，新たな連携・協力モデルの構 学生交流を促進させる。 「学部の単位互換」に加え，「大学院の単位互換」を行うこととなった。
築を目指す。 １８年度の本学での実績としては,受入学生数が前期,後期併せて１２名，

履修科目数は２０科目である。
また，平成１９年２月に県内７大学連携による初の試みとして，ＧＰフ
ォーラム「Ｇｏｏｄ Ｐｒａｃｔｉｃｅ ｉｎ ＮＡＧＡＮＯ-魅力ある高
等教育を目指して-」を開催し，大変好評を博した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【20-2】
平成１７年度に開催した本学と上越教 Ⅲ 本学と上越教育大学との連携協議会での協議に基づき，「教育交流」，「研

育大学との連携協議会での協議に基づき， 究交流」，「地域貢献検討」及び「教育課程研究」の４部会が以下の事業
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「教育交流」，「研究交流」，「地域貢献検 計画を推進した。
討」及び「教育課程研究」の４部会の事 ○教育交流部会
業計画を推進し，人的にも教育研究の面 １．フレンドシップ事業について，平成２０年３月開催予定の全国フレ
でも交流を重ね，情報交換を行いながら ンドシップ連絡協議会に向けて，準備作業を進めることを合意した。
両大学のパワーアップを図っていく。 ２．インターンシップについて，両大学で情報交換が行われた。

３．「教職実践演習」の実施に向け，カリキュラムにおける位置付け，演
習科目の目標，内容，方法等について上越教育大学の検討状況について
報告があった。
４．美術研究室による交流・合同展覧会は，継続的に取り組むことを確
認した。
５．その他，ＩＳＯ，学生のメンタルヘルスに関する取組，教員免許更
新制に伴う講習・研修のあり方について情報交換を行われた。
○研究交流部会

高度な専門性と実践力のある教員の養成を目指すために，共同でカリ
キュラム開発研究を進めることは，今後一層重要であることを確認し，
法人化や教員養成ＧＰ等への取組による状況の変化も踏まえ，以下の１
～３の各項目について実現可能な提案を検討した。
１．附属学校園を活用した教員養成カリキュラムの開発研究
２．各種プロジェクトへの参画
３．大学院生に対する連携共同による研究指導の企画推進
○地域貢献検討部会

８月に本学と上越教育大の教員並びに学生３０名以上を指導者として，
幼少年剣道指導にかかわる連携・協力事業を実施した。１２月には，本
学教育学部と上越教育大学の各美術分野学生院生が，「蔵の街」をテーマ
としたワークショップ・作品制作を須坂市の蔵を利用した施設で行い，
多数の市民が参加した。上越教育大学の「エネルギー・環境」研究会の
主催事業に，本学教育学部学生が参加することを検討した。
○教育課程研究部会関係
１．教員免許取得学生の付加価値を高めるカリキュラム実施に関する連
携，教員養成コア・カリキュラムの開発に関する連携，教職大学院のカ
リキュラム開発に関する連携について，強化を図ることとした。
２．本学で進めた総合演習科目及び共通教育における教職教養科目のカ
リキュラム等，上越教育大学で進めた教職実践演習に関するカリキュラ
ム構築等に関する情報交換を行い，平成１９年度以降の具体的実施に対
する両大学のパワーアップに寄与した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【20-3】
長野市内７大学･短大・高専単位互換夜 Ⅲ 長野市内の高等教育機関（教育学部，経済学部，工学部，清泉女学院

間開講カレッジ等を開講し，中心市街地 大学，清泉女学院短期大学，長野県短期大学，長野経済短期大学，長野
の活性化及び市民等の生涯教育に対する 女子短期大学，長野工業高等専門学校）の単位互換協定に基づき開講す
ニーズに貢献する。 る夜間カレッジでは，大学等の授業を，長野市内の大学・短大・高専の

学生及び市民の方へ開講し，長野市内の大学・短大・高専の学生は，単
位互換協定に基づき単位が認定された。

なお，前期の本学が関係した３科目では，１１３名（うち市民は２名）
が受講し，後期の本学関係の３科目では，１１４名（うち市民は４名）
が受講した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウエイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(１) 業務運営の改善及び効率化

② 教育研究組織の見直しに関する目標

中 【 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等に関する基本方針 】
(１) 教育研究組織の編成・見直しの基本構想を策定する。

期 (２) ２１世紀の社会が必要とする多様な高度専門職業人を養成するため，学部や学問分野の枠を越えた全学的視点から大学院研究科の整備・充実を図る。
〔修士課程〕

目 (３) 高度な研究能力を有した創造的専門職業人の養成と卓越した知の拠点形成を目指した先端的，独創的研究を推進する。
また，文系・理系などの学問分野を越えた総合大学としての多様な資源を活用した個性・特色に優れた大学院研究科の整備・充実を図る。〔博士課程〕

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【21】 【21】
自己点検・評価と学外者による検証 教育研究組織の中・長期的な見直しの Ⅲ 教育研究組織の中・長期的な見直しの基本構想の策定に活用するため

や第三者評価を行い，教育研究組織の 基本構想の策定に活用するため，大学評 に，全学の活動状況について大学評価・学位授与機構による認証評価を１
中・長期的な見直しの基本構想を策定 価・学位授与機構の認証評価を受けるべ ９年度に受けるため，各部局の状況を自己評価を実施し，それらを取りま
するシステムを構築する。 く，自己点検・評価を開始する。 とめて大学全体の状況について自己評価を行っている。なお，各部局で実

施した自己評価についても公表することとしている。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【22】 【22】
教養教育の充実並びに教育に関する 平成１８年度より発足する全学教育機 Ⅲ 平成１８年４月の全学教育機構発足後，教養教育のさらなる充実に努め

研究開発，企画及び支援をさらに推進 構において，教養教育のさらなる充実に た。
するため，高等教育システムセンター 努める。 教養科目については大学の理念・目的に沿った人材育成のためのカリキ
を改組し，高等教育機構（仮称）を設 ュラム編成とし，特に環境マインドを持つ人材を育てるべく，環境関連の
置する。 科目の充実を図り，全学部必修とした。また，外国籍を持つ教員を専任教

員として採用し，外国語関連科目を充実させた。さらに，これまで責任主
体が不明確であった教育学部以外の教職科目について全学教育機構内に教
職教育部を設置することにより責任の主体を明確化した。なお，その他の
個別の取組の具体的な状況は後述した。

以上の状況から，教養科目の充実はもとより，これまでの本学の外国語
関連科目，教職科目についても，その内容を充実させることを達成したた
め，年度計画を十分に実施していると判断する。

【23】 【23】
平成１９年度に，医学部保健学科を 医学部保健学科を基盤とした大学院医 Ⅲ 大学院医学研究科保健学専攻設置計画書及び補正計画書を文部科学省に

基盤に，高度で専門的な医療技術者や 学研究科保健学専攻（修士課程）の設置 提出し，平成１８年８月及び平成１８年１０月に設置審議会の審査を受け
教育者，研究者の養成を目的として， 申請を行う。 た。その結果，平成１８年１２月に大学院医学系研究科保健学専攻（修士
看護学及び保健学に関する大学院（修 課程）設置が認可された。
士課程）を設置する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【24】 【24-1】
文化，教育，社会政策等の分野の高 地域連携オフィス（旧仮称：地域連携 Ⅲ 地域連携オフィスの活動の実質化及び県内自治体・企業等との共同研究

度専門職業人養成を目的として，既存 センター）の活動を実質化させ，県内自 の推進については，後述の【195-1】，【195-2】のとおり十分な成果を得る
の人文科学研究科，教育学研究科及び 治体・企業等との共同研究を推進すると ことができた。地域連携オフィスの設置により，大学院について「地域価
経済・社会政策科学研究科修士課程の ともに，文化・教育・社会等の分野に求 値創成」に関わる研究と価値診断能力を持つ人材育成を重点目標とした教
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改組・再編について検討を開始する。 められる高度専門職業人養成のための履 育の検討を開始した。この地域連携オフィスの設置を通じて，地域社会と
修プログラムを試行する。 の連携強化を図り実績を積むことで，今後の大学院改革に結びつけていく

こととした。今年度は，地域連携オフィスにより大学院教育に地域との連
携・協力を活用することができ，一定の試行ができた。

文系大学院の充実化(修士課程の高度化・博士課程創設)については，全
学的な取組・方向性を模索する過程にある。そこで，新たに今年度中に策
定され，平成１９年度より実施される研究科新カリキュラムの検証を踏ま
え，かつ，新大学院構想の進展をにらみながら，平成２１年度研究科改組
(予定)に向けた，早期の改組ＷＧの立ち上げを検討している。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【24-2】
全学教育機構の設置に伴う教員組織の Ⅲ 全学教育機構の設置に伴う教員組織の変更を契機として，人文学部の組

変更を契機として，修士課程のカリキュ 織改革（カリキュラム改革）が実施され，人文科学研究科の基礎となる講
ラム改革案を策定する。 座が改組されることとなった。それを受けて，大学院委員会を中心として

人文科学研究科のカリキュラム改革案を，現行の分野を専門領域として再
編・整備する方向で改革案をまとめ，研究科委員会の議を経て本部に提出
し，承認された。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【24-3】
「教職大学院」の創設を含めた教育学 Ⅲ 「教職大学院」の創設を含めた教育学研究科の改組･再編の可能性につ

研究科の改組・再編の可能性について， いて，大学院問題検討委員会において検討を重ねた結果，現時点において
長野県教育委員会・長野市教育委員会と は「教職大学院」の平成２０年度創設についての具体的検討は凍結し，当
の協議に基づき，教育組織，教育課程， 面は，現行の教育学研究科の整備･充実に全力を挙げることを確認した。
人的配置の見直しを一体化して具体的な 既存の研究科の整備･充実に当り，基礎的なデータの収集が先決であり，
検討を行う。 そのような作業抜きに新構想の「教職大学院・専門職大学院」の設置に関

わる教育組織･教育課程･人的配置を急ぐべきではないとの基本的立場か
ら，平成１７年度に行った「長野県義務教育所学校教員に対する大学院教
育学研究科ニーズ調査」に引き続き，本学教育学研究科修了生を対象とし
た，大学院教育に関する「満足度調査」の実施，研究科のアドミッション
・ポリシー策定を含む入学試験の見直しを行った。

その結果，平成１８年度中に，教育学研究科のアドミッション・ポリシ
ーの策定を行うとともに，本研究科の入学試験システムの抜本的な改定を
行った。また，修了生の「満足度調査」については，平成１８年１１月～
１２月に調査を実施し，データの分析・考察を経て，平成１９年３月中に
報告書の形でその結果を公刊する予定である。在学院生を対象とした「満
足度調査」については，平成１９年１月に調査を実施し，現在集計・分析
中であり，可及的速やかに報告書として公表する予定である。

なお，長野県教育委員会と信州大学間における包括連携協定を平成１９
年２月に締結した。今後，同協定による教育委員会との全学的な連携・協
力を展開していくことで，教育学研究科の教育研究及び運営の充実が期待
できる。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【24-4】
経済・社会政策科学研究科イノベーシ Ⅲ イノベーション･マネジメント専攻と総合工学系研究科との連携に基づ

ョン・マネジメント専攻では総合工学系 くダブルディグリー化の検討を開始し，当面は工学系研究科との間で具体
研究科との連携に基づくダブルディグリ 的な詰めの作業に入った。
ー化の検討を開始する。また経済・社会 経済･社会政策科学専攻においては，学長主導によるいわゆる文系大学
政策科学専攻においては，公共政策を軸 院構想との関連をにらむ必要性から，公共政策を軸とする本部局の従来案
とする高度職業人養成課程について具体 との齟齬を避けるため，前者の構想が熟した段階で再検討することとした。
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的準備に着手する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【25】 【25-1】
経済学部を母体に法曹専門家の養成 信州大学法科大学院改善検討委員会を Ⅲ 平成１８年度に信州大学法科大学院改善検討委員会を２回開催し，法科

を目的として，法科大学院を設置する。 年間数回程度開催し，法科大学院に関す 大学院に関する重要事項を中心に審議し，法科大学院の改善に努めた。例
る管理運営体制全般に係る改善に関する えば，平成１８年４月開催の第５回同委員会においては，文部科学省から
こと，教育内容及び教員組織の充実に関 付された留意事項に関して，修了試験及び進級試験の意義などを検証し，
すること，教育環境の整備・充実に関す その後改善を行った。
ること並びに学生に対する就学援助の在 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
り方に関すること等について審議する。

【25-2】
自己点検評価を実施し，外部評価委員 Ⅲ 自己点検評価を実施し，外部評価委員会の検証を受け，その結果を公表

会の検証を受ける。 した。また，外部評価委員会は５名の委員により構成されるが，そのうち
４名は信州大学法科大学院改善検討委員会の委員が兼任することにより，
法科大学院のこれまでの改善状況を外部評価に反映できる体制とした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【25-3】

コンプライアンス委員会の充実を図 Ⅲ コンプライアンス委員会においては，適宜研修会を実施し，教員の法令
る。 遵守に対する意識向上を図った。研修会は４月２８日と１０月２７日に開

催し，個人情報保護法，セクシャルハラスメント等について研修を行った。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【26】 【26】
先端的，独創的，学際的研究の拠点 大学院総合工学系研究科山岳地域環境 Ⅲ 山岳科学総合研究所が開催した「信州大学国際シンポジウム」のポスタ

形成と高度専門職業人の養成を目指し， 科学専攻が設置され，この分野の優れた ー・セッション（１１月２２日）において，山岳地域環境科学専攻の学生
理学部，工学部，繊維学部を基盤とす 知識を有する高度専門職業人や研究者を がポスター発表を行い，外国の研究者と研究内容について議論することで，
る工学系研究科（区分制博士課程）に 養成する教育組織が整備されたことに伴 国際的な視野が養成された。さらには，山岳地域環境科学専攻での研究成
農学系分野を融合した総合工学系研究 い，山岳環境の研究拠点を目指している 果を広く公表することができた。
科（仮称）（独立研究科後期３年のみの 「山岳科学総合研究所」と連携強化を行 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
博士課程）に改組・再編する。なお， うことにより，同専攻の研究分野の充実
工学系研究科（博士前期課程）は工学 を図る。
系研究科（修士課程）とする。

【27】 【27-1】
医用工学分野等の設置による医学系 医学部知的財産活用センターの活動を Ⅲ 医学部と繊維学部の若手教員の交流を目的とした「医工連携交流会２０

研究科の充実方策，総合工学系研究科 通して，医工連携を更に推進するととも ０６」を１２月に開催し，さらに医学部と農学部が協力して健康増進食産
（仮称）の拡充，両研究科の研究連携 に，平成１７年度に設置した「医学と農 業の発展を目指す「医農連携交流会２００７」を，平成１９年１月に開催
の推進について検討を開始する。 学」を融合する「医農連携」の交流活動 した。継続的なこれらの取組により，学内の医工・医農連携体制が構築さ

を農学部，長野県テクノ財団，厚生労働 れつつある。
省，農林水産省等の協力を得ながら，推 また，長野県内の展示会（諏訪圏工業メッセ，等）を始め，全国区の大
進する。 型展示会（国際バイオＥＸＰＯ，イノベーションジャパン，全日本科学機

器展，等）に出展し，医工連携，医農連携等に関する産業界との情報交換
・協力体制構築を推進した。

一方で，産学連携を積極的に推進することにより必然的に発生する利益
相反や，海外の生物資源等を研究等に利用する際の国際ルールに関する啓
発・マネジメント体制の構築を目指し，「臨床研究に係る利益相反マネジ
メント規程及び海外の遺伝資源を利用する際の国際ルールに関する勉強
会」を，平成１９年１月に開催した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【27-2】
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国によるガイドライン整備が不十分な Ⅲ 医倫理委員会・医療機器専門小委員会を設置し，医工連携等によって新
“未承認医療機器（新規開発や改良機器） 規開発された医療機器の，臨床研究に関する安全性・科学的妥当性等を評
の臨床研究”に関して，知的財産活用セ 価できる体制を構築した。その結果，医工連携の協力企業から製品販売に
ンターが中心となって安全性や被験者の 至った機器も出てきている。
補償について本学独自の審査・実施基準 医工連携スタートアップ段階での研究経費確保を目的として，科学技術
を設け，全国に先駆けた産学官連携（医 振興機構（ＪＳＴ）「シーズ発掘試験」「顕在化ステージ」，ＪＳＴサテラ
工連携）による「国産医療機器」開発の イト静岡「可能性試験」等に，応募・採択されている。
推進を図る。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【28】 【28】
人文学部を中核として，文化，教育， 地域固有の社会的・歴史的・文化的資 Ⅲ 大学院修士課程の改革については，「地域価値創成」に関わる研究と価

社会政策等の地域における高度専門職 源を発掘して新たな価値を生み出すこと 値診断能力を持つ人材育成を重点目標として堅持しつつも，学部改組と連
業人養成を目指し，大学院地域ブラン を模索し，価値を創成する能力を持つ人 動させて，平成１９年度のカリキュラム改革の実現を優先させることとし，
ド研究科（仮称）博士課程（独立研究 材を育成するための教育研究組織の創設 専攻内に特別な履修プログラムを試行的に設けることはしないこととし
科）の設置を検討する。 を目指し，人文科学研究科の専攻内に履 た。ただし，地域連携オフィスの機能を積極的に運用することにより，大

修プログラムを設け試行する。 学院教育に地域との連携・協力を活用することができ，一定の試行ができ
た。地域連携オフィスの設置を通じて，地域社会との連携強化を図り実績
を積むことで，大学院改革に結びつけていくこととした。

文系大学院の充実化(修士課程の高度化・博士課程創設)については，全
学的な取組・方向性を模索する過程で，本研究科独自の構想は，一旦中断
された。そこで，新たに今年度中に策定され，１９年度より実施される研
究科新カリキュラムの検証を踏まえ，かつ，新大学院構想の進展をにらみ
ながら，２１年度研究科改組(予定)に向けた，早期の改組ＷＧの立ち上げ
を検討している。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(１) 業務運営の改善及び効率化

③ 人事の適正化に関する目標

【 戦略的・効果的な人的資源の活用や非公務員型を活かした柔軟かつ多様な人事システム構築等に関する基本方針 】
中 (１) 戦略的競争優位を達成する人的資源管理を構築するとともに，魅力ある職場の基礎づくりを行う。

(２) 教職員の人事評価を適正に実施するシステムを構築するとともに，給与等に本人の業績を適切に反映させる。
期 (３) 柔軟で多様な人事制度を構築するように努める。

(４) 教員の流動性を向上させることに努める。
目 (５) 教職員構成の多様化を推進する。

(６) 中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理を行う。
標 (７) 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取組を行う。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【29】 【29-1】
職務に応じ業績を評価する方法の構 業績評価及び能力・行動評価制度の完 Ⅲ 平成１８年度は，能力資格・給与制度ＷＴにおいて１６回にわたり検

築，やりがいと自己実現を目指す組織 成度を高めるとともに，能力開発システ 討を重ね，下記の方策を実施した。
風土の形成及び能力開発システムの構 ムを視野に入れた職能資格制度・職能資 ・平成１７年度活動報告として「人事考課制度，職能資格制度・職能資
築を図る。 格給与制度を人事制度ワーキング・グル 格給与制度の構築について」を人事制度ＷＧに報告し，人事制度ＷＧか

ープで検討する。 ら役員会に報告された。
・役員会において，平成１９年１月１日の昇給の方法について審議し，
平成１９年１月は事務系特定職員以外は従来の方法により対応すること，
能力・行動評価については，平成１８年度中に試行的に実施した。
・職能資格制度を個別職種ごとに検討し，級別標準職能資格表（案）を
「一般職基本給表」，「医療技術職基本給表」，「看護職基本給表」につい
て作成した。

上記に当っては，附属病院関係者に各部署における標準的な職務遂行
能力及び昇進条件・資格に関する密接なヒアリングを実施した。また，
級別標準職能資格表の作成に当っては，各部署の責任者等から再三にわ
たり意見を徴するとともに，それぞれの職種間の昇進条件・資格につき
統一性と透明性を確保するため，文言や表記の統一作業を行った。
・業績評価及び能力・行動評価の評価者に対する評価方法の指導につい
ては，平成１７年度活動報告をもとに修正した評価マニュアル等を参考
にして能力・行動評価の試行を行うことにより第一段階とした。この試
行結果に対する意見等を参考にして，マニュアルの修正，評価者研修の
実施等を担当部署において検討する。
・平成１９年１月の定期昇給は，教員への対応が検討段階であるため，
暫定的に従来方式により行ったが，教員以外については能力行動評価の
試行結果を受けて今後の整備を行う。なお，教員については，教員各種
制度ＷＴにおいて検討中である。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【29-2】

業績評価・能力・行動評価制度を的確 Ⅲ 評価者を対象とした「評価・ＯＪＴ実務研修」を平成１９年３月に実
に実施するための評価者研修を実施する。 施した。課長補佐，主査級の職員２４名が参加した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
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【29-3】
給与構造改革に伴う査定制度との整合 Ⅲ 年度計画【29-1】のとおり，能力資格・給与制度ＷＴにおいて検討を

的な業績評価制度を構築する。 重ね，下記の点について実施した。
・「人事考課制度，職能資格制度・職能資格給与制度の構築について」を
役員会に報告した。
・平成１９年１月の昇給は，事務系特定職員以外は従来の方法により対
応した。能力・行動評価については，平成１８年度中に試行的に実施し
た。１月の定期昇給は，暫定的に従来方式により行い，能力行動評価の
試行結果を受けて今後の整備を行う。なお，教員については，教員各種
制度ＷＴにおいて検討中である。
・職能資格制度を個別職種ごとに検討し，級別標準職能資格表（案）を
「一般職基本給表」，「医療技術職基本給表」，「看護職基本給表」につい
て作成した。
・評価者に対する評価方法の指導を，能力・行動評価の試行を行うこと
により第一段階とした。今後，マニュアルの修正，評価者研修の実施等
を担当部署において検討する。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【30】 【30-1】
教職員の公募原則の推進，競争原理 業績評価及び能力・行動評価制度を踏 Ⅲ 年度計画【29-1】のとおり，能力資格・給与制度ＷＴにおいて検討を

の導入，昇格昇進方法の基準及び具体 まえて，職能資格制度，職能資格給与制 重ね，下記の点について実施した。
的運用の説明責任を明確にし，人事の 度について検討し，これらの制度に立脚 ・「人事考課制度，職能資格制度・職能資格給与制度の構築について」を
透明性を図る。 した昇格昇進の基準及びそれらの具体的 役員会に報告した。

な運用方法を人事制度ワーキング・グル ・平成１９年１月の昇給は，事務系特定職員以外は従来の方法により対
ープで検討する。 応した。能力・行動評価については，平成１８年度中に試行的に実施し

た。１月の定期昇給は，暫定的に従来方式により行い，能力行動評価の
試行結果を受けて今後の整備を行う。なお，教員については，教員各種
制度ＷＴにおいて検討中である。
・職能資格制度を個別職種ごとに検討し，級別標準職能資格表（案）を
「一般職基本給表」，「医療技術職基本給表」，「看護職基本給表」につい
て作成した。
・評価者に対する評価方法の指導を，能力・行動評価の試行を行うこと
により第一段階とした。今後，マニュアルの修正，評価者研修の実施等
を担当部署において検討する。
・級別標準職能資格表（案）を作成することにより，従来は必ずしも明
確でないまま年功序列的に運用されてきた昇格・昇進の要件を明示した。
すなわち，経験年数・在職年数・専門資格など，要求される標準職能を
具体的に列挙し，昇格試験の態様（面接・論文等）を明確にした。

上記の昇格・昇進に関する基準等を明確にすることは，教職員の公募
に関しても，制度的な基盤整備につながるものと考えられる。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【30-2】

給与構造改革に伴う査定制度を構築す Ⅲ 年度計画【29-1】及び【30-1】のとおり，能力資格・給与制度ＷＴに
る。 おいて検討を重ね，下記の点について実施した。

・「人事考課制度，職能資格制度・職能資格給与制度の構築について」を
役員会に報告した。
・平成１９年１月の昇給は，事務系特定職員以外は従来の方法により対
応した。能力・行動評価については，平成１８年度中に試行的に実施し
た。１月の定期昇給は，暫定的に従来方式により行い，能力行動評価の
試行結果を受けて今後の整備を行う。なお，教員については，教員各種
制度ＷＴにおいて検討中である。
・職能資格制度を個別職種ごとに検討し，級別標準職能資格表（案）を
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「一般職基本給表」，「医療技術職基本給表」，「看護職基本給表」につい
て作成した。
・評価者に対する評価方法の指導を，能力・行動評価の試行を行うこと
により第一段階とした。今後，マニュアルの修正，評価者研修の実施等
を担当部署において検討する。
・級別標準職能資格表（案）を作成し，昇格・昇進の要件を明示した。

上記の昇格・昇進に関する基準等を明確にすることは，教職員の公募
に関しても，制度的な基盤整備につながるものと考えられる。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【30-3】
教職員の公募の状況を把握し，より一 Ⅲ 年度計画【29-1】及び【30-1】のとおり，級別標準職能資格表（案）

層の公募の推進を図る。 を作成した。
級別標準職能資格表（案）を作成し，昇格・昇進の要件を明示した。
また，各学部教員の公募状況の把握のため，応募状況調査を実施し，

基礎データを得ることができた。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【31】 【31】
職務に応じた多様な雇用形態の導入 前年度の調査に基づき，職場における Ⅲ 職員育成・共同参画・次世代育成ＷＴにおいて，職場の就業環境に関

及び性差別・年齢差別・国籍差別のな 性差別，年齢差別，国籍差別の問題点の するアンケートの調査結果の詳細なクロス集計を基に，分析を行い，そ
い職場づくりに努める。 把握と平行して多様な雇用形態の導入を の結果をホームページに掲載するとともに，平成１９年度には刊行物と

進めるとともに，差別のない職場づくり して配布することとした。職員の雇用形態について検討するためアンケ
の調査検討を行う。 ート調査結果の分析を行ったところ，職場環境，就業環境に対する常勤，

有期雇用，短時間雇用等による差は確認できなった。この結果を踏まえ
て，検討を継続する。

なお，新たな雇用形態として任期を付して特定のプロジェクト等に雇
用できる特定有期雇用制度を構築し，平成１９年４月１日から導入する
こととした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【32】 【32-1】
リーガル・コンプライアンスに基づ アンケート結果に基づいてリーガル・ Ⅲ 職員育成・共同参画・次世代育成ＷＴにおいて，上記アンケート調査

く良好で安定的な労使関係の樹立，イ コンプライアンス体制の整備確立を図る 結果の詳細なクロス集計を基に，分析を行い，その結果をホームページ
コール・パートナーシップの推進とラ とともに，イコール・パートナーシップ に掲載するとともに，平成１９年度には刊行物として配布する。
イフサイクルに合わせた就業形態の整 を推進する。 また，イコール･パートナーシップ委員会において，ハラスメント相談
備を図る。 員研修会の実施や，学生・教職員への啓発活動，ハラスメント防止・対

応マニュアルの作成，ハラスメント関連書籍の図書館への配架，ハラス
メントの防止等に関する規程の改正等を行った。また各部局に対して，
ハラスメント事例・解説・対応策に関する冊子「アカデミック・ハラス
メントの防止のために」を教授会等の全体会議の場で配布し，全教員の
ハラスメント防止に関する意識向上のための方策を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【32-2】
ライフサイクルに合わせた就業形態の Ⅲ ライフサイクルに合わせた就業形態として，改正高年齢者雇用安定法

１つとして継続雇用制度を導入する。 の趣旨に沿ったシニア雇用制度を導入し，定年退職後の継続雇用につい
ての制度化を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【33】 【33】
安心できる職場環境づくりを推進す 前年のアンケート実施の検証に基づい Ⅲ ＥＰ委員会の主導の下，信州大学キャンパスコードを策定し，ハラス

る。 て，安心できる職場環境づくりのための メント対策に関する大学の方針を明確にするとともに，役員会の主導の
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労働安全衛生体制等の一層の整備充実に 下，信州大学職員行動規範を策定し，大学職員のモラル向上の指針を示
ついて検討を行うとともに，職員代表者 した。
及び労働組合との連絡調整を行う。 また，ライフサイクルに合わせた就業形態として，改正高年齢者雇用

安定法の趣旨に沿ったシニア雇用制度を導入し，定年退職後の継続雇用
についての制度化を図った。

職員代表者及び労働組合との連絡調整に関しては，国立大学法人信州
大学法人職員連絡会実施要項を制定し，法人経営に関する問題などにつ
いて，法人側と職員側とが共通認識を得られる場として，同連絡会を平
成１９年１月１１日に開催した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【34】 【34-1】
教職員のモラルの一層の向上に努め アンケート結果に基づき，教職員のモ Ⅲ 役員会の主導の下，信州大学職員行動規範を策定し，大学職員のモラ

る。 ラル向上に関する現状の諸問題について ル向上の指針が策定された。アンケート調査のハラスメント項目の分析
研究・分析を行う。 結果からは，ハラスメント被害が根絶されたとは言いがたい結果であり，

信州大学行動規範の人権の尊重が１００%遵守されるようハラスメントゼ
ロに向けての取組を継続する。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【34-2】

モラル向上のための啓蒙研修システム Ⅲ 啓蒙研修システムについて調査検討した結果，研修という形態での啓
を調査検討する。 蒙活動は困難であることから，行動規範の策定という手段に切り替え，「信

州大学職員行動規範」を策定した。今後は行動規範の周知徹底を図るこ
とにより，教職員のモラル向上に努めることとした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【35】 【35】
競争力のある魅力的な人事制度を構 業績評価及び能力評価の本格実施に向 Ⅲ 年度計画【29-1】及び【30-1】のとおり，能力資格・給与制度ＷＴに

築し適切な運用を行う。 けた整備を行い実施に移すとともに，評 おいて検討を重ね，下記の点について実施した。
価制度に基づいた職能資格制度や人事考 ・「人事考課制度，職能資格制度・職能資格給与制度の構築について」を
課制度及び昇進制度の検討を行う。 役員会に報告した。

・平成１９年１月の昇給は，事務系特定職員以外は従来の方法により対
応した。能力・行動評価については，平成１８年度中に試行的に実施し
た。１月の定期昇給は，暫定的に従来方式により行い，能力行動評価の
試行結果を受けて今後の整備を行う。なお，教員については，教員各種
制度ＷＴにおいて検討中である。
・職能資格制度を個別職種ごとに検討し，級別標準職能資格表（案）を
作成した。
・評価者に対する評価方法の指導を，能力・行動評価の試行を行うこと
により第一段階とした。今後，マニュアルの修正，評価者研修の実施等
を担当部署において検討する。
・級別標準職能資格表（案）を作成し，昇格・昇進の要件を明示した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【36】 【36-1】
平成１８年度までに人事制度検討委 人事制度ワーキング・グループで，職 Ⅲ 年度計画【29-1】及び【30-1】のとおり，能力資格・給与制度ＷＴに

員会（仮称）を設置し，職能資格制度 能資格制度・職能資格給与制度・人事考 おいて検討を重ね，下記の点について実施した。
・職能資格給与制度・人事考課制度・ 課制度，昇格昇進基準の実施に向け具体 ・「人事考課制度，職能資格制度・職能資格給与制度の構築について」を
昇格昇進基準などの導入を検討し，平 的に検討する。 役員会に報告した。
成１９年度から実施する。 ・平成１９年１月の昇給は，事務系特定職員以外は従来の方法により対

応した。能力・行動評価については，平成１８年度中に試行的に実施し
た。１月の定期昇給は，暫定的に従来方式により行い，能力行動評価の
試行結果を受けて今後の整備を行う。なお，教員については，教員各種
制度ＷＴにおいて検討中である。
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・職能資格制度を個別職種ごとに検討し，級別標準職能資格表（案）を
作成した。
・評価者に対する評価方法の指導を，能力・行動評価の試行を行うこと
により第一段階とした。今後，マニュアルの修正，評価者研修の実施等
を担当部署において検討する。
・級別標準職能資格表（案）を作成し，昇格・昇進の要件を明示した。
・職員のキャリア開発制度に関しては，業績評価及び能力・行動評価制
度の結果に基づき，担当部署において検討を行うこととなる。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【36-2】

人事制度ワーキング・グループで，職 Ⅲ 年度計画【29-1】及び【30-1】のとおり，能力資格・給与制度ＷＴに
員のキャリア開発制度について調査検討 おいて検討を重ね，下記の点について実施した。
を行う。 ・「人事考課制度，職能資格制度・職能資格給与制度の構築について」を

役員会に報告した。
・能力・行動評価については，平成１８年度中に試行的に実施した。１
月の定期昇給は，暫定的に従来方式により行い，能力行動評価の試行結
果を受けて今後の整備を行う。
・職能資格制度を個別職種ごとに検討し，級別標準職能資格表（案）を
作成した。
・評価者に対する評価方法の指導を，能力・行動評価の試行を行うこと
により第一段階とした。今後，マニュアルの修正，評価者研修の実施等
を担当部署において検討する。
・級別標準職能資格表（案）を作成し，昇格・昇進の要件を明示した。
・職員のキャリア開発制度に関しては，業績評価及び能力・行動評価制
度の結果に基づき，担当部署において検討を行うこととなる。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【37】 【37】
教員以外の職員のキャリア形成につ 職員個別のキャリア計画を作成するた Ⅲ 各職域ごとの専門的能力の育成のため，専門研修として財務会計研修，

いて，職員個別のキャリア計画を作成 めに他大学の状況等について調査研究を 情報化研修を実施している。本年度は管理職員研修，評価・ＯＪＴ実務
し，各職域に応ずる専門的能力の育成 行う。 研修などの新規研修を新たに実施した。また，人事院・国大協等主催の
を図るとともに，法人のキャリア育成 学外研修においても既存の職階研修をはじめ，メンター研修，クレーム
責任を明確にする。 処理研修等の新規研修にも積極的に職員を派遣し，職員のキャリア形成

に努めている。なお，キャリア計画に関する他大学の調査は継続する。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【38】 【38】
教員のサバティカル制度の導入に向 教員のサバティカル制度の導入を図る Ⅲ 平成１８年度においてはサバティカル制度の導入を考慮した教員の評

けた検討を行う。 ため，現在の制度の点検と見直しを，人 価制度の検討が行われ，人事制度ＷＧから役員会へ提言を行った。なお，
事制度ワーキング・グループで検討する。 教員の評価制度には様々な問題があることから，サバティカルのあり方

と並行して，これらの制度について継続して検討することとした
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【39】 【39】
必要な部署には，教員以外の職員の 新たに発足する学長室と連携をとりな Ⅲ 外部化の方策として，高齢者雇用制度によるシニア雇用制度を新たに

他に非常勤職員・アウトソーシング人 がらアウトソーシングを進めるための方 構築した。平成１９年４月１日から学生支援窓口業務などに業務経験豊
材（派遣等）を活用し，業務の効率的 策を検討する 富なシニア雇用職員を配置し，業務の効率化を推進した。学長室などの
な運営を図る。 業務改善合理化の推進と合わせ，人件費の削減とサービスの向上を達成

するものとして，シニア雇用制度の活用を積極的に推進するための学部
担当業務などの見直しを行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【40】 【40】
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各分野の実情に応じて任期付き任用 各分野の実情に応じて任期付任用の導 Ⅲ 平成１７年度に制定した信州大学任期付職員規程により，職務の特殊
を導入する。 入を進める。 性による選考採用やプロジェクト対応などの任期付教職員の雇用が制度

化され，任期付任用を行った。任期付き任用の結果は以下のとおりであ
る。

医学部１２７名，医学部附属病院１０４名，工学部３９名，大学院医
学研究科２５名，大学院法曹法務研究科７名，全学教育機構７名，その
他部局１９名，総計３２８名

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【41】 【41】
教員総数に占める女性の比率を，中 アンケート結果に基づき女性教員増加 Ⅲ 職員育成・共同参画・次世代育成ＷＴにおいて，アンケート調査結果

期目標期間中に，１５％以上に引き上 に関する諸問題について解決策を検討す の詳細なクロス集計を基に，分析を行い，その結果をホームページに掲
げる。 る。 載するとともに，来年度には刊行物として配布する。また，教員採用に

伴う女性教員応募状況調査を実施し，基礎データを得た。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【42】 【42-1】
教員以外の職員総数に占める女性の アンケート結果に基づき女性職員の就 Ⅲ 職員育成・共同参画・次世代育成ＷＴにおいて，上記アンケート調査

割合を，男女共同参画社会にふさわし 業上の問題点について分析を行う。 結果の詳細なクロス集計を基に，分析を行い，その結果をホームページ
いものとする。 に掲載するとともに，来年度には刊行物として配布する。

アンケートの分析結果から，職員の所属部局によっては周囲の理解が
少ないことや人的補償がない等，育児休業等の制度が利用しにくい環境
であるという意見があったため，制度の問題点を今後検討する。なお，
教員が育児休業を取得した場合の代替者雇用については，専攻分野，資
格審査などの問題により困難な状況である。そのため，育児休業を取得
した教員の担当する講義等について非常勤講師の代替を措置した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【42-2】 平成１８年４月１日付け事務系職員人事異動において，女性職員から

女性職員の昇格昇進について検討し， Ⅲ １名の課長補佐昇進及び２名の主査昇進を実施し，女性職員の登用を行
積極的推進を図る。 った。

平成１９年４月１日付け事務系職員人事異動において，女性職員から
４名の主査昇進を実施し，積極的な女性職員の登用を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【42-3】

職業生活と家庭生活の両立策の検討を Ⅲ 次世代育成支援について地域に貢献する大学となるため，平成１７年
進める。 ４月１日から平成２２年３月３１日までの５年間の「国立大学法人信州

大学行動計画」を策定し，この計画の達成に向けた取組が開始された。
この計画に基づき，本学における次世代育成支援について，現在可能な
規則上の支援についてパンフレットを作成し，全職員に周知した。

アンケートの分析結果から，職員の所属部局によっては周囲の理解が
少ないことや人的補償がない等，育児休業等の制度が利用しにくい環境
であるという意見があったため，制度の問題点を今後検討する。なお，
教員が育児休業を取得した場合の代替者雇用については，専攻分野，資
格審査などの問題により困難な状況である。そのため，育児休業を取得
した教員の担当する講義等について非常勤講師の代替を措置した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【43】 【43】
平成１７年度までに，男女ともに育 アンケート結果に基づき育児休業の取 Ⅲ 職員育成・共同参画・次世代育成ＷＴにおいて，上記アンケート調査

児休業の取得を進める施策を策定し， 得に関する現状の問題点について研究・ 結果の詳細なクロス集計を基に，分析を行い，その結果をホームページ
育児休業の取得率の向上に努める。特 分析を行う。 に掲載するとともに，来年度には刊行物として配布する。
に男性の取得を奨励する。 なお，次世代育成支援について地域に貢献する大学となるため，平成

１７年４月１日から平成２２年３月３１日までの５年間の「国立大学法
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人信州大学行動計画」を策定し，この計画の達成に向けた取組が開始さ
れた。

この計画に基づき，本学における次世代育成支援について，現在可能
な規則上の支援についてパンフレットを作成し，全職員に周知した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【44】 【44】
外国人教員数を，現在の人数より増 外国人教員を配置することの戦略的意 Ⅲ 外国人教職員の積極的採用に関して，全学的な基本方針として検討を

やす。 義について国際交流の充実発展の観点を 進めた。検討の結果，外国人研究者が常勤の職員として在職するための
入れて検討し，特に研究者の流動性を高 制度的な問題点等が挙げられ，その点に関する検証も併せて行うことと
めることや国際的な人材交流等を進める した。
ことの意義と効果について検討する。 なお，外国人研究者及び若手研究者に関しては，任期を付してプロジ

ェクトなどに教員等としての雇用を可能とする新たな特定有期雇用教職
員等就業規則を制定し，平成１９年度から実施することとした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【45】 【45】
障害者については，法定基準以上の 大学の人事計画における障害者雇用促 Ⅲ 障害者雇用対策作業チームを設置した。障害者の職域の開拓・拡大に

雇用を行う。 進のための具体的諸方策の検討を行うと 向けて障害者雇用を専門とする部署（障害者雇用対策室など）の設置及
ともに，雇用に向けた具体的方法（求人 び雇用促進のための具体的諸方策について検討を開始した。また，一般
方法）について調査を行う。 業務（障害者の職域以外）への障害者雇用として平成１９年４月１日付

けで非常勤職員１名を採用した。
障害者雇用の促進に向け公共職業安定所主催の「障害者就職面接会」

に出席し，国立大学法人の法定雇用率達成のための情報収集と障害者と
の個別相談・面談を実施した。これら面接会情報などを参考に今後具体
的求人方法などを検討することとした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【46】 【46】
本学としての教職員定員を定め，不 人件費シミュレーションシステムに基 Ⅳ 総人件費改革に関する問題に関し，人件費問題検討ＷＧで検討を行い，

断の評価点検に基づく効率的な人員管 づき評価点検結果や各種の試算を反映す ７月１９日開催の拡大役員会に人件費削減対応及び大学の将来構想対応
理を行う。 ることによって可能となる，新たな人員 のため，４年間で教員６５人，教員以外４０人の削減案が最終報告とし

管理方策の検討を行う。（定員管理方策の て提案された。この最終報告書への対応として，役員会で人件費削減に
再検討を含む。） 係る今後の対応方法の具体化の検討を行うチーム及びこれに関連するグ

ランドデザインを検討するチームの２つが設置された。
人件費検討チームでは，最終報告における定員削減方式では，教育研

究に与える影響が非常に大きいため，各学部等で柔軟に人件費削減が実
現できる方策として，教員人件費に関してはポイント制による管理方法
を導入することを提案し，１０月１８日開催の人事調整委員会及び役員
会において，ポイント制導入が決定された。

この教員人件費のポイント制は，各学部における現有定数に相当する
ポイント及び４年間の人件費削減を見込んだ各年度の目標ポイントを設
定し，これらのポイントを基礎として，各学部等で柔軟な人事計画を作
成し，目標ポイントを達成するというものである。

なお，ポイント制の運用の中には，大学の将来構想に反映させるポイ
ントも含まれており，大学の政策に基づく重点事項への配分等も考慮さ
れている。

以上の状況により，年度計画を上回って実施していると判断する。

【47】 【47】
学長裁量の人事枠の確保と戦略的な 学長裁量人事枠としての特定教員の運 Ⅲ 年度計画【46】のとおり，戦略的な人事計画の方策として，教員人

運用を図る。 用について検討を行い，学長裁量人事枠 件費のポイント制の導入を決定した。
の効果的な活用や各学部等での戦略的な 学長裁量人事について，全学教育機構の発足に合わせて旧高等教育シ
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人事計画を可能とする具体的な人員管理 ステムセンター教職課程部分に教員定数を措置，ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ担
方策を役員会において検討を行う。 当要員として工学部に技術職員定数を措置，また，教育学部附属志賀自

然教育施設の特殊性を考慮し，管理業務等を担当する技術職員定数を教
育学部に措置する等，学長裁量枠定数の重点配分を実施した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【48】 【48】
総人件費改革の実行計画を踏まえ， 総人件費改革に係る削減の対象となる Ⅲ 教員３名・事務職員５名の凍結措置及び教員補充遅延措置（平成１７

平成２１年度までに概ね４％の人件費 人件費について，平成１８年度に概ね１ 年度末定年退職教員については原則６箇月間）を行った。
の削減を図る。 ％の削減を進める。 平成１８年度の給与，報酬等支給総額は15,644,593千円であり，平成

１７年度の人件費予算相当額である15,970,437千円に対して約２％削減
した。

年度計画【46】のとおり，教員人件費に関してはポイント制による管
理方法を平成１９年度より導入する。教員人件費のポイント制では，各
学部における現有定数に相当するポイント及び４年間の人件費削減を見
込んだ各年度の目標ポイントを設定し，これらのポイントを基礎として，
各学部等で柔軟な人事計画を作成し，目標ポイントを達成する。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(１) 業務運営の改善及び効率化

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

【 事務処理の効率化・合理化や事務組織の機能・編成の見直し等に関する基本方針 】
中 (１) 事務組織の見直し等を推進する。
期 (２) 他大学等との共同業務処理を実施する。
目 (３) 外部委託等の積極的な活用を図る。
標 (４) 事務処理の簡素化・迅速化を推進する。

(５) 事務職員等の専門性の向上を図る。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【49】 【49】
法人化を踏まえた新たな事務組織に 内部監査室，広報・情報室，研究推進 Ⅲ 平成１８年４月に，内部監査室，広報・情報室，研究推進部等を設置

移行して，点検・評価システムを導入 部，国際交流センター，学生総合支援セ し，事務職員を配置した。
するとともに，教育・研究・学生関係 ンターなどを設置し，事務職員を配置す 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
業務及び社会的要請等に見合った人的 る。
資源の投入について不断の見直しを行
う。

【50】 【50】
事務系職員の採用について，平成１ 平成１７年度の問題点等の見直しを行 Ⅲ 平成１８年５月２１日に関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験

６年度採用分から，他大学と共同で一 い，関東甲信越地区国立大学法人等職員 を実施した。採用試験に関する基準等については，幹事会において決定
括職員採用試験（面接試験を除く）及 採用試験の第一次試験を，同一期日・試 することが定着してきた。
び説明会を実施し，関係業務処理の効 験時間割で，同一の試験問題により，関 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
率化を図る。 東甲信越地区の各会場において一斉に実

施する。

【51】 【51-1】
平成１７年度から，事務系職員の資 外部機関による研修，他大学との共同 Ⅲ 人事院，民間等の研修セミナーについては職員の資質向上に非常に効

質向上のための研修を他大学と共同で 研修の効果について検討し，その必要性 果的であり，積極的に派遣している。なお国立大学協会による研修は，
実施する。 について検証する。 当番制で専門研修の担当を各機関に割り振るなど，他大学等との連携に

より共同研修を実施しており，非常に効果的な研修が行われている。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【51-2】
他大学，外部機関及び企業への派遣研 Ⅲ 松本大学等の私立大学や県内の民間企業等への短期派遣研修について

修を検討する。 検討した結果，派遣形態，効果及び受入れ先との事前調整等について，
相当な準備が必要となる等の課題を確認した。今後，派遣研修の必要性
を含め検討を継続する必要がある。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【52】 【52-1】
業務の効率化を図るためアウトソー １７年度に行った検討により，すぐに Ⅲ 年度計画について，以下の取組を実施した。

シングを進める。その方策として費用 は実現困難とされた駐車場運営管理，施 １.駐車場運営管理について
対効果を考慮し大学に常時勤務する職 設積算業務の外部化などについて，実現 旭団地交通対策委員会における検討で，南北の駐車場を統一すること
員が行うべき業務を精選し，その他の に向けて検討を継続する。 が提言された。これについて，ＷＧを立ち上げ駐車場の統一に向けた諸
業務は外部委託する。 課題の検討を行っている。



- 33 -

信州大学

２.設計，積算，監理の業務について
設計・積算の業務の外部委託を次の事業で実施（一部実施を含む。）し

ている。ただし，積算の外部委託内容は数量の算出までである。
・旭(附属松本小・中学校)校舎耐震改修（建築・電気・機械）
・附属病院外来診療棟（建築・電気・機械）
・教育学部附属長野中学校・養護学校暖房設備改修工事（機械）
・農学部「食と緑の科学資料館」新営工事（建築・電気・機械）
注：監理業務の外部委託は可能であるが，事業内容を勘案しての費用対
効果の検討を行っている。
３.学生支援業務について

高齢者雇用制度による外部委託について検討し，次の業務が可能であ
る旨の結果を得て，平成１９年４月から２名を雇用し業務に当たること
とした。
・学生相談への対応
・各種証明書の発行，学研災への対応
・奨学金・授業料免除等への対応
・教室の貸し出し，課外活動施設利用者への対応
・ボランティア支援への対応
・福利厚生施設等のトラブルへの対応
・就職相談への対応（有資格者；キャリア・カウンセラー）
４．入学式後の新入生への学生相談について

現在，体育系のサークル及び学生自治会に所属している学生にボラン
ティアとして協力を依頼しているが，円滑な人員確保ができていない状
況である。予め，学生からの協力の申出を受け付け，登録し，その学生
に協力願う方法を検討している。
５.画像情報ネットワークの運用業務について

高齢者雇用制度の活用を検討したが，当該業務の内容から，外部委託
には適さないとの結論を得た。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【52-2】
業務効率化及び費用対効果を考慮した Ⅲ 旅費業務のアウトソーシングについて，他大学の取組実例（委託費，

アウトソ－シングを検討する。 利用状況，効果及び成果，問題点及び成果等）の検討を行った。検討の
結果，本学で検討している内容を外部委託した場合，費用対効果が得ら
れないことが判明した。従って，費用対効果が得られる業務内容につい
ての外部委託等を引き続き検討することとした。

調達業務を細分化した業務量調査を実施した。調達業務における定型
的業務と非定型的業務の洗出しを行い，定型的業務を再雇用職員・パー
ト職員等に切り替えていくことが可能かどうかの検討を行った。また，
定型的業務のマニュアル化を検討した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【53】 【53】
平成１９年度までに，学務事務の電 学務事務の電算化を推進し，シラバス Ⅲ シラバスは全ての部局で学務情報システム及びＷｅｂ掲載による電子

算化を推進し，シラバスの電子化及び の電子化及び履修登録・成績管理のＷｅ 化が行われた。
履修登録・成績管理のＷｅｂによる入 ｂによる入力の切替えを行う。（未導入 履修登録・成績処理のＷｅｂ入力は全ての部局で実施されており，教
力の切替えを行う。 学部順次） 職員及び学生のシステムの利用が浸透した。このシステムにより，学生

は成績確認や授業情報の入手が容易になる等の学生生活上の利便性が向
上し，また学務事務については学籍・成績のデータ管理による効率化や
証明書発行業務の負担低減等が図られた。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【54】 【54】
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学内広報の一層の電子化を行う。 情報化担当事務部門その他と連携し， Ⅲ Ｗｅｂメールの普及を図るため，モニターを募集し評価検討した。Ｗ
ウェブ等を利用した学内広報の電子化に ｅｂメールのメリットをより前面に出し，さらなる利用促進を図る必要
ついて更なる推進を図る。 があることから，アカウントの強制配付も含め総合情報処理センターと

連携しながら検討する。また，Ｗｅｂメールのデメリットであるスパム
メールが増加する可能性があることに対して，十分な理解を得るための
説明と効果的な対策を検討する必要がある。

現在，事務業務を遂行するに当り，強力なツールであるノーツデータ
ベースを利用している。今後，同データベースの利便性とセキュリティ
に留意しつつ，他のツールへの移行の可能性及び使用の継続について，
費用対効果等の将来性を見据え，検討を行うＷＧを設置する。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【55】 【55-1】
事務処理手続きを見直し，簡素化す 文書作成，公印の押印，作成文書の決 Ⅲ 事務処理手続を簡素化する体制を整備するために，学外文書の一部に

る。 裁等について事務処理手続の検証，簡素 ついては，次のとおり，文書管理システムを使用した文書管理を廃止す
化方策の検討を行い，決定した方策につ ること及び公印の押印を省略し，併せて，公印の印影印刷の手続の簡略
いては実施を行う。 化を行うための規程改正を行った。（実施時期：平成１９年４月）

１．学外文書のうち「軽易な文書」については，文書管理システムを使
用した文書管理（文書記号，文書番号を使用した文書の受付・発送の管
理）の廃止
２．学外に発送する文書のうち「軽易な文書」について，公印の押印を
省略
３．国立大学法人信州大学公印規程を改正し，公印管守責任者の決裁を
不要とする文書を規定

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【55-2】
組織業務改革に伴う事務処理体制の検 Ⅳ グループ制導入に伴い，以下のとおり財務部各グループの業務分担及

証を行う。 び事務処理体制の見直しを行い，業務の合理化を図った。
１．試験研究用アルコール使用許可申請業務については，効率的な業務
体制とするため財務課が所掌することとした。
２．資金管理業務の効率化（決裁の見直し）を行った。また，内部牽制
の充実（銀行登録印押印記録簿の作成）を図った。
３．新たな資金運用として，大学運営資金短期運用計画（１ヶ月未満）
を策定し短期運用を実施した。
４．収入業務の効率化を目的とした，光熱水料等の預金口座自動振替方
式の導入を行った。
５．支払業務の効率化を目的とし，財務会計システムの機能変更を行う
ことにより，支払日を月１回とした。
６．より一層の効率化を図るため，「寄附金受入システム」及び「科学研
究費等補助金システム」の平成１９年４月稼動を目指したシステムの構
築を行った。
７．旅費支給額の定額化（日当・宿泊料・学部間の移動旅費）を導入す
ることにより旅費業務の効率化を図った。
８．調達業務の効率化を図るため，決裁書類作成（支出契約決議書，購
入依頼書）の見直し（省略）を行った。
９．調達業務の効率化を図るため，契約書の作成を省略することができ
る額及び書面による予定価格調書の作成を省略することができる額を「契
約金額が３００万円を超えない契約」とした。
１０．学用車(経済学部所有の１台を追加)の一元管理を実施した。
１１．利用率向上を図るため，宿泊施設の予約状況をホームページに掲
載した。
１２．さらなる組織業務改革として調達業務に係る検討を開始した。組
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織業務改革の方針及びスケジュールを作成し学長に報告した。
１３．効率的な調達業務の実施を図るため，「物品検索システム」及び「業
者検索システム」を構築した。

以上の状況から，年度計画を上回って実施していると判断する。

【56】 【56-1】
平成１７年度までに，専門的な業務 信州大学職員選考基準に基づく専門的 Ⅲ 国立大学法人統一採用試験以外からの選考採用による専門的な業務に

に従事する職員についての一般公募に 業務に従事する職員の公募による選考採 従事する職員の採用に関する規程等の整備を行った。平成１９年３月に
よる選考採用の方法を導入し，一層専 用制度を継続する。 学生支援課長等の公募を実施した。
門的な研修を実施するなど事務職員等 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
の専門性の向上を図る。 【56-2】

現在行われている専門研修の調査及び Ⅲ 前年度までのアンケート調査結果を踏まえ，各職域ごとの専門的能力
今後必要な専門研修の検討を行うととも の育成のため，従来から専門研修として財務会計研修，情報化研修を実
に，実施可能な専門研修を実施する。 施している。本年度は管理職員研修，評価・ＯＪＴ実務研修などの新規

研修を新たに実施した。また，人事院・国大協等の主催の学外研修にお
いても既存の職階研修をはじめ，メンター研修，クレーム処理研修等の
新規研修にも積極的に職員を派遣している。なお，選考採用者に対する
専門研修については，具体的研修方策の検討を継続する。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【57】 【57】
理事の業務執行支援組織として，ス 新たに，内部監査室，広報・情報室， Ⅲ 平成１８年４月に，内部監査室，広報・情報室，研究推進部等を設置

タッフ組織を設置し，外部者を含めた 研究推進部，国際交流センター，学生総 した。これらの組織の改編により，学長及び役員の指揮のもと，大学運
専門的知識・経験をもつスタッフとの 合支援センターなど学長直属又は役員の 営上の重要事項をより迅速かつ強力に推進することが可能となった。
協働体制により，事務職員の専門性を 分担する業務を行う執行組織を整備す 各学部の企画能力を高めるため，各学部から１名の職員を選出してＷ
高める。 る。また，各学部の企画能力を高めるた Ｇを立ち上げた。ＷＧでは学部企画能力を強化するための具体的な内容

め学部組織の見直しを行う。 と，そのために必要な体制を検討し，平成１９年４月から学部組織の改
革を実施することとした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

該当なし
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

○戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。
・運営のための企画立案体制の整備と強化 大学の基本方針を実現するものを優先するという配分方針の基で，学長の指示
(１)課題別ワーキンググループ 及び学内の公募のうえ，学長及び戦略企画室メンバーによるヒアリングを実施し，

役員が本学の抱える様々な課題を把握し，認識した上で審議を行うため，従来の 審議した上で重点配分を行った。
執行体制に加え，役員会の中に課題別の検討を行うワーキンググループを立ち上げ ①学長裁量経費による教育改革・改善プロジェクトとして，主に以下の事業を行
た。これにより，課題の当事者である担当理事等が審議の前に他の役員会メンバー った。
と現実に即した共通理解を得るとともに，必要に応じ，外部の専門家の助言を直接 ・教育ＧＰ(大学教育改革の支援)獲得プロジェクト
受けるなどして，当面する課題に柔軟性と迅速性を持った対応ができるようにした。 ・２１世紀における日本アルプスの自然環境，環境プロジェクト経費

平成１８年度は，次のワーキンググループの活動が特筆される。 ・フラクタル等特殊空間構造体による新機能創成
①人件費問題検討ワーキンググループ ・ＩＳＯ９００１認証規格に準拠した業務改善プロジェクトの実施
目的：５年間で５％の人件費削減を達成するための諸課題への対応を検討する。 ・岡谷・諏訪地域２００６豪雨災害緊急調査
実績：「人件費のポイント管理」の制度を構築し，平成１９年度から実施する。 ②特別事業経費として，大学が策定した中期計画・年度計画達成のために，主に
②長期ビジョン策定ワーキンググループ 以下の事業等に配分した。
目的：経営計画体系を整備し，その一環である「長期ビジョン」の策定を行う。 ・エコキャンパス作りのためのＩＳＯ１４００１認証取得のための業務経費
実績：教育研究活動の展開と，社会からの付託に柔軟に適応した効率的な経営活動 ・全学のｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ推進経費（コンテンツ作成等）
を推進するための土台となる，「経営計画体系」を構築するため，その第一段階で ・「新教育研究者総覧」作成事業
ある「長期ビジョン」の策定に取り組んだ。 ・「信州大学の長期経営計画策定」業務経費

・個人情報の管理に関するネットワーク管理システム導入経費
(２)長期ビジョン策定への取組 ・施設マネジメント管理システムによるデータベース化を推進する経費

法人化への移行により，大学はその活動成果を社会に積極的に開示して評価を受
けることとなった。そのためには，本学として進むべき方向を経営計画により示したうえ (２)学部長裁量経費
で，戦略的な運営を行うことが必要である。現在は６年の中期計画期間による運営を 学部長のリーダーシップにより，「教育」「研究」「地域貢献」「国際交流」及び「学
行っている。年度ごとの積み上げ計画策定と執行状態の検証をより確実に行う 部運営」に関する戦略的な取組，計画を行うための経費として，学部長裁量経費を
ため，活動単位を３年として，３年３期・９年間の長期経営計画，３年間の中 教育研究経費より確保した。（116,000千円）
期経営計画，１年間の事業計画からなる体系化された経営計画の整備に取り組 学部長裁量経費の各学部への配分額は，以下の５項目の評価の観点に従って
んでいる。 決定した。

１８年度は，長期経営計画の主要部分となる「長期ビジョン」を策定するための外部 ①教育(共通教育への取組等)，②研究（科学研究費補助金の応募率等)，③地域貢
環境分析と内部状況分析を行った。 献，④国際交流，⑤学部運営

長期ビジョンの実現のための中期経営計画は，担当理事･副学長を中心に，現場で これを各部局が調査し，その調査結果について学長及び学長が指名する３名の理
実務に当る教職員が直接計画策定に参画することにより，その創意を活かしつつ，現 事による審査を行い，評価項目を点数化してインセンティブを付与した傾斜配分を
実に即した意味ある計画を策定する仕組を想定している。 実施した。

今後の中期計画は，この経営計画体系と連動して策定することを企図している。
(３)その他の戦略的経費
①施設等維持管理費(250,000千円)：良好な教育・研究環境等のため

・法令や内部規則に基づいた手続きにしたがって意思決定されているか ②学生用図書購入費(50,000千円) ：学生の学習環境の向上を図るため
国立大学法人法，学内規則等に基づき，役員会の議，経営協議会，教育研究評議 ③電子ジャーナルの運用経費(80,000千円)：学術情報基盤の整備・充実のため

会など必要な手続きを経て，学長が意思決定を行っている。 上記の経費は，委員会等の決定により戦略を持って運用した。

○法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。 (４)戦略的な人事のための学長裁量枠定数の活用
・法人の経営戦略に基づく学長裁量経費・人員枠やその他の戦略的配分経費の措 人事面では，学長裁量枠定数等の重点配分を以下のとおり実施した。なお，学長
置状況 裁量枠は，教員の場合は人事調整委員会が行い，事務系職員の場合は学長の判断に
(１)学長裁量経費 より決定されている。

学長のリーダーシップにより，教育研究，管理運営，プロジェクト等について， ①全学教育機構
大学の特色を活かした事業を展開するための予算として，学長裁量経費(208,915千 全学教育機構の発足に合わせて，旧高等教育システムセンターの教職課程部分に
円）を措置している。また，中期目標・計画達成のための年度計画事業に基づき， 教員定数を措置し，教職教育部とした。教職教育部の設置により，全学部（教育学
特に必要な経費として特別事業経費（116,000千円）を措置している。 部除く）に共通する教職教育の実施体制が充実した。
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②ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ担当技術職員 (d)予算の補正
ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ担当要員として工学部に技術職員定数を措置した。専門的 予算については収入実績と収入見込を適宜確認した上で，予算配分の中間評価結

な知識等を有する技術職員を措置したことにより，ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇの運営体 果に基づいて，補正予算を編成した。平成１８年度第１次補正予算として附属病院収
制が充実した。また，平成１９年４月１日にｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇセンターを設置 入を，第２次として授業料収入等の増減に対して該当学部への補正予算を配分した。
し，ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇについて全学的に取り組み，充実を図っていく。
③教育学部附属志賀自然教育研究施設 (ｅ)予算の繰越

教育学部附属志賀自然教育研究施設の戦略上の特殊性を考慮し，管理業務等 部局予算の効率的・計画的な執行のため，予算の繰越を平成１８年度予算から認
を担当する技術職員定数を教育学部に措置した。その措置は，同施設の担う， めることとした。部局予算の取扱いを規程により定めた上で，部局等における戦略
信州そして信州大学ならではの，自然教育に関する研究及び教育機能並びに学 ・目的が明確な事業のために繰越を行う場合は，申請により承認する。これにより，
校教育・社会教育機能を強化するためのものである。 資源の有効利用が可能となった。(申請部局１５件，申請額352,700千円)

(５)人件費のポイント制による人事戦略 (２)附属施設の時限の設定
総人件費改革の実現に向け，教員人件費のポイント制管理を平成１９年度から導 学内共同教育研究施設等の時限の設定については,平成１７年４月に設置された

入する。これにより，将来構想に基づくポイントの重点配分や各学部等内での積極 カーボン科学研究所に１０年の時限が設定されている。
的な人事政策の実現が可能となった。

○業務運営の効率化を図っているか。
(６)助教制度の活用に向けた検討状況 ・事務組織の再編・合理化など，業務運営の合理化に向けた取組実績

学校教育法の一部改正に伴い，教員選考基準及び就業規則等の関連する規程等 (１)執行組織の改革
の整備を行い，助教制度を導入した。 組織開発イニシアチブグループにおいて策定した執行組織の改革案に基づき，平

助教制度の運用に当たっては，人事制度ＷＧで各学部等の要望等を集約し，教 成１８年４月から，内部監査室，広報・情報室，研究推進部，国際交流センター，
員の研究の独立性を確保したうえで責任体制を明確化し，学部又は講座等の教育 学生総合支援センター等を設置し，担当理事・副学長の直接的な支援機能の強化と
・研究を円滑に遂行できる教育研究組織の確立を図った。従来の助手から助教へ 学生サービスや研究支援体制の充実を図った。年度当初，充実を図った部署につい
の配置換えについては，各学部教授会等で教員選考基準に基づく資格審査手続を て，担当理事・副学長が取組計画を策定し，１２月には学長に対してそ
行い，資格を満たす助手については，平成１９年４月１日付けで助教へ配置換え の実現状況の報告を行った。
となっている。

(２)学部事務の強化と合理化
○法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い，必要に応じて資源 本学は分散キャンパスであり，各学部は地域と密接に連携して特色ある運営を行
配分の修正が行われているか。 っている。この特性を踏まえたうえで，各学部が個性・特色を発揮するために必要
(１)予算制度検討ワーキンググループによる評価活動 な事務組織の機能，組織形態について改革を行った。

同ＷＧは学長の諮問により，平成１７年度から予算のあり方と配分方針について検討 ①学部事務に求められるもの
を重ねてきた。平成１８年度は９回開催。本学の資源配分の実施状況を評価し，それに 「学部事務組織は，大学の教育，研究を担う第一線に置かれた重要な組織として
基づく次の改善方策を策定した。 位置付ける」ことを基本方針として掲げ，学部事務組織業務改革を行った。改革に

当たっては，学部の視点により，学部の事務組織の機能強化と業務の合理化につい
(a)人件費の配分方法の見直し て，以下の事項の達成を目的として取り組んだ。

予算の６５％を占める人件費の配分を見直し，教員人件費についてはポイント制を導 ・間接業務の合理化と学部の企画力強化を可能にする組織体制を充実する。
入した。【前項(５)参照】 ・職員が当事者意識を持ち創造性を発揮できるフラットな組織編成として，グルー

なお，人件費は，将来構想分やポイント貸与等の全学的な調整により戦略的に運用 プ制を導入する。
することが必要であることから，学長の下に一括管理する。 企画機能を担う職員の養成の観点から，このプロジェクトには各学部から選出し

た若手職員が参画した。
(b)早期配分による計画的な予算執行 ②プロジェクトの結果

各部局における事業計画を円滑に進めるため，予算配分時期を昨年度より大幅に 上記について取り組んだ結果，以下の機能強化と業務合理化を達成した。
早め，学長裁量経費，学部長裁量経費等を当初から配分した。 ルーチン業務の合理化のため，学部の各職員が学部の視点から全１９７件の改善

合理化案を提案し，これを検討対象とした。各学部の職員から提案のあった改善合
(c)学部による教育研究内容の差異を考慮した配分 理化案の内容を，「全学に係る事項（１４５件）」と「学部固有事項（５２件）」と

教育・研究経費は，理工系，医系，文系等の差異を考慮した予算積算単価を採用し に区分し，当該業務内容に応じて各担当部署で合理化方策について検討した。
て配分を行った。 その結果，合理化業務の実施を難易度別に分け，難易度１（６４件，３２％）の

ものは平成１９年４月から合理化を実施し，難易度２（６３件，３２％）のものは
平成１９年度中に実施することとし，合理化を推進する。
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なお，難易度３（70件，36％）とした業務については，システムの見直しや多額 ○監査機能の充実が図られているか。【詳細は資料編を参照】
の経費が必要なものであり，今後，引き続き検討していく。 (１)内部監査組織の独立性の担保等，監査体制の整備状況

今後，各部署ごとに検討の結果を順次，改革に移し，それにより得られる合理化 平成１８年４月１日に内部監査室を設置し，独立性を担保するため，学長直属の
効果は，各学部の教育研究上の重点目標に応じて強化業務等に振り充てることとし 組織とした。内部監査室では，本法人の目標，計画の効果的な達成のため，業務の
た。 有効性及び効率性並びに業務処理の的確性を高める観点から，業務全般について，

またグループ制の導入を行い，フラットな組織による企画立案能力の強化と，サ 改善のための監査を行う。
ービスの向上を推進する体制を構築した。 内部監査室では，監事の支援を行い，監査業務を円滑に運営した。会計監査人の

実施する期末監査，期中監査について，監事及び内部監査室が立会い，必要な情報
・各種会議・全学的委員会等の見直し，簡素化による教職員の負担軽減 の収集，会計監査人の把握している問題点等について情報交換を行った。

平成１７年度に，各種会議・全学的委員会の見直しを行った結果，平成１８年 (２)内部監査の実施状況（資料４－４）
度は関係業務について，教職員の負担を軽減することができた。 ①内部監査

平成１８年度は，会議資料を保管するデータベースを学内情報配信システムに 内部監査を各部局に対して実施した。主な内容は以下のとおりである。
掲載した。このデータベースの活用により，各委員及び担当事務職員は審議事項 ・コンプライアンス体制の整備 ・安全衛生管理体制の整備
の確認，議題整理，会議資料作成等の業務を効率的に行うことが可能となり，教 ・ハラスメントの防止対策の整備 ・個人情報保護体制の整備
職員の負担を軽減することができた。また，全学的委員会の審議事項は各学部教 ・学内諸規程の整備及び遵守
授会において報告されているが，上記の会議資料の電子データ化により，各部局 内部監査結果については，監査終了の都度，監査項目別に監査報告書を作成し，
ではプロジェクター投影等により，資料の印刷を省略することが可能となり，事 学長に報告した。改善意見を付した監査結果通知書を監査対象部局に送付し，是正
務作業の削減やペーパーレス化に寄与している。９月から，教育研究評議会の審 改善措置回答を求めた。回答をまとめ，是正改善措置状況報告書を作成し，学長に
議事項等の概要報告を総務部総務課から各学部にメールにより送信し，各評議員 報告した。
が行う当該学部等の教授会での報告に便宜を図った。 平成１８年度における監査結果全般にわたる年度報告書を作成し，学長及び役員

会に報告した。監査項目別の監査報告書及び是正改善措置状況報告書並びに年度報
○収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。 告書を学内情報配信システムにより学内に公表した。

学士・修士・博士・専門職学位課程ごとの収容定員に対する充足率は，学士課 次年度は，フォローアップ監査を実施し，監査の実質化，有効性を検証する。
程１１３.２％，修士課程１５９.６％，博士課程１１３.０％，専門職学位課程８ ②内部会計監査
１.３％である。 以下のとおり実施した。

修士課程の充足率が高い数値となっているのは，本学学部学生の進学希望者 ・内部会計監査（臨時）を１０月に実施した。
について，高度専門職業人育成の観点から可能な限り受け入れていることと， ・内部会計監査（定期）を平成１９年１～２月に実施した。
社会人学生，外国人留学生についても定員外の募集枠で広く受け入れているた ・出納役の帳簿・金庫検査・実地棚卸立会を平成１９年３月に実施した。
めである。特に，工学系研究科情報工学専攻は，インターネット遠隔教育で学 学長，監事，会計監査人，役員会に内部会計監査の実施結果を報告し，部局へ通
ぶ社会人学生を積極的に受け入れている。 知し，学内掲示板にて公表した。

各課程の状況はP119「別表（学部の学科，研究科の専攻等）」に詳述した。
(３)監事監査，会計監査の実施状況及び監査結果の運営への活用状況

○外部有識者の積極的活用を行っているか。 １ 監事監査
(１)経営協議会等の学外委員の意見の取入れ ①定期監査

教員の個人業績調査，長期ビジョンの策定等に，外部有識者の意見を聴取した。 以下の事項について監査を行った。
長期ビジョンの策定に関しては，企業経営の専門家の委員に個別の相談を行ってお ・学長の責任ある運営体制の下で，役員会，経営協議会，教育研究評議会等が，適
り，長期ビジョンの検討に際し，アドバイスを受けている。 切に運営されているか。

また，経営協議会の学外委員は学長選考会議委員となっている。学長選考会議の ・大学の理念，中期目標・中期計画に基づいて，平成18年度国立大学法人信州大学
現議長は，行政法の専門家の学外委員であり，議事運営及び学長選考に係る制度構 年度計画が，効果的に実施されているか。
築に関する有意義な意見が出され，関連規程の策定，改正に反映した。 ・本法人の業務及び財務会計処理等が関係法令，内部諸規程を遵守して，合理的か

つ効率的に執行されているか。
(２)外部人材の登用 ・会計監査及び内部監査担当部署の監査が適切に機能し，財務会計処理が適正に処

国際交流課長について，人事交流により国際交流機構（ＪＩＣＡ）から受け 理されているか。
入れており，留学生・国際交流関係業務の充実を図った。 平成１７年度の監査の結果，指摘された事項について，以下のとおり運営に活

学生支援課長について，企業・私立大学等での経験・ノウハウ・民間における 用した。
顧客サービスの考え方を活用した学生サービスの向上を目的として，公募により ・役員会の審議事項の精選化：教育研究評議会で審議承認された規程等について
採用することとした。平成１９年度の採用に向け，公募を行った。 は，役員会での審議を省略

・経営協議会の運営方法の工夫：会議資料の事前送付による審議時間の短縮化と
(３)法科大学院改善検討委員会 将来戦略的な審議事項に係る重点的時間配分

法科大学院の管理運営体制，教育内容等の重要事項について審議を行う法科大学
院改善検討委員会に４名の外部有識者が参加し，改善に貢献している。
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②臨時監査
受験生の確保対策及び教育活動への取組状況等について，アンケート及びイン ・平成１７年度指摘事項

タビューによる臨時監査を１０月～平成１９年１月に行った。 農学部教授会審議事項の検討については，継続して取り組むことが望ましい。
平成１７年度の監査において，特にリスクマネジメント体制の不備が指摘され， ・平成１８年度の対応

信大災害・緊急ダイヤルの設置，緊急事態発生時における対応要領の制定等の改 教授会の所要時間の短縮を図るべく，審議事項の精選及び教授会資料を事前
善を行った。 にメールにて配信する等の改善を行った。また，各種委員会の役割分担の見直
(４)会計監査の実施状況 しを行い，４７組織を３２組織に再編して課題解決の迅速化及び効率化を図っ
①監査法人による平成１７年度期末監査を４～５月に行い，６月に会計監査人監 た。また，年度初めに各委員会の目的目標を設定し，年度末にその結果及び評
査報告会を開催し，平成１７年度財務諸表等の適正性，附属病院の資産・収支等 価を学部長に報告する連絡会議を開催し，次年度への課題点検を行った。 【対
について監査を行った。 応する年度計画：13ページ，12-7】【資料９－１－２③】
②監査法人による平成１８年度期中監査を８月～平成１９年３月に行った。
・監査法人と経営者とのディスカッションを９月に開催した。 ・平成１７年度指摘事項
・監事と会計監査人との意見交換を１１月に行った。 大学職員の人事政策に関する他大学の状況調査については，継続して取り組
・監査法人によるシステムレビューを２月に行った。 むことが望ましい。
③監査結果の運営への活用状況 ・平成１８年度の対応
・リース契約について，必要理由書の様式を定め，契約伺いに添付することによ 教員人件費のポイント制による管理の制度化に当たっては，類似の制度を先
り内部統制を強化した。また，リース契約に係る業務フローチャートを作成し，決 行して導入した大学への状況調査等を実施した。
裁承認プロセスを明確にした。 今後も，必要に応じて他大学等の状況調査を行い，人事制度の充実に活用し
・患者未収金の管理について，債権の放棄等に係る取扱検討会を立ち上げ，業務実 ていく予定である。 【対応する年度計画：16ページ，15】【資料９－１－２④】
施計画のとおり患者未収金の督促方法についてマニュアルを定めた。
・移植の事務手続きについて，チェックリストとして移植医療管理簿を作成し，計 ・平成１７年度指摘事項
上時期を管理するとともに医事課と経営企画課間の連携を保つために定期的にチェ 選考採用職員の専門的研修方法等の検討については，継続して取り組むこと
ックリストを回覧した。 が望ましい。

・平成１８年度の対応
○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 専門研修については，全職員を対象として，各職域ごとの専門的能力の育成
・平成１７年度指摘事項 のため，従来から財務会計研修，情報化研修，また，平成１８年度からは管理

事務職員の業績評価については，「目標管理手法による業績評価」及び「自己 職員研修，評価・ＯＪＴ実務研修等を実施した。
評価と上司との面談等に基づく能力・行動評価」を平成１８年度から本格実施 選考採用職員に対する専門研修については，具体的な研修方策の検討を継続
することを目指しているが，具体的な評価方法等については検討中とあるので， している。 【対応する年度計画：35ページ，56-2】【資料９－１－２⑤】
加速させる必要がある。また，処遇面への反映については，平成１９年度まで
に行うこととしているので，具体的なスケジュール設定の下，検討を進める必
要がある。
・平成１８年度の対応

「目標管理手法による業績評価」は平成１７年度に試行を実施，また，「事項
評価と上司との面談等に基づく能力・行動評価」は平成１８年度に試行を実施
した。今後は，これまでの試行結果に関する意見等を参考にして，マニュアル
の修正，評価者研修の実施等を検討していく予定である。 【対応する年度計
画：27ページ，35】【資料９－１－２①】

・平成１７年度指摘事項
専門知識・経験を持つ学外者の登用の問題点等の検討等については，継続し

て取り組むことが望ましい。
・平成１８年度の対応

企業・私立大学等での経験・ノウハウ・民間における顧客サービスの考え方
を活用し，学生サービスの向上を図ることを目的として，学生支援課長を公
募により採用することとした。現在，平成１９年６月以降の採用に向け，手
続を進めている。【対応する年度計画：7ページ，5】【資料９－１－２②】
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中 【 科学研究費補助金，外部研究資金等の増加に関する基本方針 】
期 （１）科学研究費補助金の申請率及び採択率を高める。
目 （２）その他の外部研究資金の受入金額について，着実な増加を目指す。
標 （３）その他の自己収入の増加に努める。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【58】 【58-1】
申請件数及び採択件数の増加を図る 科学研究費補助金の申請件数や採択状 Ⅲ 科学研究費補助金の申請件数や採択状況及び寄附金等の受入れ状況を

ための方策を積極的に検討し実施する。 況及び寄附金等の受入れ状況を役員会等 役員会等で報告するとともに，大学のホームページ上でも採択者等を掲
で報告するとともに，大学のホームペー 示し，全教員に申請に対する啓発を行った。
ジ上でも採択者等を掲示し，全教員に申 また，経営協議会においても国立大学法人別の件数及び金額を示し，
請に対する啓発を行う。また，前年度の 全国レベルにおける本学の位置づけの検証を行った。さらに，３月には
実績をもとに学部ごとに努力目標等を示 役員会等において，学部別の件数及び金額の推移を示して現状把握を行
し，積極的な申請を促す。 い，学部ごとに，申請と採択に向けた努力を促した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【58-2】
教員の研究シーズと募集のニーズに合 Ⅲ 研究戦略企画チーム会議及び産学官連携推進本部運営会議において，

致した助成等の外部研究資金に積極的に 文部科学省等の外部からの研究資金の募集項目を照会し，各学部におけ
申請するよう促す。 る積極的な申請に向け，情報提供を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【59】 【59】
部局全体の申請率及び採択率の向上 さらなる申請率及び採択率の向上を目 Ⅲ 平成１８年度予算配分方針及び同基準に基づき，部局に対してインセ

を図るため，採択者に対するインセン 指したインセンティブ付与システムを整 ンティブ付与を含めた傾斜配分を行うための予算として学部長裁量経費
ティブの付与を部局予算配分に反映す 備し，充実する。 を確保した。１２月に平成１９年度学部長裁量経費実施要項を定めイン
る。 センティブ付与システムを整備した。

平成１８年度学部長裁量経費配分判定にかかる評価事項として，１．
教育面（共通教育への取り組み等），２．研究面（科学研究費補助金の応
募率等），３．地域貢献面，４．国際交流，５．学部運営面，６．その他
特記事項の６項目について，各部局から提出された報告書に基づき評価
・審査・査定を行い評価項目の点数化を行い，インセンティブを付与す
るため傾斜配分を実施した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【60】 【60-1】
補助金公募等のニュースソース及び 補助金，助成金等の公募について，大 Ⅲ 大学の研究協力情報のホームページに科学研究費補助金の公募にあた

申請に関する手続き，Ｑ＆Ａ，留意事 学のホームページに掲載し，発信すると っての説明用ハンドブックを掲載し，また，助成制度については，同ホ
項等を常時ホームページで発信すると ともに，関係部局へ通知する。また，特 ームページ上でリアルタイムで周知し，各学部担当者との連絡を密にす
ともに，説明会を毎年開催する。 定学部の推薦すべき助成金等がある場合 るなど，迅速な情報の発信と，研究者から相談しやすい環境の整備に努

は，部局長等へ積極的に申請するよう促 めた。
す。 また，一日研究推進部等の広報活動を行うことにより，グローバルＣ

ＯＥ・科学技術振興調整費といった大型プロジェクトの競争的資金への

信州大学
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応募要件を有する関連分野の部局に積極的申請を促した。その結果，平
成１９年度の外部資金獲得に向けてＣＯＥ３件，科学技術振興調整費４
件の申請を行うことができた。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【60-2】
補助金，助成金等の公募の説明会等に Ⅲ 新規公募のグローバルＣＯＥ説明会が東京で開催され，本学から教員

参加し，学内においても説明会等を開催 を含む５名が参加した。また，平成１９年度科学技術振興調整費の説明
する。 会にも教員を含む５名が参加し，文部科学省が行う政策誘導型の競争的

資金獲得の情報収集を行った。
学内においては，科学研究費補助金の獲得に向けての説明会及び競争

的資金，補助金等全般にわたる説明会として一日研究推進部を各キャン
パスで開催するなど，教員の積極的な応募を促す取組を行った。

他にも，平成１９年度の募集に向けて，ＪＳＴサテライト静岡の担当
者による説明会を農学部，旭キャンパス，工学部で１２月に開催した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【61】 【61】
信州大学産学官連携推進本部及び地 引き続き，産学連携を推進することを Ⅲ 以下の産学マッチングイベントを開催した。

域共同研究センターを核として，信州 目的とした産学マッチングイベントに積 １月に「医農連携交流会２００７」，１２月に「医工連携交流会」，９月
大学の各部局が地域産業界，地方自治 極的に参加し，大学の最先端技術シーズ に「地域連携フォーラム」を開催した。その他，地域共同研究センター
体と産学官連携を推進することで，外 などの研究成果を発表し外部資金の獲得 （ＣＲＣ）を中心として５回（飯田，上越，諏訪，長野，上田）の「Ｃ
部資金の獲得額の増加を目指す。 額の増加を図る。 ＲＣシーズ発表会」や多数のマッチングイベントに参加してシーズ発表

・展示を行った。「信州大学・セイコーエプソン技術交流会」を２回開催
した。

以下の産学マッチングイベントに参加した。
国際バイオＥＸＰＯ（東京，５月），産学官連携推進会議（京都，６月），
イノベーションジャパン（東京，９月），諏訪圏工業メッセ（諏訪，１０
月），松本広域工業まつり（松本，１０月），産業フェアｉｎ善光寺平（長
野，１１月），全日本科学機器展（東京，１１月）

以上の結果，以下のとおり外部資金の増加を得た。
共同研究 １８年度２５６件，280,031千円

（１７年度１７８件，232,383千円）
受託研究 １８年度１６６件，945,666千円

（１７年度１３５件，861,713千円）
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【62】 【62】
知的クラスター創成事業を推進する 長野県テクノ財団や(株)信州ＴＬＯと Ⅲ 知的クラスター創成事業本部会議を２回，技術評価委員会を１回，事

ために，(財)長野県テクノ財団，参加 連携し，知的クラスター創成事業により 業推進ワーキンググループ会議を１５回開催した。本事業に参画してい
企業等の諸団体と連携し，共同研究の 創出されたこれまでの研究成果を地域産 る企業との情報交換を行い事業の推進を図った。また，本事業での商品
一層の増加を図る。 業界等へ積極的に技術移転等を行い共同 化・事業化数は２１件となり，当初目標値（１５件）を上まわる結果と

研究の増加を図る。 なっている。また，それらから派生する共同研究も増加している。金額
は上記【61】を参照。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【63】 【63-1】
２１世紀ＣＯＥプログラムから派生 ２１世紀ＣＯＥの研究成果をもとに， Ⅲ 上記年度計画【61】のとおりイベントに参加し，本学の研究成果の発

する共同研究・受託研究の一層の増加 積極的に共同研究及び受託研究の増加に 表・展示を行った。外部資金の金額は上記【61】参照。
を図るとともに，新規プログラムのさ 取り組む。 ２１世紀ＣＯＥプログラム継承事業グローバルＣＯＥプログラム獲得
らなる採択を目指す。 へ向けての説明会に参加し，情報収集を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

信州大学
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【63-2】
新規プログラムの情報収集を行うと同 Ⅲ コーディネーターとともに実用化に向けての科学技術振興機構の事業

時に，各省庁等の大型競争的資金等の情 である平成１８年度の「ＪＳＴ発掘試験」に１３件の研究課題が採択さ
報を関連学部に提供し，積極的な申請に れた（内訳は，工学部６件，繊維学部３件，農学部２件，医学部２件）。
取り組む。 産学共同イノベーション「顕在化ステージ」においても２件採択された

（医学部１件，繊維学部１件）。
グローバルＣＯＥプログラムの説明会（１／９）へ参加し情報収集を

行い，関連部局に情報提供した結果，平成１９年度のグローバルＣＯＥ
プログラムに３件（医学部１件，工学部１件，繊維学部１件）を申請し
た。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【64】 【64】
学内の研究資源・情報のデータベー 研究者の研究情報のデータベース情報 Ⅲ 研究者総覧システムを更新し，ここからＲｅａｄシステムへもデータ

スをもとに，企業や官公庁の訪問等に を常に更新し，企業等に情報提供する。 提供を行う等，外部への情報提供を迅速に行った。また研究者総覧・機
よって，外部に対し積極的に信州大学 また，個々の研究者の提案書等により， 関リポジトリ等のデータベースを統合した次世代総合学術情報システム
の経営資源をアピールし，共同研究・ 企業等へ共同研究等の広報活動を行うと の開発の準備を進めた。
受託研究・奨学寄附金等の外部研究資 ともに，マッチング懇談会や工業フェア 平成１９年１月に「医農連携交流会２００７」を松本市で開催した。
金の獲得につなげる。 等に参加し，大学のシーズを情報発信す １２月に「医工連携交流会」を旭キャンパスで開催した。９月に繊維学

る。さらに企業等のニーズを捕らえ，研 部で「地域連携フォーラム開催」を開催した。その他，上記年度計画【6
究者とマッチングさせる等して，外部研 1】のとおりマッチングイベントに参加し，本学の研究成果の発表・展示
究資金の獲得につなげる。 を行った。外部資金の金額は上記【61】参照。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【65】 【65-1】
地方自治体からの奨学寄附金の増加 担当理事を中心とし，地方自治体から Ⅲ 平成１６年度に設置した戦略企画室（地域連携部門）による「地域連

を図るため，分散キャンパスのそれぞ の奨学寄附金の増加を図るため分散型キ 携スタッフ会議」を２回開催し，地方自治体との連携を図るため連携協
れの特色を活かした公開講座や地域貢 ャンパスのそれぞれの特色を活かした公 定を締結している伊那市，飯山市，長野市，との連携協議会を開催した。
献を積極的推進する。 開講座や地域貢献を積極的に推進するた また，新たな連携を模索するため佐久市及び佐久商工会議所との産学官

めの方策を検討する。 連携説明会，長野県知事と学長の懇談会を開催した。
出前講座の制度化を行い地域貢献を積極的に推進するための方策等を

検討した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【65-2】
信州大学基金（仮称）等の創設につい Ⅲ 信州大学基金（仮称）等の創設について戦略企画室会議において引き

て検討する。 続き検討を行う。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【65-3】
広く寄附金を集めるため，寄附者に対 Ⅲ 大学の公開講座等の事業活動状況をホームページ等で公開するなど，

し大学の実施する公開講座等の事業への 公開講座等の事業を地域住民等へ周知し参加しやすい環境を整えた。本
参加ができるようなメリットを検討する。 年度も引き続き９月に繊維学部において地域連携フォーラムを開催し，

地方自治体や一般の住民等の参加を得て，成功を納めた。
文部科学省からの寄附金に係る税制上の優遇措置調査時に，全学部へ，

寄附者へのメリット還元の実態について調査を行った。また，広報資料
等の定期的な送付並びに講演会案内及び学内機器の利用案内等を行う案
について，寄附者の意向に適うものであるか検討し，寄附を受けた部署
から現状についての情報収集を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【66】 【66】
(株)信州ＴＬＯ及び信州大学産学官 引き続き，産学官連携推進本部と(株) Ⅲ 本学の知的財産の創出・管理をより円滑に行うため，(株)信州ＴＬＯ
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連携推進本部による大学知的財産管理 信州ＴＬＯの両組織のスタッフが知的財 と技術移転業務の取扱に関する包括契約を締結した。
・運営機能の強化により，ロイヤリテ 産情報を共有するなど有機的な連携強化 発明審査員会や産学官連携推進本部運営会議に(株)信州ＴＬＯの職員
ィー等収入の増加を図る。 により収入の増加を図る。 も委員として参加し，連携を強化している。

また，松本，長野，上田，伊那の各キャンパス内の事務室に(株)信州
ＴＬＯの拠点を置き，大学教職員と(株)信州ＴＬＯの双方スタッフを配
置し，連携を強化した。

その結果，本年度６件の技術移転契約を行い，合計で約１４３万円の
収入を得た。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【67】 【67】
病院収入は，収益及び費用比率並び 部門別原価計算及び患者別疾患別原価 Ⅲ 部門別原価計算は，システムを用いて分析を行っている。患者別疾患

に労働生産性等経営管理分析を的確に 計算のデータ精度をさらに高め詳細分析 別原価計算は管理会計データを用いてＤＰＣ算定及び出来高算定の分析
行い増収を図る。 を実施する。 を行っている。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（２） 財務内容の改善に関する目標

② 経費の抑制に関する目標

中 【 管理的経費の抑制に関する基本方針 】
期 （１）予算の効率的執行等により，管理的経費の節減・合理化を推進する。
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【68】 【68】
内部部局及び学部事務の見直し合理 １７年度に行った検討により，すぐに Ⅲ 年度計画について，以下の取組を実施した。

化を行い，費用対効果を考慮して，ア は実現困難とされた駐車場整備，施設積 １．駐車場運営管理について
ウトソーシングに馴染む業務について 算業務の外部化などについて，実現に向 旭団地交通対策委員会における検討で，南北の駐車場を統一すること
は積極的に推進し，変動費化を図る。 けて検討を継続する。 が提言された。これについて，ＷＧを立ち上げ駐車場の統一に向けた諸

課題の検討を行っている。
２．設計，積算，監理の業務について

設計・積算の業務の外部委託を次の事業で実施（一部実施を含む。）し
ている。ただし，積算の外部委託内容は数量の算出までである。
・旭（附属松本小・中学校）校舎耐震改修（建築・電気・機械）
・附属病院外来診療棟（建築・電気・機械）
・教育学部附属長野中学校・養護学校暖房設備改修工事（機械）
・農学部「食と緑の科学資料館」新営工事（建築・電気・機械）
注：監理業務の外部委託は可能であるが，事業内容を勘案しての費用対
効果の検討を行っている。
３．学生支援業務について

高齢者雇用制度による外部委託について検討し，次の業務が可能であ
る旨の結果を得て，平成１９年４月から２名を雇用し業務に当たること
とした。
・学生相談への対応
・各種証明書の発行，学研災への対応
・奨学金・授業料免除等への対応
・教室の貸し出し，課外活動施設利用者への対応
・ボランティア支援への対応
・福利厚生施設等のトラブルへの対応
・就職相談への対応（有資格者；キャリア・カウンセラー）
４．入学式後の新入生への学生相談について

現在，体育系のサークル及び学生自治会に所属している学生にボラン
ティアとして協力を依頼しているが，円滑な人員確保ができていない状
況である。予め，学生からの協力の申出を受け付け，登録し，その学生
に協力願う方法を検討している。
５．画像情報ネットワークの運用業務について

高齢者雇用制度の活用を検討したが，当該業務の内容から，外部委託
は行わないことにした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
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【69】 【69】
光熱水料の削減に向けたポスターの 光熱水料及びエネルギーの削減に有用 Ⅲ 経費削減の取組として，省エネルギー推進ワーキンググループを中心

掲示，省エネ推進期間の設定等により， な情報を提供，啓発活動等の行動計画に に各キャンパスに即した管理標準作成，試行的なエネルギー削減目標の
取組の推進及び教職員や学生等の改善 基づく取組を推進する。 設定，出前会議による省エネ啓発活動等を行い，前年度と比較して原油
意欲を醸成し，光熱水料の縮減を図る。 換算で９５９キロリットルのエネルギー削減を達成した。

また，ボイラ燃料の効率に関し見直しを行い，試算上，重油からガス
への切り替えにより使用料金において年間約103,600千円の削減が見込ま
れる，ボイラ燃料のガス化を行った。

省エネルギー１８年度実績（原油換算）
Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 増減

電気： 10,301 10,117 184キロリットル減
ガス： 1,288 1,529 241キロリットル増
重油： 4,806 3,790 1,016キロリットル減
合計： 16,395 15,436 959キロリットル減

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【70】 【70】
配布文書の精選及びネットワーク等 プロジェクター会議システムを導入す Ⅲ 以下の取組を実施した。

を活用したペーパーレス化を推進し， るとともに，既存の学内情報配信システ １．プロジェクター会議システムを導入してペーパーレスを推進した。
印刷物・コピー代の縮減を図る。 ム（Ｗｅｂ Ｃｅｎｔｅｒ）との連携を強 同システムの導入により，役員会，拡大役員会，教育研究評議会の陪席

化し，会議配付文書の電子ファイル化を 者への資料配付を省略した。
実施してデータベース化を図る。 ２．学内情報配信システムを活用した会議資料のデータベース化を図っ

た。
３．事務連絡会議では，役員会，拡大役員会及び教育研究評議会と資料
が重複する場合は，資料配付を省略して，プロジェクター会議システム
による投影資料のみとしペーパーレス化の推進を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（２） 財務内容の改善に関する目標

③ 資産運用管理の改善に関する目標

中 【 資産の効率的・効果的運用を図るための基本方針 】
期 （１）全学的かつ経営的視点に立った資産の効率的・効果的な運用を図る。
目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【71】 【71-1】
会議室等の施設，研究用設備及び機 全学一括管理に関し，対象部局との調 Ⅲ 平成１８年度は旭キャンパス対象部局の講義室管理体制の聞取り及び調

器のより効率的な利用を図るために， 整を開始する。 整を行い，平成１９年度についても引き続き対象部局と調整を行うことと
部局を越えた全学一括管理の仕組みを した。全学一括管理の仕組み確立のため導入予定の施設予約管理システム
確立する。 運用の準備を開始した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【71-2】
会議室等の施設，研究用設備及び機器 Ⅲ 各キャンパスの会議室，講義室の利用状況及び設備機器等の調査を実施

の利用状況把握調査年次計画に基づき， し，そのデータを施設台帳管理システムに入力した。
調査を実施する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【72】 【72】
施設・設備の使用状況のデータベー 施設・設備の使用状況調査の年次計画 Ⅲ 各キャンパスの建物利用状況及び建物設備等の調査を継続中であり，そ

ス化を充実強化し，教育研究の変化に に基づく調査を行い，順次データベース のデータを施設台帳管理システムに入力し随時データベース化を行ってい
対応した弾力的活用と効率的な利用を 化を継続する。 る。
図る。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【73】 【73-1】
週末，長期休業中を含め，大学の施 施設貸し出しに対する課題の検討を継 Ⅲ 各部局の施設貸し出しに対する課題の検討のため，施設貸し出し状況を

設（会議室，教室，体育施設等）を効 続して行う。 比較検討中であり，その結果を平成１９年度に各部局に報告し施設の貸し
率的に活用するとともに，新たな収入 出しについて提言することとした。
を獲得するため，学外者に有料で貸し 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
出すなど，施設・設備の有効利用を図
る。 【73-2】

大学施設の利用状況把握調査年次計画 Ⅲ 各部局の貸し出し対象施設の調査結果を施設台帳管理システムに随時入
に基づき，調査を実施する。 力し，データベース化を行っており，そのデータベースを基に平成１９年

度に施設予約管理システムを導入し，一部運用を開始することとした。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
該当無し
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（２） 財務内容の改善に関する特記事項等

○財務内容の改善･充実が図られているか。
１．経費の削減に向けた取組状況 (２)業務内容の効率化による経費削減
(１)エコキャンパスの推進による経費削減への取組 従来の契約方法や，業務手順等を見直すことで経費削減を行った。

エコキャンパスづくりのために省エネを全学的に推進した結果，光熱水料を中心 ・事務用文具購入費の目標削減額896千円を設定し，事務用品の集中管理，規格の
に経費が削減された。節電，リサイクル等の地道な活動であるが，経費の削減とと 統一，3Ｒに関する啓発，調達業務コストの削減への取組を行った。
もに，環境にも配慮した取組となった。具体的な取組は以下のとおりである。 →1,688千円削減
・平成１７年度に教育学部（西長野キャンパス）がＩＳＯ１４００１認証を取得し ・複写機の賃貸借契約の内容，方法について見直しを行い，一括前払いすることと

た。同学部では，これを受けてエコキャンパス委員会が省エネへの取組を積極 した。
的に推進し，経費削減に大きな成果があった。平成１８年度に同認証を取得し →516千円削減
た農学部，繊維学部においても，今後の改善が期待できる。 ・電話交換請負業務契約を複数年(3年)契約に変更した。

→650千円削減
・エレベータ等保全業務契約を複数年(3年)契約に変更した。

→4,896千円削減
・法規等の冊子数の見直しを行い，追録部数の減少を図った。

→2,500千円削減
・学生・教職員へ省エネ推進を呼びかけた。省エネ出前会議が各キャンパスに出向 ・学生及び教職員定期健康診断業務契約を随意契約から一般競争に変更した。

いて啓発活動を行い，例えば理学部では毎月のエネルギー使用量の集計とグラ →1,318千円削減
フ化による分析結果を校内に掲示して意識向上を図った。 ・本部外警備請負業務契約を随意契約から一般競争に変更した。

・旭キャンパスの中央ボイラ燃焼方式を見直し，ガス化することにより，年間110, →2,278千円削減
000千円の経費削減を見込み，その事業化を行った。 ・中央一括契約を行っている保守契約について，前年度に引き続き複数年契約を行

・ゴミ分別を徹底してリサイクルを推進した結果，ゴミ排出量が減少し，処分費用 い，契約内容を見直した。
等を削減した。 →年間7,500千円削減

・古紙，ペットボトルの売払を実施し，不用物品についても売却を実施してリサイ ・電気料金について，平成１７年度から長期契約を行い，継続契約割引の適用があ
クルに努めた。その結果，自己収入増加と，処分費用等削減となった。 った。

・蒸気暖房等について外気温や時間帯による効率的な運転を行った。エアコンも使 →2,400千円削減
用温度や期間の指定等による冷暖房温度管理を徹底した。 ・附属長野中・養護学校の暖房方式を，重油ボイラ集中方式から，灯油ヒーター個

・照明やＰＣ電源について，日中や休み時間中の消灯･節電の徹底を図った。節電 別方式に改修した。
の観点から残業時間を縮減し，少人数の残業での部分点灯を実施した。 →暖房費・ボイラ保守費を年間2,000千円削減

・エレベーターは土日や長期休業中の使用休止や，使用階数の制限を行った。 ・電話料金サービスの見直しを行い，ＩＰ電話システムの平成19年度導入を決定し
・ミスコピー等の反故紙の発生の削減に努めるだけでなく，反故紙収納箱を設置し た。年間6,800千円の経費削減が見込まれる。

再利用を図った。また，両面印刷や会議資料のペーパーレス化を推進した。 ・2,500万円以上の発注工事において，平成18年度実績として，約340,000千円のコ
・トイレの水量調整による節水や，便座温度の調整による節電を行った。 スト縮減を行った。

・国立大学法人，都道府県教育委員会，県内高等学校等あてに大量に発送する入
以上の省エネルギーの取組の結果，使用エネルギーにおいて平成１７年度と 試関係書類について，民間運輸会社のメール便を利用して経費削減を図った。

比較して９６０ＫＬ（原油換算，年度計画【69】参照）の削減を行い，光熱水 ・入試実施時に利用する電話及びファックスをダイヤルインとし臨時増設電話回
料で年間約４千５百万円の経費削減を達成した。 線を廃止した。

・一括印刷入試問題の輸送方法を見直し，各キャンパスへの直接輸送として第二
次輸送を廃止した。

２．自己収入の増加に向けた取組状況
(１)部局の収入額増加へのインセンティブ付与
学部長裁量経費の配分は，科学研究費補助金への応募状況等を点数化して審査

を行っている。これにより，各学部の外部資金獲得の増加のインセンティブ付
与となっている。

また附属病院について，収入が当初見込より増加したことから，実績及び収入見
込額を勘案して予算の補正（増加）を行った。さらに，授業料収入等の増減に対し
て該当する学部に補正予算を配分した。

教育学部における平成１６年度比の使用量削減率
電気量：△7％，ガス量：△12％，上水道量：△44％，下水道量：△35％，
重油：△14％，灯油：△42％，紙資源：△2％

光熱水量削減額（電気，ガス(GHP，一般)，重油，灯油，上下水道）

キャンパス H17料金 H18料金 増減額・増減割合 (金額は千円)
旭 728,439 706,968 △21,470・△ 2.95%
若里 128,045 115,919 △12,125・△ 9.47%
西長野 36,219 32,444 △ 3,775・△10.42%
常田 121,893 110,820 △11,073・△ 9.08%
南箕輪 52,910 55,103 2,193・ 4.14%
南堀 27,875 29,192 1,316・ 4.72% ※附属学校

合計 1,095,383 1,050,447 △44,935・△ 4.10%
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(２)ＧＰ等による外部資金の獲得 (３)共同研究の推進による外部資金の獲得
①ＧＰの獲得に向けた戦略的取組 学内の研究資源・情報のデータベースを基に，企業や官公庁の訪問等を行い，外

各種ＧＰ等への積極的な申請を行い，教育改善を行うとともに外部資金の獲得を 部に対し積極的に本学の研究資源をアピールすることで，共同研究・受託研究・寄
目指した。その結果，ＧＰについて平成１８年度は６件，76,019千円を獲得した。 附金等の獲得拡大を目指した。

・研究資源のアピールのため，産学官マッチングイベントを主催・参加した。

・共同研究費等の獲得の実績は以下のとおりである。

・地域連携オフィスによる受け入れ体制
人文学部では，学部内に設置した「地域連携オフィス」の活動を強化したことに

より，学部独自の地域との連携による教育研究活動が展開できた。このことにより，
より多くの地域（塩尻市，安曇野市，飯山市，青木村）や企業等との受託・共同研
究等による外部資金の導入を積極的に進めていく体制が整った。平成１８年度の受
託研究２件（８００千円）。

ＧＰ等獲得率向上に向けて，「学内版ＧＰ」を平成１７年度から継続し，部局に (４)授業料等の増収に向けた取組
おける取組の充実を図っている。平成１８年度のヒアリング件数は２４件である。 ①休学・退学者の減少による授業料収入の改善

前期・後期の早い時期に授業欠席状況調査を行い，きめ細かな修学指導・生活指
②大学発ベンチャー創出推進事業採択 導を実施して休学者数の減少を図り，授業料収入の減収の改善を行った。

医学部知的財産活用センターは，医学部の有する知的財産を活用し，医療・福祉 平成１８年度休学者数は３６８名（前年度比３６名減）となった。
等の分野からの社会貢献を目指すとともに，外部資金を導入し，医学部の管理・運 ②受験生，学生の確保に向けた広報活動
営の補助に役立てる支援組織として，医学領域の産学官連携を推進している。その 高等学校での進学説明会，各種進学相談会等に積極的に参加し，オープンキャ
取組の成果として，１８年度は，科学技術振興機構の大学発ベンチャー創出推進事 ンパス参加者の増加を図るなど入学志願者の確保に取り組んだ。
業に採択され，１８年度から３カ年間，総額1億4,750万円を獲得した。

(５)地域住民向けの事業による収入
③次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業 地域に開かれた大学院教育学研究科心理教育相談室では，平成１９年１月から相

平成１８年度委託事業に応募し「信州大学機関リポジトリシステム」が採択され， 談料を有料化した結果，１月から３月の間に２２７千円の収入があった。
受託事業費4,000千円を受けた。同「信州大学学術オンラインシステム（ＳＯＡＲ）」 平成１８年度も市民開放授業を継続し，受講料収入があった。
は平成１９年３月３１日に試験公開を開始し，国立情報学研究所の次世代学術コン
テンツ基盤共同構築事業の優良事例にも選定された。 (６)図書購入費の寄附

附属図書館においては，寄附金として宗教法人円福寺（円福友の会）の篤志によ
り，本学留学生向け資料充実費５００千円を受けた。受入図書は松本合同図書館閲
覧室内に「留学生向け図書コーナー」を設けて貸出している。

平成１８年度の実績額（対前年度比較）
共同研究費 256件 280,031千円 （前年度比 78件 47,648千円(20.5％)増）
受託研究費 166件 945,666千円 （前年度比 31件 83,953千円(9.7％)増）
科学研究費補助金 704,310千円 （対前年度比 △18件 3,670千円(0.5％)増）
寄附金 783,931千円 （対前年度比 23,498千円(29.1％)減）

主催した主なマッチングイベント：
地域連携フォーラム，エプソンとの技術交流会，医農連携交流会，医工連携交流会

参加した主なマッチングイベント：
第６回産学官連携推進本部会議，イノベーションジャパン2006，諏訪圏工業メッセ，
松本広域工業まつり，産業フェアｉｎ 善光寺平

◎教育ＧＰ（国公私立大学を通じた大学教育改革の支援）等採択一覧

①現代的教育ニーズ取組支援プログラム（ＩＴ）
『自ら学び，学び続ける人材育成の基盤形成』 (27,300千円)

②地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム
『生命を育み救う信州医療ワールドの人材育成』 (36,260千円)

③大学教育の国際化推進プログラム（長期海外留学支援）
『高等教育課程アドバイザー派遣プログラム』 (3,093千円)

④派遣型高度人材育成協同プラン
『長寿長野を支える機能性食品の開発人材養成』 (2,905千円)

⑤新教育システム開発プログラム
『｢放課後学習チュータ活動」及び「社会資源データベースの構築」の検証』
(6,000千円)

⑥サイエンス・パートナーシップ・プログラム
『連携講座「身近な現象を通して原子分子を見よう」』 (461千円)
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３．財務情報に基づく取組実績の分析
(１)財務管理と財務戦略説明会

財務情報を大学運営に有効活用するため，資料「信州大学における財務管理と
財務戦略への取り組み」を作成し，大学の経営陣に対して，会計の仕組み及びこ
れからの財務戦略について平成１９年２月に説明会を実施した。
(２)コスト分析に関する勉強会

平成１７年度財務諸表等の読み方，部局別損益計算書によるコスト分析の手法に
ついて，財務課予算決算グループによる勉強会を実施した。各部局において実施し，
質疑応答も活発に行われ，職員の財務会計に対する意識の向上，制度の理解が図ら
れた。
(３)予算書の改善

経営協議会の意見を踏まえ，平成１９年度予算書は，外部資金・補助金等を
盛り込んで策定した。これにより，大学全体の運営の把握や，決算と予算の比
較範囲の一致による分析の向上を図ることが可能となった。

○人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等を通
じて，人件費削減に向けた取組が行われているか。
◎ポイント制の導入

平成１８年度削減分に関しては，教員３名・事務５名の凍結措置及び教員補充遅
延措置により対応した。しかし，定数削減を軸とした対応策では，大学の教育研究
活動が縮小に向かってしまう懸念があり，新たな人事管理の方法について検討を行
った。

検討の結果，各学部等で柔軟に人件費削減が実現できる方策として，教員人件費
に関してはポイント制による管理方法を導入することを提案し，１０月の人事調整
委員会及び役員会において，ポイント制導入が決定された。

この教員人件費のポイント制は，各学部における現有定数に相当するポイントと，
４年間の人件費削減を見込んだ各年度の目標ポイントを設定し，これらのポイント
を基礎として，各学部等で柔軟な人事計画を作成し，目標ポイントを達成するとい
うものである。ポイント制の運用の中には，大学の将来構想に反映させるポイント
も含まれており，大学の戦略に基づく重点事項への配分等も考慮されている。

このポイント制の運用により，平成２１年度までに４％の人件費を削減する中
期計画の達成が見込まれている。

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
・平成１７年度指摘事項

患者別疾患別原価計算の手法を取り入れた管理会計システムによる経営管理分析
については，マスタ整備の段階であり，早期に詳細分析ができるよう，構築を進め
る必要がある。
・平成１８年度の対応

患者別疾患別原価計算の手法を取り入れた管理会計システムによる経営管理
分析は，マスタの初期設定が終了した。

並行して独自システムを使用して，包括医療における出来高分析を行ってい
る。【対応する年度計画：43ページ，67】【資料９－２－２】
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(３) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

① 評価の充実に関する目標

【 評価の充実に関する基本方針 】
中 (１) 全学的な活動方針に基づき客観性に優れた多面的な点検評価活動を実施し，結果を公表する。
期 (２) 評価結果を大学運営の改善に活用するための体制を整備する。
目 (３) 教員や教育研究組織の評価システムを構築する。
標 (４) 業務運営等評価システムを構築する。

(５) 効率的かつ効果的な点検・評価活動を推進する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【74】 【74-1】
平成１７年度を目途に，全学の自己 評価担当者の養成を図るための研修等 Ⅲ 評価担当者等の養成を図るための研修の一環として，平成１８年４月１

点検・評価，外部評価，第三者評価等 を実施する。 ０日に放送大学長による国立大学法人の教育研究評価に関する講演会を開
の評価関連活動を一 元的に司る評価・ 催し，役員や評価担当者等，約８０名の参加者に対して国立大学法人を取
分析室（仮称）を設置して，多面的な 巻く状況から法人評価，認証評価の概要を解説した。
点検評価活動を実施し，その結果を公 また，平成１８年９月２７日・２８日に全学教育機構によるＦＤ合宿(参
表する。 加者約３０名）において，認証評価に関する講演(大学評価・学位授与機

構教員)及び自己評価書の作成等に関する説明を実施した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【74-2】
大学評価・学位授与機構の認証評価を Ⅲ 全学の活動状況について大学評価・学位授与機構による認証評価を１９

受けるべく，自己点検・評価を開始する。 年度に受けるため，各部局の状況を自己評価を実施し，それらを取りまと
めて大学全体の状況について自己評価を行っている。なお，各部局で実施
した自己評価についても，さし当って学内に公表することとしている。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【75】 【75】
関連委員会等相互の有機的な連携を マネジメント・サイクルに関する指針 Ⅲ マネジメント・サイクルに関する指針により，計画・実行・チェック・

踏まえて，目標・計画―実施―評価の により全学的な改革・改善体制の整備を 修正のサイクルによる全学的な改革・改善体制の整備を行った。それに基
サイクルに改善 方策・改善計画の策定 行う。 づき，平成１８年１１月下旬から１２月末にかけて計画担当理事と評価担
や改善勧告・命令の機能を組み込んだ 当理事により，その整備状況や中期計画達成状況に関するヒアリングを担
改革・改善体制を全学的に整備する。 当理事・副学長と担当部署の職員を対象に実施し，現在までの実施状況と

１９年度以降の計画の見直しの必要性等の確認を行った。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【76】 【76-1】
教員や教育研究組織の成果・業績等 教員の成果・業績を含めた教員の個人 Ⅲ 教員の個人業績評価については，教員の諸活動に対する業績を効果的に

に基づく評価システムの構築と優れた 業績評価の実施方法を確定する。 収集し，その結果による適性かつ公正な評価制度とそれに基づいた処遇制
教員や教育研究組織に対する支援方策 度を構築する必要がある。そのため，教員の業績を収集するために，教員
を策定する。 の個人業績調査を実施することとし，その入力システムとして，本学のリ

ポジトリ，Ｗｅｂ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ，電子ジャーナルとリンクした新
・研究者総覧を開発し，１９年度にデータ整備を行い，個人業績の収集を
行うこととした。また，評価制度と処遇制度については，平成１９年２月
に人事制度ＷＧから提言がなされ，それにより役員会等において審議する
こととした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【76-2】
教員や教育研究組織の成果・業績につ Ⅲ 教員や教育研究組織の成果・業績を含めた全学の活動状況について大学

信州大学
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いて大学評価・学位授与機構の認証評価 評価・学位授与機構による認証評価を平成１９年度に受けるため，各部局
を受けるため，自己点検・評価を開始す の状況について自己評価を実施し，それらを取りまとめて大学全体の状況
る。 について自己評価を行っている。なお，各部局で実施した自己評価につい

ても，さし当って学内に公表することとしている。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【76-3】
教員や教育研究組織に対する支援方策 Ⅲ 教員の個人業績の評価制度と処遇制度については，平成１９年２月に人

を策定する。 事制度ＷＧから教員業績審査委員会の設置等の提言がなされ，それにより
役員会等において審議することとした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【77】 【77】
大学運営の専門的職員と教員との連 組織，運営，財務等に係る状況を含め Ⅲ 組織，運営，財務等に係る状況を含めて全学の活動状況について大学評

携を通して，組織，運営，財務等に係 て大学評価・学位授与機構の認証評価を 価・学位授与機構による認証評価を平成１９年度に受けるため，大学全体
る評価システムの構築と検証結果を踏 受けるため，自己点検・評価を開始する。 の状況について自己評価を行っている。
まえた改善方策を策定する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【78】 【78】
信州大学の評価情報の体系的な収集 評価・分析室評価情報部門を整備し， Ⅲ 評価情報分析部門に１名の技術職員と２名の兼務職員を配置し，評価情

(データベース化)・調査・分析・提供 充実する。 報の体系的な収集(データベース化)・調査・分析・提供を実施している。
を一元的に司り，大学評価関連委員会 以上の状況から,年度計画を十分に実施していると判断する。
及び中期目標・中期計画の企画立案を
支援する大学評価情報調査分析室を整
備・充実し，評価・分析室（仮称）の
評価情報部門として発展させ，その機
能強化を図る。

【79】 【79-1】
信州大学評価情報データベースを作 信州大学評価情報データベースを充実 Ⅲ 本学の自己評価やその他の調査等に活用するため，信州大学情報データ

成し，本学の大学評価情報の充実を図 する。 ベースの構築に向けて，大学評価・学位授与機構大学情報データベースの
る。データベー スを活用して，教育研 データ項目に基づき，学内におけるデータ収集を実施し，前記データベー
究活動，社会活動，国際交流活動，大 スへの対応を検討し，組織情報及び教職員情報については，サブシステム
学・業務運営その他の諸活動を常時モ を構築した。また，今年度開発した，教員の研究教育活動実績等を蓄積，
ニターしながら，中期目標・中期計画 公開する「信州大学学術情報オンラインシステム」(本学の機関リポジト
の達成度を検証し，改善計画に資する リ，Ｗｅｂ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ，電子ジャーナルとリンクした新・研究者
ための評価指標・モニタリ ング情報と 総覧)や学務情報システム等に蓄積されているデータを集計データとして
して全学的に提供する。 収集し，全学で共有できるデータベースの構築を開始した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【79-2】

教育研究活動等の自己点検・評価等に Ⅲ 本学の自己評価やその他の調査等に活用するため，信州大学情報データ
信州大学評価情報データベースを活用す ベースの構築に向けて，大学評価・学位授与機構大学情報データベースの
る。 データ項目に基づき，学内におけるデータ収集を実施し，前記データベー

スへの対応を検討し，組織情報及び教職員情報については，サブシステム
を構築した。また，今年度開発した「信州大学学術情報オンラインシステ
ム」や学務情報システム等に蓄積されているデータを集計データとして収
集し，全学で共有できるデータベースの構築を開始した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウエイト小計

信州大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(３) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

② 情報公開等の推進に関する目標

中 【 情報公開等の推進に関する基本方針 】
期 (１) 広報戦略を策定し，大学からの情報発信を積極的に推進する。
目 (２) 情報開示請求に機動的に対応するとともに，文書保管システムやデータベースの安全確保に努める。
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【80】 【80-1】
担当理事をトップに広報体制を整備 大学公式ウェブサイトのリニューアル・ Ⅲ 平成１７年度からリニューアル作業を進めていた新しい大学公式ウェブ

し，広報戦略を策定し，実施に移す。 プロジェクトを継続する。特に事務局内の サイトを平成１８年４月１０日に公開した。デザインが一新され，訪問者
１) 信州大学評価情報データベースか 他部門サイトとの統合・連携について進め に配慮したレイアウトとし，また「信大人百科」等の大学の情報をわかり
らマネジメント情報や評価指標を抽出 る。 易く発信したものを充実させる等，内容が大幅に充実し好評であった。さ
し，分かり易く工夫し，国の内外に積 らに平成１８年５月には、懸案事項であった視覚障害者利用の対応のため
極的に公表する。 のサイトのユニバーサルデザイン化の検討と作業を開始し、平成１９年２
２) 広報誌，ホームページ等を通じて 月に完了した。平成１９年１月には入試課と連携し入試情報ページの見直
本学の研究・教育活動について広報活 しと受験生向けの新しいＷｅｂページの製作について検討を開始した。
動を機動的に行う。また，留学生セン 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
ターと協力して，英語等の外国語によ
る教育・研究情報の国際発信を積極的 【80-2】
に推進する。 大学シンボルマークの展開について進め Ⅲ シンボルマークの商標登録出願は、平成１７年度中に行ったため、平成
３) 在学生，卒業生，地域社会及び自 るとともに商標登録出願（基本的区分）の １８年９月１日付けで商標登録完了となった。シンボルマークの使用につ
治体との定期的意見交換の場を設け， 手続きを行う。 いては，デザインシステムと使用手引書を策定して周知し，これに沿った
外部の声を広報活動等に反映させると 運用を指導することで、大学ビジュアルイメージの保護と統一化等のブラ
ともに，広報体制と広報実務の改善を ンド戦略を展開した。マークの使用については，これまでに１００件を超
図る。 える申請があり、名刺・封筒・印刷物・ＷＥＢ・カード・看板・衣服・生

協グッズ等あらゆるものに使用されており、学内外ともに信大の学章とし
て定着した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【80-3】
大学広報の推進に資するため，民間ケー Ⅳ 「信州大学テレビ」の放送を平成１８年１０月１日から開始した。番組

ブルテレビジョンを利用した大学専用チャ 制作、運営体制や放送ルールの整備等を周到に行った結果，放送開始後も
ンネルについて事業推進体制を整備し，放 滞りなく運営されている。また，全国では初の取組である等，その反響も
送を試験的に開始する。 大きく，テレビ，新聞，雑誌等のニュース・記事として３０回を超えて取

り上げられ，全国的な広報効果があった。
また，平成１９年４月までに学生を中心としたスタッフにより，約２０

０の番組が作成された。この学生による番組制作は、本学の中期計画の一
つである「メディアリテラシーの支援」を達成するものでもある。また制
作された番組は今後のｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇとの連携を見据えており，こ
の信州大学テレビは広報に加えて教育に対しても多大な効果が期待され
る。

以上の状況から，年度計画を上回って実施していると判断する。

【80-4】
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広報誌その他の活字媒体の充実を図るた Ⅲ 平成１８年６月に、前年度からの検討課題であった受験生用の「信大生

めの検討を開始する。 活ガイド」を広報誌「信大ＮＯＷ」の特別号として刊行した。
広報誌その他の活字媒体の充実を図るため，広報・情報室が発行してい

る「大学概要」と，入試課が発行している「大学案内」を一本化して経費
削減と合理化することの検討を平成１８年１２月から開始した。その結果、
大学案内と概要がそれぞれ広報していたものを一体化し，平成１９年度か
ら「信州大学２００７-２００８」として発行することとした。また，受
験生にとって重要なキャンパスライフに関する情報提供のため、「信大生
活ガイド」を「信大ＮＯＷ」から独立させて発行する。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
【80-5】

年度ごとに広報業務の企画・戦略の立 Ⅲ 平成１８年７月に各学部の広報担当者とＷｅｂサイト担当者を把握し、
案，実施を行う。 以後、学内外に発信する情報を各担当者から収集している。今後は、更に

連携を深めるため、担当者連絡会を開催し、全学的な広報ガイドラインを
策定する。

大学Ｗｅｂサイトと各学部Ｗｅｂサイトとのデザイン等の統一を図っ
た。リニューアルを図った繊維学部を皮切りに今後は各学部担当者と調整
をとりながら，制作業者との一括契約も視野にいれ順次進めていく。

平成１９年度は、各学部の広報担当者の意見を聴取し、大学での統一的
な広報戦略としての広報ガイドラインを策定するとともに、全学的な広報
予算の把握を行い、一括管理を目指す。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【81】 【81】
事務文書の作成・保管体制を見直 事務文書の作成方針及び保管体制を検証 Ⅲ 事務文書の作成・保管体制を検証した結果，従前の分類基準は，細分化

し，情報公開に対して即応可能な事務 するとともに，文書分類基準を見直し，学 されすぎていたため，保管体制に煩雑化を招いていたことから，文書分類
運営システムを構築する。 内統一化等を実施する。 基準を見直し，簡素化・学内統一化を行った。その結果，文書分類基準を

約4,000件から約300件に,法人文書ファイルを１年度約5,000件から約1,20
0件程度に簡略化した。このことにより情報公開を希望する者が請求する
文書を検索しやすくするとともに，事務文書の保管体制が整理できた。

既存の法人文書ファイル管理システムを上記の簡略化に伴う新しい文書
分類基準に対応したシステムに更新した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【82】 【82】
個人情報のセキュリティ・ポリシー 文書保管システムやデータベースの安全 Ⅲ データベース等の安全性確保に関しては，平成１６年度にセキュアネッ

を策定し，文書保管システムやデータ 性について検証を行う。 トワークシステムを導入し，セキュリティの向上を図っている。文書保管
ベースの安全性の見直しを行う。 システムやデータベースの安全性について検証を行ったところ，個人情報

を取り扱う情報システムの中で，特に人事給与統合システムの安全性に脆
弱性が指摘され，人事給与統合システムの安全性を確保するためにネット
ワーク管理ソフト及びデータ暗号化ソフトの導入を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
該当なし
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（３） 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等

１．特記事項
・紹介編：教育，研究，国際交流，地域交流の活動，取組状況を写真等で

○自己点検・評価に関する取組 紹介している。
(１)包括的な現状把握 ・資料編：本学の沿革，組織，職員数，学生数，入学状況，卒業者数，進路状況，
認証評価を１９年度に予定している。それを契機として，１８年度は，大学の 地域連携，附属図書館蔵書数等，学内共同教育研究施設等の活動内容，

教育から財務まで，あらゆる面で大学をあげて現状把握のための作業を行った。 外部資金受入状況，土地・建物面積等のデータを中心に掲載している。
(２)教育満足度調査の実施

教育改善に活用することを目的とし，在学生，卒業・修了生に対し，教養教 ②信大ＮＯＷ（大学広報誌）
育，専門教育，大学院教育満足度に関するアンケートを全学的に実施した。こ 本学における教育研究活動を学内外にわかりやすく紹介する「信大ＮＯＷ」を発行
のアンケート結果を分析し，本学における教育の改善に活用する。 している。同誌では，主に本学の教職員・学生が，研究室，学内施設，課外活動，

イベント，留学生等を紹介する内容の記事を作成し，情報提供している。
２．共通事項に係る取組状況 平成１８年度は年７回，約50,000部を発行し，長野県内地方公共団体，同高等学校，
○情報公開の促進が図られているか。 同公共図書館等へ配布した。
情報発信に向けて以下の取組を行った。
(１)信州大学テレビ ③受験生向け広報誌

㈱テレビ松本ケーブルビジョンのデジタル回線チャンネルを借用し，「大学広報 受験生向けの冊子「信州大学案内」を発行し，本学の教育研究，学生生活に
の推進」「学生教育の充実」「地域貢献のための活用」という３つの目的を掲げ，大 関する情報提供を行った。また，キャンパスライフを学生の視点から紹介する
学や学生の活動，公開講座，医療番組などの情報を発信している。デジタル回線加 「信大生活ガイド」を「信大ＮＯＷ」特別号として発行した。
入者は，現在約7,000世帯である。

大学の正式なテレビ局として明確に位置付けて運営を行い，通常のテレビ局と同 ④広報誌の充実に向けた取組
じ運営体制を整備した。番組制作にかかる費用は大学の予算で措置し,いくつかの 広報誌の充実のため，『信州大学概要』「紹介編」と『信州大学案内』を一本化し，
学生番組作成チームと契約を結んで番組制作を行っている。 経費削減と事務合理化の検討を行った。その結果，平成１９年度から『信州大学20
毎週約３０番組を４週にわたり繰り返し放映し，月が替わるごとに新しい番組を放 07-2008』として発行する。また，好評だった「信大生活ガイド」を平成１９年度
送している。平成１８年１０月から平成１９年３月までに約２００本の番組が制作 からは「信大ＮＯＷ」から独立して発行する。
された。

(５)法人事務文書分類の見直しによる情報公開希望者への配慮
(２)ホームページの一新 法人事務文書の分類基準の見直しを行った。その結果，文書分類基準を約4,000

大学ホームページの全面的リニューアルを行い，情報提供方法を改善した。特 件から約３００件に，法人文書ファイルを一年度約5,000件から約1,200件程度に簡
に大学の最新ニュース等は迅速に掲載し，社会への情報発信を積極的に行っている。 略化した。これにより，情報公開希望者は請求文書の検索が容易になり，同時に事
アクセス数は年間約１８０万件である。 務文書の保管体制の整理と事務効率化を達成した。

内容：大学概要（組織，職員数，学生数等，卒業者数，進路状況，国際交流協
定数，決算規模，土地・建物面積等），理念，目標，教職員行動規範，信 ○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
州大学環境方針，沿革と歴史，目標・計画（中期目標，中期計画，年度 平成１７年度業務実績に関する評価のうち，指摘のあった事項は改善を行っ
計画，業務方法書，財務諸表等，業務実績評価結果），組織・役員等，規 た。詳細は該当する項目の特記事項に記述した。
則集，シラバス，教育研究者総覧等

(３)信州大学学術情報システム（ＳＯＡＲ）
教員の研究教育活動実績等を蓄積，公開する「信州大学学術情報オンライン

システム」（本学の機関リポジトリ，Ｗｅｂ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ，電子ジャー
ナルとリンクした新・研究者総覧）を開発し，平成１９年４月１日より試験公
開を開始した。新システムでのデータ整備を経て７月に本稼動する予定である。

(４)広報誌による情報提供
①信州大学概要

読みやすさ向上のため，『信州大学概要』を「紹介編」及び「資料編」に分け
て作成（和英併記）し，情報提供のため，文部科学省，国・公立大学等，海外
の学術交流協定締結大学等へ２５０部を送付した。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(４) その他の業務運営に関する重要目標

① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 【 良好なキャンパス環境形成のための基本方針 】
(１) 経営的視点（施設マネジメントの導入）に立った全学的目標を踏まえ，施設・設備の点検・評価に基づく有効活用を図るとともに，計画的な維持管理

期 を行う。
(２) 多様かつ高度な教育研究活動を支援するため，高機能性を備えた施設の改善を図る。

目 (３) 新たな整備手法（ＰＦＩ事業等）の導入を推進する。
(４) 人や周辺環境に配慮した，安全で機能的なキャンパス環境の充実を図る。

標 (５) 教育研究の高度化に対応したキャンパス情報化の向上を図る。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【83】 【83】
施設マネジメントを導入し，組織の流 再点検・評価を継続して実施し，そ Ⅲ 施設の効率的な活用のため、キャンパスマスタープランの策定を開始し

動化にも対応できる施設スペースの確保 の結果を基に施設の効率的な活用計画 た。平成１９年中に全キャンパスのプランの策定に向け、作業を継続中で
と弾力的利用及び効率的な活用を図る。 策定（キャンパスマスタープラン）を ある。
１)中期目標期間の上半期までに，点検 継続する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
済の各建物の再点検・評価に基づくスペ
ースの適切な再配分を行う。
２)スペースチャージに関する規定（平
成１４年度策定）を再検討し適切な運用
を図る。

【84】 【84】
施設事務を集約化して，各団地の各種 施設マネジメント管理システムの継 Ⅲ 平成１８年９月より設備台帳管理システムを導入し、設備に関する既設

データ管理と評価を行い，省コスト・省 続導入を図り，各種基礎データのデー データをシステムに入力しデータベース化を行った。
エネルギー化を目指すとともに，維持管 タベース化を推進する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。
理機能の強化を図る。

年数回のプリメンテナンス等により，
効果的な施設・設備維持管理と経費の抑
制を図る。

【85】 【85-1】
附属病院外来診療部門の診療機能並び 外来診療棟基幹・環境整備及び外来 Ⅲ 外来診療棟基幹・環境整備を完了し、引き続き外来診療棟新営工事（軸）

に教育研究施設の老朽改善・再生整備を 診療棟新営工事を開始する。 工事を発注し工事を開始した。
図る。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【85-2】
老朽改善施設の改修要求を行う。 Ⅲ 今年度採択された外来診療棟（軸）事業に引き続き、（仕上げ）事業の

要求を行い、１９年度採択の内示を得た。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【86】 【86-1】
理工系分野の教育研究の高度化を踏ま 理工系分野の既設研究建物の環境及 Ⅲ 理工系分野の教育研究建物の面積調査及び施設パトロールを行い、理工

えた既設建物の環境と機能を充実させ び機能検証の年次計画に基づき，環境 系分野の既設研究建物の環境及び機能検証を行った。
る。 及び機能検証を実施する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

信州大学
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【86-2】
理工系分野の研究施設の改修要求を Ⅲ 繊維学部、工学部、医学部の各研究施設の改修事業について概算要求を

継続し，改修整備に努める。 行った。その結果，補正事業として工学部電気電子工学科東棟の改修事業
が予算化された。また，平成１９年度当初事業として繊維学部先進ファイ
バー工学研究棟改修事業の内示を得た。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【87】 【87】
学生教育のための施設及び学生教育支 継続的に環境検証を実施し，環境充 Ⅲ 外部環境に関する環境検証を行い、今後その検証を基に外部環境の充実

援施設の環境を充実させる。 実を図る。 を図るものとする。また、法曹法務研究科棟を新営し、法科大学院生の教
育環境充実を図った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【88】 【88-1】
附属学校の教育環境を充実させる。 継続的に環境検証を実施し，環境充 Ⅲ 長野附属学校外部環境に関する環境検証を行い、今後その検証を基に外

実を図る。 部環境の充実を図るものとする。
附属松本小・中学校の外部廊下を内部化し、及び附属長野中学校、養護

学校の暖房設備の改修を行い、教育環境の充実を図った。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【88-2】
附属松本小・中学校の耐震補強工事 Ⅲ 附属松本小・中学校の耐震補強工事を実施し、安全な教育環境の充実を

を実施する。 行った。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【89】 【89】
全学的に蓄積されている研究資料を展 研究資料の蓄積状況把握調査の年次 Ⅲ 理学部が所蔵している資料のうち，地域社会に展示･公開可能なものに

示・公開し，地域社会に情報を提供する 計画に基づく調査を実施する。 ついて検討するため、現在の資料蓄積状況を把握した。また、農学部では
機能の充実を図る。 蓄積資料を公開するため「食と緑の資料館」の新営工事を発注した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【90】 【90】
教職員の職務の能率的な遂行を確保 施設改善による宿舎の充実に努める。 Ⅲ 農学部職員宿舎の新営工事を行った。その他，改修工事を行い，宿舎の

し，事務・業務の円滑な運営に資するた 整備･充実を行った。
め，宿舎の整備・充実に努める。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【91】 【91】
ＰＦＩ事業として，教育研究施設や学 ＰＦＩ導入事業の検討を継続する。 Ⅲ ＰＦＩに替わる外部資金導入について，銀行員と意見交換を行う等して

生支援施設等の充実及び構内駐車スペー 検討を行った。
スの狭隘緩和を図ることを検討する。 平成２０年度概算要求に関する部局要求事項より、ＰＦＩ導入対象事業

について検討を行ったが，該当する事項はなかったため，引き続きＰＦＩ
導入事業の検討を継続することとした。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【92】 【92】
産業界や地方自治体との連携を強化 産学官連携関連部署の要請により， Ⅲ 産学官連携関連部署の要請によるスペースの確保について準備をしてい

し，本学に産学官連携施設の実現を図る。産学連携施設に関する支援及び学外施 たが、平成１８年度は要請事項が無かった。なお，既に実施している長野
また学外施設のスペースの確保に努め 設スペース確保を図る。 市ものづくり支援センター等への支援については，平成１８年度も継続し
る。 ている。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【93】 【93-1】
平成１７年度までにキャンパス計画の キャンパス計画の検証を継続する。 Ⅲ キャンパス計画見直しのため、各キャンパスの現地調査及び現況測量を

信州大学
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見直しを行い，調和のとれた屋外環境の 行い、現状の課題を検証した。この検証結果を資料として，平成１９年度
整備を目指す。 にキャンパスマスタープランの策定を予定している。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【93-2】
検証に基づく屋外環境整備計画の一 Ⅲ 平成１７年度までの検証に基づき，旭キャンパスのサイン計画及び緑地

部を立案する。 計画を作成し，立案した。それらの計画を，キャンパスマスタープラン策
定のための資料として，今後の屋外環境整備計画を行う。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【94】 【94-1】
熱エネルギー等に関連する施設・設備 省エネルギーの年次計画を見直し， Ⅲ 省エネルギー対策について検討を行い，学内ＥＳＣＯ事業として，旭キ

の見直しを行い，効率的に運用する。 エネルギーの効率的運用を推進する。 ャンパスの蒸気ボイラ燃料を重油からガスに切り替える整備事業を実施し
た。試算の結果，温室効果ガスＣＯ２の排出が削減がされることが判明し
た。また、外部評価機関である(財)省エネルギーセンターから現地調査を
受け，省エネルギーに関し良好な評価を受けた。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【94-2】
省エネルギー推進ワーキング・グル Ⅲ 「省エネ出前会議」が各キャンパスに出向き，省エネ推進のための啓発

ープを中心として，エネルギー使用状 活動を行った。それに基づき，ＷＧが各キャンパスのエネルギー管理標準
況，運用形態等を調査・把握し，エネ を定めエネルギー使用の合理化推進を図った。また、省エネを効率的に推
ルギーの効率的な運用に向けた提言を 進するために，各キャンパスにエネルギー使用量測定機器を導入した。他，
ワーキング・グループの活動として行 ＥＳＣＯ事業の推進を検討した。
う。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【95】 【95】
周辺環境との調和やユニバーサルデザ ユニバーサルデザインの一部実施・ Ⅲ 安全対策及びアメニティ向上のため、以下の整備を行った。

インを導入し，安全対策に配慮する。 継続をする。 医学部臨床医学教室に身障者便所を設置した。
１)アメニティの向上と身障者対応とし 医学部基礎医学教室のエレベーターを身障者対応用に改修した。
ての環境の確保に努める。 教育学部管理校舎に身障者スロープを設置した。
２)各建物のセキュリティシステムの充 その他，ユニバーサルデザインに基づくキャンパス環境整備の検討を継
実を図る。 続している。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【96】 【96-1】
地域社会の応急避難場所等防災支援拠 防災支援拠点の施設見直しを行い， Ⅲ 防災支援拠点として，一時集合場所となる附属松本小中学校施設の耐震

点としての施設や情報の提供等の充実を その改善を図る。 補強を行い防災支援拠点となる施設の充実を図り、旭キャンパスにおいて
図る。 は避難住民への飲料水提供のため災害救援機能付きの自動販売機を設置

し、災害時のための設備改善を行った。また、防災支援拠点施設計画に避
難所開設準備チェックリスト等を追加し、改訂版を作成した。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【96-2】
防災支援拠点の広報活動を継続する。 Ⅲ 本年度改訂された拠点施設計画に基づき，本法人が地域住民に提供する

避難場所をホームページに掲載し，広報活動を行った。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【97】 【97-1】
ＩＳＯ１４００１の規格認証取得等の 各キャンパスの環境方針による建築 Ⅲ 南箕輪及び常田キャンパスのＩＳＯ１４００１認証申請について，ＰＨ

部局の取組を全学的に支援することによ ・設備の改善の支援を行う。 監視装置設置，廃液保管庫設置等の施設改善による支援を行った。両キャ
り，大学として環境問題に対応する。 ンパスはＩＳＯ認証を取得した。また、旭キャンパス及び附属学校の平成

１９年度ＩＳＯ認証取得に向けて，ゴミ置き場の設置，薬品庫改修等を開
始した。
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以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【97-2】
光熱水料及びエネルギーの削減に有 Ⅲ 削減目標達成のため、省エネルギー推進ＷＧ会議において各種エネルギ

用な情報を提供，啓発活動等の行動計 ーの前年度との増減について検証を行い、各キャンパスのエネルギー管理
画に基づく取組を推進する。 標準を作成して，エネルギー使用量削減活動を行った。また省エネポスタ

ーの定期的な配布や，ＷＧ事務局が各部局へ直接出向き省エネ推進の改善
点の指摘を行う「省エネ出前会議」を実施して，省エネの啓発活動を行っ
た。また，環境配慮促進法の施行により、毎年環境報告書を作成すること
とし、その公表により省エネの啓発活動を行った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【97-3】
環境に配慮した設備の更新を図る。 Ⅲ 旭キャンパス蒸気ボイラの燃焼装置の改修によるＣＯ２排出の削減、繊

維学部ＰＨ監視装置改修による実験廃液の構外流出防止等、環境に配慮し
た設備の更新を図った。

以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【98】 【98】
各キャンパス間の情報ネットワークの 総合情報処理センターで検討してい Ⅲ 情報ネットワークの整備・拡充として、信州大学画像情報ネットワーク

整備・拡充を推進する。 る，画像情報ネットワークシステムの システム（ＳＵＮＳ）の更新を中心とした情報ネットワークの整備・拡充
設備のある講義室・会議室の機器の更 を構想し，新ＳＵＮＳとして「信州大学ユビキタスネットワークシステム」
新とそのネットワークのＩＰ化，キャ を実現するためのプロジェクトを実行した。平成１９・２０・２１年度３
ンパス間ＬＡＮを利用した新しい電話 年連続の概算要求を行い，１９年度要求分が措置されることになった。複
交換機の導入，キャンパス間ファイバ 数ベンダーによる接続試験，講義システム仕様書作成，１９年度政府調達
のループ化などの情報ネットワークの 仕様策定委員会立ち上げ等を行い，契約に係る手続きを始めた。その結果，
整備・拡充構想に沿って，総合情報処 平成１９年度より新ＳＵＮＳによる講義システムが導入される予定であ
理センターと連携を図り情報ネットワ る。
ークの整備・拡充を順次推進していく。 なお，学内予算措置により，平成１９年３月より機器の更新等の導入を

開始した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【99】 【99】
教育研究の高度化や情報化の進展及び 総合情報処理センターで構想してい Ⅲ 他大学の情報ネットワークの現状調査や今後のＩＣＴ技術の方向性を見

周辺社会との連携等に対応した情報ネッ る，他大学との情報ネットワークによ 極めつつ、情報交換や情報収集を積極的に引き続き行う。
トワークの充実を図る。 る情報交換や，本学の情報ネットワー 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

クを災害時等における自治体の連絡手
段として活用していくあり方について，
総合情報処理センターと連携を図り情
報収集を行う。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(４) その他の業務運営に関する重要目標

② 安全管理に関する目標

中 【 安全管理に関する基本方針 】
期 (１) 安全管理計画の作成及び安全管理体制の充実を図る。
目 (２) 快適で安全な修学，就労環境の確保に努める。
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 イト

【100】 【100】
ハザードマップを作成し，各種の施 ハザードマップを段階的に作成し，学 Ⅲ 化学物質を使用している学部の実地調査を行い，化学物質を使用又は保

設及び設備等を学内に周知するととも 内に周知する。ホームページへの掲載を 管している場所について各学部の建物ごとに平面図に表し，その使用方法
に，安全管理計画に基づく実施訓練を 検討する。 に関して全学安全衛生委員会に諮り，学生の防災対策等に役立てるよう依
定期的に実施する。 頼した。ハザードマップのホームページ掲載については，地域住民への避

難場所の提供と併せて検討した。
以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【101】 【101】
教職員・外部の専門家による総合安 教職員・外部の専門家により安全管理 Ⅲ 各キャンパスの安全衛生委員会において安全管理等についての見直しや

全管理を目的とした組織としての見直 体制を総合的に再点検し，見直しを行う。 検討を行う体制を確立し，職場の安全衛生チェックシートの提出の指導等
しを図り，安全管理体制を再点検し， を行った結果，教職員の安全衛生に対する意識を改善することが出来た。
充実を図る。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【102】 【102】
実験室・作業場等の安全性について 実験室・作業場等の安全性を検証し， Ⅲ 各事業場において産業医及び衛生管理者等による職場巡視が実施され，

再調査し，修学，就労上改善が必要な 必要に応じ改善する。 問題のある箇所については指導・改善等が行われる体制を確立した。
個所については速やかに措置する。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

【103】 【103】
中期目標期間の上半期中に，実験室 学部ごとに安全対策マニュアル（安全 Ⅲ 実験，実習を行う学部においては安全の手引を作成して，毎年学生に配

・作業場等における作業手順等の安全 の手引き）の作成を促進し，安全教育状 布し，必要に応じて随時改訂が行われている。また，学生等に対しては安
対策マニュアルを作成し，教職員・学 況の検証を行い，安全教育の徹底を図る。 全教育を実施している。
生に対する安全教育の徹底を図る。 以上の状況から，年度計画を十分に実施していると判断する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
該当なし
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（４） その他の業務運営に関する特記事項等

１．特記事項
○環境ＩＳＯ１４００１認証取得の拡大 ○ 危機管理への対応策が適切にとられているか。

本学は環境に配慮したエコキャンパスの構築を全学的に推進し，平成１７年 ・災害，事件・事故，薬品管理等に関する危機管理マニュアルの策定等を含む
度までに工学部及び教育学部の各キャンパスがＩＳＯ１４００１認証を取得し 全学的・総合的な危機管理の態勢の整備状況
た。平成１８年度は，農学部及び繊維学部が同認証を取得し，エコキャンパス (１)リスクマネジメント体制の構築 リスクの把握と対応策の整備
が拡大した。この認証取得・継続を目指した活動の中で，施設マネジメントの 学長室において「リスクマネジメント体制」の整備を行った。これは，大学
改善や，薬品管理等の危機管理体制の改善がなされた。 として想定されるリスクの洗い出し，評価を行い，それに応じた対応を定めて

日常管理し，状況に応じて体制の見直しを行い，是正するマネジメントサイク
２．共通事項に係る取組状況 ルを基本的な考えとしている。この「リスクマネジメント体制」に関する企画
○ 施設マネジメント等が適切に行われているか。 を行い，役員懇談会に提案した。
(１)施設マネジメント実施体制及び活動状況 (２)信大災害・緊急ダイヤル

平成１６年度第１回施設マネジメント委員会において承認された施設マネジ １０月に「信大災害・緊急ダイヤル」を設置し，運用を開始した。同ダイヤ
メントに関する基本方針を基に，環境施設部において施設計画（案）を作成し， ルは３６５日２４時間対応しており，教職員・学生が，事件・事故・火災・災
ワーキンググループ，施設有効活用専門部会，施設マネジメント委員会等によ 害等の緊急時に大学に連絡が取れる体制を確保することで，迅速な対応を行う
り審議を行い，その計画を基に，環境施設部を中心に施設マネジメントを実施 ことが可能となった。
している。 (３)地域の防災拠点としての取組
(２)キャンパスマスタープラン等の策定状況 地震災害を想定して災害対策本部マニュアルの見直しを行ったほか，地域住

平成１８年度キャンパスマスタープラン策定のためプロジェクト会議を設置 民への避難場所の提供について，本法人が提供可能な避難場所(グランド等）を
した。そこでの決定に基づき，キャンパスマスタープラン策定プロジェクトワ 明確にし，ホームページによる広報活動を行った。併せて旭キャンパスには避
ーキングを構成し，メンバーにより各キャンパスの現地調査を行い，課題の 難住民への飲料水提供のための災害救援機能付きの自動販売機を設置し，災害
抽出を行った。その調査結果を基に平成１９年中にキャンパスマスタープラ 時に対応した設備改善を行った。
ン策定を行うこととしている。 (４)薬品管理体制の整備
(３)施設・設備の有効活用の取組状況 農学部，繊維学部では，ＩＳＯ１４００１認証の取得に向けて，薬品管理体

平成７年以降新営及び大型改修を行った施設は，学内規程に基づき全学共同 制を強化した。また，薬品管理システムのデータ数も増加し，薬品の入庫から
スペースを確保している。平成１８年度も全学共同スペースの使用申請に対し 使用，廃棄まで適切な管理がなされている。また薬品・機器等を使用して実験，
て審査・使用許可を行い，施設の有効活用を図った。 実習を行う学部においては，安全の手引きを作成し，学生に配付して安全管理

平成１８年度には第２回目の施設の利用状況調査を実施し，データベースへ の徹底を図っている。
の入力を随時行い，その結果を基に平成１９年度に施設・設備の有効活用の
促進を図る。 ・研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況

医学部保健学科の平成１９年度大学院設置に伴い，既設校舎の見直しにより １２月の役員会，拡大役員会及び事務連絡会において，国の取組状況を「研
講義室102㎡と84㎡及び院生研究室101㎡４室を確保した。 究費の適正な使用について」により報告した。
(４)施設維持管理の計画的実施 学長の下に「研究費の不正な使用への対応に係る検討会」を設置し，現行規程

施設パトロールによる現状施設の老朽化状況等の調査に基づき改修等の長期 の点検及び体制整備について以下のとおり検討を行い，その他の不正防止を
計画書を策定し，年度計画書に基づいた施設の維持管理を図っている。なお， 含めて「研究費等の不正使用防止対策等について」を作成した。詳細は【資
１７年度より，施設維持管理経費の中央管理分として，２億５千万円の予算を 料８－２】参照。
確保している。 ①信州大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程の制定
(５)省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境安全対策の取 研究活動上の不正行為の防止に係る体制及び責務，不正防止計画等，通報等
組状況 の受付，通報者及び被通報者の取扱，通報等に係る事案の調査，認定後の措置，

省エネルギーに関し，各部局における省エネ取組及び使用数量について，省 内部監査等について制定する。
エネルギーワーキンググループ等で発表し各部局へフィードバックすることに ②研究費の使用に際しての適正な運営・管理環境の整備について
より，更なる省エネルギーの推進を図った。その結果，全学でのエネルギー消 関連ホームページの充実，説明会（研修会）の開催，アンケートの実施（浸
費量において，平成１７年度と比較し，960 ｷﾛﾘｯﾄﾙ（重油換算）の削減（前年度 透度の確認），確認書の提出，相談窓口の設置について整備する。
比5.8ﾊﾟｰｾﾝﾄ減）を行い，全学の温室効果ガス排出量において，前年度比6.7ﾊﾟ ③財務会計決裁業務における権限及び責任の明確化について
ｰｾﾝﾄのＣＯ 2排出量削減を行った。 各段階の関係者の職務権限を明確化し，職務権限に応じた明確な決裁手続き

更に，旭キャンパスの中央ボイラ燃焼方式を見直し，ガス化することにより， とする。
ボイラ燃焼に伴うＣＯ 2排出量の 25 ﾊﾟｰｾﾝﾄ削減を見込み，その事業化を行った。 ④補助金の交付前使用に係る立替払いについて

その他，省エネに関する取組は，経費削減と併せて「（３）財務内容の改善に 研究費の機関管理を徹底し，予算執行を適正に行うよう大学の運営資金(自己
関する特記事項」欄に記載した。 収入)等をもって，補助金等の交付前使用における立替払いのルールを策定する

ことにより効率的・効果的な研究の支援を図る。
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⑤発注・納品検収の変更について
教員等による発注を制度化する。従来は教員による発注は５万円未満，緊急

時等に限定されていたが，制度化により，５０万円未満の物品は業者に直接発
注することが可能となる。これにより，教育研究への迅速な対応，調達業務の
迅速化及び効率化が達成される。

なお，制度化に当っては，権限と責任を明確にした手続きにより運用する。
また，検収センターを設置して発注者以外の者による検収を行う，納品手順を
定め取引業者に説明会等を通じて周知する等，不正使用・不正経理の防止対策
を行う。
⑥旅費・謝金の不正使用防止対策について

旅費・謝金に関するルールについて，説明会等を通じて徹底する。
⑦非常勤職員の選考採用及び勤務時間管理について

採用の公正性及び透明性を確保するため，公募方式による選考採用を原則と
するとともに，出勤簿等を第三者の目に触れる公の場所に設置し，出勤の事実
を勤務時間管理員等が確認する。
⑧物品購入等契約に係る取引停止等取扱基準について

制定されている取引停止等取扱基準の運用に関するマニュアルを整備する。

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
(１)災害時の避難場所の広報活動
・平成１７年度指摘事項

災害時の避難場所等の広報活動計画等に基づく広報活動については，継続し
て取り組むことが望ましい。
・平成１８年度の対応

平成１８年度に改訂された拠点施設計画に基づき，本法人が地域住民に提供
する避難場所及び避難住民への飲料水提供のため旭キャンパスに設置した災害
救援機能付きの自動販売機について信州大学ホームページに掲載し，広報活動
を行った。 【対応する年度計画：57ページ，96-2】【資料９－４－２①】

(２)ハザードマップの作成への取組
・平成１７年度指摘事項

ハザードマップの作成については，継続して取り組むことが望ましい。
・平成１８年度の対応

ハザードマップの段階的な作成を行った。平成１８年度は，化学物質等を使
用又は保管している場所について，学部ごとに人事課健康安全室が実地調査を
行い，図面化した。これを各部局へ配布して「ハザードマップ」の加筆・修正
を行い，平成１９年度に完成する予定である。完成後は，全学安全衛生委員会
において継続的に見直しを行っていく。 【対応する年度計画：59ページ，100】
【資料９－４－２②】

(３)安全管理体制の見直し
・平成１７年度指摘事項

安全管理体制の見直しについては，継続して取り組むことが望ましい。
・平成１８年度の対応

平成１９年３月に安全衛生の基本理念と基本方針を定め，学内に周知して教
職員の意識向上により安全管理体制の強化を図った。
平成１８年度も継続して全学の安全衛生委員会及び各事業場安全衛生委員会に
より，安全管理体制の見直しを行った。
また，研修による衛生管理者・安全管理者の能力向上を図り，安全衛生管理体
制の強化を行った。 【対応する年度計画：59ページ，101】【資料９－４－２
③】
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(１) 教育に関する目標

① 教育の成果に関する目標

中 【学士課程】
１) 広く深い教養に支えられ，批判力・洞察力を備えた人間性豊かな人格を涵養する。

期 ２) 専門教育での実りある学習成果を確保し，十分な基礎学力を着実に身につけ，総合的視野と高い能力を備えた人材を養成する。
【大学院課程】

目 大学院課程では，幅広い知識と視野を備えた人材養成を目指した学部教育に立脚して，各研究科の目標に沿った多様な諸分野の高度専門職業人及び先端的研究を
推進する有為な人材を養成する。

標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【104】 【104-1】
成績評価基準を授業目標の達成度に統 共通教育の新カリキュラムの実施に伴い， 共通教育の新カリキュラムの実施に伴い，全学教育機構の各教育部門を中心

一した上で，単位取得率について合理的 全学教育機構の各教育部門を中心に，全学 に，全学ガイドラインに沿った「授業達成目標の明示，成績評価基準の明示」
な基準を設け，全ての科目区分において ガイドラインに沿った「授業達成目標の明 は，シラバスにおいてほぼ確実なものとなりつつある。
その基準値を維持する。 示，成績評価基準の明示」を，シラバスに

おいてさらに確実なものとする。

【104-2】
共通教育の新カリキュラムの実施に即し 共通教育の新カリキュラムの実施に即して，「単位取得率の合理的基準」も含

て，「単位取得率の合理的基準」も含めた厳 めた厳正な成績評価基準について，教育戦略企画チーム会議の業務を引き継い
正な成績評価基準について，教育戦略企画 だ教育改善検討チームにおいて全学的検討を進めている。
チーム会議における全学的検討を踏まえ，
適用を図る。

【105】 【105】
「教養教育における満足度」とは何か 全学教育機構において教育成果に関する 全学教育機構において教育成果に関する「満足度」及び「卒業後の実態」に

を検証しつつ，在学生及び卒業生を対象 「満足度」及び「卒業後の実態」に関する 関するアンケート作りを行った。また卒業生への調査実施について同窓会との
にした教育満足度の調査を継続的に実施 アンケート作りを行う。また卒業生への調 連携・調整を行った。
し，満足度数値の上昇をもたらすように 査実施について同窓会との連携・調整を行
教育方法の改善を図る。 う。

【106】 【106】
教養教育の教育成果に関して，専門教 全学教育機構において教育成果に関する 年度計画【105】参照。

育に必要な基礎学力や社会人として必要 「満足度」及び「卒業後の実態」に関する
とされる能力の修得という視点からの検 アンケート作りを行う。また卒業生への調
証を絶えず実施する。 査実施について同窓会との連携・調整を行

う。

【107】 【107-1】
専門教育の効果の向上のため，より多 共通教育カリキュラム改訂に伴い，主と 共通教育カリキュラム改訂を実施し，特に基礎学力の習得に資する基礎教育

くの学生に基礎学力を修得させるための して基礎学力の習得に資する基礎教育科目 科目の新カリキュラムを拡充した。
教育指導を徹底して行う。 の新カリキュラムを施行する。 ・共通教育を，責任を持って企画実施する組織（全学教育機構）が設置された

ことで，授業全体を俯瞰し，学生の学力等の情報が得やすくなった。

信州大学
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・健康科学科目では新カリキュラムで，「キャンパスライフと健康」において，
心身の健康，キャンパスにおける安全，社会における望ましい人間関係，環境
と健康，等についての知識と行動規範の修得を得られるよう工夫した。「身体知
の世界」においては，スポーツ習慣化（スポーツ･身体運動の生活化）を図れる
よう工夫した。
・情報科目では新カリキュラムで，多様な学生に様々な科目を提供できるよう
に工夫した。
・外国語科目では新カリキュラムで，内容の充実と評価方法の平準化，さらに
は多様なニーズや興味に対応するための工夫をした。

【107-2】
新入生ゼミナール科目では，ハンドブッ 新入生ゼミナール科目では，大学教育への橋渡し，大学教育における必要な

クと実施のガイドラインを用いて，大学教 基本スキルの修得を図るために用いる「新入生ゼミナールハンドブック」の内
育への橋渡し，大学教育における必要な基 容を一部改訂し活用した。
本スキルの修得を図る。

【107-3】
外国語科目では，プログラムやクラスの 外国語科目では，プログラムやクラスの多様化により，必要な外国語コミュ

多様化により，必要な外国語コミュニケー ニケーション能力の修得を図る新カリキュラムを施行した。
ション能力の修得を図る。 ・英語においては，総合英語，アカデミック・イングリッシュ，ＴＯＥＩＣ英

語，英語会話，イングリッシュ・プレゼンテーションなどの多様なプログラム
を用意し，その実施に努めた。
・初修外国語においては，授業内容の多様化と効率化を図るため「文法」と「読
解・会話」とに区分するなどの工夫をした。

【107-4】
基礎科学科目では，プログラムの再編と 基礎科学科目では，プログラムの再編とクラスの多様化により，入学生の実

クラスの多様化により，入学生の実情に即 情に即した基礎学力の修得を図る新カリキュラムを施行した。
した基礎学力の修得を図る。 全学教育機構の設置により，基礎科学科目全体を俯瞰してクラス間の学力差，

雰囲気等の相違を理解することが可能となった。これを活かして，学生の多様
化に応じられる講義内容の選択，あるいは時間割編成への基礎資料を蓄積し，
更なる改善に向けた取組を開始した。

【107-5】
上記の実現に資する，学習支援，教育支 新カリキュラムを支える学習支援，教育支援の方策（自己学習のためのイン

援の方策（自己学習のためのインフラ整備 フラ整備や，ＴＡ，ＳＡなどの教育サポート体制拡充等）や教育環境の整備を
や，ＴＡ，ＳＡなどの教育サポート体制拡 図った。
充等）や教育環境の整備を図る。 ・全学教育機構の設置により，新カリキュラムを支える学習支援・教育支援の

各種体制の責任ある整備が可能となった。
・学生の力を利用したピアサポートによる学習支援体制の拡充と，平成１８年
度採択現代ＧＰを推進する「教育の質保証」プロジェクトを活用した自己学習
支援の環境・体制が整備された（教材作成支援等，自己学習支援環境・体制を
整備する教員への支援を含む）。
・機構建物内の学内無線ＬＡＮを整備しほぼ全ての教室からの接続を可能にす
るなど，自己学習のためのインフラ整備を行った。
・共通教育授業科目におけるＴＡは，前後期合計１２６科目に延べ１４０名が
配置されている。ＳＡは前後期あわせて２０科目に延べ２６人が配置されてい
る（平成１８年度実績）。

【108】 【108】
体育教育の成果を，スポーツ習慣と身 共通教育の新カリキュラム実施に伴い， 昨年度までの調査結果を分析し，健康科学部門での検討の結果，１９年度以

体知への意識として定着させるために， 健康科学科目における体育教育について， 降の計画をまとめるに至った。

信州大学
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事後調査を実施するとともに，その結果 前年度までの調査を基盤として，スポーツ
を基にして教育方法の改善を図る。 習慣と身体知への意識として定着させるた

めの施策を，正課（健康科学科目），正課外
（共通教育等によらない方法）双方で検討
する。

【109】 【109-1】
教養教育と連携し，専門基礎教育及 前年度に設置された各学部のカリキュラ 「グローバルな視野・国際感覚と豊かな感受性，課題解決能力を備えた人材

び専門教育のバランスがとれた体系的 ム検討組織を中心に，「グローバルな視野・ 育成」のための教育施策として既存の授業を有効活用するほか，以下の科目を
な教育課程とその実施体制を整備し， 国際感覚と豊かな感受性，課題解決能力を 新設した。
グローバルな視野・国際感覚と豊かな 備えた人材育成」のための教育施策を実施 経済学部：「国際経済の現状と課題」，「国際政治」，「英語文献研究」等医学部：
感受性，課題解決能力を備えた人材を する。 能力別少人数「医学英語教育」，「臨床ＰＢＬ ｔｕｔｏｒｉａｌ」等
養成する。 教育学部：「コミュニケ－ション論」，「多文化理解教育」等

繊維学部では，外国の大学から教員を招聘して授業，講演を行ったり，外国人
を教員として採用している（平成１８年度現在，中国人１名，韓国人１名，オ
ーストリア人１名）。
医学部保健学科では夏期海外単位認定プログラムを継続実施している。

【109-2】
各学部の実施状況は，全学教育機構高等 教育改善検討チームを通して，全学教育機構高等教育システム開発部におい

教育システム開発部において取りまとめる。て取りまとめた。

【110】 【110】
「専門教育における満足度」とは何か 各学部において「満足度」及び「卒業後 本年度，在学生及び卒業生に対して「満足度調査」及び「就職支援に関する

を検証しつつ，在学生及び卒業生を対象 の実態」に関するアンケート作りを行う。 調査」を実施した。また卒業生への調査実施について同窓会との連携・調整を
にした教育満足度の調査を継続的に実施 また卒業後の卒業生への調査実施について 行った。
し，満足度数値の上昇をもたらすように 同窓会との連携・調整を行う。
教育方法の改善を図る。

【111】 【111-1】
進展し変容する社会からの要請に配慮 前年度に設置された各学部のカリキュラ 各学部独自の取組は以下のとおりである。

した教育課程を編成する。 ム検討組織を中心に，必要な教育施策を実 人文学部：「地域連携オフィス」の強化，地域調査（「社会調査実習Ⅲ」）の実施，
施する。 「歴史学」講座の創設

教育学部：臨床教育関連科目の充実（「教育臨床演習」，「教育臨床基礎」，「教育
臨床入門」）
経済学部：企業が提供する授業科目「企業経営の現状と課題Ⅱ」を開講する準
備をした。
理学部：インターンシップを導入した。
医学部：すでに充実している。
工学部：コースの柔軟化を検討中
繊維学部：ＪＡＢＥＥカリキュラムの一層の充実を図った。

【111-2】
各学部の実施状況は，全学教育機構高等 教育改善検討チームを通して，全学教育機構高等教育システム開発部におい

教育システム開発部において取りまとめる。て取りまとめた。

【112】 【112-1】
豊かな人格形成のもと，社会でのさま 前年度に設置された各学部のカリキュラ 各学部独自の取組は以下のとおりである。

ざまな分野で活躍しうる総合的な知力を ム検討組織を中心に，必要な教育施策を実 人文学部：平成１９年度に向けて，組織改革（カリキュラム改革）を実施した。
育成する教育課程を整備する。 施する。 経済学部：卒業試験制度の実施を検討した。

医学部：チーム医療のためのチュートリアル方式の教育を継続した。
工学部：ものづくり，環境，情報リテラシーなどを含む総合的な知力を育成す
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る教育課程について検討を行った。
繊維学部：ＪＡＢＥＥプログラムに則ったＰＤＣＡ自己学習プログラムを実施
した。また，課外活動の促進，単位化を行った。

【112-2】
各学部の実施状況は，全学教育機構高等 教育改善検討チームを通して，全学教育機構高等教育システム開発部におい

教育システム開発部において取りまとめる。て取りまとめた。

【113】 【113-1】
高度専門職業人等への進路を開く，専 前年度に設置された各学部のカリキュラ 各学部独自の取組は以下のとおりである。

門基礎力を着実に修得しうる教育課程を ム検討組織を中心に，必要な教育施策を実 人文学部：平成１９年度に向けて，組織改革（カリキュラム改革）を実施した。
編成し，実施する。 施する。 教育学部：小学校の専門教科免許基礎科目の履修方法を検討し，改善を図った。

経済学部：全般的な学力水準の維持・向上のための４回の卒業試験を実施した。
理学部：ＪＡＢＥＥ受審に伴う教育システム改善を行った。
農学部：コース制を導入した学科では必修科目を増やした。
繊維学部：コア・カリキュラムを準備。
医学部：「医学科と保健学科の合同授業によるチュートリアル方式の教育」を継
続し，高度専門職業人として専門基礎力を修得できる教育を実施した。

【113-2】
各学部の実施状況は，全学教育機構高等 教育改善検討チームを通して，全学教育機構高等教育システム開発部におい

教育システム開発部において取りまとめる。て取りまとめた。

【114】 【114-1】
学部の専門教育と連携して，各研究科 大学院課程の教育プログラムを体系的に 教育プログラムの体系的な整備は検討に留まった。

・専攻の特色及び特徴を活かし，大学院 整備し，グローバルな視野・国際感覚と豊 グローバルな視野・国際感覚と豊かな感受性，課題解決能力を備えた人材を
課程の教育プログラムを体系的に整備し，かな感受性，課題解決能力を備えた人材を 養成するための教育施策は概ね実施できなかった。
グロ ーバルな視野・国際感覚と豊かな感 養成するための教育施策を実施する。
受性，課題解決能力を備えた人材を養成
する。 【114-2】

各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。
検討チームで取りまとめる。

【115】 【115-1】
「大学院教育における満足度」とは何 在学生及び修了生を対象にした教育満足 在学生及び修了生を対象にした教育満足度の調査を継続的に実施した。

かを検証しつつ，在学生及び修了生を対 度の調査を継続的に実施し，満足度数値の 満足度数値の上昇をもたらすように教育方法の改善を図るための施策は一部
象にした教育満足度の調査を継続的に実 上昇をもたらすように教育方法の改善を図 研究科を除き概ね実施されている。
施し，満足度数値の上昇をもたらすよう るための施策を実施する。
に教育方法の改善を図る。

【115-2】
各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。

検討チームで取りまとめる。

【116】 【116-1】
高度専門職業人に必要な能力を育成す 高度専門職業人に必要な能力を育成する 既存のカリキュラムのもとで，高度専門職業人に必要な能力を育成するため

る教育課程を編成し，実施する。 ための教育課程を編成するうえで必要な教 の教育課程を編成するうえで必要な教育施策を実施している。
育施策を実施する。

【116-2】
各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。

検討チームで取りまとめる。
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【117】 【117-1】
研究者に必要な能力を育成する教育課 研究者に必要な能力を育成する教育課程 既存のカリキュラムのもとで，研究者に必要な能力を育成する教育課程を編

程を編成し，実施する。 を編成するための教育施策を実施する。 成するための教育施策を実施している。

【117-2】
各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。

検討チームで取りまとめる。

【118】 【118-1】
各研究科・専攻の特色及び特徴を活か 高度な専門的知識と能力，実践的技術力， 既存のカリキュラムのもとで，高度な専門的知識と能力，実践的技術力，研

した諸分野の教育と学術研究を通じて， 研究能力を修得させるための教育施策を実 究能力を修得させるための教育施策を実施している。
高度な専門的知識と能力，実践的技術力，施する。
研究能力を修得させる。

【118-2】
各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。

検討チームで取りまとめる。

【119】 【119-1】
各種の免許・資格の取得者，認定教育 前年度に設置された各学部のカリキュラ 各学部独自の取組は以下のとおりである。

プログラムの増加を図り，各専門分野に ム検討組織を中心に，必要な教育施策を実 人文学部・理学部・農学部：平成１９年度中学校教員免許課程の認定を受けた。
おける社会進出を容易にすべく積極的に 施する。 経済学部：各種資格取得による単位認定の対象科目を増やした。
支援する。 工学部：キャリア・アップ推進室の設置を検討

理学部：ＪＡＢＥＥ認定結果に基づく教育システムの改善を進めた。
医学部：医師，看護師，保健師などの国家試験の合格率を高めるための対策を
行った。
農学部：食品衛生管理者コースの科目設定の見直しを行っている。

【119-2】
各学部の実施状況は，全学教育機構高等 教育改善検討チームを通して，全学教育機構高等教育システム開発部におい

教育システム開発部において取りまとめる。て取りまとめた。

【120】 【120-1】
進展し変容する社会と諸科学に柔軟に 前年度に設置された各学部のカリキュラ 各学部独自の取組は以下のとおりである。

対応しうる力と未来創造能力を涵養する。ム検討組織を中心に，必要な教育施策を実 人文学部：旧来の講座を再編し，教育目標も明確化して，体系的なカリキュラ
施する。 ム設計を行った。（「社会学」「文化情報論」両講座を「社会・情報学」講座に統

合再編）
教育学部：「総合演習」科目の教育内容・実施体制の充実を図る。
経済学部：政策指向型の日本経済・社会の実証研究，及びそれに基づく，応用
経済学・政治学・法学を中心とする科目を展開しているほか，産業論特論，イ
ンターンシップをはじめとする社会交流系科目，各種のゼミなどで対応してい
る。
医学部：進展し，変容する医科学に柔軟に対応しうる力と未来創造能力を涵養
するため，臨床各領域の疾患の講義においてユニット講義（その領域の医科学
の基礎，診断，治療，フォローアップについて，基礎医学教員，検査医学系教
員，内科系教員，外科系教員が分担し短期集中で行う講義）を導入した。
工学部：進展し変容する工学に柔軟に対応しうる力と未来創造能力を涵養する
ため，高校と大学とのつなぎを意識した科目や専門基礎科目の演習科目を充実
した。
農学部：森林科学科で，新たに新技術に対応した科学技術倫理，ＧＩＳ/ＧＰＳ
の科目を設定している。

【120-2】
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各学部の実施状況は，全学教育機構高等 教育改善検討チームを通して，全学教育機構高等教育システム開発部におい
教育システム開発部において取りまとめる。て取りまとめた。

【121】 【121-1】
各学部の理念・目標に沿って専門人・ 前年度に引き続き，各学部の理念目標に 各学部独自の取組・目標は以下のとおりである。

職業人養成の具体的諸目標を設定し，そ 沿った教育成果を確認しうる指標としての 人文学部：アンケート調査を実施し，この結果を分析して，本学部教育目標に
れぞれの分野で中核的な役割を担って活 卒業後の進路等に関する具体的目標を設定 掲げられた諸能力の涵養度を検証している。
躍しうる能力を付与する。 する。 教育学部：質の高い初等・中等教育の教員を養成するため，教養教育の充実を

図り，専門教育に関しては，１年次生を中心に新たに「教職教養科目」を設置
・充実させた。
経済学部：「社会科学的な知識を身につけることによって，企業や官庁等におけ
るジェネラリストとしての自己形成を可能にする。」
理学部：「卒業生の９０％以上が，本人の希望の，あるいは納得のできる進路（就
職，進学）を選択できるように支援する。」
工学部：「高度専門職業人養成の具体的目標である“ものづくり技術の修得，環
境マインドを持つ技術者の養成，ＩＴリテラシーの修得”を達成する」

【121-2】
各学部における設定した目標の達成状況 学生の進路状況の把握や卒業生に対するアンケート調査を通して，達成状況

を確認する。 の確認に努めている。

【122】 【122-1】
各研究科の理念・目標に沿って具体的 各研究科の理念・目標に沿って，中核的 一部の研究科を除き，概ね理念・目標に沿って，中核的な役割を担って活躍

諸目標を設定し，各専門分野での中核的 な役割を担って活躍しうる高度専門職業人 しうる高度専門職業人及び先端的研究に参画しうる研究者を養成するための施
な役割を担って活躍しうる高度専門職業 及び先端的研究に参画しうる研究者を養成 策を実施している。
人及び先端的研究に参画しうる研究者を するための施策を実施する。
養成する。 【122-2】

各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。
検討チームで取りまとめる。

【123】 【123-1】
シラバスに授業達成目標を明示し，教 シラバスガイドラインに沿ったシラバス シラバスガイドラインに沿ったシラバス点検を実施した。

育の達成度が客観的に検証できるように 点検を実施する。
する。

【123-2】
厳正な成績評価システムの構築に関する 厳正な成績評価システムの構築に関する議論（退学勧告制度の導入の是非，

議論（退学勧告制度の導入の是非，単位制 単位制度実質化を実現する方法を含む）を教育企画戦略チーム会議を引き継い
度実質化を実現する方法を含む）を，教育 だ教育改善検討チームで行い，教育研究評議会に付議する原案作成に向けて作
企画戦略チーム会議で行い教育研究評議会 業した。
に付議する原案を作成する。

【123-3】
各学部の検討状況は，全学教育機構高等 各学部の検討状況は，全学教育機構高等教育システム開発部において取りまとめ

教育システム開発部において取りまとめる。た。

【124】 【124-1】
学生自身による「学習目標の設定とそ 新入生ゼミナールにおいて，学生自身に ポートフォリオ評価の準備をした。

の到達度の自己評価」を実施し，教員自 よる「学習目標の設定とその到達度の自己
身による目標達成度評価（即ち成績評価）評価」（いわゆるポートフォリオ評価，学習
との比較等から，教育の効果・成果を検 目論見等）を取り入れる。
証する体制をつくる。

【124-2】
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各学部においては専門教育課程における， 学生自身による「学習目標の設定とその到達度の自己評価」は，教育学部，
学生自身による「学習目標の設定とその到 理学部，医学部，農学部，繊維学部おいてはすでに一部実施している。他の学
達度の自己評価」を実施する方策を検討す 部においては検討を開始した。
る。

【124-3】
各学部の検討状況は，全学教育機構高等 教育改善検討チームを通して，全学教育機構高等教育システム開発部におい

教育システム開発部において取りまとめる。て取りまとめた。

【125】 【125-1】
学生による授業の評価結果等を活かし 引き続き，回答率の向上に努める。 教員からの学生への呼びかけ，ポスターによる掲示，パソコン所持の奨励な

た授業改善プログラムを構築し，その実 どを通じて，回収率の向上に努めた。共通教育科目は，後期は前期と比較して
施状況を公表する。 ６％の回収率が向上した。

【125-2】
評価結果を生かした授業改善プログラム 複数の学部・学科において，授業評価アンケートの結果を学生及び教員へフ

について引き続き検討し，実施する。 ィードバックし，授業改善に生かしている。

【126】 【126-1】
大学院課程では，新たに授業改善プロ 高度専門職業人養成が適切かつ効果的に 一部の研究科で授業改善プログラムを策定し，その他の研究科では授業改善

グラムを構築し，高度専門職業人養成が 行われるための授業改善プログラムを実施，プログラムの策定のための検討が進められた。
適切かつ効果的に行われるシステムを設 またはそのための検討を行う。
ける。 【126-2】

各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。
検討チームで取りまとめる。

【127】 【127-1】
大学院課程では，修士・博士の学位授 学位水準の高度化を図るための施策を実 学位水準の高度化を図るための施策は，大方の研究科で実施された。

与の方針と基準を明確化し公表すること 施する。
により，学位水準の高度化を図る。

【127-2】
各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。

検討チームで取りまとめる。

【128】 【128-1】
学部卒業後・大学院修了後の進路及び 各学部と全学教育機構において「満足度」 本年度，在学生及び卒業生に対して「満足度調査」及び「就職支援に関する

卒業・修了後の状態を調査して，それぞ 及び「卒業後の実態」に関するアンケート 調査」を実施した。また卒業生への調査実施について同窓会との連携・調整を
れの課程の教育目標達成状況を点検評価 作りを行う。また卒業後の卒業生への調査 行った。
する。 実施について同窓会との連携・調整を行う。

【128-2】
大学院修了後の進路及び修了後の状態の 大学院修了後の進路及び修了後の状態の調査について検討した。

調査について検討する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(１) 教育に関する目標

② 教育内容等に関する目標

中 【 アドミッション・ポリシーの明確化 】
１) アドミッション・ポリシーを明確にして公表し，これに基づいた学生受入方策を適切に講じる。

期 【 教育目標に即したカリキュラム 】
１) 教育理念及び教育目標に即したカリキュラムを編成する。

目 【 学習意欲を促進するための諸方策 】
１) 学習意欲を高めるための諸方策を検討し，その実現に必要な体制整備を行う。

標 【 公正で厳格な成績評価 】
１) 公正で厳格な成績評価方法を検討し，それを実現するシステムを構築する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【129】 【129】
アドミッション・センターが中心とな 達成済のため年度計画なし。

り，各学部と調整を図りながら，全学及
び各学部のアドミッション・ポリシーを
作成する。

【130】 【130-1】
アドミッション・ポリシーに即した入 アドミッションセンターの整備充実を図 平成１８年４月に改正されたアドミッションセンター規程に基づき，研究開発，

試方法及び入試問題を作成する。 る。 実施，広報の各部門へのセンター員の配置と各部門長の任命が完了し，アドミッシ
ョンセンターの組織の強化が図られた。併せて,平成１８年４月からの入試課の機
能強化に伴い，研究開発部門と実施部門は入試課の入試企画グループとの連携が強
化され，広報部門は学生募集グループとの連携が強化された。

【130-2】
共同出題の在り方について検討する。 入試問題の共同出題は，手を着けられるところから改善することとし，平成１９

年度入試における医学部医学科及び保健学科の「数学」について，理学部選出の出
題委員に医学部から選出した出題委員を加えて，共同出題体制を整えた。
また，平成１９年度入試における医学部医学科及び保健学科の「英語」については，
共同出題の足がかりとして全学教育機構の協力を得て問題を作成した。

これにより，共同出題の実施学部は，理・医・農・繊維の４学部となったが，近
い将来全学的に展開させるよう，試験実施日程の見直しと併せて，拡大役員会及び
入試委員会に提案した。

【131】 【131】
志願者の進路動向を適切に把握するた 学内外における大学ガイダンス等の強化 学内での大学ガイダンス等の充実を図り，参加者増加となった。

めに，高校教員等と連携した懇談会を充 拡充を図る。 ・高等学校進路指導教諭を対象とした「信州大学ガイダンス」を２キャンパスで開
実する。 催（前年度までは１キャンパスで開催）

・オープンキャンパス参加者数3,594人（前年度比１８．４％増）
・高等学校の生徒やＰＴＡの本学見学者数1,940人（前年度比７９．６％増）

学外での大学ガイダンス等の充実を図り，参加者増加となった。
・高等学校での進路講演・模擬講義等のための派遣講師数１０４名（前年度比５０．
７％増）
・高等学校や業者主催による進学相談会での本学ブース来訪者総数1,529人（前年
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度比１２２．２％増）
県内高校との連絡協議会等の継続実施により高大連携の強化を図った。

・平成１８年度長野県高等学校教育関係者との連絡協議会の開催
・平成１８年度県内大学・高校連絡懇談会への参加

新規ガイダンス企画を進行した。
・「信州大学フェア」開催企画について予算措置が承認された。

【132】 【132-1】
大学院にあっては，種々のマスメディ 種々の手段を用いた情報公開，研究室開 種々の手段を用いた情報公開，研究室開放等を積極的に行い，研究意識の高い志

ア等を通じ情報を公開し，研究室開放等 放等を積極的に行い，研究意識の高い志願 願者の開拓に努めた。
を積極的に行い，研究意識の高い志願者 者の開拓に努める。
の開拓に努める。 【132-2】

各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。
検討チームで取りまとめる。

【133】 【133-1】
各学部，研究科・専攻のカリキュラム 前年度に設置したカリキュラム検討組織 各学部のカリキュラムが，それぞれの教育理念及び目標に即したものであるかど

が，それぞれの教育理念及び目標に即し を中心に検討し，必要な教育施策を実施す うかをアンケート結果に基づき検証し，必要に応じて改善に努めた。
たものであるかどうかを検証し，必要に る。 人文学部：教育目標を明確化し，体系的なカリキュラム設計を行った。
応じて改善に努める。 教育学部：「臨床の知」の学部の教育理念の具体化のため，臨床経験科目の体系化
①社会倫理・職業倫理等人格形成に不可 を推進・充実した。
欠な基礎教養を深めるカリキュラムを充 繊維学部：平成２０年度の学部改組計画と合わせて理念及び目標を策定した。
実させる。 その他の学部：認証評価の準備作業の中で，教育目標とカリキュラムの整合性につ
②さまざまな文化や言語についての理解 いて検証した。
力・表現力等を養うカリキュラムを充実 ・研究科においては，教育理念・目標とカリキュラムとの整合性について概ね検討
させる。 しているが，教育施策の具体性には乏しい。
③基本的な情報処理の技法やメディアリ
テラシー能力を高める授業支援体制を充
実させる。 【133-2】
④コミュニケーション能力とプレゼンテ 各学部ならびに全学教育機構（共通教育） 各学部の実施・取組状況は，学部教育改善検討チーム会議において，随時，報告
ーション能力を高めるカリキュラムを充 における取り組み状況は，全学教育機構高 ・紹介がなされている。
実させる。 等教育システム開発部においてとりまとめ 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。
⑤専門教育との連携を強化し，専門教育 る。
と整合性ある基礎学力を効果的に身につ
けさせるための教養教育カリキュラム並 【133-3】
びに教養教育担当体制を整備・充実させ 研究科・専攻のカリキュラムが，それぞ 各研究科・専攻のカリキュラムが，それぞれの教育理念及び目標に即したもので
る。 れの教育理念及び目標に即したものである あるかどうかをアンケート結果に基づき検証し，必要に応じて改善に努めた。
⑥成績評価の基準を各授業科目で掲げら かどうかの検証について検討する。
れた目標への到達度で計り，同時にその
目標は各教育課程の教育目標に沿ったも
のとすることとし，それにより各教育課
程での教育目標に対する教員・学生の意
識を高め，教育効果の向上を図る。
⑦単位互換，インターンシップ，社会の
要請に配慮した地域関連科目等の充実を
図る。

【134】 【134-1】
卒業生・修了生の進路状況調査と併せ 平成１７年度に各学部と全学教育機構に 平成１７年度に各学部と全学教育機構（旧高等教育システムセンター）に設置さ

て，卒業生・修了生自身及び社会の評価 設置された評価情報分析室分室の活動の一 れた評価分析室分室（旧評価情報分析室）の活動の一環として継続した。
を集約・解析する体制を設け，その結果 環として継続する。
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を教育体制の改善に活かす。
【134-2】
各学部と全学教育機構において「満足度」 「満足度」及び「卒業後の実態」に関するアンケート作りを行った。また卒業後

及び「卒業後の実態」に関するアンケート の卒業生への調査実施について同窓会との連携・調整を行った。アンケートを実施
作りを行う。また卒業後の卒業生への調査 した。
実施について同窓会との連携・調整を行
う。

【134-3】
修了生自身及び社会の評価を集約・解析 体制としては，評価情報分析室分室が各学部に設置されており，研究科について

する体制の整備を検討する。 も活動している。

【135】 【135-1】
平成１６年度よりｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ 学生が常時使用可能な無線ＬＡＮ及び教 学生が常時使用可能な無線ＬＡＮ及び教室等電源コンセントの環境整備を進め

システムの積極的活用による，多元的・ 室等電源コンセントの環境整備をさらに充 た。例えば，全学教育機構では建物内の全てにおいて無線ＬＡＮ環境が整備された。
効果的な自主学習の環境整備を推進する。実する。

【135-2】
ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇのプラットホーム ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇのプラットホームの安定的運用を図った。また，学生の利

の安定的運用を図り，コンテンツ提供に加 用機会を増やすために，年度当初に新入生に向けｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇのプラット
え共通教育での学習支援，教育支援も含め ホームの利用法ビデオコンテンツを作成し，浸透を図った。
た活用により，学生の利用機会を増やす努
力をする。

【136】 【136】
学生教育（相談）の一環としての退学 厳正な成績評価システムの構築に関する 厳正な成績評価システムの構築に関する議論（退学勧告制度の導入の是非，単位

勧告制度の導入をも視野に入れた，学生 議論（退学勧告制度の導入の是非，単位制 制度実質化を実現する方法を含む）を教育企画戦略チーム会議を引き継いだ教育改
の自主的な学習意欲を促進する体制の整 度実質化を実現する方法を含む）を，教育 善検討チームで行い，教育研究評議会に付議する原案作成に向けて作業した。
備を図る。 企画戦略チーム会議で行い教育研究評議会

に付議する原案を作成する。

【137】 【137-1】
国際的な言語理解能力を備えた人材の 各学部と全学教育機構（共通教育）にお 各学部と全学教育機構の主な取組状況は以下のとおりである。

養成を促進するため，外国語による講義 いて外国語による講義科目を引き続き開講 人文学部：既存の科目に加え２科目を新設した。
科目を開講する。 する。開講されていない学部については， 理学部：一部の講義，ゼミ，演習等において外国語による授業を行っている。

開講に向けた準備を行う。 医学部：保健学科では臨床運動等の科目において，ネイティブスピーカーによる外
国語で講義を行っている。
工学部：環境機能工学科で英語による化学の授業をＨ１９年度から計画している。
全学教育機構：共通教育新カリキュラム実施に伴い，外国語による講義科目を増強
した。

【137-2】
各学部と共通教育における取り組み状況 教育改善検討チームを通して，全学教育機構高等教育システム開発部において取

を，全学教育機構高等教育システム開発部 りまとめた。
において取りまとめる。

【138】 【138】
演習・実習・実験以外の講義科目につ 引き続き授業の受講生数並びに双方向性 高等教育システム開発部により各科目の受講生数調査を実施している。

いても双方向の少人数教育を促進する。 に関する点検を行い，必要に応じて改善を 授業用ポータルサイト（ｅ-ＡＬＰＳ）や電子メール等の利用により双方向教育
図る。 の充実を図った。

平成１８年度に採択された現代ＧＰのプロジェクトにおいて，各授業で利用され
る理解度確認小テストの導入が推進された。

その他各学部で学生の授業参加を促す仕組を工夫している。

【139】 【139】
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自習室・情報機器室等の充実を図る。 各建物の自習室・情報機器室等利用状況 施設の利用状況調査を行い，集計，検証を継続中である。また，法科大学院生用
調査の年次計画に基づき利用状況の検証を 自習室の不足に対し，法科大学院棟を新営し，自習室を確保した。
継続する。

【140】 【140-1】
大学院にあっては，院生の国内外の学 院生の国内外の学会等における発表機会 院生の国内外の学会等における発表機会を促進するための種々の支援を組織的に

会等における発表機会を促進するための を促進するための種々の支援体制を整え 行っている。
支援体制を整える。 る。

【140-2】 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。
各研究科の実施状況は，大学院教育改善

検討チームで取りまとめる。

【141】 【141-1】
大学院課程では，国際的に通用する研 国際的に通用する研究発表・プレゼンテ 各研究科において，国際的に通用する研究発表・プレゼンテーション能力を高め

究発表・プレゼンテーション能力を高め ーション能力を高めるカリキュラム体制を るカリキュラム体制を強化するための努力が概ね図られた。
るカリキュラム体制を強化する。 強化する。

【141-2】
各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。

検討チームで取りまとめる。

【142】 【142-1】
成績評価基準を明確にし，「シラバス」 シラバスガイドラインに沿ったシラバス シラバスガイドラインに沿ったシラバス点検を実施した。

等を通じ学生に公表し，その一貫性，厳 点検を実施する。
格性，透明性を確保するシステムをつく 【142-2】
る。 厳正な成績評価システムの構築に関する 厳正な成績評価システムの構築に関する議論（退学勧告制度の導入の是非，単位

議論（退学勧告制度の導入の是非，単位制 制度実質化を実現する方法を含む）を教育企画戦略チーム会議を引き継いだ教育改
度実質化を実現する方法を含む）を，教育 善検討チームで行い，教育研究評議会に付議する原案作成に向けて作業した。
企画戦略チーム会議で行い教育研究評議会
に付議する原案を作成する。

【143】 【143】
履修科目登録の上限設定などにより， 厳正な成績評価システムの構築に関する 年度計画【142-2】参照。

単位制度の実質化を図る。 議論（退学勧告制度の導入の是非，単位制
度実質化を実現する方法を含む）を，教育
企画戦略チーム会議で行い教育研究評議
会に付議する原案を作成する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(１) 教育に関する目標

③ 教育の実施体制等に関する目標

【 適切な教職員の配置と任用 】
中 １) 教職員の適切な配置を有機的かつ機動的に実現する。

２) 広く国の内外から最適な人材を登用する。
期 【 教育の質を確保するための全学的な制度の整備と取り組み 】

１) 全国のモデルケースとなるような，分散型キャンパスに適合する教育インフラストラクチュアの整備を図る。
目 ２) 教育活動に対する適正な評価と改善を実現するためのシステムを構築する。

３) 教育改善を実現するための諸方策を検討し，実施する。
標 ４) 単位互換等による共同教育を推進する。

５) 学士課程から大学院課程に至るまでの教育体制・教育組織の見直しを行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【144】 【144】
「人事調整委員会」を機動的に運用し， 教職員の定数の見直し(中期計画の策 年度計画【46】参照。

教職員の有機的かつ効果的な配置を実 定)に伴い，有機的かつ効果的な配置につ
現する。 いて，人件費管理面からも対応できる柔

軟な人事管理方策を人事調整委員会で検
討する。

【145】 【145】
教員の選考基準・方法を全面的に見 各部局における教員の選考基準・方法 ７月の教育研究評議会において，教員選考方法調査検討委員会が設置され，各

直し，研究，教育，社会貢献，国際交 の実態を調査し，研究，教育，その他の 部局等の教員選考基準，方法等の実態調査を開始している。この委員会は各部局
流等の多様な選考基準を導入し，国の 諸基準についての具体的運用方法等につ における教員選考の在り方について透明性確保等の確認を行うためのものであり，
内外から公募する。 いて検討する。 選考基準そのものの見直しを行うものではないが，本ＷＴではこの調査結果を受

け，全学の選考基準等の検証を行う予定である。
なお，学校教育法等の改正に伴う教員選考基準の見直しについては，１２月の

教育研究評議会において承認され，平成１９年４月１日から施行する。
教員選考方法調査検討委員会による各学部等の教員選考方法の検証は現在，継

続中である。「研究，教育，その他の諸基準についての検討」は，上記委員会の報
告を内容的な部分まで掘り下げ，今後の選考基準等のあり方を検討する予定であ
るが，各学部等における選考基準はそれぞれの研究分野の特性に応じて積み上げ
てきたものであり，運用方法等の統一に慎重な意見もある。

【146】 【146-1】
平成１６年度から全学的なｅ-Ｌｅａ ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇのプラットホーム 平成１６年並びに平成１８年度に採択された現代ＧＰにて作成されたコンテンツ

ｒｎｉｎｇシステムを導入し，分散キ を利用した連携システムを検討し，必要 については，ＬＯＭ（Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｏｂｊｅｃｔ Ｍｅｔａｄａｔａ）の付
ャンパス間はもとより，他大学等外部 な整備・改良を行う。 加が義務付けられており，作成されたコンテンツはメディア開発センターによる
との連携が図れるネットワークの整備 ＮＩＭＥグラッドから閲覧が可能となっている。
を行う。

【146-2】
より機動的な連携を図るために，現Ｓ 現ＳＵＮＳに代わる，学生・教職員が気軽に容易に利用できる授業連携システ

ＵＮＳに代わる気軽に容易に誰でも利用 ムの検討を行い，１８年度より順次更新されることとなった。
できる授業連携システムの検討を行う。
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【147】 【147】
画像伝送システム，無線ＬＡＮシス 施設環境部門で進めている各システム 環境施設部において，学内・学外公開に向けて，施設マネージメントシステム

テム，視聴覚設備等の充実・整備によ における施設・設備面での台帳化（デー のデータベース化が順調に整備されている。
り，利用環境の向上を図る。 タベース化）と連携し，情報設備の充実

方策を検討する。

【148】 【148-1】
各キャンパスが地域の特性を活かし 各図書館のレファレンス機能の強化に 図書館職員を対象としたレファレンス研修会として，８月に本学機関リポジト

た専門図書館としてのレファレンス機 着手する。 リ構築事業の推進を図るため，先進大学である北海道大学附属図書館から講師を
能を高度化しつつ，全学の総合的な情 ・図書館職員を対象としたレファレンス 招聘して講演会を開催し，具体的な取組について教授を受けた。平成１９年３月
報提供能力を強化したネットワーク型 研修会を実施する。 には「信州大学学術情報オンラインシステム（ＳＯＡＲ）」の構築をテーマに「平
図書館を構築する。 ・情報リテラシー教育充実のための職員 成１８年度図書館職員研修会」を開催した。

を養成する。 情報リテラシー教育充実のための職員を国立情報学研究所主催の「学術ポータ
・公立図書館等と連携して市民を対象と ル研修」へ２名，富山大学，千葉大学でのセミナー及びワークショップへ各１名
した情報リテラシー講習会を実施する。 が参加し，実務的な研修を受けるとともに，本学の機関リポジトリ計画を他大学
・各分野の多様な資料に関する専門知識 へ広く知らしめた。また，国立情報学研究所の目録システム研修会に１名参加し
を習得するための長期的な人材育成計画 た。日頃利用者に接するレファレンスについて，各図書館において利用者が直接
を策定する。 目にする場所へ，担当者名を明記したものを掲示する案を附属図書館館長会議の
・利用者サービスの強化及び業務効率化 議を経て決定し，これによって電子図書館機能での利用支援体制を強化すること
のため，グループ化の検討を行う。 とした。

公立図書館等と連携した市民対象の情報リテラシー講習会として，塩尻市と連
携して「ビジネス支援」をテーマに「塩尻市立図書館市民開放講座（仮称）」を企
画し調整を進めたが，今年度は実施に至らなかった。平成１９年度に新たなテー
マにより実施を予定している。

各分野の多様な資料に関する専門知識を習得するための長期的な人材育成計画
の一環として，国立情報学研究所の支援事業として，機関リポジトリの構築にあ
わせて新・研究者総覧の開発整備を行うとともに，電子ジャーナルや Ｗｅｂ ｏ
ｆ Ｓｃｉｅｎｃｅともリンクした総合学術情報システム「信州大学学術情報オン
ラインシステム（ＳＯＡＲ）」の民間会社との共同開発を通して，海外の先進大学
の視察等の海外研修を含めて人材育成することとし，多大な成果をあげた。

【148-2】
ネットワーク型図書館の構築に着手す 以下のとおり取組を実施した。

る。 １．平成１８年度から学術情報基盤の整備・充実のため，電子ジャーナル経費８
・共用性の高い研究用資料（電子ジャー 千万円が共通経費として確保され，Ｗｅｂ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅを導入するなど
ナルや二次情報データベース等）を引き より一層の環境整備を行った。
続き整備する。 ２．電子ジャーナル，データベース等について個別の利用説明会を随時開催する
・電子ジャーナル，データベースの説明 ともに，これらの情報を図書館のホームページに掲載し周知している。主に電子
会を実施する。 ジャーナルやデータベースに関する情報を逐次図書館のホームページから知らせ
・データベース等の利用状況を調査・分 るとともに，必要に応じて「図書館ニュース」を図書館のホームページへ掲載し，
析するとともに，参考図書資料，レファ 教職員へはメール・ニュース配信により周知を図っている。また，研究者総覧の
レンスツールなどの調査・研究を行う。 整備，機関リポジトリ構築，Ｗｅｂ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅの導入にあわせて各学
・大型専門資料，共用性の高い図書コレ 部等で説明会を実施した。
クションの購入について検討する。 ３．データベース等の利用状況を定期的に報告するとともに会議資料等をＷｅｂ
・教育内容，学習ニーズとマッチした図 Ｃｅｎｔｅｒに掲載し情報の共有化を進めた。
書資料の整備を系統的に行う。 ４．予算の関係で購入による整備は実現しなかったが，アジア・ヨーロッパを中
・学習環境の整備（開館時間延長，自動 心とする神話・伝説関係資料の水野コレクション寄贈によりコレクションの充実
貸出装置導入ほか） が図られた。

５．各図書館で，専門教育と連動した資料整備計画を検討し，松本合同図書館で
は整備が必要な分野の資料整備を進めた。
６．ネットワーク型図書館構築の一環として各図書館に年次計画で自動貸出装置
を導入しており，今年度は工学部図書館に導入し利用者の利便性の向上，学習環
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境の整備及び業務の効率化を図った。また，開館時間については各図書館の状況
にあわせて延長整備を進めた。松本合同図書館では日曜開館，医学部図書館では
学生を含めた２４時間利用を実施している。図書館施設の整備については，「施設
維持管理費」「学習環境の向上を図るための学生用図書購入費」等により各図書館
で実施している。

【149】 【149】
各学部に「学生による授業評価」「在 各学部と全学教育機構に設置されてい 各学部と全学教育機構に設置されている評価・分析室分室により，「学生による

・卒業生に関する追跡調査」「外部評価」る評価・分析室分室の活動を継続する。 授業評価」，「卒業生アンケート」，「外部評価」などを通して，活動を継続してい
等の調査分析結果に基づく教育体制改 る。
善のための仕組みを設け，その機能状
況を検証する。

【150】 【150-1】
各学部及び高等教育システムセンタ 引き続き各学部ならびに全学教育機構 引き続き各学部ならびに全学教育機構によるＦＤを実施した。

ーのＦＤを組織的に推進する。その一 によるＦＤを実施する。
環として，教員相互の授業のピア・レ
ビューを積極的に推進する。 【150-2】

授業のピア・レビューを，引き続き推 経済学部，医学部，工学部，農学部，繊維学部において授業のピア・レビュー
進する。 を試行及び実施している。

【150-3】
ＦＤの実施状況について点検・評価を 認証評価対応において，全学的に点検・評価を行った結果に基き，ファカルテ

行い，必要に応じて改善を行う。 ィーディベロッパー養成講座に参加しＦＤ実施担当者の能力の向上に努めるなど，
学部によって必要に応じた改善を行った。

【151】 【151】
カリキュラム及び教育方法の全面的 各学部の「カリキュラム検討組織」に 新ＳＵＮＳ構想を含め，本学特有の基本教育プログラムの素案を作成したが，

な見直しを行いつつ，本学特有の基本 おける議論も踏まえつつ教育戦略企画チ 成案を得るまでに至らなかった。
教育プログラムを創出する。 ーム会議において議論し，「本学特有の基

本教育プログラム」について一定の具体
的成案を得る。

【152】 【152】
教育の向上に貢献した教員に対する 教育評価を含めた教員の個人業績評価 年度計画【76-1】参照。

「教育業績評価」のシステムを導入す の実施方法を確定する。
る。

【153】 【153-1】
ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇの教育効果をよ 平成１７年度までの実績に加えて，さ 様々なｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇコンテンツを各部局で作成した。（総計約５００科

り高めるためのコンテンツの開発を進 まざまなｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇコンテンツ 目）
める。 を部局毎に作成し，その利用を学部の特 学部の特質に合わせたコンテンツ作成がなされた。

質に合わせて具体化する。 人文学部：情報系科目のｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ化に着手
教育学部：１．教員免許の取得に必要な授業科目のｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ化を推進
（２科目増），２．教員研修でニーズの高い研修内容のｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ化を
推進（２科目増）
工学部：国際化，ユニバーサル化を推進及びＩＴ大学，ＩＴ大学院の授業科目の
増強を図った。
農学部：グローバル・エコサイエンスのｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ化が進行中。

【153-2】
コンテンツ開発のための支援方策（Ｆ 平成１９年４月にｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇセンターを設置することとなった。

Ｄ，開発援助，機器の整備など）につい 平成１８年度に採択された現代ＧＰにより「教育の質保証プロジェクト」が発
て，組織整備も含めて検討し，必要な改 足した。
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善・充実を図る。

【154】 【154-1】
ＦＤの全学的な取り組みを促進し， 全学的なＦＤを引き続き実施する。 引き続き全学的なＦＤを実施した。

公開モデル授業等を通じた教員の研修 愛媛大学で開催された「ファカルティ・デベロッパー養成講座」に教員を派遣
体制を実質化する。 し，今後のＦＤの充実を図った。

【154-2】
授業のピア・レビューを引き続き推進 年度計画【150-2】参照。

する。
【154-3】

ＦＤの実施状況について点検評価を行 認証評価対応において，全学的に点検・評価を行った。
い，必要に応じて改善を行う。

【155】 【155】
全学にベストティーチャー制度を設 各学部と全学教育機構（共通教育）に 理学部，繊維学部の一部及び工学部で実施した。

ける。 おけるベストティーチャー賞の具体的な 人文学部では，ベストティーチャー制度を代替するものとして，優秀な卒論に
実施方法について結論を得る。 対する学部長表彰制度を実施した。

その他の学部では検討を開始した。

【156】 【156】
教員による研究成果やその著作物を 各学部と全学教育機構（共通教育）に 取りまとめ状況は以下のとおりである。

活用して教育活動を活性化する方策を おいて，組織的な施策を取りまとめる。 人文学部：基礎資料を整えた。
検討する。 教育学部：教員による著作物教材がほぼ全専攻で活用されている。

経済学部：教育への著作物の活用状況を調査した。
理学部：研究成果やその著作物を活用して講義，演習，ゼミ等を行っている。

学内版ＧＰの支援により充実された，「基礎理学」の教科書（「地球の科学」，「基
礎理学化学編」，「生物・生命の科学」）を活用し授業を行っている。

医学部：全ての講義，実習において，教員の研究成果に基づいて教育が行われ
ている。

農学部：教員独自に研究成果を講義内容に取り入れている。

【157】 【157-1】
国内外大学間の単位互換制度の充実 引き続き単位互換制度の整備と実施に 県内大学単位互換制度を大学院へ拡充した。

をさらに推進する。 努める。 長野市内の７つの高等教育機関による単位互換制度及び市街地中心地区での市
民・学生共学の夜間開講授業は引き続き実施した。

学術交流協定を結んでいる外国の大学との単位互換制度による学部独自の学生
交流については以下のとおりである。
人文学部：６ヶ国８大学
経済学部：２ヶ国２大学

【157-2】
各学部における実施状況については， 教育改善検討チームを通して，全学教育機構高等教育システム開発部において

全学教育機構高等教育システム開発部に 取りまとめた。
おいて取りまとめる。

【158】 【158】
既存のＳＵＮＳ施設を改善し，キャ 引き続き，ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ等を用 概算要求によりＳＵＮＳ更新の計画が確定した。

ンパス間ブロードバンドを有効活用し いて，５キャンパス間の連携による教育 平成１９年度に５キャンパス間の連携による教育を推進することを目的とする，
て，５キャンパス間を連携した機動的 を推進する。 ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇセンターを設置することが決定した。
な教育体制を構築する。

【159】 【159】
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本学の新たな教育戦略を策定し，教 引き続き，教育戦略企画チーム会議に 平成１８年１０月に教育改善検討チームを発足し，新たな教育戦略の策定を目
育体制及び実施組織を根本的に見直す。 おいて議論し，一定の成案を得る。 指し議論している。

【160】 【160-1】
高度専門職業人養成に対する多様な 高度専門職業人養成に対する多様な社 関係研究科において，高度専門職業人養成に対する多様な社会的ニーズに応え

社会的ニーズに応えるために，文科系 会的ニーズに応えるために，文科系専攻 るために，大学院修士課程の教育課程の見直しが進められた。
専攻を中心として大学院修士課程の教 を中心として大学院修士課程の教育課程，
育課程，教育組織の見直しを行い，成 教育組織の見直しを行う。
案を得る。 【160-2】

各研究科の実施状況は，大学院教育改善 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。
検討チームで取りまとめる。

【161】 【161-1】
グローバルな視点から高度専門職業 グローバルな視点から高度専門職業人 インターネット大学院に英語による履修コースの導入を検討した。

人教育に対応するために，インターネ 教育に対応するために，インターネット
ット大学院に英語による履修コースの 大学院に英語による履修コースの導入を
導入を検討する。 検討する。

【161-2】
各研究科の実施状況は，大学院教育改 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。

善検討チームで取りまとめる。

【162】 【162-1】
先端研究部門の研究及び研究者養成 先端研究部門の研究及び研究者養成を 先端研究部門の研究及び研究者養成を効果的に行うために，大学院博士課程の

を効果的に行うために，大学院博士課 効果的に行うために，大学院博士課程の カリキュラム，専攻等を抜本的に見直すための各種教育的施策を検討した。
程のカリキュラム，専攻等を抜本的に カリキュラム，専攻等を抜本的に見直す
見直す。 ための各種教育的施策を実施する。

【162-2】
各研究科の実施状況は，大学院教育改 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。

善検討チームで取りまとめる。

【163】 【163-1】
地域・地方自治体等と連携した教育 地域連携オフィス（旧仮称：地域連携 上記の「第３回地域ブランド研究大会」及び安曇野市との連携協定調印式のサ

・研究を積極的に推進するために「地 センター）を中心として，安曇野市（旧 ポート以外にも，通年で地域ブランド研究会加入希望や『地域ブランド研究』送
域社会教育研究支援室」を設置する。（人 穂高町を含む），塩尻市等との連携を強化 付希望に対応した。『地域ブランド研究第２号』執筆者や印刷業者との連絡，調整
文学部） する。 は，発行の前後数ヶ月にわたり実施した。過去の地域連携活動の諸資料収集や関

係する科研費研究プロジェクトについての事務処理についても協力，支援を継続
して実施した。

塩尻市との連携に関しては，共同研究（受託研究）を次のとおり実施した。１．
研究題目：「地域ブランドの構築と運営手法に関する調査研究」２．研究期間：平
成１８年５月１日～平成１９年３月３１日 ３．契約金額：３００万円（直接経
費） ４．契約相手方：塩尻市長 小口利幸

【163-2】
安曇野市，塩尻市等との連携のもと， 上記のように，地域価値創成のための基礎研究は，学内版ＧＰ「地域価値に関

地域価値創成のための基礎研究を推進す する調査及び診断能力の養成」，科学研究費補助金（基盤Ａ：「地域ブランドの手
る。前年度発刊した『地域ブランド研究』 法による地域社会の活性化」）の獲得，あるいは連携協定を締結した安曇野市から
を地域価値創成研究のための専門誌とし の研究助成金等を活用しつつ順調に進展した。地域連携オフィスのサポートも研
て継続して刊行する。 究を推進する上で大いに役立った。『地域ブランド研究』第２号も予定通り刊行し

た。

【164】 【164】
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信州の自然・山岳を体験的に教材と 「信州自然史科学資料館」準備委員会 「信州自然史科学資料館」の準備作業として，植物標本を中心に資料の充実を
して教育研究に利活用する体制を整備 による設立準備作業を継続して実施する 図った。
するとともに，これを「サイエンス」 とともに，現有の資料の整備，充実を図 ・学長裁量経費による「２１世紀のアルプスの自然環境」が採択され，山岳科学
の体感を通した地域社会との恒常的な る。学部，大学院工学系研究科（修士課 研究，教育の体制の整備が図られつつある。
交流・連携にも活用する。（理学部） 程），総合工学系研究科（博士課程）にお ・「山岳科学総合研究所」の国際シンポジウムに理学部の教員が多数参加した（準

ける信州の自然・山岳を体験的に教材と 備委員，講演，ポスター発表，一般参加等）。
して教育研究に利活用する体制を整備す ・「信州自然誌科学館」（自然のささやき）を，８月に理学部校舎において実施し
るため，教育ＧＰ，学内教育ＧＰ等に申 た。
請する。全学の「山岳科学総合研究所」 ・平成１９年３月１９日開催の教授会において，花木２００７年度実行委員長か
の事業に協力する。毎年度継続して開催 ら，２００７年度は，学生参加型とし，平成１９年８月に実施したい旨の連絡が
している「信州自然誌科学館」（「自然の あった。
おどろき」，「自然のなぞ」，「自然のふし
ぎ」，「自然はまわる」等のシリーズ）を
平成１８年度も開催する。

【165】 【165】
高度専門職業人の養成に際し，客観 保健学科の一部で既に試験的に実施し 医学部医学科では，ボランティア及び学生から模擬患者としての協力を得て，

的な評価体制を整備するために，客観 ている教員及び学生を模擬患者とした客 国内他大学医学部及び医科大学と足並みをそろえて，ＯＳＣＥを本格実施し，そ
的臨床試験(ＯＳＣＥ)に準じた評価シ 観的臨床試験（ＯＳＣＥ）の導入を拡大 の成績を進級判定の重要な項目として採用した。
ステムを構築する。（医学部保健学科） する。 ・４年生に実施 ２月１８日（日），追試２月２１日（水）２２日（木）

医学部保健学科では，これまでの医学科のＯＳＣＥの視察や，ＦＤ研修会にお
いて報告された，医学科や他大学保健学科におけるＯＳＣＥへの取組を参考にし
て，臨床実習，臨地実習前の学生を対象とした客観的臨床能力試験（ＯＳＣＥ）
に準ずる臨床能力試験を実施した。また，その結果を学生にフィードバックする
ことによって，自己学習課題の明確化を図った。

【166】 【166-1】
自然と共生し，フィールドとそれに カリキュラム管理委員会において，カ 教育の実施体制の改善を図るためカリキュラムを見直し，インターンシップの

根ざした農林業の教育力を高め，食と リキュラム及び教育体系を構築する。 強化のため「インターンシップⅠ」を学部共通科目として平成１９年度より開講
緑に係わる学部の資源を学部・大学院 する。また，派遣留学生推進のため国際農学講義Ⅰ及び国際農学特別実習・演習
教育，生涯教育，地域連携に活用する を設け，平成１９年度より開講する。また，資格取得のため中学校理科教職課程
教育研究拠点を形成する。（農学部） 認定申請を行い，認定された。

さらに，農学研究科の成績評価見直しを行い，２段階評価から４段階評価に平
成１９年度より実施する。

【166-2】
「食と緑の科学資料館」設置の努力を 多数の同窓生，教職員，企業，市民等からの寄付金により，平成１８年１１月

継続する。 に「食と緑の科学資料館」着工の運びとなった。（延べ面積 ５９９,６㎡(１８１,
３８坪)平屋建て)

また，資料館の管理運営のため「食と緑の科学資料館内規」を定めた。

【166-3】
研究プロジェクト推進委員会において， 従来設置していた「知的財産創出管理運用委員会」を発展させ，「研究プロジェ

プロジェクト研究推進についての検討を クト委員会」を設置し，助成金カレンダーの作成や研究費確保や研究推進等の支
開始する。 援を行っている。

研究プロジェクト委員会の支援によって，平成１８年度，農学研究科機能性食
料開発学専攻が中心となり，文部科学省「教育ＧＰ」を得た。これは機能性食品
の開発や販売に関して県内食品企業での実践的体験実習等を目的とするもので，
研究プロジェクト委員会は大学院生を派遣する企業の選定や情報提供に大きく貢
献した。さらに，研究プロジェクト委員会の立案で，「信州の園芸副産物の有効利
用」に関する研究で（財）長野県テクノ財団からの研究費を得て，大きな研究成
果が得られた。今後，この成果を長野県下の食品企業に紹介し，産学連携を充実
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させるべく検討を行っている。

【167】 【167】
大学院における国際連携教育を推進 英語によるカリキュラム実現には一定 ・１年次英語科目にＴＯＥＩＣ英語を必修にし，前期，後期２回のＴＯＥＩＣ-Ｉ

するために，英語によるカリキュラム， 数の受講者を確保しなければならないが，Ｐテスト受験を義務付けた。前期の結果により学生のレベルを把握し，それを基
国際的単位互換制度等を導入する。（繊 留学生が少ない現状では一定数の日本人 に後期のクラス編成を行った。後期には学長裁量経費により高レベル向けと低レ
維学部） 受講者を想定しなければならない。目標 ベル向けの特別クラス２つを増設し，上のレベルのさらなる向上と下のレベルの

達成には一般学生の英語能力の向上が必 引き上げを図った。後期ＴＯＥＦＬの結果では，この２つのクラスについては成
要条件になる。２１年度の目標達成へ向 績の向上が見られたものの，残りのクラスでは後期の学習の効果が見られず，来
け，３年かけて学生及び教員の英語能力 年度へ向けての教育改善の課題である。
向上に取り組む。１８年度は，学生の能 ・文科省の長期海外派遣プログラムの候補者の掘り起こし及びＴＯＥＦＬ受験支
力向上を図るため，学部１年次の英語教 援（学長裁量経費）を行った結果，昨年度に続き繊維学部学生が派遣学生として
育をＴＯＥＩＣを達成度評価に使う山口 採用された。
大学方式に改革する。また，教員の能力 ・英語教育の改善のためにアメリカのロサンゼルスの教育ＮＰＯ団体Ｃｅｎｔｅ
向上を図るため，定期的な実用的な講習 ｒ ｆｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔを訪問し（学長裁量
会，ＦＤワークショップを実施する。 経費），Ｐｏｄｃａｓｔ用のｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ英語教材の使用ライセンスを取

得した。
・ＪＡＳＳＯの支援により，国際交流協定締結校である中国蘇州大学と韓国ソン
シル大学から各々学生７名，教員１名，計１６名を招待し，８月１日から１１日
間にわたり国際大学交流セミナー「２１世紀先端繊維科学セミナー」を開催した。
その中の１名は国費留学による繊維学部への留学を申請している。
・ＳＶＢＬの海外研修プログラムによりノースカロライナ州立大学に１名，スイ
ス連邦工科大学ローザンヌ校（ＥＰＦＬ）に１名，計２名の院生を研修に派遣し
た。
・フランスのグランゼコールの一つ高等工芸繊維学院ＥＮＳＡＩＴとの交流プロ
グラムＤｕｏ Ｆｒａｎｃｅ（フランス外務省支援）により教員２名，学生２名の
交換を行った。１９年度は学生１名ずつの交換が決まっている。
・韓国の７つの大学に教員８名からなる訪問団を派遣し，信州大学繊維学部の教
育・研究の説明会を開催し，訪問先の学生，教員との交流を深めた。交換留学の
話し合いを行い，学生，教員の繊維学部留学の関心がたいへん高いことを認識し
た。
・ＴＯＥＩＣ英語担当の教員を対象に，学長裁量経費で導入された英語ｅ-Ｌｅａ
ｒｎｉｎｇシステムＡＬＣネットアカデミーの利用講習会を実施した。
・英語の講義を経験させるために香港理工大学から講師を招き１０日間計１５時
間の繊維マーケティングの集中講義（大学院）を実施した。
・国際連携大学院の実現に向け英語による大学院国際コースのカリキュラムを策
定した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(１) 教育に関する目標

④ 学生への支援に関する目標

【 組織的な学生支援体制の整備・充実 】
教育・生活指導全般について，学生支援体制を整備する。

中 【 学習相談・助言・支援の組織的な対応 】
１) 多様化する学生ニーズに対応した，きめ細かな修学指導を行う。
２) 学生の自主的活動を人間的成長を促す活動として捉え，積極的に支援する。

期 ３) 学生の自主的活動を教育的観点から積極的に支援する。
【 生活相談・就職支援等への対応 】

１) 学生が抱える様々な悩みや相談事等の窓口を全学的に整備する。
目 ２) 学生及び教職員の心身の健康の保持増進を図る体制を拡充・整備する。

３) 学生の職業意識の形成や就職指導等に必要な体制を拡充・整備する。
【 学生の経済的支援体制の充実 】

標 １) 学生の経済的支援体制の充実に努める。
【 社会人・留学生に対する配慮 】

１) 社会人学生を積極的に受け入れる学習環境を整備する。
２) 留学生に対する修学上・生活上等の相談指導体制を充実・整備する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【168】 【168】
現在の学生センターを整備・充実し， 学生総合支援センター担当事務部を設 平成１８年４月１日に学生総合支援センターを設置し，学生を総合的に支援する

「学生支援センター」に改組する。 置して担当職員の充実を図る。 担当窓口の充実を図った。これにより，中期計画は平成１８年度において達成され
た。

【169】 【169-1】
教員が学生をきめ細かく指導するチ オフィス・アワーは継続する。 各学部において，オフィス・アワーを設け，学生便覧，授業時間割表に掲載する

ュートリアル・システ ム及びオフィス 等，周知に努めている。
・アワーを全学的に導入する。 【169 -2】

各学部及び全学教育機構（共通教育） 各学部で各種演習等の授業において，チュートリアル教育を実施している。
において，チュートリアル・システムの
導入と実施状況について引き続き検討
し，取りまとめる。

【169-3】
法曹法務研究科においては，通常のオ 法曹法務研究科においては，通常のオフィスアワーに加えて，週２回を目途に単

フィスアワーに加えて，単独又は複数の 独又は複数の教員が講義室で学生からの質問等に対応する「クラスアワー」を設け
教員が講義室で学生からの質問等に対応 た。
する「クラスアワー（仮称）」を設ける。

【170】 【170-1】
教室内外における学生の主体的な学 戦略企画室の下，教育戦略企画チーム 学生の主体的な学習意欲の増進を目的とする「教育の質保証プロジェクト」を発

習意欲を増進する環境を順次整備する。 会議での検討及び教育研究評議会の承認 足させた。このプロジェクトは，自ら学び，学び続ける人材育成の基盤形成のため，
を経て，学生の主体的な学習意欲を増進 教育の質保証を目指したｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇによる単位制度実質化を推進するも
する環境整備の方策を定める。 のである。具体的には，ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇを活用して自学用モジュール教材を
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作成し，理解度確認小テストを多く提供することで，形成的評価を中心とした丁寧
な学習指導を可能にする。さらに，学生の適切な授業科目選択を支援する映像化授
業カタログを提供する。加えて，全ての学生に対して確かな教育成果を保証するた
めに，教員と学生の誰もが容易に利用できる，利便性の高いシステムを整備するこ
とを目的としている。

この取組は，平成１８年７月２７日に文部科学省の「平成１８年度現代的教育ニ
ーズ取り組み支援プログラム」に採択された。

【170-2】
上記の方策に基づき，全学教育機構及 「教育の質保証プロジェクト」のもと，ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇの自学用モジュー

び各学部でこれを順次実施する。 ルコンテンツの整備が進められている。

【171】 【171】
学生の課外活動施設や交流スペース 学生の課外活動施設や交流スペース等 平成１８年４月１日に学生総合支援センターが設置されたことに伴い，学生の課

等の充実を図る。 の整備・充実を図る。 外活動担当窓口を設置した。窓口で学生の要望を汲み取り，速やかな対応ができる
体制を構築した。

なお，課外活動施設を整備・充実するため，平成１８年度においてプールの整備，
野球場のネットの補修工事を行い，施設を整備した。

【172】 【172】
在学生による「新入生に対する何で 在学生による「新入生に対する何でも 在学生による「新入生に対する何でも相談窓口」を平成１８年４月７日から１４

も相談窓口」を開設する。 相談窓口」を開設する。（４月入学式翌 日まで開設し，期間中に１８０件の相談に対応した。
日から１週間）

【173】 【173】
サークル活動に対する表彰制度の整 新学生表彰制度を実施する。 平成１６年度に改正した学生表彰制度により，サークル活動等で優れた実績を上

備・充実を図る。 げた学生に対して，平成１８年度は学長賞２件と功労賞９件の表彰をすることとし
た。表彰式は，父兄が参観する入学式において行われ，テレビ･新聞等で報道も行
われた。

【174】 【174】
サークル活動等に対して物心両面に 構築した支援組織の整備・充実を図 平成１７年度に整備した体育会規約に基づき，体育系サークルに対する支援を行

わたる支援体制を整備する。 る。 った。文化系サークルに対する支援組織の整備について，検討を継続する。
なお，地域社会と学生の交流を一層深めるため，平成１８年度において，体育会

系，文化系のサークルの活動状況を本学ホームページに登載するとともに近隣市町
村に出向き，活動状況を紹介した。これにより学生総合支援センターを窓口とし，
近隣市町村などが計画する各種イベントに学生が積極的に参加できる体制を整え
た。

【175】 【175】
ＮＰＯ，ＮＧＯ等との連携を図りつ 平成１８年４月より発足する学生総合 平成１８年４月１日に設置した学生総合支援センターにおいて，学生ボランティ

つ，ボランティア情報の収集・提供， 支援センターにおいて，学生の自主的活 ア担当窓口を開設し支援体制の充実を図った。これにより，中期計画は平成１８年
受け入れ機関との連絡調整など，学生 動を支援する体制の整備・充実を図る。 度に達成された。今後は，この支援体制の充実に努めていく。なお，地域社会と学
の自主的活動を積極的に支援する体制 生の交流を一層深めるため，平成１８年度において，体育会系，文化系のサークル
を構築する。 の活動状況を本学ホームページに登載するとともに近隣市町村に出向き，活動状況

を紹介した。これにより学生総合支援センターを窓口とし，近隣市町村などが計画
する各種イベントに学生が積極的に参加できる体制を整えた。

【176】 【176】
ボランティア活動に対する単位認定 ボランティア関連授業を引き続き開講 経済学部，工学部において，学外における学生のボランティア活動について単位

及び養成講座を開設する。 し，必要に応じて拡充に努める。 を認定している。
医学部医学科を除いたその他の学部においては，単位認定または学生のボランテ

ィア精神を育成する授業科目，修学指導について検討している。
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また，「現代社会とボランティア」等，ボランティアを扱う授業科目を複数の学
部で開講している。

【177】 【177】
カウンセリング体制を充実し，学生 カウンセラー配置等の見直しを行い学 平成１８年度から，繊維学部の非常勤カウンセラーの勤務を「隔週３時間」から

相談担当職員のカウンセリング研修を 生及び教職員のカウンセリング体制の充 「毎週６時間」に改め充実を図った。
実施する。 実を図るとともに，メンタルヘルス講演 メンタルヘルス講演会，メンタルヘルス連絡会を開催し，学生相談業務担当教職

会・メンタルヘルス連絡会を開催して学 員などの知識を高めるとともに，新たに「信州大学カウンセラーの集い」を開催し，
生相談担当職員等によるメンタルヘルス メンタルヘルス支援体制の充実を図った。なお，メンタルヘルス連絡会において出
支援体制の整備充実を目指す。また，新 された意見を集約して，「学生委員会への要望事項」を取りまとめ，学生委員会に
入生を中心としたメンタルヘルススクリ 要望した。
ーニングを実施して，メンタルヘルス支 学生相談の新たな課題として「発達障害」の問題を取り上げ，厚生補導担当教職
援体制の充実を図る。 員研修会において講演を行うとともに，希望する学部へは講師が出向いて，これに

関する講演会を実施し，意識を深めた。
新入生を中心としたメンタルヘルススクリーニングを４月から６月にかけて実施

して，問題のある学生に対する指導・助言などを行った。

【178】 【178】
留年生・休学者・不登校学生に対す 留年生・休学者・不登校学生に対する 平成１８年度において，休学者を減少させる工夫や学生の緊急時の連絡などの対

る情報収集と分析を行い，迅速に対応 情報を収集し，分析を行い，必要な助言 応策について，学部ごとに意見交換の機会を設けた。副学長（教学担当），健康安
する。 等により，各学部・大学院学生に対する 全センター長，センター医師，関係職員が各学部に出向き，学部長，学部学生委員

指導教員等による適切な対応を助成す 会委員等の関係教職員との懇談を行い，現状の問題点の共有や改善方策への提案が
る。 あり，効果を挙げた。

不登校学生に対する対策として，夏休み前の６－７月に「長期欠席者」の実態調
査を行い，それにより把握した学生に対して修学指導や学生相談等を実施した。

平成１７年度学部学生の留年・休学・退学実態調査の分析結果を踏まえて，学生
委員会を通じて各学部指導教員等に修学指導等の適切な対応を助成した。また，３
月の役員会に副学長（教学担当）からこれらの実態調査の分析結果を配布し，各学
部に適切な対応を促した。

３月の学生委員会において「メンタルヘルス連絡会」及び「平成１７年度学部学
生の留年・休学・退学実態調査の分析結果」を踏まえて，平成１９年度学生委員会
への要望事項を提出した。

【179】 【179】
学生アルバイト，寮生活，地域との 平成１８年４月より発足する学生総合 学長オフィスアワーを平成１８年度に１１回開催した。学生生活全般にわたる相

トラブルなど，学生生活全般にわたっ 支援センターにおいて，学生生活相談体 談を各キャンパスにおいて実施し，年間１９０件の相談があった。
て相談に応じる。 制の整備・充実を図る。 地区町会長からの大学に対する要望等を聞くため，地域住民代表と信州大学との

懇談会を開催した。
平成１８年４月１日，学生総合支援センターが設置され，センター職員が増員さ

れたことにより，学生相談体制の充実が図られた。

【180】 【180】
学生相談機関と学内外の諸機関との 学生相談機関と学内外の諸機関との連 学内については，学生なんでも相談室が各学部と連携して学生相談に対応した。

連携・強化を図る。 携・強化を図り，相談者に対して速やか また，２年次から各キャンパスに配属となる教育学部，工学部，農学部，繊維学部
に対応する。 の学生に対しては，平成１８年度より発足した全学教育機構の教員がクラス副担任

となり，旭キャンパスにおいても修学指導及び学生生活相談に迅速に対応可能な体
制とした。学外の諸機関との連携について，個別の事例で対応しているが，今後は
体制を整備することを検討していく。

【181】 【181-1】
保健管理センターを健康安全センタ 学生の身体的・精神的・社会的な自立 学生に対しては，健康教育として「キャンパスライフと健康」を全学生について

ーに名称変更し，学生の身体的・精神 支援推進のため，学生だけでなく教職員 必修とし，学生時代から生涯にわたる心身の健康の維持増進について正しい認識と
的・社会的な自立支援のため，教育的 を対象に含めた支援体制の充実を図る。 習慣を得ることを指導した。また，急性アルコール障害，メンタルヘルス等につい
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視点から系統的な「人間教育・健康教 ては，講演会やスクリーニング等により，教育及び指導を積極的に行った。
育」の充実を目指す。 教職員に対しては，過重労働対策や職場支援復帰プログラムに沿った対策として，

医療面談，産業医面談を行った。
【181-2】

健診データ管理の一元化のための体制 文部科学省通知「学生への健康診断結果の通知について」を受け，学生の健診デ
整備を検討する。 ータについて，現在稼動している学籍管理システムによりデータベース化すること

を検討し，平成２０年度から実施することとして全学安全衛生委員会及び学生委員
会の了承を得た。健康診断書の自動発行や学生個人で自身の健診データの閲覧がで
き，健康状況の修学指導への活用等のメリットがあり，平成２０年４月からの稼動
に向けて準備を進めている。

【181-3】
学生・教職員を対象とした，健診後の 学生及び教職員の健康診断実施に際しては，必要に応じ有所見者へのフォローを

有所見者フォロー体制の充実を図る。 実施し，併せてＢＭＩ値２５以上の学生の希望者を対象に熟年体育大学リサーチセ
ンターと協力して健康増進教室を開催したことにより，健康教室の運営方法を理解
することができ，今後の健康増進のための体制の充実を図ることができた。

【182】 【182-1】
在学生，卒業生を含めた就職指導及 キャリアサポートセンターを設置して 平成１８年度に就職情報室を改組し，新たにキャリア・サポートセンターを設置

びフォローアップ体制の充実を図る。 体制の充実を図る。 した。これにより，従来より全学的な就職支援体制が強化された。

【182-2】
キャリアサポートセンター担当事務部 平成１８年度に就職情報室を改組し，新たにキャリア・サポートセンターが組織

を設置して担当職員の充実を図る。 され，事務職員５名（常勤４名，非常勤１名）が配置された。これにより学生支援
体制が強化され，各種事業の開催を大幅に増やすとともに，充実した内容とするこ
とができた。

【183】 【183-1】
就職相談・情報提供システムの充実， キャリアサポートセンターを設置して 年度計画【182】のとおり，キャリア・サポートセンターを設置した。

インターンシップの支援，キャリア形 体制の充実を図る。特に就職相談部門の 内，１名の職員（常勤，キャリア・コンサルタント）による就職相談（カウンセ
成への支援など，全学的な就職指導体 充実を図る。 リング）を，主に旭キャンパスに在学する学生を対象として実施した。カウンセリ
制の拡充・整備を図る。 ングは，年間を通じて１日平均５～６人の学生に対して実施し，総数は年間延べ1,

000件に及んだ。また，メールによる多数のカウンセリングも実施した。カウンセ
リングの内容は，就職先の選択，エントリーシートや履歴書，面接に関することの
外，家庭環境や経済状況から発生する精神的な悩みなど多岐にわたっている。この
ことから，カウンセリングを実施する職員への負担の増加という課題も発生してい
る。

併せて，就職相談員（外部委託）による就職相談（カウンセリング）を，従来の
とおり，旭キャンパスにあっては週１回，西長野，若里，南箕輪，常田の各キャン
パスは月１回実施した。以下に，就職相談（カウンセリング）件数を記す。

職員によるカウンセリング ※()内は前年度件数
旭 ：1,001件（３０４件）

就職相談員による各キャンパスのカウンセリング件数
旭 ：１３８件（１０５件） 西長野：２５件（２７件）
若里：３０件（１４件） 南箕輪：２５件（３２件）
常田：１３件（１６件）

【183-2】
インターンシップ・キャリア形成等の 平成１８年４月にキャリア・サポートセンターが組織され，体制の強化が図られ

支援体制の整備を図る。 たことにより，就職支援全般の取組の内容を充実させるとともに，その回数も飛躍
的に増加させることができた。今後も，労働経済市場の動向を的確に捉え，学生に
対するより効果的なキャリア形成支援を充実させていきたい。各取組の具体的な開
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催回数などについて以下に記す。
【合同企業説明会】 ※()内は参加学生数
１８年度：６回開催（約1,940人）
１７年度：６回開催（約1,620人）
１６年度：２回開催（約 710人）
【就職セミナー】
１８年度：１４回開催（約2,400人）
１７年度： ９回開催（約1,880人）
１６年度： ３回開催（約1,090人）
【求人開拓】
１８年度：１１回の企画に参加，１７年度：８回の企画に参加，１６年度：参加実
績なし
【就職情報（求人票）】
１８年度：約4,000件，１７年度：約2,200件，１６年度：約1,900件

【184】 【184】
同窓会・後援会組織等との連携を強 平成１６年１１月に設置された信州大 連合会の事務局を研究推進部産学官地域連携課が担当した。平成１８年度は連合

化する。 学同窓会連合会の役員会において，引き 会において，以下の取組を行った。
続き，同連合会の組織体制及び具体の活 ７月２２日に第４回信州大学同窓会連合会役員会を開催し，信州大学同窓会連合
動内容等について検討を願う。 会の，大学に対する具体的な支援活動について継続的に検討した。

連合会役員に対し，大学の入試等の現況についての説明と情報交換を実施した。
平成１９年２月３日に開催された信州大学東京同窓会に参加し，研究担当理事ほ

かにより大学のＰＲを行った。また東京同窓会が連合会の正式な支部として認知さ
れることについて，働きかけを開始した。

各同窓会への訪問を開始し，実態調査を基にした連合会の活動の在り方に関する
問題点等の洗い出しを開始し，活動の実質化に着手した。

【185】 【185】
本学独自の奨学金制度の導入を検討 独自の奨学金制度の導入を検討する。 他大学の例を参考として，本学の実情にあった素案を作成すべく検討し，副学長

し，成案を得る。 （素案作成） に大学独自の奨学金制度の素案を提案した。今後，関係委員会での議論を行う。

【186】 【186-1】
大学院設置基準第１４条特例の実施 引き続き，大学院設置基準第１４条特 大学院設置基準第１４条特例の実施や，（工学系）インターネットコースや（経

とともに，（工学系）インターネットコ 例の実施や，（工学系）インターネット 済）イノベーション・マネジメント専攻〈夜間主コース〉等の拡充・整備を図るた
ースや（経済）イノベーション・マネ コースや（経済）イノベーション・マネ めの検討を行った。その結果，工学系研究科において平成１９年４月よりオフキャ
ジメント専攻〈夜間主コース〉等の拡 ジメント専攻〈夜間主コース〉等の拡充 ンパス・夜間開講の「大学院高度ものづくり専門職コース」を開設し，社会人学生
充・整備を図る。 ・整備を図るための具体的方策について の受入及び教育の拡充を行うこととなった。

検討を行う。 また文部科学省の支援を得て，社会人学生を支援するための平成１９年度「再チ
ャレンジ支援プログラムによる授業料免除制度」を創設する。

【186-2】
各研究科の実施状況は，大学院教育改 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。

善検討チームで取りまとめる。

【187】 【187】
欧米からの留学生受け入れの増加を 短期留学生のための授業，日本語研修 短期留学生の授業の充実として，インターンシップ科目の開設を中心に検討し，

図るため，各学部（研究科）独自の短 コース国際理解専攻の授業の充実につい 企業見学をベースに日本社会の実態について学習する形式の授業を開講した。
期留学科目を充実するとともに，日本 て検討する。 そのため平成１８年度後期からの国際理解専攻クラス「日本社会と日本人」にお
社会の現状を体験学習させるインター いては，２つの企業・組織訪問を指導した。２つの企業は，セイコー・エプソン塩
ンシップ科目の開設を検討する。 尻ウォッチ事業部及び日本銀行松本支店である。双方とも，担当教員が事前に調整

を行い，日時･時間などを設定し，訪問先に十分な準備体制をとってもらった。学
生には，見学１週間前に訪問先に対する十分な調査を行わせ，授業で発表させ，そ
の後教員からの補足説明を行って訪問先への十分な予備知識を与えた。訪問では非
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常に丁寧な説明と現場見学をさせてもらった。最後に学生には，訪問先の印象，調
査したものと現実との一致した点，相違点などのレポートを書かせ，訪問先に送付
している。

この「日本社会と日本人」での企業見学は，今後も継続していく。

【188】 【188】
留学生宿舎不足を解決するための手 学生総合支援センター，関係委員会と 留学生宿舎の慢性的な不足を解消するため，以下の検討を行った。

段として，学生寮への留学生の入居等 連携し，国際交流会館・学生寮への日本 ５０周年基金を利用して，マンスリー型アパートを効果的に活用して留学生宿舎
を検討・実施する。 人と留学生の入居のあり方を検討する。 を確保することを検討した。

平成１９年度の留学生受入人数と国際交流会館の空室状況を勘案しながら，家賃
の安価なアパートを留学生宿舎として大学が一括契約することについて，不動産業
者や大家と交渉を行った。

外国人研究者用の国際交流会館の７室について利用状況の調査を行い，その結果
から，３室程度を留学生用居室へ段階的に転換することを計画している。

【189】 【189】
留学生センターを中心に，各学部留 国際交流センターを中心に，各学部留 国際交流センター教員を中心に各学部留学生担当教員との国際交流サポート連絡

学生担当教員や就職委員会等関係委員 学生担当教員や就職委員会等関係委員会 準備会を４回開催し，各部局での業務の報告，有用な関連資料の共有，留学生の派
会との連携・協力を推進し，日本語教 との連携・協力を推進し，平成１６年度 遣日程に関する調査などを実施した。
育，修学上・生活上の指導助言・就職 に実施した検証に基づき，より効果的な 大学間交流協定に基づく短期交換留学生の受入窓口を国際交流センターに一本化
相談等の体制を充実強化する。 支援を図る。 することを役員会で了承したことに伴い，国際交流センター及び事務体制の整備充

実に向けた検討を開始した。その検討の過程で，国際交流センターと各学部との連
携が密になった。

学生委員会に国際交流課長が委員として参加するようになり，就職も含めた全学
的な学生支援の動きの把握が可能となった。

【190】 【190-1】
留学生の卒業（帰国）後のフォロー 留学生卒業後のフォローアップ体制 本学留学生及び国内・海外のＯＢ/ＯＧのデータベースは順調に拡大しており，

アップ体制を整備する。 （データベース構築，信州大学情報の提 国際交流ニュースマガジンの配信やその他の情報提供を行っている。
供，国別同窓会の設立など）の確立を図 韓国における国別同窓会を企画し，平成１８年９月９日にソウルにおいて開催し
る。 た。経済学部教員の協力もあり，２４名の卒業生・元交換留学生などが出席した。

【190-2】
海外同窓会を企画し，情報提供をする。 年度計画【190-1】参照。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(２) 研究に関する目標

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

【 目指すべき研究の水準に関する基本方針 】
中 １) 高度で個性的な研究分野を拡充・整備する。

２) これまでの研究実績や特質を活かし，学術研究の一層の個性化を推進する。
期 ３) 重点研究領域や産学官連携研究等に関する研究戦略を全学レベルで策定する。

【 成果の社会への還元等に関する基本方針 】
目 １) 社会的要請に応えた質の高い教育・研究者を輩出する。

２) リカレント教育を一層推進する。
標 ３) 研究成果を学内外へ積極的に発信するとともに産学官連携活動等を一層推進する。

【 研究の水準・成果の検証に関する基本方針 】
１) 客観性や専門性に優れた研究の質的・量的評価を実施する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【191】 【191-1】
世界的な研究拠点を目指すことがで ２１世紀ＣＯＥプログラム「先進ファ 世界的な研究拠点を目指ための２１世紀ＣＯＥプログラム「先進ファイバー工学」

きる高度かつ特色ある研究分野のさら イバー工学」の最終年度としての総括を の最終年度としての総括として，１２月１４・１５日に信州大学「先進ファイバー
なる拡充・整備とともに，プロジェク 行う。 工学教育拠点」シンポジウムを行った。
ト研究の推進，専攻や部門間の連携等
による研究領域の総合化，学際化及び 【191-2】
活性化等を図る。 １９年度以降のポストＣＯＥへの移行 平成１８年度以降のポストＣＯＥへの移行に当り，グローバルＣＯＥプログラム

のためスーパーＣＯＥへの応募などを積 委員会への専門委員の推薦，説明会への参加，各キャンパスでの説明会等を行った。
極的に行う。 また，平成１９年度グローバルＣＯＥプログラムとして，総合工学系研究科の生命

機能・ファイバー工学専攻を中心とする「国際ファイバー工学拠点」，並びにシス
テム開発工学専攻及び物質創成科学専攻を中心とする「ナノ炭素科学技術国際教育
研究拠点」及び医学研究科の加齢適応医科学系専攻・臓器移植細胞工学医科学系専
攻を中心とする「信州モデルを核とした長寿健康学の創造」を応募した。

平成１８年度科学技術振興調整費ＦＳ課題として採択された，繊維学部を主な拠
点とする「分子・原子機能の多次元包括デザイン拠点」の成果を受けて，ＪＳＴ等
で意見を聴取して情報収集を行い，１９年度の先端融合領域イノベーション創出拠
点形成「ナノテク高機能ファイバー連携・融合拠点」について申請を行った。

【191-3】
１７年度に引き続き，総合工学系研究 総合工学系研究科における融合領域の研究等の推進については，先端的，独創的

科で融合領域の研究等を推進する。 な，学際的研究拠点の形成と高度専門職業人の育成のため県内の自治体と連携を策
定した。（飯田市，塩尻市，諏訪市，上越市）。また，平成１８年度ＦＳ採択となっ
た繊維学部を主な拠点とする「分子・原子機能の多次元包括デザイン拠点」の成果
を受けて，平成１９年度の先端融合領域イノベーション創出拠点形成「ナノテク高
機能ファイバー連携・融合拠点」について，文部科学省・ＪＳＴ等で意見を聴取し，
申請に当り情報収集を行った。

【191-4】
カーボン科学研究所を世界的な研究拠 カーボン科学研究所について，研究所開所式・設立記念特別講演会を開催し，国

点とするべく充実を図る。 内外の研究者を招いて講演・交流を図るなど，今後の研究基盤の充実を図った。

【192】 【192-1】
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学長のリーダーシップのもとに，本 山岳科学総合研究所と総合工学系研究 平成１８年７月に６研究部門からなる新生「山岳科学総合研究所」として発足し，
学におけるこれまでの研究の蓄積や人 科との連携を深め教育・研究を充実させ 総合工学系研究科専攻の山岳科学地域環境学専攻との連携を深め，より有機的な教
的，物的及び地理的条件を活かした独 る。 育体制とすることができた。また，白馬村との連携協定，信州大学国際シンポジウ
創的な研究分野を選定・組織化し，施 ムの開催等，積極的な活動を行った。
策を推進する。

【192-2】
奨励研究員・アソシエイト研究員制度 奨励研究員制度については，昨年度からの継続者４名による一層深化した研究プ

の充実を図る。 ランを遂行することによって，有為な研究人材の育成支援に大きく貢献した。また，
次年度に向けても新規募集を行い，新たに２名の有為な人材が採択された。

アソシエイト研究員については，年度中途における採用者が増加し，本年度は１
６名となった。研究者としての身分が保証されたことにより，研究活動に専念でき
た。この両制度は研究人材の基盤を充実させることができた。

【192-3】
イノベーション・マネジメント研究・ イノベーション・マネジメント研究・支援センターは，技術革新や経営革新など

支援センターの活動を推進する。 に関する調査・研究や，観光・サービスなど含む産学連携プロジェクトの事業化を
経営の視点から支援している。信州のイノベーションの向上を目指す取り組みとし
て「信州イノベーション大賞の選定と表彰を行った（平成１９年３月２３日，会場
：ＵＦＯ長野）。

【193】 【193】
高度で個性的な研究を世界水準レベ 高度で個性的な学内のシーズを，世界 世界的研究拠点を目指す分野として，以下の取組を行った。

ルで遂行したり，産学官連携で成果の 的な水準となるようにするための資金と ①カーボン科学（知的クラスター事業等），スマートデバイス科学（知的クラスタ
得られるプロジェ クト研究の企画・立 して，文部科学省や他省庁の補助金の獲 ー事業）は，２期目の知的クラスター事業獲得に向けて研究成果を取りまとめ，更
案を行うなど，全学的な研究戦略を策 得を目指す。 なる展開に向けて推進した。
定する体制を整備する。 ②先進ファイバー工学(２１世紀ＣＯＥプログラム)は，５年間の研究成果をさらに

発展させるため，後継となるグローバルＣＯＥの採択に取組んだ。
③臓器移植・再生医療工学は，１２月に附属病院内に設置された先端細胞治療セン
ターとの連携により，再生療法・がん治療・移植医療・医療機器や医療システムの
開発など，信州大学独自のトランスレーショナルリサーチを行う臨床の場を構築し，
企業から寄附講座設置等の支援を得て難治疾患治療のさらなる推進を図った。
④加齢適応医科学は，熟年体育大学リサーチセンターの事業発展による資金調達と
この運動効果に関する科学的データの蓄積により，長寿健康社会を目指して予防医
療の体系化を目指し，グローバルＣＯＥ獲得に取組んだ。
⑤機能性食料開発学においては，企業等との共同研究を積極的に展開し，花粉症・
生活習慣病予防機能を有する機能性食品素材の実用化に向けて取組んだ。

【194】 【194】
基礎科学分野においては，長期的視 戦略企画室のもとに置かれている研究 研究戦略企画チーム会議において，法人化による運営費交付金の減額や全国的な

点からの研究育成と研究成果の蓄積を 戦略企画チームにおいて，大学への社会 科学研究費補助金申請の増加に伴い採択件数や採択額の鈍化などにより基礎的研究
目指す。 的な要請である長期的な視点からの基礎 費が年を追うとともに減少となっている。ついては教員個人の自由な発想による基

科学分野の研究について，研究育成（開 礎的研究費の戦略的確保を最重要課題として，研究戦略企画チーム会議で各学部の
発）と研究成果の蓄積の具体的な分析を 取組状況の分析・検討を行った。また，日本学術振興会の担当者を招聘し科学研
行う。 究費獲得に向けての説明会を開催し，教職員の応募意識の高揚を図った。

【195】 【195-1】
人文・社会科学分野においては，学 地域連携オフィスの活動を実質化さ 地域連携オフィスは，地域と大学との交流，提携，連携の窓口となり，地域から

術的に高い研究成果を産み出すことに せ，県内自治体・企業等との共同研究を の要請を受け止め，大学，地域ともに有益な事業や共同研究を推進すべく，活動の
止まらず，さまざまな形で研究成果が 積極的に実施する。 実質化は下記の諸活動にみられるように図られた。
人々に活かされ，文化面，政策面で社 安曇野市との連携協定調印式の実施，地域ブランド研究会の諸活動の支援等を通
会に貢献することを目指す。 じ，積極的に地域の自治体等との共同研究が展開されつつある。

【195-2】
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安曇野市（旧穂高町を中核として）， 地域価値創成を核にした研究は，科学研究費補助金や学内版現代ＧＰの獲得によ
塩尻市等との連携に基づく文化的・学術 り軌道に乗りつつある。また，連携協定を締結した安曇野市からも研究助成金が支
的な研究を推進する。 給されており，安曇野市をフィールドとした学術的研究は，社会学や情報論分野の

教育研究において大いに進展した。
【195-3】

紀要の電子化・学部ＨＰ等のメディア 紀要の電子化に関しては，すでに実施している国立情報学研究所事業への協力の
や，県内自治体等と共催したセミナーな 他，信大独自の学術情報オンラインシステム（ＳＯＡＲ）への対応を検討の上進め
どを通じて，社会貢献に寄与する研究成 ていくことを確認した。ＨＰの改訂については，学部改組に合わせて，より使いや
果公開の方策を検討する。 すく，社会に開かれた情報源となるべく鋭意作業を進めた。セミナーに関しては，

すでに定着している「夕べのセミナー」を継続するばかりでなく，さらに社会貢献
に寄与するべく，充実・改善策を検討した。

【195-4】
研究成果の社会への発信を引き続き試 ①イノベーション・マネジメント専攻においては長野県工業会の依頼を受け，技術

行する。 経営に関する教育コースを県内製造業の幹部向けに開講した。その他，同専攻とイ
①大学院イノベーション・マネジメント ノベーション研究・支援センターとの共催で１８年度から新規に「ものづくり経営
専攻で実施しているカフェゼミなど大学 シリーズ」「現代企業システムと消費者」「ファイナンスの最前線」などのシリーズ
院授業の公開を引き続き実施する。 講義を県内の企業向けに開講した。３７回（平成１８年末現在）の公開講座の延べ
②研究成果などについてホームページを 参加者は，1033名であった。また「プロジェクト演習（フードビジネス）」におけ
通じた情報発信の充実 るレポートを取りまとめ，『長野県食品企業のケーススタディ』として冊子体にと
③社会人を中心とする修士課程での研究 りまとめ，関係機関に配布した。
成果の発表を広く地域社会に公開し，成 ②学部ＨＰをリニューアルし，教員スタッフの研究成果につき教員紹介欄の充実を
果の還元を図る｡ 図った。また地域社会イニシアティブ・コースのＨＰをリニューアルし，在学生の
④中央政策官庁並びに地方自治体や公共 研究テーマなどについての情報を増大させた。イノベーション･マネジメント専攻
団体において審議会などへの参画を引き においては教員コラムを設け，地域企業・団体のニーズに応じうる分野やトピック
続き推進し，研究成果及び専門知識に基 を明示した。
づく政策面での社会貢献を続行する。 ③地域社会イニシアティブ・コースでは平成１９年３月１０日に，またイノベーシ

ョン・マネジメント専攻では同年３月２１日に，今年度修了生の論文発表会を公開
して実施し，その概略を各ＨＰに掲載した。なお前者の様子は市民タイムスに報道
されたほか，修了生の研究成果について信毎タウン情報が紹介している。
④当学部・研究科所属教員による公益的な審議会等への参画は，平成１７年１１月
現在で８３件，平成１８年度で８５件であり，教員１人当たり２件弱の貢献を行な
っている。主に長野県内における公共政策の策定と実施に当り中核的シンクタンク
の機能を果たすとともに，中央省庁レベルでのアドバイザリーも活発である。また
イノベーション・マネジメント専攻による地域産業育成支援並びに経済・社会政策
科学専攻地域イニシアティブ・コースによる地域再生支援への取組も，人材育成面
を中心に地元に大きく貢献している。

【196】 【196-1】
ナノテクノロジーに関連した研究領 中間評価において最高レベルの評価を 文部科学省の「長野・上田地域知的クラスター創成事業」によるナノテクノロジ

域 得ている事業の最終年度としての総括を ー関係研究成果と，経済産業省の「産業クラスター計画」関係研究開発事業による
（工学部，繊維学部）― 長野・上田地 行う。 研究成果を合同で情報発信する「合同成果発表会２００６ ｉｎ 信州」を長野市で
区の知的クラスター創成事業の中核拠 ６月に開催した。また，最終事業年度の成果報告会として「長野・上田地域知的ク
点形成 ― ラスター創成事業報告会」を長野市で平成１９年３月に開催した。

【196-2】
ポスト「スーパークラスター」への移 今年度で最終年度となる現在の１２地域知的クラスター事業が終了した。文部科

行のための準備を進める。 学省知的クラスター創成事業後継の平成１９年度第２期クラスター事業（ポスト知
的クラスター）の応募が開始された。今まで知的クラスター事業に採択されなかっ
た地域からも新規申請の受付が始まり，応募の中から来夏にも６～８地域の採択予
定であり，倍率も２倍程度である。そのため世界的レベルのクラスターとして，事
業内容・地域の絞込みや重点的な研究支援に向けて準備を進めている。

【197】 【197-1】
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先進ファイバー工学の研究領域〈Ｃ ＣＯＥの最終年度としての総括を行 ＣＯＥの最終年度として，２１世紀ＣＯＥプログラムシンポジウム・信州大学「先
ＯＥ形成領域〉 う。 進ファイバー工学拠点」を東京国際フォーラムで１２月１４・１５日に開催し，こ
（大学院総合工学系研究科 博士課程） れまでに築き上げた実績発表と次なるグローバルＣＯＥ申請に向けた足固めができ

た。

【197-2】
ポストＣＯＥ，「スーパーＣＯＥ」へ 平成１９年度グローバルＣＯＥプログラムに下記の３件を申請を行い，ポストＣ

の拡充を図る。 ＯＥ，「スーパーＣＯＥ」への拡充を図ることができた。
①国際ファイバー工学教育研究拠点（総合工学系研究科生命機能ファイバー工学専
攻）
②ナノ炭素科学技術国際教育研究拠点（総合工学系研究科システム開発工学専攻）
③信州モデルを核とした長寿健康学の創造（医学研究科加齢適応医学系専攻）

【198】 【198-1】
臓器移植・再生医工学の研究領域 循環器病再生医学講座（寄附講座）の 本学で初めての寄附講座である循環器病再生医学講座において，骨髄細胞を使っ

（大学院医学研究科 博士課程独立専攻）最終年に当たり，成果発表を兼ねた市民 た血管再生療法を応用した狭心症などの心臓血管再生療法の実施，血管を作るタン
公開講座を開講し，寄附講座の継続を目 パク質の遺伝子を注射する遺伝子治療の実施といった研究成果の活用がなされ，こ
指す。また，医学部附属病院循環器内科 れについて，産学連携の窓口である医学部知的財産活用センターとの機能連携が図
と連携し，外部資金の獲得に努め，心血 られた。また，６月には「心臓血管病の予防と治療」と題して市民公開講座を開講
管疾患に対する再生医療研究の充実とそ し，パネルディスカッションを含め，参加者との盛んな質疑応答がなされ，寄附講
の臨床応用について検討する。 座による研究の進展を大いに印象付けた。

【198-2】
農学部及び繊維学部と連携し，免疫研 食料保健機能開発研究センターの本格稼動に伴い，農学部，繊維学部，医学部の

究チームを立ち上げ研究テーマと役割分 免疫研究チームを立ち上げた。研究テーマと役割分担等を明確にして，花粉症・生
担等について具体的に検討する。 活習慣病予防機能を有するポリフェノールの構造解明を行った。同センターには農

学系教員１２名と医学系教員２名を兼任発令して学内の協力体制を強化し，農学系
教員が免疫物質を調整・安全性試験・遺伝子レベル解析・有効摂取量の検討等を行
い，医学系教員が臨床試験を行うよう，分担を調整した。

【198-3】
産学官連携推進本部，株式会社信州Ｔ 臓器移植・再生医工学の研究を含めた領域について，技術シーズの実用化に向け

ＬＯ等との協議のもとに特許に基づいた た展開を行うために，本年度知的財産本部から選出した委員数名と(株)信州ＴＬＯ
技術シーズの実用化に向けた展開を行 を含めた知的財産管理方針等の整備検討会のワーキングチームを結成した。本学の
う。 特許等の知的財産の有効な活用方法について検討を行った。

【199】 【199-1】
加齢適応医科学の研究領域 熟年体育大学の基礎医学的研究支援： 熟年体育大学において，約1,400名の個人属性別運動量と，血液生化学的データ

（大学院医学研究科 博士課程独立専攻）運動効果を血液生化学的に解析し，個別 を解析した効果の対応データベースを構築した。さらに，附属病院内の先端予防医
運動処方について遺伝子レベルで検討す 療センターと連携し取組むことにより，治療中心の医療体制から予防中心の医療体
る。 制にシフトチェンジし，テーラーメードの健康管理（運動指導・食事指導・メンタ

ル指導）を行った。それによって予防法の確立を目指すため体制を整備した。
これらの蓄積による遺伝子レベルでの解析を実施し，国際的展開に向けて推進す

る。

【199-2】
他省庁等の補助金，地方自治体等との 資金面では，熟年体育大学リサーチセンターの設立により，年間事業費の確保を

連携，コンソーシアムやベンチャー企業 図り，厚生労働省「長寿科学総合研究」，科学研究費「基盤研究Ａ」及び特別教育
活動により研究の充実を図る。 研究経費「連携融合事業」の獲得によりさらなる研究展開を推進している。平成１

８年度はグローバルＣＯＥに申請を行い，世界的な予防医療・健康増進のための教
育研究拠点を目指した。

【200】 【200】
機能性食料開発学の研究領域 １７年度に引き続き，総合工学系研究 【198-2】の免疫研究チームにおいては，異なる作用機構によりアレルギー軽減
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（大学院農学研究科 修士課程独立専攻，科・医学部との連携，またＪＡ長野等と 効果が期待できる物質の花粉症軽減効果があることを確認し，動物実験により実証
大学院総合工学系研究科 博士課程） の連携による教育研究を推進する。 する準備を進めている。その他，摘果果実や果実搾り粕などの廃棄物や副産物中の

ポリフェノールの構造解明とそれら廃棄物・副産物の生活習慣病への予防機能の評
価を行った。

ＪＡ長野との協定に基き，平成１８年１月に開催された協議会における意見交換
の結果を踏まえ，中長期的なテーマで軸を設定することとし，共同研究及び受託研
究等の分野で，連携可能な項目の設定について検討を行った。

【201】 【201-1】
イノベーション・マネジメントの研 専門職大学院へ向けて，教育・研究の 大学院経済・社会政策研究科イノベーションマネジメント専攻は，経済社会のグ

究領域 充実を図る。 ローバル化とあらゆるビジネスが技術と関係し，技術革新の進展により刻々と変化
（大学院経済・社会政策科学研究科 修 する産業・技術・市場動向の変化を捉え，現場で活用できるよう実践して体系化し
士課程独立専攻） 教育研究の充実を図っている。

【201-2】
地域・社会への貢献を目指し，教育研 産業クラスターの形成と技術革新・事業創造についての研究や新規創業を支援す

究成果の社会への発信を促進する。 るための新しいファイナンス手法の研究を進めている。
ブランドビジネスについての研究や技術革新・事業創造を可能とするための組織革
新について研究を継続している。

研究成果を広く社会へ発信するため以下の市民公開講座を行った。
①「ものづくり経営」１０月～１１月（全６回）
②「食品マーケッティングの最前線」１２月～１月（全３回）

【201-3】
イノベーション・マネジメント研究・ 大学院生の起業支援として，センター内に「学生起業家支援オフィス」を設置し，

支援センターのシンポジウム・研究会等 本年度はプレゼンを実施し，学生起業支援として２件を採択した。その他起業シン
による教育・研究活動を推進する。 ポジウムなどの開催を実施している。

シンポジウム開催の実績は以下のとおりである。
①フードビジネスフォーラム ７月１１日
②中小企業 軽井沢サマースクール ９月６日～８日
③経営大学院公開夏期集中講座 ８月２日～９月１４日（全６回）

【202】 【202】
信州のフィールドを活かした，自然 総合工学系研究科「山岳地域環境学専 規程の整備，専任教員の配置，研究部門を整備充実したことにより，山岳科学総

と人間との共生を追求する新たな学問 攻」との連携により，教育・研究活動の 合研究所の機動性を高めた。その活動の一つとして，実践的フィールドワークを奨
領域「山岳科学」の創造 促進を図る。 励することによる，次代を担う若手研究者の養成を目的とした信州フィールド科学

賞及び信州フィールド科学奨励賞を制定するなど，教育組織である総合工学系研究
科山岳科学地域環境学専攻との有機的な連携が進展した。

【203】 【203-1】
大学院においては，高度専門職業人 各研究科においては，本学と卒業生の 協定を締結した企業・自治体との交流や，学生の派遣等により，卒業生の受け皿

の養成に力点を置き，出口保証を十分 受け皿組織との連携等を充実させるため 組織との連携等を充実させるための具体的施策に取り組んだ。
に意識し，本学と卒業生の受け皿組織 の具体的施策に取り組む。
との連携等を充実させる。 【203-2】

各研究科の実施状況は，大学院教育改 各研究科の実施状況は，大学院教育改善検討チームで取りまとめた。
善検討チームで取りまとめる。

【204】 【204】
社会人教育や産学官連携教育研修シ 社会人教育に関し地域社会のニーズを 地域住民の本学に対する生涯学習のニーズを把握するために実施した生涯学習ニ

ステム及び医療人生涯研修システムの 分析するとともに，生涯教育を一元的に ーズ調査の結果を，地域連携スタッフ会議に報告した。平成１８年度も引き続きニ
確立など，社会のニーズに迅速かつ効 統括する窓口体制の整備について検討す ーズ調査を伊那市，上田市の住民を対象として実施した。その結果は平成１７年度
果的に対応しうる運営組織を検討する。る。 の結果と併せて分析し，平成１９年度の地域連携スタッフ会議に報告し検討する。

新たな社会人向けの生涯学習事業として「シニアサマーカレッジ」の実施を決定し，
平成１９年度の実施に向け，教学担当副学長を中心として準備している。

地域連携スタッフ会議を開催し，放送公開講座のテーマ，出前講座の新制度の検
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討等を行い，本学の既存生涯学習事業の発展的な検討を行った。

【205】 【205-1】
研究理念・目標，研究成果と意義， 研究者の研究概要・業績，地域社会や 教育研究者総覧システムの利便性を向上させ，研究情報の検索能力の向上を図る

研究者の研究概要等を分かり易く工夫 産業界との連携情報を登録したデータベ ことを目的とした，機関リポジトリと相互連携する，柔軟で拡張性のある新・教育
し，電子情報やメディアを通して，教 ース「教育研究者総覧」について，シス 研究者総覧システムの設計に着手した。また，現行システムにおいても，学内情報
職員，学生及び広く学外へ情報発信し，テム・内容の利便性を検証するととも 配信システムを活用し，情報の集積を行った。
研究成果の社会への還元に努める。 に，研究者に定期的な情報更新を呼びか

け，リアルタイムな情報発信に努める。

【205-2】
広報の視点から，情報発信の分かり易 学内の教職員が積極的に情報公開を行うようにするため，入力がしやすく情報発

さと効果について，担当理事を中心に， 信しやすいシステムを策定した。その結果として新教育研究者総覧システムの導入
現状分析や検討に基づき，時宜にかなっ のための検討を行い，年度末に導入を実行した。
た方策を策定し，段階的に実施する。

【206】 【206】
教員の研究成果や業績等を事業活動 教員の研究成果や業績等を事業活動や 出版活動について検討した結果，経費面でより有利であり，後々各種調査データ

や出版活動に発展させる方策を検討し，出版活動に発展させる方策のあり方を検 への活用にも有効なＷＥＢを活用した研究成果や業績の発信を行うこととした。信
可能なところから実行する。 討するためのワーキング・グループの設 州大学学術情報オンラインシステム構想に基づく情報発信を目指すこととし，その

置について，前年度の事業計画に引き続 システム構築のため，新・教育研究者総覧ワーキング・グループを立ち上げ，９月
き検討する。 から５回にわたりシステム設計の検討を行い，新研究者総覧システムを平成１９年

３月に導入した。また，事業活動への発展に向けた取組については，産学官連携推
進本部運営委員会で検討を行い，新たに更新した信州大学産学官連携ガイドの県内
各企業及び県市町村商工関係部署等への配布による広報活動，産学マッチングイベ
ントへの積極的な出展等によるシーズ発掘を行った。

【207】 【207】 教員の研究教育活動実績等を蓄積，公開する「信州大学学術情報オンラインシス
研究教育活動実績等のデータベース 大学評価情報データベースによる研究 テム」を開発し，旧システムで蓄積したデータを移行して平成１９年４月１日より

化と公表により社会的評価を受ける。 教育活動実績等の蓄積及び公表を行う。 試験公開を開始することとした。なお，新システムでのデータ整備を経て７月に本
稼動する予定である。

【208】 【208-1】
教員個人や研究組織等の研究成果・ 教員個人の研究成果・業績を含めた教 教員の個人業績評価については，教員の諸活動に対する業績を効果的に収集し，

業績を学外者等がピアレビューするシ 員の個人業績評価の実施方法を確定す その結果による適性かつ公正な評価制度とそれに基づいた処遇制度を構築する必要
ステムを構築し，機能させる。 る。 がある。そのため，教員の業績を収集するため，教員の個人業績調査を実施するこ

ととし，その入力システムとして，新・研究者総覧を開発し，平成１９年度から入
力を開始し，個人業績の収集を行うこととした。また，評価制度と処遇制度につい
ては，平成１９年２月に人事制度ＷＧから提言がなされ，それにより役員会等にお
いて審議することとした。

【208-2】
教員個人や研究組織等の研究成果・業 年度計画【76-2】参照。

績について大学評価・学位授与機構の学
外者等によるピアレビュー（認証評価）
を受けるため，自己点検・評価を開始す
る。

【209】 【209】
先端的研究分野においては，国際的 先端的研究分野における国際的な研究 中期計画に掲げられている大学として重点的に取り組む７領域のうち可能な分野

な研究評価を実施する。 評価の実施に向けての実施方法及び内容 において，国際シンポジウムを開催する際に参加する外国人研究者による外部研究
の検討を開始する。 評価を実施し，また，それぞれの研究業績については，Ｗｅｂ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃ

ｅ等を利用し，その評価の実態を把握することとした。



- 92 -

信州大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(２) 研究に関する目標

② 研究実施体制等の整備に関する目標

【 適切な研究者等の配置に関する基本方針 】
１) 点検評価の結果を踏まえた研究者等の再配置と活性化を推進する。

中 【 研究環境の整備に関する基本方針 】
１) 重点領域の研究目標等の達成のため，必要な資源を重点配分する。

期 【 知的財産の創出・取得・管理及び活用に関する基本方針 】
１) 知的財産の創出・取得を推進し，その管理・活用を図る。

目 【 研究の質の向上及び改善のためのシステムに関する基本方針 】
１) 全学的な方針に基づく計画的な点検評価と評価結果を改善・改革に結びつける一連のサイクルを大学運営の根幹部分に組み込み定着させる。

標 【 全国共同研究，学内共同研究等に関する基本方針 】
１) 共同研究等の推進に必要な環境を整備する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【210】 【210】
研究体制や研究支援体制について， 研究体制及び研究支援体制について大 研究体制及び研究支援体制の状況等を含めた全学の活動状況について大学評価

学外者がピアレビューするシステムを 学評価・学位授与機構の学外者等による ・学位授与機構による認証評価を平成１９年度に受けるため，各部局の状況につ
構築する。 ピアレビュー（認証評価）を受けるため，いて自己評価を実施し，それらを取りまとめて大学全体の状況について自己評価

自己点検・評価を開始する。 を行っている。なお，各部局で実施した自己評価についても公表することとして
いる。

【211】 【211】
学長のリーダーシップのもと，上記 教員等の柔軟な再配置を可能とする人 新たな教員の人事管理方策として，教員人件費のポイント制による管理を導入

の検証結果などを踏まえ，教員等の柔 事管理方策を人事調整委員会，人事制度 し，学部等における柔軟な対応を可能とした。
軟な再配置とその不断の点検評価シス ワーキング・グループ等で検討する。 各学部における最適な教育研究の実施のため，大学設置基準の改正による講座
テムを構築・運用する。 ・学科目制の廃止も視野に入れた教員組織の再編成について指針を示した。なお，

学校教育法の改正に伴う教員の職務内容の改変については，就業規則を改正し，
教員の指揮命令系統の明確化を図ることで対応した。

なお，教員の個人業績評価に関しては，人事制度ＷＧの教員各種制度ＷＴにお
いて「教員の業績評価制度についての提言」をまとめ，平成１９年３月７日開催
の役員会で審議し本提言が受理された。

【212】 【212-1】
教員の任期制の導入を各分野の実情 前年度までの調査結果に基づき，任期 平成１７年度の検討結果を受け，任期制に関しては「限定的任期制」へと方向

に応じて拡大し，より高度な研究の達 制の趣旨及び導入効果等について検討 転換したが，これに伴い，任期制に代わる方策として業績審査制の検討を行った。
成を目指す。 し，任期制の導入・拡大を戦略的見地か

ら検討する。

【212-2】
大学及び部局のより高度な研究達成及 教員の業績評価制度に関しては，基本原則・評価基準の考え方・業績評価の組

び教育達成を実現させるために，教員の 織・評価の実施プロセス等を取りまとめ，人事制度ＷＧから役員会へ提言を行っ
個人業績評価を活用するための具体的手 た。
法について検討する。

【213】 【213-1】
任期制に加えて，各分野の実情に応 研究組織の活性化を図るために，教員 教員の業績評価制度に関しては，基本原則・評価基準の考え方・業績評価の組

じて研究者の流動性を高め，研究組織 の教育研究に対する具体的な評価項目と 織・評価の実施プロセス等を取りまとめ，人事制度ＷＧから役員会へ提言を行っ
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の活性化を図るための方策について検 評価の活用方法について，人事制度ワー た。
討し，実施に移す。 キング・グループで検討する。 研究者の流動性の実情に関しては，どのような指標で流動性を計測するのかと

いう根本的な部分から検討を進めているところである。

【213-2】
研究者の流動性の実情について学内・ 研究者の流動性の実情調査に関しては，様々な研究分野を網羅できる流動性の

学外の状況について実情調査を行うとと 定義が困難であり，ＷＴとしての調査は実施しなかった。
もに，戦略的有効性について点検する。 しかし，これまでの検討の中で問題点とされていた外部資金等による有期雇用

（常勤）を可能とする特定有期雇用教職員制度，また，これまでの定数管理に縛
られない教員人件費のポイント制管理などを導入し，流動性確保を含む人事制度
の活性化を図っている。

【214】 【214】
研究支援体制の一つとして，学内外 学外のポスドク制度の情報を収集す 日本学術振興会のポスドク制度である特別研究員制度への応募を行い，ＰＤに

の組織や資金を利用したポストドクト る。 ２名，ＲＰＤに１名採択される成果を上げた。また，学内ポスドク制度を推進し，
ラルフェローシップの体制を整備し， 奨励研究員制度により４名，アソシエイト研究員制度により１６名の研究員を採
その充実を図る。 用することができた。

【215】 【215】
研究支援のために，学内外の組織や 前年度の事業計画に引き続き，研究支 研究戦略企画チーム会議において，老朽化した設備更新とあいまって，高機能

資金を利用して，高度技術者を雇用し 援体制を見直す組織を中心に研究支援の 装置を維持し・性能を引出す高度技術者の体制も充実しなければならないとの意
うるシステムを検討し，整備を図る。 ための高度技術者体制がどうあるべきか 見が出され，機器分析部門会議で審議した。

情報を収集する。 知的クラスターや２１世紀ＣＯＥで整備した設備等について，文部科学省先端
研究施設共用イノベーション創出事業に申請して，これら設備の外部への利用促
進と，オペレーターの雇用経費や維持費の要求を行った。

【216】 【216】
学長あるいは学部長がリーダーシッ 策定されたシステムの見直し，検討を 予算制度検討ワーキング中間答申を考慮した，平成１８年度予算配分方針及び

プを発揮するための裁量的経費を十分 行い充実させる。 同基準に基づき，部局に対して大学の特色を活かしたテーマに基づくプロジェク
に確保するとともに，研究資金等を重 トを厳選するなど，大学の特色を活かした事業展開を可能とするための予算とし
点配分する システムを整備・充実する。 て学長裁量経費を確保し，インセンティブ付与を含めた傾斜配分を行うための予

算として学部長裁量経費を確保した。
学部長裁量経費実施要項の，経費配分判定にかかる評価事項(１)教育面（共通

教育への取り組み等）・（２）研究面(科学研究費補助金の応募率等)・(３)地域貢
献面・（４）国際交流(５)学部運営面(６)その他特記事項の６項目について，各
部局から提出された報告書に基づき評価・審査・査定を行い，評価項目を点数化
することによりインセンティブを付与した傾斜配分を実施した。

【217】 【217】
研究に必要な設備や大型機器の有効 ヒト環境科学研究支援センター機器分 研究交流促進法第１３条の改正による情報公開推進のため，学内に設置されて

活用の運営体制を整えるとともに，設 析部門と連携し，大型機器等の利用の手 いる共同利用大型機器について設備機器のシステム名をはじめ，用途・性能・概
備・機器の整備を計画的に推進する。 引きに基づいて有効利用を図るととも 要などの情報について調査しヒト環境科学研究支援センター機器分析部門のホー

に，機器の更新について検討する。 ムページへ掲載し，設備の有効活用を図った。

【218】 【218】
山岳科学の総合的研究を推進するた 山岳科学総合研究所の組織整備につい ７月の学内共同教育研究施設等管理委員会，教育研究評議会及び役員会におい

め，教育研究を支援する諸施設の整備 て，現行の規程，事務部門の体制，位置 て規程の整備，研究部門の充実が行われ，山地水環境教育研究センターを内包す
・充実を図る。 付け等の検討を行う。 る６部門の学内共同教育研究施設として山岳科学総合研究所を整備した。それに

より，教育組織である総合工学系研究科山岳科学地域環境学専攻との有機的な連
携が進展した。

【219】 【219】
ヒト環境科学研究支援センターの充 組織ＤＩＧで検討している事務組織の ヒト環境科学研究支援センター年報を作成し，４部門の活動状況・施設利用状

実を図り，全学的な研究支援体制を整 検討作業と連携し，ヒト環境科学研究支 況や研究業績などについての内容を掲載し，学内外の関連施設へ配布した。また，



- 94 -

信州大学

える。 援センターの広報活動の充実を図るとと ヒト環境科学研究支援センター各部門の有効利用を図るためホームページをリニ
もに，効率的な事務体制について検討す ューアルした。機器予約システムについては，機器分析センターのホームページ
る。 を整備して予約事務を効率化するとともに，利用者の利便性を図った。

【220】 【220】
全学の産学官連携体制の充実を図る 特許管理システムの有効活用により， 市販の特許管理システムを利用し，ナノテクＩＴ部門及びライフサイエンス部

とともに，（株）信州ＴＬＯや信州大学 ナノテクＩＴ部門及びライフサイエンス 門でもデータの閲覧ができ，情報を共有している。また，(株)信州ＴＬＯとは両
の研究組織等と協力して信州大学教員 部門並びに(株)信州ＴＬＯとの連携を円 部門の発明審査委員会に委員として出席をし，必要に応じ発明に関しての意見書
等の知的財産を管理・活用する組織を 滑に行い，知的財産の管理活用体制を強 や先行特許調査を行っている。
整備する。 化する。

【221】 【221】
信州大学の特徴を活かして，製造部 ナノテクＩＴ部門及びライフサイエン ナノテクＩＴ部門及びライフサイエンス部門の研究分野の融合を図るため,長野

門（工学部，繊維学部が中心）及びゲ ス部門を効果的に運用するため，相互連 県テクノ財団との連携により医農連携交流会を松本市で平成１９年１月に開催し
ノム・バイオ・ライフサイエンス部門 携による研究発表会を開催する。 た。１２月には旭キャンパスで医工連携交流会を開催し，研究者間の密接な情報
（医学部，農学部，理学部が中心）を 交換体制の構築を行った。
主とした二つの知的財産管理部門を設
立し，その両者を効果的に運用するシ
ステムを確立する。

【222】 【222】
研究活動に関する自己点検・評価， 研究活動を含めた全学の活動状況につ 年度計画【210】参照。

学外者によるピアレビュー，及び第三 いて大学評価・学位授与機構の学外者等
者評価機関による評価を定期的に実施 によるピアレビュー（認証評価）を受け
し，その結果を公表するとともに，そ るため，自己点検・評価を開始する。
の結果を受けた改善状況をモニターし
着実な改善を促す体制を確立する。

【223】 【223-1】
評価結果を踏まえ，学長のリーダー 産学官連携・地域連携を機能的に推進 平成１８年４月より，研究推進部を設置し，以下の取組を行った。

シップのもと各種資源を重点配分し， するため，総務部研究推進課と総務部総 地域における生涯学習の推進を目的とした出前講座制度の拡充に当り，協定締
世界的研究拠点形成など研究活動の質 務課でそれぞれ担当している関連業務を 結自治体，地域共同研究センター,サテライトベンチャービジネスラボラトリー,
的向上を図るためのシステムを構築し， 窓口一本化により対応するため研究推進 イノベーション研究・支援センター，医学部知的財産活用センター，浅間リサー
機能させる。 部に組織換えし，産学官連携・地域連携 チエクステンションセンター（ＡＲＥＣ），(株)信州ＴＬＯ，長野市ものづくり支

の効率的な推進を図る。 援センター（ＵＦＯ－Nagano）との連携を活かした情報の発信を行い，成果を上
げた。

同様に，ニーズ・シーズのマッチングイベント等への積極的参加，外部資金獲
得のためのホームページ等を利用した情報発信に際し，関係機関の協力を得るこ
とにより，業務を効率的に行うことができるようになった。

【223-2】
策定されたシステムの見直し，検討を 平成１８年度の予算配分方針及び同基準に基づき，学長のリーダーシップによ

行い充実させる。 り，大学の特色を活かした事業展開を可能とするための学長裁量経費を確保した。
学長裁量経費の基本的方針である教育・研究・地域貢献・国際交流・管理運営

の重点目的の達成及び個性豊かな特色ある計画を戦略的に措置するため，以下の
配分を実施した。
１．教育・研究プロジェクト
２．教育・研究基盤設備整備
３．特別経費(学長の指示，理事・副学長の提案，各部局より最重点事項の募集等)

【224】 【224】
全学の研究設備や施設を民間や産業 引き続き，地域共同研究センター及び 地域共同研究センター及びＳＶＢＬでは，学内のインキュベーション施設とし

界，あるいは他大学との共同研究に利 サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラ て共同研究の利用に配慮し，スペースの貸出を行っている。ＡＲＥＣ及びＵＦＯ
用できるように支援体制を整え，共同 ボラトリー（ＳＶＢＬ），浅間リサーチ －Naganoでは企業等へのレンタルラボとして活用に努めた。それぞれ講演会やシ
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研究を推進する。 エクステンションセンター（ＡＲＥＣ） ーズ発表会を開催し，共同研究の推進を図った。その結果，平成１８年度は，共
及び長野市ものづくり支援センター（Ｕ 同研究において決算見込みベースで，件数が６９件増加し，研究費も平成１７年
ＦＯ－Ｎａｇａｎｏ）等の活用により， 度の232,383千円に対し，平成１８年度は273,331千円に増加した。
共同研究の推進を図る。

【225】 【225】
全学の共同研究プロジェクトや，他 全学的共同研究プロジェクトや他大学 研究交流促進法第１３条に基づく共同利用大型機器の有効利用施策及び化学系

大学，他研究機関の施設を利用する共 等の施設を利用した共同研究プロジェク 汎用機器全国共同利用ネットワークプロジェクトに基づく復活再生機器利用の取
同研究プロジェクトを推進するため， トを推進するための情報収集と情報発信 組みに伴う，大学間における共同研究へ向けた情報交換を行う方策を検討した。
流動性の高い教員組織に整備する。 のあり方を検討するとともに，流動性の また，流動性を目指した教員組織整備については，テニュア制度の導入を，繊維

高い教員組織の整備に向けて人事部門と 学部にとどまらず，総合工学系研究科を構成する工学部・農学部も視野に入れて
の協議を検討しながら情報収集を行う。 行う方向へと発展させた。

【226】 【226-1】
医学部は，大学院医学研究科の個性 臓器移植細胞工学医科学系 本専攻の外部評価のために作成した資料により，１２月２２日に外部評価ヒア

化を図り，なかでも臓器移植細胞工学 ・教育研究業績についての自己点検及び リングを実施し，報告書を作成した。
医科学系と加齢適応医科学系の二つの 外部評価のための資料を作成し，外部評 平成１８年６月から９月までの期間に大学院生による授業評価のためのアンケ
独立専攻における研究の高度化と，こ 価を受け，自己点検及び外部評価報告書 ート調査を実施した。また，大学院生による研究指導評価のためのアンケート調
れらの研究領域の国際的研究・教育を を発行する。 査を，平成１９年２月から３月までの間に実施し，３月に取りまとめを行った。
担う後継者の育成に努める。 ・大学院生による授業評価及び研究指導

評価のためのアンケート調査を実施す
る。

【226-2】
加齢適応医科学系 ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇシステムは確立され，内容のブラッシュアップを徐々に進
・スポーツ医科学分野を中心とする健康 めながら稼働中である。
増進指導者育成を目的とする修士課程の 現在までの成果を基盤とし，平成１８年度概算要求に対応する地域連携予算措
ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇシステムの確立と 置により，運動反応遺伝子の検索・同定のプロジェクトを展開した。
再整備を行う。 さらに，新規予防医療の教育研究事業を目指して，先端予防医療センターと連
・加齢適応医科学系専攻は学年進行４年 携し，平成１９年度グローバルＣＯＥプログラムの申請を行った。
目であり，設置時の理念・目標に沿って， 対外的アピールとして，平成１９年１月２７日に「加齢と先端予防医療：基礎
後継者育成のための教育研究の継続とと 研究との接点」と題して市民公開講座・シンポジウムを開催した。
もに，病院に設立された先端予防医療セ 外部評価点検の準備として「加齢適応医学系専攻報」（№２）を作成した。
ンターと連携した教育研究体制の検討を
する。
・外部評価点検を検討する。

【227】 【227】
工学部は，これまでの研究成果を活 平成１７年度に設置された信州大学カ カーボンナノチューブに関する世界的な研究拠点を目指すため，国際会議（ナ

かして，カーボンナノチューブに関す ーボン科学研究所が世界的な研究センタ ノチューブ０６）が長野市で開催されたことにより，今後の研究の方向性や動機
る世界的な研究拠点を形成する。 ーとなるために，① 研究所の組織充実 が見出され，国際共同研究や応用研究が促進された。また，成果の企業移転をよ

策について引き続き検討する，②欧米等 りスムーズに行うための企業面談の充実が図られた。
世界でカーボンナノチューブを研究して
いる拠点との連携を強め，③研究所の３
部門における先駆的なカーボン科学研究
の充実を図り，④成果の企業移転をより
スムーズに行うための企業面談を充実さ
せる。

【228】 【228-1】
繊維学部は，２１世紀ＣＯＥプログ ２１世紀ＣＯＥプログラム「先進ファ 最終成果報告会を１２月１４・１５日に東京国際フォーラムで開催し，２３０

ラムを推進し，先進ファイバー工学の イバー工学」の最終年となるので成果を 余名の参加を得て盛会裏に終了した。
世界的研究拠点を構築する。 取りまとめる。 平成１９年３月に最終成果報告書を作成した。
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【228-2】
国際的先進ファイバー工学拠点とし 平成１８年度科学技術振興調整費「先端融合領域イノベーション創出拠点の形

て，前年度の国際評価を受け，研究者組 成」がＦＳに採択されたことから，海外調査(アメリカ，欧州，アジア)を実施し，
織・教育組織の機構改革を策定する。 海外の拠点の戦略をまとめ，構造改革の資料とした。

学生の選択の自由度を増し，教員の横断的な教育・研究体制を組みやすくする
ための大幅な学部改組を検討し，平成２０年度実施に向けて原案を策定した。

教員のポイント制実施を機に，若手教員の昇格人事，戦略的に使えるポイント
を確保した。

【228-3】
２１世紀ＣＯＥプログラム国際シンポ 平成１８年度の実績は以下のとおりである。

ジウムを主催する。 １．２１世紀ＣＯＥ国際特別講演会を３回実施した（金学龍教授，裘松良教授，
Ｅ.Ａ.Ｋａｒａｋｈａｎｏｖ教授）
２．信州大学・ノースカロライナ州立大学・マンチェスター大学の三極シンポジ
ウムに参加した(８月２５－２７日，英国)。
３．「第１０回日・欧複合材料シンポジウム」を開催した（９月２６－２８日，繊
維学部）。
４．２１世紀ＣＯＥ最終成果報告会と同時に４名の海外招待者による国際シンポ
ジウムを開催した（１２月１５日，東京）。
５．「International Symposium on Dyeing and Finishing of Textile」を開催し
た（１２月１７－１９日，京都）。
６．「第１５回ＮＴＣフォーラム」に参加した（平成１９年２月２５－２７日，ア
メリカ）。

【228-4】
ポストＣＯＥプログラムに相当する新 「グローバルＣＯＥ」の提案内容をまとめ，申請を行った。

たな取組みを推進する。 ＦＳに採択された平成１８年度科学技術振興調整費「先端融合領域イノベーシ
ョン創出拠点の形成」を実施し，海外調査(アメリカ，欧州，アジア)，参加企業
との討論などを通じて，本採用に向けて提案内容をまとめ，申請を行った。

教育ＧＰ「国際的な大学院教育」の提案内容をまとめ，申請を行う。

【228-5】
２１世紀ＣＯＥプログラムとして，大 ・東京理科大学との包括協定を結んだ。

学間連携，産学官連携室の活動を推進す ・文化学園と包括協定を結び，大学院連携の方策を策定した。
る。 ・坂城町との包括協定を結んだ。

・「研究企画室」を設け，産学官の連携強化を図った。
・産学連携講座(帝人ファイバー)を継続して設け，その内容を充実した。

【228-6】
大学院に繊維技術士連携講座を設置 大学院に繊維技術士連携講座を設置し，客員教授５名（繊維技術士）による講

し，国際的な高度専門職業人養成の基盤 義を実施し，高度専門職業人の養成を行った。
を整備する。 国際学術交流協定校からの招聘教員による英語でのファイバー・マーケティン

グに関する大学院講義を試行した。

【228-7】
パイロットファクトリーの新設に向け パイロットファクトリーの実現に向け，整備計画並びに科学技術振興調整費プ

た取組みを継続する。 ロジェクトへの提案を行い，ＦＳに採択された。
パイロット規模のエレクトロスピンニング設備導入に向け，産学共同プロジェ

クトをスタートした。

繊維学部１００周年記念事業として「パイロットファクトリー小委員会」を社
団法人千曲会に設置し，活動を開始した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(３) その他の目標

① 社会との連携，国際交流等に関する目標

【 教育研究における社会との連携に関する基本方針 】
１) 地域社会の文化的拠点としての大学の機能充実を図り，地域内の多様な文化的，社会的要請に対して，積極的に対応する。

中 ２) 県内の他大学及び研究機関との連携を進め，地域の総合的教育水準及び文化水準の向上に寄与する。
３) 研究面において，社会のニーズと大学の研究シーズを有機的に結合し，地域社会の中核的研究拠点としての機能を強化させる。

期 ４) 大学の知的所有権の保全・活用と技術移転を推進する。
５) 公的機関や地域社会等と連携して研究成果の社会的還元に努める。

目 【 教育研究における国際交流・協力等に関する基本方針 】
１) 国際マネジメント能力を向上させるとともに，本学の中・長期的国際戦略を策定し，推進する。

標 ２) 留学生の受け入れ及び本学学生の海外派遣を積極的に推進し，国際的視野からの大学教育の充実を図る。
３) 研究面での国際交流を推進し，先端的，独創的な研究分野において世界的研究拠点の形成を目指す。
４) 公的機関や地域団体との連携を図りつつ，本学を地域の国際交流の拠点とする。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【229】 【229】
生涯学習を一元的に統括する体制を 前年度に引き続き地域のニーズ調査を 学部や個別の教員等で実施している生涯学習事業について，実態調査を行った。

整備し，多様な社会的ニーズに応えう 実施し，その分析結果に基づいて生涯学 これを生涯学習の一元的な統括体制に向けての検討の起点とし，引き続き地域連携
る総合的生涯学習プログラムを作成し，習プログラムの策定に着手する。また， スタッフ会議等で検討を行う予定である。
段階的に実施に移す。 生涯教育を一元的に統括する体制の整備 その他，生涯学習に関する取組は年度計画【204】参照。

について検討を開始する。

【230】 【230-1】
教育研究成果を社会的に還元するた 大学の生涯学習プログラム策定の一環 出前講座については，地域連携スタッフ会議，役員会，教育研究評議会等で検討

めに，出前講座，市民開放授業，公開 として，出前講座の見直し及びテレビ放 を重ね，実施要項を整備するとともに，教員の本務であることを明確化し，かつ講
講座，テレビ放送公開講座等のプログ 送公開講座の在り方の検討について着手 座実施料の徴収システムを構築した。
ラムを見直し，さらに充実・発展させ し，また，新しいプログラムの導入の検 テレビ放送公開講座については，平成１８年度から新たにテーマの公募を実施す
る。 討，段階的な実施を進める。 ることとし，地域連携スタッフ会議で実施テーマを全学部に照会し，応募のあった

テーマから繊維学部の「繊維が拓く豊かな未来」で番組を作成，放送した。
新プログラムとして，シニアサマーカレッジの平成１９年度導入を決定し準備し

ている

【230-2】
地域に密着した大学の実現のために， アンケート調査の結果を検討するとともに，受講者による懇談会を行い市民開放

アンケート調査結果等を分析し，新しい 授業に対する意見を聴取し，市民開放授業の在り方について検討し，提案のための
市民開放授業の在り方を探求し，提案す 準備を行った。
る。

【231】 【231-1】
地域における学術情報の中核的拠点 地域における学術情報の中核的拠点と 年度計画達成のため，以下の取組を行った。

として，附属図書館の開放をさらに拡 しての附属図書館の検証及びさらなる開 １．各図書館で関係資料の収集等整備を進めた。
大する。また，教員による研究成果の 放を推進する。 ２．「信州大学附属図書館と塩尻市立図書館との連携協力に関する覚書」締結に続
出版と本学独自の教材の開発・出版を ・各館の立地地域を対象として長野県関 き，伊那市立図書館との連携協力について農学部との合同により協議を進めた。ま
促進するために，大学出版会の設立を 係の学術的図書資料等を収集 た，松本市市制施行１００周年にあわせて，松本市と連携して「小谷コレクション
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検討し結論を出す。 ・公立図書館等との連携を強化する。 記念コンサート・記念展示」実施に向けて協議を進めた。
・近隣国立大学との連携を図るため，北 ３．「第５７回北信越地区国立大学図書館協会総会」を４月に長野市で開催し，「学
信越地区国立大学図書館協会総会を開催 術機関リポジトリ整備」等の協議を通して近隣国立大学との連携を深めた。
する。 ４．小谷コレクション等の展示会を実施した。
・小谷コレクション等の展示会を実施す 山岳科学総合研究所と連携して，１１月開催の「信州大学国際シンポジウム」の
る。 中で映像作家の舟橋栄子氏の講演・山岳映画上映と小谷コレクション展示を附属図
・ボランティア導入の目的・対象業務を 書館企画として実施し，１００名以上の参加者があった。
検討し，導入体制を整備する。 ５．ボランティア導入の目的・対象業務を検討し，導入体制を整備した。

小谷コレクション整備のために市民ボランティア（延べ約３５０人）を活用しコ
レクションを整備した。今年度をもって整備活動を完了した。

【231-2】
教員による研究成果の出版と本学独自 「信州大学学術情報オンラインシステム」構築にあわせ，大学出版会にかえて研

の教材の開発推進の検討を行う。 究成果を蓄積する「機関リポジトリ」を活用したＷｅｂ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ等
・出版会を設立している中規模大学に対 の効率的出版方式を導入することとし，関係学部で説明会を実施した。
し，活動状況等についてアンケートを実 学長裁量経費の配分を受けて主に本学の貴重な資料のうち「小谷コレクション」
施する。 の破損のおそれのある資料の保護箱を作成するとともに，資料の補修を実施した。
・本学の特色ある資料，「小谷コレクシ
ョン」「多湖文書」や絵画等の整備・補
修を行う。

【232】 【232】
地域連携のための学内支援組織を基 平成１７年度に設置した地域連携スタ 平成１８年度より地域連携スタッフ会議に，教学担当副学長，各学部地域連携窓

盤として，自治体， 住民組織，ＮＰＯ ッフ会議を中心に各学部地域連携担当教 口担当教員を加え，全学的な連携，検討が可能な体制を整備した。これにより，生
等と連携して，生涯学習の推進，公共 員と連携して，生涯学習の推進，公共政 涯学習の推進，公共政策の立案協力，地域社会の健康・福祉の向上，地域問題の解
政策の立案協力，地域社会の健康・福 策の立案協力，地域社会の健康・福祉の 決等に対する自治体等からの相談に対し，各学部の地域連携担当窓口教員と連携し
祉の向上，地域問題の解決等に対して，向上，地域問題の解決等に対する全学的 た対応が実現している。
全学的に支援する体制を構築する。 に支援する体制の構築の検討を開始す 平成１８年度には伊那市，飯山市，長野市と連携協議会を開催し，担当理事をは

る。 じめ，連携の核となる教員との連携の場を設けた。また，新たな連携の萌芽として，
佐久市及び佐久商工会議所との産学官連携説明会と長野県知事と学長の懇談会を開
催した。

【233】 【233】
県内の他大学等との間で，地域貢献 引き続き，県内の公私立大学等との連 年度計画【20-1】参照。

や単位互換制度等に関する連携につい 携により締結した単位互換制度を円滑に
て協議を進め，合意を得たものから実 実施する。
施に移す。

【234】 【234】
長野県環境保全研究所，大町山岳博 平成１７年７月に大町山岳博物館と研 規程の整備，専任教員の配置，研究部門の見直しによって山岳科学総合研究所を

物館等との研究面での連携を進め，長 究面での研究協力協定が締結された。こ 再構築した。これにより研究に係る機動性が大きく向上し，北アルプス地域におけ
野県の自然環境保護に積極的に協力す れを機に山岳科学総合研究所の在り方の る自然環境の変動と保全・適正利用に関する総合研究を推進することを目的として
る。 検討を行うとともに，広範な山岳科学分 上高地ステーションを設置した。研究拠点設置により山岳科学分野における研究交

野での共同研究内容について検討する。 流に大いに進展が見られた。

【235】 【235】
知的クラスター創成事業の中核的拠 (株)信州ＴＬＯと連携し，知的クラス 平成１４年度から開始した長野・上田地区知的クラスター創成事業についても本

点として独創的な研究活動を推進し， ター創成事業のこれまでの研究成果を地 年度が最終年度となった。５年間の成果実績として，特許出願件数２０２件（当初
地域産業界への技術移転等により産業 域産業界等へ積極的に技術移転等を行 目標２００件），特許審査請求件数４０件（当初目標３２件），商品化・事業化件数
の振興と活性化を図る。 う。 ２１件（当初目標１５件）と当初目標を上回る成果を残すことができた。また，(株)

信州ＴＬＯとの技術移転の取扱いに関する包括契約を締結し産業界へ６件の技術移
転契約を行い，約１４３万円の収入を得た。

さらに，平成１９年度募集の「第Ⅱ期知的クラスター」の採択を目指し，長野県
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テクノ財団と協力しながら新事業推進体制を整備し，提案を行った。

【236】 【236】
研究成果や研究環境を地域・企業等 平成１７年度に設立した長野県大学発 信州大学産学官連携推進本部，地域共同研究センター等の主催により，長野県大

に還元することを目指し，事業化・起 ベンチャー支援ネットワークの活用によ 学発ベンチャー支援ネットワークを活用した，信州大学発ベンチャー企業のシンポ
業化を視野に入れた産学官連携支援施 り，ベンチャー企業の立ち上げを推進す ジウムを３月に工学部において開催し，大学発ベンチャーの創出・育成・支援に務
設を拡充してインキュベーションを推 る。 めた。
進する。 連携協定締結金融機関（４社）にも参加をいただき，起業支援体制をＰＲ，推進

した。
今年度塩尻市に開設した産学官連携支援施設（塩尻インキュベーションプラザ）

と連携し，技術者の養成とベンチャー企業の育成や起業を推進した。
ＳＶＢＬ，イノベーション研究・支援センターの活動として本学学生がベンチャ

ー企業の立ち上げを目指し，２社が起業した。

【237】 【237】
県内財団との連携により産学連携の 長野県テクノ財団等の関係団体との連 参加したイベント等の詳細は年度計画【61】参照。

掘り起こしを促進し，地域と連携した 携により，産学連携を推進することを目
フォーラム，セミナー等を開催する。 的とした産学マッチングイベントに積極

的に参加し，大学の最先端技術シーズな
どの研究成果を発表する。また，毎年開
催している地域連携フォーラムを継続し
て行う。

【238】 【238】
知的財産の保全と活用を一貫して行 長野県テクノ財団，(株)信州ＴＬＯ等 (株)信州ＴＬＯと技術移転の取扱に関する包括契約を締結し，技術移転業務を推

う体制の充実を図る。 と連携を強化しさらに積極的に活動する 進した。その結果，６件の技術移転契約を行い，合計で約１４３万円の収入を得た。
とともに，随時情勢にあった見直しを検 さらに長野県テクノ財団と連携し，知的クラスター創成事業の研究成果の活用を
討する。 図ることとしている。

【239】 【239】
官公庁，地方公共団体等の各種審議 地域連携スタッフ会議を中心に，公共 長野県知事及び産業界と学長との懇談会(平成１９年１月)を通じ公共政策の立案

会や調査活動に積極的に参加し，行政 政策の立案協力等に対する全学的支援方 に協力するとともに，長野県産業振興懇談会及び県内各市の産業振興審議会等に理
の発展・改善に寄与する。 法について検討する。 事・担当者等が出席し公共政策の立案に協力した。

【240】 【240】
個人起業家に専門的・技術的アドバ 長野県大学発ベンチャー支援ネットワ 信州大学産学官連携推進本部，地域共同研究センター等の主催により，長野県大

イスを行って優れたアイディアや発明 ークを活用して，ベンチャー起業の支援 学発ベンチャー支援ネットワークを活用した，信州大学発ベンチャー企業のシンポ
の商品化を支援する。 を積極的に行うとともに，従来から地域 ジウムを工学部において開催し，大学発ベンチャーの創出・育成・支援に務めた。

共同研究センターで行っている創業支援 ＳＶＢＬでは学生向けに起業家育成集中セミナーを開催し，信州大学ＳＶＢＬベ
事業を継続して行う。 ンチャーコンテストを９月に実施した。また，イノベーション研究・支援センター

の活動として学生起業家支援オフィスを開設し，本年度２名の学生が当オフィスに
入居し起業家としての活動を行った。

さらに，地域共同研究センターで従来行っている地域企業からの技術相談（１７
９件）にも取り組み企業への支援事業を継続的に行った。

【241】 【241】
専門職・技術者等の知的要求に応え， 引き続き，産学官連携推進本部におい 平成１９年１月に臨床研究に関する利益相反マネジメント規程及び海外の遺伝資

技術相談，教育相談，セミナー，講演 て定期的に知的財産セミナーや産学連携 源を利用する際の国際ルールに関する勉強会を開催した。「臨床研究に係る利益相
会等を開催する。 に関する講演会等を企画し開催する。 反マネジメント規程」は，１０月に制定した。その他，利益相反マネジメント関連

の諸規程及びポリシーの整備と見直しを行った。
平成１９年３月に医療機器に特化した新薬事法に関する講演会（ＣＲＣ客員教授

講演会）を開催した。その他ＣＲＣ客員教授７名による講演会を開催した。
１１月以降，５回にわたり各学部に研究推進部が直接出向いて講演，相談等を行
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う「一日研究推進部」を開催した。

【242】 【242】
国際交流の統括的支援体制の整備・ 国際交流の総括的支援体制の整備・充 国際交流連絡調整会議を設置し学部との連携を図るとともに，国際交流業務に特

充実を図り，本学の中・長期的国際戦 実を順次図るとともに，引き続き国際戦 化した専任教員を選考し，国際戦略にかかる基本方針策定に資する基盤が整備され
略を構築する。 略ポリシーを策定するための情報収集を た。

行う。 国際交流に関する基本方針を策定するため，他大学や関係機関から国際開発や国
際教育協力についての情報収集を行い学内に公開した。

【243】 【243】
国際交流に当たる職員等の研修プロ 人事研修部門と連携して，国際研修プ ＮＰＯ法人海外留学生安全対策協議会主催の特別セミナー（参加者１名），日本

グラムを作成し，各種研修制度を活用 ログラムについての情報収集を行う。 学生支援機構主催の留学交流研究協議会（参加者１名），留学生担当者研修会（参
した国際交流スタッフの養成を図る。 加者１名）及び国際教育交流協議会主催の国際企画担当職員研修（参加者２名）等

の各種研修を積極的に活用し情報収集を行った。本学独自では開催困難な各種の研
修等を有効に利用し国際交流スタッフの養成を図った。

【244】 【244-1】
教育面での国際交流を量的・質的に ホームページを通じた情報提供や「海 旧留学生センターホームページを国際交流センターホームページに取り込み一

充実させ，留学生の受け入れ及び本学 外留学資料コーナー」を更に充実する。 本化し，英語，韓国語，中国語などの表記を記載するなど充実を図った。
からの海外留学生数を増大させる。ま 海外資料コーナーについては，利用者の利便性を考慮し，利用しやすく工夫し情
た，そのためのバックアップ体制を充 報提供資料を増加させるなど充実を図った。
実させる。

【244-2】
短期の交換留学制度の充実について検 大学間交流協定校との学生交換（受入・派遣）の窓口を国際交流センターに一本

討し，本学の学生には「留学説明会」を 化することを役員会で了承した。
開くなど，留学への動機付けを行う。 海外留学説明会を３回開催し，留学の基礎情報の提供と英語テスト(ＴＯＥＦＬ)

の周知，大学間交流協定校の交換留学制度について説明を行った。
学生の派遣については，オクラホマ州立大学へ６名，ユタ大学へ１３名を派遣した。

学生の受入については，学生交流の覚え書きでは交換人数２名以内のところ，ベ
ルギーのカトリック大 学ルーヴァン校から５名の受入希望があり，全学合意の上
で５名全員の受入を許可した結果，本学学生の国際理解・国際交流に大いに貢献し
ている。

【244-3】
国内の日本語学校などに積極的に働き 国際交流センター教員を中心に積極的に国内の日本語学校（東京･静岡･京都など

かけ，優秀な学生の信州大学受験に協力 の９校）を訪問し，信州大学における留学生制度の説明を実施して就学生の信大受
してもらう。 験を呼びかけた。また日本語学校関係者との懇談会にも参加し，広報に努めた。

【245】 【245-1】
大学間国際交流協定の見直しと活用 戦略的視野に立った上で積極的に協定 研究面での緊密な連携を目指して，インド・ネパール・ロシアなどの大学と協定

を進め，短期留学生の相互受け入れを 締結を進める。 を締結した。
拡大する。 平成１８年１１月１０日現在では，大学間協定３８校，学部間協定２０校である。

平成１９年度より｢信州大学交換留学生プログラム｣を開始することを決定し，そ
の準備作業を行った。

【245-2】
各学部・研究科における短期留学コー 医学部保健学科の豪州カーティン工科大学との短期留学コースの事例を調査･検

スの開設の可能性を調査する。 討し，他の部局でも実施可能なコース開発についてカーティンの関係者と打合せを
行った。

オクラホマ州立大学での７週間コース（参加学生６名），ユタ大学での３週間コ
ース（参加学生１３名）の短期語学留学を企画・実施した。
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【246】 【246】
国際交流施設の拡充について検討す 既存施設の活用による国際交流の推 全学教育機構の教室を利用しての，本学留学生によるボランティア中国語及び韓

る。これに加えて，地域社会との連携 進。また，地域との協力のもとで，留学 国語講座は，市民から好評を得て３年半継続実施している。
・協力のもとで，留学生の生活面での 生の生活面での支援体制を拡充する。 留学生の生活面の支援体制の拡充を図るため，１１月に長野県留学生交流推進協
支援体制を拡充させる。 議会を実施した。

地域の国際交流団体からの各種案内を，ホームページ及びメーリングリストの活
用により留学生への周知を図った結果，イベントへの参加者の増加が見られ募集人
数を上回ったイベントが多く，イベントは盛会に行われ地域との国際交流を図るこ
とができた。

【247】 【247-1】
留学生卒業後のフォローアップ体制 留学生卒業後のフォローアップ体制 国際交流ニュースマガジン発行やその他の情報提供のための本学留学生及び国内

を検討し，実施する。 （データベース構築，信州大学情報の提 ・海外のＯＢ/ＯＧのデータベースは順調に拡大している。
供，国別同窓会の設立など）の確立を図 平成１８年９月９日に韓国において同窓会を企画・実施した。経済学部教員の協
る。 力も得ることができ，２４名の卒業生・元交換留学生などが集まり，近況報告等の

情報交換を行った。

【247-2】
海外同窓会を企画し，情報提供をする。 年度計画【247-1】参照。

【248】 【248】
教員の海外派遣及び外国人研究員の 教員の海外派遣及び外国人研究員の受 国際交流センターのホームページ上に学部（大学院）の学科（専攻）・講座・専

受け入れを増大させる。また，教員の 入れ，さらに教員の国外での研修機会を 門科目名の英語による表記を追加記載した。
国外での研修機会を増大させる。 増大させるための経費，環境面などにつ 学部に研究者の派遣と受入に当っての問題点についての調査を行い，渡航・滞在

いての検討を行う。 費や宿舎の問題や受入に関する手続きの煩雑さをあげた回答が多数あり，引き続き
検討を行うこととした。

「大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育実践支援）」に申請を行い，
教職員の海外派遣計画を策定した。

【249】 【249】
外国人教職員の採用を積極的に進め 最先端分野における若手研究者，特に 外国人教職員の積極的採用に関しては，全学的な基本方針として検討を進めたが，

る。特に，最先端分野において，若手 外国人研究者の採用及び人事の動向につ 制度的な問題点等もあり，それらの検証と，採用のあり方及び教育研究のニーズに
外国人研究者の登用を積極的に進める。いて調査を継続するとともに，国際的な 対応した雇用形態等を引き続き検討する。

人材交流について大学としての戦略面か 若手研究者，特に外国人研究者に関しては，任期を付してプロジェクト等に教員
らの検討を行う。 等としての雇用を可能とする新たな特定有期雇用教職員等就業規則を制定し，平成

１９年度から実施することとした。また，大学院総合工学系研究科の主導により，
本学が提案している「ファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点プロジェクト」
は，まさに本学が戦略的に，若手研究者，特に外国人研究者の育成を推進しようと
する試みである。

これらの試みは，新たに導入された特定有期雇用教職員制度を基礎として実施さ
れる予定であるが，プロジェクトの運用に当たっては，柔軟に対応する予定である。

【250】 【250】
国際学会，国際シンポジウム等の開 「信州大学国際シンポジウム２００６」 山岳科学総合研究所による「山岳地域の自然環境－過去・現在・未来」をテーマ

催を推進し，本学を起点とした研究面 を企画立案し，実施する。 とした「信州大学国際シンポジウム２００６」を開催した。
での国際交流を活発化させる。 日本学生支援機構の経費支援を受けて，繊維学部による「２１世紀先端繊維科学

セミナー」を開催した。

【251】 【251-1】
地域に居住する外国人とその家族， 教育支援のあり方について具体策を検 国際交流センター教員が，松本市中央公民館の関係者等と有効な地域交流ネット

帰国子女に対する教育支援のあり方に 討し，公的機関・ボランティア組織等と ワークづくりに向けての打合せを４回行い企画会議を設置することとし実施体制を
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ついて検討し，公的機関等に対して必 協力して必要な支援を行う。 確立した。
要な支援を行う。 松本市中央公民館の企画により，様々な問題に取り組んでいくための企画会議の

委員７名（本学教員１名）が任命され体制が構築された。企画会議は毎月１回開催
し，現在，具体の課題として「外国籍児童の不就学問題」をテーマに取り組んでお
り，改善に向けた活動の取組に対し委員として支援を行っている。

【251-2】
日本語教育面での支援を重点的に行 松本市中央公民館に対し，日本語ボランティア支援のための講座共催を６月に呼

う。 びかけた。結果，日本語に特化しない支援の取組を開始することとし，松本市中央
公民館の企画により，様々な問題に取り組んでいくための企画会議を設けることと
し委員７名（本学教員１名）が任命され体制が構築された。

企画会議については年度計画【251-1】参照。

【252】 【252】
公的機関や地域団体と連携・協力し どのような国際開発協力活動への参画 ＪＩＣＡを通じて国際協力に参加した教職員のデータベースを完成させ，学内情

て，開発途上国等に対する技術協力や が可能か，情報収集やセミナー参加を積 報配信システムによる閲覧を可能とすることで，国際協力への参加情報を提供した。
教育面での協力を積極的に推進する。 極的に行う。 関連雑誌，他大学，国際協力銀行（ＪＢＩＣ），外務省，ＯＥＣＤからも情報収集

するとともに，学内情報配信システムデータベースに前半期で入手した情報をも併
せて整理し，他部局から参考にしやすいように，国際協力に参加する際の有用情報
をアップロードした。

情報収集以上の成果としては，医学部保健学科教授（中国，コスタリカ，ミャン
マー），同助教授（フィジー）がＪＩＣＡ派遣専門家として参加した。

情報収集，セミナー参加については年度計画【243】参照。



- 103 -

信州大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(３) その他の目標

② 附属病院に関する目標

信州大学医学部附属病院は，大学病院としての使命を認識し，病める人の人権を尊重した先進的医療を行うとともに，次代を担う国際的な医療人の育成を基
本理念として掲げ，この基本理念を実現するために中期目標期間中に以下の重点目標を設定する。
【 附属病院マネジメント改革に関する基本方針 】

中 １) 病院長のリーダーシップを強化し，運営の主体性を明確化する。
２) 救急医療を含む地域医療の充実・発展に寄与する。

【 医療サービスの向上や経営の効率化に関する基本方針 】
１) 医療の質の向上を目指した病院機能改革を推進する。

期 ２) 病院経営の改善と経営面のサポート体制の強化を図る。
３) 安全管理体制と危機管理体制を充実する。

【 良質な医療人養成に関する基本方針 】
１) 新医師臨床研修制度に基づく質の高い医師を養成する。

目 ２) 臨床実習等の教育・研修機能を充実させる。
【 研究成果の診療への反映や先端的医療導入のための基本方針 】

１) 臨床研究の推進と活性化を図る。
２) 診療機能の充実を図り，良質で未来志向型の医療を提供する。

標 【 事務等の効率化・合理化に関する基本方針 】
１) 附属病院の特殊性に配慮した事務組織を構築する。
２) 他大学病院等との連携システムを構築する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【253】 【253】
病院長の専任化を検討し，病院の管 病院長の専任化の実施に向けて規程を 信州大学医学部病院規程の改正案及び信州大学医学部附属病院長選考に関する

理運営の最高責任者として予算執行権， 検討する。 申合せ（案）を作成した。これを受けて，専任の検討が開始された。
人事権などの権限を強化する。

【254】 【254】
救命救急医療体制の重点的整備を図 高度救命救急センターの設置を検討す 平成１９年３月２８日付け厚生労働省から長野県に対し，信州大学医学部附属

る。 る。 病院の高度救命救急センター設置の承認がおりた。
長野県からの指定は，平成１９年４月１日の予定である。

【255】 【255-1】
特定機能病院の機能を充実させるた 医療従事者の配置見直しを実施する。 医療従事者の配置見直しを実施し，患者数に見合った医療従事者を確保するた

め，患者数に対応した医療従事者の配 （診療稼働額に対応した医療従事者の配 め，下記のとおり増員した。
置見直しを行うとともに，保健学科教 置；臨床工学技士（２名），診療放射線技 ・医員（２１名）
員の診療協力の推進を図る。 師（１名），理学療法士・作業療法士（各 ・看護師（３７名）

１名）） ・放射線技師２名，作業療法士２名，言語聴覚士１名，薬剤師２名（有期雇用職
員）

【255-2】
医学部保健学科教員の診療従事対応予 医学部保健学科教員の診療従事対応予算として当初予算に計上した。

算について当初予算を計上する。

【256】 【256】
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診療評価基準を制定し，スタッフの 診療評価を実施する。 毎月開催の科長会に「医療費関係」「患者数関係」「公費負担患者実績」を報告
適正な評価を行う。 し，診療科単位で医療費支出額，診療費用請求額に対する診療費の割合（入外患

者診療単価，患者在院日数，病棟別病床稼働率，校費負担患者実績）について前
年度との比較を行い，病院全体及び診療科の評価を実施した。

【257】 【257-1】
第三者評価機構による病院機能の客 平成２１年度機能評価（更新）に向け 平成２１年度機能評価受審（更新）に対応するための組織が設置され，一部に

観的評価を受ける。 た検討を行う。 ついては稼動を開始した。新外来棟における各種サインについてのＷＧが１９年
４月発足し，機能評価更新を念頭に検討することとなっている。なお，平成１８
年４月に機能評価更新に向けた基調講演会を開催した。

【257-2】
大学病院間における相互チェックを実 平成１８年度は，国立大学医療安全協議会の決定により，大学病院間相互チェ

施する。 ックは実施していない。
なお，平成１９年度は実施すべく検討されている。

【258】 【258】
職員の労働環境の改善及び診療実績 医員及び臨床研修医の処遇改善につい 給与面での処遇改善として，医員の給与を平成１７年度まで日給11,245円，通

に相応しい待遇改善に努める。 て検討を行う。 勤・寒冷地等の手当てを支給していたものを，平成１８年度から年俸３６０万円
（日給17,647円 諸手当込み）とした。

【259】 【259】
経営面における病院長補佐体制の充 経営委員会の助言を基に，基本戦略の 平成１８年３月の病院経営委員会において，平成１８年度の事業計画と収支計

実を図る。 立案及び収益性の向上等，病院の充実強 画の説明を行い，先端医療等の取組における事業計画策定，経営分析室会議のさ
化を図る。 らなる充実等の意見交換があった。それを受け，１１月に本年の収支計画の見直

しを諮るとともに，７：１看護体制移行への状況説明を行い，病院経営収益改善
に資した。

【260】 【260-1】
経費の節減と病院収入の増加に努め， 医薬品・医療材料・検査薬品等につい 競争性を確保した新たな契約方法の検討を行った結果，医薬品において，契約

病院経営の改善を図る。 て競争性を確保した新たな契約方法の調 期間を１年６ヶ月とする契約のために入札を実施し，経済的な価格で契約締結を
査・検討を行い，経費の節減を図る。 することにより，経費の削減が図られた。

【260-2】
増収対策の打ち合わせ会及び調査を実 毎月１回の定例打合せにおいて，管理会計・財務会計等による収支状況や経営

施するために，管理会計による収支分析 指標を提示し病院経営に資している。
資料を用いる。

【261】 【261】
戦略企画室及び経営分析室の体制を 部門別原価計算及び患者別疾患別原価 部門別原価計算は，システムを用いて分析を行っている。患者別疾患別原価計

充実させる。 計算のデータ精度をさらに高め詳細分析 算は管理会計データを用いてＤＰＣ算定及び出来高算定の分析を行った。
を実施する。

【262】 【262-1】
医療事故防止マニュアルの見直し（随 医療事故防止マニュアルの見直しを行 医療事故防止マニュアル見直し案をワーキンググループ等で作成し，リスクマ

時），院内研修会の実施と院外研修会へ う。（随時） ネジメント委員会で検討を行い，見直しは１０項目，新規作成項目は２項目を決
の参加，大学病院間の相互チェックの 定のうえ職員に周知した。
実施及び院内感染対策の充実など，リ
スクマネジメントの強化に努める。 【262-2】

院内研修会の実施と院外研修会へ参加 リスクマネジメントに関する職員研修計画に基づき，１８回の研修を開催し，
する。 延べ1,570名が参加した。また，リスクマネージャーが院外研修に参加した。

【262-3】
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大学病院間の相互チェックの実施及び 相互チェックについては年度計画【257-2】参照。
院内対策を充実する。 上記【262-2】のほか，院内対策として，感染症に対するコンサルトを受けると

ともに，ＩＣＴメンバーと専門医師のカンファレンスを５０回実施した。感染対
策に関する職員研修は１１回開催し，５１０名が参加した。感染予防に関するコ
ンサルトは１７０件あり,早期に対応し感染拡大を防いでいる。院内感染対策の手
引きを改定した。

【263】 【263】
新医師臨床研修制度に基づく研修を， 研修プログラムの検討，見直しを行う。 研修プログラムの見直しを行い，平成１９年度から，Ａプログラム「信州大学

関連病院等の協力を得て実施し，全人 と長野県内関連病院の統一研修」(定員６０名)及びＢプログラム「信州大学２年
的医療のできる質の高い医師を養成す 間のプライマリ・ケア研修プログラム」(定員３０名)の２種類の研修を設定し，
る。 実施することとした。

【264】 【264-1】
卒後臨床研修センター専任の教員・ 研修プログラムを充実する。 年度計画【263】のとおり研修プログラムの見直しを行い，説明会，ホームペー

事務職員を配置し，研修制度の充実を ジ等で広報を実施した。
図る。

【264-2】
専任教員（助教授）の配置について検 卒後臨床研修センターへの専任教員配置の検討は，継続中である。今後，平成

討する。 １９年４月からの特定有期雇用教員制度開始に伴い，この制度の活用による専任
教員の配置が可能か検討する。

【265】 【265】
学外からの実習生，研修生を積極的 広範な職域における研修生の受入れを 実習生及び研修生の受入れは以下のとおりである。

に受け入れる。 行う。 医師１名，理学療法士１３名，歯科衛生士４６名，診療放射線技師２名，薬剤
師２４名，言語聴覚士２名，医療事務２名，合計９０名の実習生を受入れた。ま
た，理学療法士１名，作業療法士１名，診療放射線技師１名，臨床検査技師１名，
薬剤師１名，救急救命士６２名，合計６７名の研修生を受入れるとともに，気管
挿管・薬剤投与研修生として救命救急士８名を受入れた。

【266】 【266】
クリニカルクラークシップなど，医 臨床実習等への積極的な協力を行う。 平成１６年度後学期から，４期に分けて臨床実習ローテーションを組み，臨床

学部と連携して医学教育の充実を図る。 実習への積極的な協力を行った。

【267】 【267】
高度先進医療の開発，臨床への応用 高度先進医療の開発への積極的な臨床 現在，７項目の高度先進医療の研究を推進している。

を推進するとともに，保健医療の進歩 研究を推進する。
発展に資する臨床研究を推進する。

【268】 【268】
大学院医学研究科，医学部及び他学 メラノーマ遺伝子治療の最終解析，メ メラノーマ遺伝子治療の最終解析を行い，その成果について８月に文部科学大

部等との共同研究を推進する。 ラノーマ温熱免疫療法の開発を行う。 臣，厚生労働大臣へ終了報告を行った。
メラノーマ温熱免疫療法については，非臨床試験が終了し，治療の有効性と安

全性が確認された。臨床試験を行うために平成１９年１月に倫理審査申請書を倫
理委員会に提出し，平成１９年３月に倫理委員会先端医療専門小委員会にて第１
回目の審議が行われた。審査は今後もさらに継続して行われる予定である。

【269】 【269-1】
地域医療の中核を担い，かつ高度先 先端医療推進センターを充実する １２月に先端医療推進センター内に先端細胞治療センターを開設した。

進医療を推進できるよう，病棟・中央
診療棟に引き続き，病院診療の根幹を 【269-2】
なす外来診療部門の機能強化と教育研 長野県がん診療連携拠点病院の指定を がん総合医療センターを平成１８年４月に設置した。８月に長野県がん診療連
究活動の充実を図る。 受け，がん総合医療センター（仮称）を 携拠点病院の指定を受けた。

設置する。
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【270】 【270】
経営サポート体制として病院経営分 経営分析室会議を定例化する。 平成１８年度において，経営分析室会議及び戦略企画室会議を定例化した。さ

析担当部門を置く。 らなる機能の強化のため，新たに発足した経営戦略室に両会議を一本化した。

【271】 【271】
医事課栄養管理室は，診療支援部門 臨床栄養部の取組み事項を検討する。 取組事項を検討した。検討結果を受けて，栄養サポートチーム（ＮＳＴ）を立

の一つ（臨床栄養部）として位置付け 上げ，栄養管理加算の算定（５月１日から実施），継続的な栄養指導を実施し，病
る。 態栄養学会での発表を行った。

【272】 【272】
業務内容を見直し，病院事務当直， 病院事務当直の廃止の部分的試行を行 平成１８年１２月２９日から平成１９年１月３日までの期間事務当直不在とし，

医療情報システムの保守・管理などの う。 廃止に向けて試行を実施した。
外部委託を推進する。

【273】 【273】
物品共同購入システムを構築し ，経 引続き関東甲信越地区国立大学医学部 平成１８年１１月の関東甲信越地区国立大学医学部附属病院管理課長会議にお

費の節減を図る。 附属病院管理課長会議において検討する。いて，その他事項として引き続き検討していくこととなった。その他事項で医薬
品・医療材料の共同購入システムについて審議され，北陸３大学での共同購入実
績及び先行大学の契約方式を参考に検討することが決定している。

【274】 【274】
医療情報システム共同開発体制を構 近隣の大学（山梨大学）との共同開発 近隣の大学（山梨大学）との共同開発が可能かどうか調査を行ったが，システ

築し，経費の節減を図る。 が可能な事項があるか調査・検討を行う。ム導入時期，経費等が異なるため困難であるとの結論になった。共同開発の調査
・検討は取りやめ，平成１９年度以降は本院独自に開発を行うこととした。

【275】 【275】
人事交流システムを構築し，人事の 人事交流計画の推進を図るため人事交 人事交流計画推進員会の設置について，院内の部課長会議で検討したが１８年

活性化を図る。 流計画推進委員会の設置を検討する。 度は設置できなかった。設置について今後も検討していくこととした。
事務の効率化を図るため，１２月に病院内措置により経営企画課の３係（経営

企画係・予算係・経営管理システム係）を統合して経営戦略室を設置した。
また平成１９年度は国保依田窪病院との人事交流（看護師１名）を計画してい

る。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(３) その他の目標

③ 附属学校に関する目標

【 大学・学部との連携・協力の強化 】
１) 学部の教育研究の発展に資するために，学部・附属学校間の共同研究を積極的に推進する。

中 ２) 教育実習を始めとする教育臨床経験の場を整備する。
【 学校運営の改善 】

期 １) 学級規模の適正化をふまえ，新しい教育課題に対応するための方策を検討する。
【 附属学校の目標を達成するための入学者選抜の改善 】

目 １) 新しい教育課題への対応に伴い入学者選抜の見直しを図る。
【 公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修 】

標 １) 現職教員の研修活動を積極的に支援する体制を整える。
【 地域の教育的課題に対応する先導的な教育方法 】

１) 附属各校での実績を活かし，地域の教育的課題に対応する先導的で効果的な教育方法の開発を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等

【276】 【276】
学部・附属教員共同による実践的な 前年度までの成果を踏まえ，研究組織 前年度の成果を踏まえて，５月に「学部附属共同研究会」を実施した。計１２部

研究の質を高めるために，学部・附属 や研究テーマの立て方，研究の進め方， 門に分かれて共同研究についての計画が話し合われ，計画に基づいて実践し，その
学校相互での授業や実践研究を通して 報告の仕方等を検討し，新たな学部・附 成果は報告書として公表した。
成果をあげ，その成果報告書を年度ご 属共同研究のあり方を実践的に探究す
とに公表する。 る。

【277】 【277】
「教育参加」「学校教育臨床基礎」「学 平成１７年度に新設した「教育臨床基 「教育臨床基礎」については，２回（前期１回，後期１回）のリフレクション演習

校教育臨床演習」「事前・事後指導」「基 礎」及び「教育臨床演習」におけるリフ を実施した。その結果，学生は，自己の経験について省察することができ，さまざ
礎教育実習」「応用教育実習」など，臨 レクションの改善充実を図るとともに， まな臨床経験の場における多様な体験を省察とつなげることができた。また，学部
床経験科目相互の系統性を強め，カリ 新設できなかった「地域教育演習Ⅱ」を 教員が，省察の場に立ち会うことによって，学生の省察を促すことができた。そし
キュラムの系統化を図る。 ２年次に開設する。 て，「教育臨床基礎」最終レポートの「臨床経験リフレクションシート」では，Ｉ

ＮＴＡＳＣスタンダードの１０観点から自己の１年間の経験を省察した。１年次生
のときから教員スタンダードに基づいて省察することによって，教育学部で何を学
べばよいのか，学生に方向性を与えることができた。「地域教育演習」については，
松本市教育委員会と連携し，昨年度から開講した「地域教育演習Ⅰ」を本年度も開
講した。小学校８校，中学校４校の計１２校に，延べ９２名の学生を派遣した。そ
の結果，松本で学習している１年次生が，「教育臨床基礎」での松本附属学校園に
おける臨床経験に加えて，地域と連携しながら公立学校で実習できる機会を提供す
ることができた。さらに，派遣した学生には最終レポート「とまどいを感じた場面
とその対応」を課した。

【278】 【278】
附属小学校及び附属中学校の学級規 小学校に引き続いて中学校の周辺校の 附属学校の規模の適正化に向けての取組はこれまでも課題として行ってきてい

模の適正化を図る。 学級規模状況等について調査し，附属学 る。今年度は，１１月に提示された附属学校職員人件費削減要請を受け，年度末に
校の将来構想の進捗状況と関連付けて検 向けて具体的な案を策定した。
討する。

【279】 【279】
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少人数学級，習熟度別指導，不登校 平成１７年度に引き続き，附属長野中 年度計画の内容を附属長野中学校３学年６クラス全てで実施した。５月に公開研
児童生徒支援等の教育課題に対応させ， 学校において英語科，数学科の授業を各 究会を開催しその成果について発表した。
教育内容や方法について教育研究を実 １学年選択し，それを対象にして少人数
践する。 学級編成による学習指導を実施し，効果

的な指導の在り方を追究する。

【280】 【280】
附属幼稚園・附属松本小学校・附属 附属幼稚園・附属松本小学校を一体化 「学びをつなげる子ども」をテーマに，附属幼稚園・附属松本小学校の接続及び

松本中学校を一体化した附属学校園を した「附属松本初等教育学校」の設立を 一体化を目指す研究を重ねてきた。各校園内研究だけでなく頻繁な幼小合同研究会
めざし，施設設備やカリキュラム，教 めざし，幼小の研究チームを組織して実 を開催し討議を重ねることにより相互の理解が一層深まり，研究は大きく前進した。
員組織を検討し，その具体化を試みる。 践研究に着手し，カリキュラム，教員組 幼小連携研究の推進に加え，附属松本中学校家庭科の幼稚園での交流授業，さらに

織の検討を進める。 附属松本中学校と附属松本小学校両校での「総合的な学習の時間」を軸とする交流
授業が実施されている。これらは「松本初等教育学校」構想実現に向けての具体的
・先行的な取組である。

【281】 【281】
附属特別支援学校の児童・生徒の障 北陸地区附属養護学校の中で，児童・ 児童・生徒の障害に即した基本的生活習慣等の日常訓練や指導のための施設を有

害に即した基本的生活習慣等の日常訓 生徒の障害に即した基本的生活習慣等の しない養護学校は北信越地域では同附属学校のみであることから，広めのスペース
練や指導のための施設を含めた環境づ 日常訓練や指導のための宿泊施設及び基 の取れるプール近くの場所への設置要求を検討した。
くりを行う。 本的生活習慣の訓練施設を唯一持たない

本附属養護学校は当該施設の実現を図る
ために概算要求の準備をする。

【282】 【282】
新しい教育課題に対応するため，通 平成１８年度入学生保護者を対象に生 市町村合併が進んでいることから，通学区地域の市町村合併の状況をはじめに確

学区や入学者選抜方法等の見直しを行 徒募集に関するアンケートを実施し，結 認した。今年度は市町村合併に伴う学区などの変更は無かった。過去の応募者の状
う。 果の分析を資料としてまとめ，過去５年 況と応募者の出身地域の情報を元に入学者選抜方法等の改善について分析を行っ

程度の応募者の人数・出身地区の推移や た。入学者選抜方法については，今後，学級数の変更の必要性などの状況を考慮し
通学区及び入学者選抜方法等の見直しに て，検討することになった。
資する資料とともに整備する。

【283】 【283-1】
教育委員会との連携を図り，研修教 現職教員１０年経験者研修等につい 中期計画に基づき，生徒指導研究・教科別授業研究・教材研究などについて，現

員を積極的に受け入れ，学部教員の指 て，各附属学校園公開研究会を中心に臨 職教員１０年経験者研修を学部担当教員の指導のもとで実施した。本年度は学部２
導のもとで実践 的研修を行う。現職教 床研修の場を提供する。また，長野県教 年次生の教育臨床演習のリフレクションの場にも出席してもらい，リフレクション
員１０年経験者研修等についても臨床 育委員会等と連携し，研修対象者を５年 の討議にも積極的に参加してもらうこととした。また，研修教員に附属６校園の公
研修の場を提供する。 経験者等へと広げていく。 開研究会への参加も呼びかけ，多くの研修教員が参加した。長野市５年経験者研修

については議論を継続している。

【283-2】
平成１６・１７年度に引き続き，長野 本年度も長野県教育委員会との合意に基づき，附属学校園に１２名の研修教員を

県教育委員会との合意に基づき，附属６ 受け入れた。学部担当教員の指導のもと，所属する附属学校園に臨床経験の場を持
校園で長野県教育委員会から派遣された ち，１年間にわたる研修を行った。その成果は，平成１９年３月９日に実施された
研修教員を受け入れる。 研修教員終了式に先立ち，各教員より報告された。

【284】 【284】
各学校園での先導的研究を公開授業 長野地区，松本地区それぞれの附属学 両地区で先導的教育について研究を行った。その成果は附属松本中学校（５月），

研究会において公表する。 校園において先導的教育研究を行い，公 附属養護学校（１１月），附属長野中学校（５月），附属幼稚園・附属松本小学校（１
開する。 １月），附属長野小学校（１１月）で開催した研究会において公開すると共に，そ

れぞれの内容を研究紀要にまとめた。

【285】 【285-1】
学びの連続性を重視した学年間や， 「附属松本初等教育学校」の設立をめ 「附属松本初等教育学校」の設立を視野に，幼小接続・連携のための合同研究会
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幼―小，小―中間に連続するカリキュ ざし，幼－小間をつなぐ具体的なカリキ を開催した。その内容については公開研究会で発表した。
ラムの開発，ノーマリゼーション理念 ュラム開発のため，附属幼稚園と附属松
に基づいた小・中・特別支援の交流・ 本小学校とで４年間の共同研究に着手
協同のカリキュラム開発を行う。 し，その成果を公開研究会で公開する。

【285-2】
附属長野３校においては従前から，と 附属長野３校ではノーマリゼーションの理念の育成を図るため，小中学校生徒と

もに学び，ともに育つ学習が成立するよ 附属養護学校生徒との交流学習を進めている。
うな交流学習のカリキュラムを実践して
いる。平成１８年度も附属長野中学校と
附属養護学校間において，特別活動及び
生活単元学習のカリキュラムの中で，日
常的なかかわりも含めた協働の学習とノ
ーマリゼーション理念の育成を行う。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項等

○教育方法等の改善に向けた取組 (１)医学部
１．全学教育機構の発足による教養教育体制の充実 「生命を育み救う信州医療ワールドの人材育成－地域医療人育成センターを中核

平成１８年４月より，本学の教養教育を専門に担当する全学教育機構が発足した。 とした医師の分野別偏在解消のための卒前・卒後・生涯一貫研修－」が医療人ＧＰ
本学は分散キャンパスであり，従前は委員会制により教養教育の運営を行っていた。 に採択された。また，「地域医療人育成センター」を新設し，卒前・卒後・生涯研
全学教育機構の設置により，教養教育実施の責任体制が構築された。 修を通じた一貫性のあるプログラムを作成し，分野別偏在解消とその前提となる地

全学教育機構では，新入生全員が一堂に会して，学問分野をクロスさせながら学 域医療を担う人材の育成を長期的視野により行う準備を整えた。
習し，基礎力・人間力を身に付けるための教育を行う。 (２)工学系研究科

平成１９年４月よりオフキャンパス・夜間開講による「大学院高度ものづくり専
２．環境マインド育成の全学的展開 門職コース」を設置し，社会人学生の受入等，教育の拡充を行うこととなった。講

「環境マインドプロジェクト」に基づき，全学教育機構における環境関連科目を 義は塩尻市，諏訪市，飯田市でも開講し，地域の産業を担う社会人を教育し，地域
充実して全学生必修とし ， 環境マインドを持つ人材育成を図った。 企業人の育成を行う。特に塩尻市においては，同市設置のインキュベーション施設

本学では，工学部が平成１３年に国公立大学としては初の環境ＩＳＯ１４００１ で最先端の組込システム設計開発技術者の育成を全県的な産学官連携により行う。
の認証を取得し，平成１７年には教育学部が同認証を取得しており，これらを通じ (３)農学研究科
て得たノウハウを活用して全学的なエコキャンパスの構築に取り組んでいる。その 派遣型高度人材育成プランに採択された「長寿長野を支える機能性食品の開発人
結果，平成１８年度は農学部及び繊維学部において環境ＩＳＯ１４００１の認証を 材養成－地元企業と連携した高度専門技術と経営感覚の統合教育－」により，地域
取得した。ＩＳＯ認証取得に当たっては，ＩＳＯ学生委員会が中心となって活動を の機能性食品企業へ学生を派遣し，発想から販売までの広い視野と経営感覚を持つ
行い，学生の環境マインド育成に多大な成果があった。６月には日本初となる環境 機能性食品高度技術者の育成を行っている。
ＩＳＯ学生委員会全国大会を工学部において開催した。また，工学部は平成１８年
度に地球環境大賞及び日本環境経営大賞を受賞し，本学の環境活動についての取り ５．ＧＰの獲得に向けた戦略的取組
組みは対外的に高い評価を受けている。 各種ＧＰ等への積極的な申請を行い，ＧＰを平成１８年度は６件獲得した。

ＧＰ等獲得率向上に向けて「学内版ＧＰ」を継続し，部局における取組の充実を
３．ＩＣＴの推進による自立的学習の支援 図った。平成１８年度のヒアリング件数は２４件である。なお，学内版ＧＰは，次

本学は学習支援と，教育の質を保証するため，ＩＣＴを活用した教育を推進して の長期的な戦略的意図の下に実施している。(i)部局の教育の質の向上につなげる。
いる。 (ii)魅力的な教育を行うことにより，志願者数増加を図る。
(１)教育の質保証プロジェクト

多様な入学生に，単位制度の実質化を図り，きめ細かな学習指導を行うことによ ○学生支援の充実に向けた取組
って教育の質を確保し，自ら主体的に学び，学び続けられる人材を育成するために， １．学生支援体制の充実
ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇを積極的に活用した学習体制を構築している。各部局は，学 (１)学生総合支援センターの設置
部の特質に合わせた総計約５００科目のｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇコンテンツを作成し 平成１８年４月１日に学生総合支援センターを設置し，学生を総合的に支援する
た。この取組は，文部科学省の「現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム」に採 窓口を強化した。また学生サービス体制の向上を図るため，学生支援課長の公募を
択された。 実施した。
(２)信州大学ユビキタスネットワークシステムの導入 (２)キャリア・サポートセンターによる就職支援の強化

分散キャンパス間を接続する教育研究用ネットワークの更新の準備を行い，教職 学生の就職支援組織を強化するために，就職情報室を改組してキャリア・サポー
員・学生とも容易に利用可能なシステム「信州大学ユビキタスネットシステム（Ｓ トセンターを設置した。同センターの設置により，就職相談，就職ガイダンス，求
ＵＮＳ）」を平成１９年３月より順次導入を開始した。分散キャンパス間で行う本 人開拓等の就職支援活動が前年度と比較して大幅に充実した。その結果，平成１８
学の教育研究にとって，メリットが大きいシステムであり，時空を超えた教育コン 年度の就職相談件数は前年比７４９件増加し，1,232件となった。
テンツの有効利用への道を拓くものである。
(３)信州大学テレビ ２．学生の心身両面の健康サポート体制の充実

１０月に全国の大学に先駆けて㈱テレビ松本と共同で「信州大学テレビ」を開局 学生の心身の健康管理を充実させるために，相談体制を充実するとともに，学部と
し，地域社会に向け放送を開始した。本学では，この活動の支援と教育プログラム 健康安全センターが緊密に連携できる体制を構築した。
としての整備を進めた結果，半年間で学生の番組制作３チームが計１１９番組の放 (１)相談体制の強化と全学一丸の取組
送実績をあげた。学生によるテレビ番組制作という手法により，学生のマスメディ 学生相談業務担当教職員の資質向上のための講演会や連絡会を開催するととも
ア情報発信に関する技術や資質を大きく向上させることができた。現在、関連する に，情報交換と問題共有を図った。
授業を開講する準備をしている。それにより，マスメディアを活用した実践教育の 旭キャンパス以外の新入生に対して，全学教育機構教員がクラス副担任となり，
展開を図っている。 １年次の修学指導及び学生生活相談等に迅速に対応できる体制を構築した。

(２)学生への指導による問題の早期把握と予防
４．地域との連携による高度専門職業人育成の取組 新入生を中心としたメンタルヘルス・スクリーニングを実施するとともに，不登

本学では高度専門職業人の育成のため，様々な教育上の取組を行っているが，特 校学生に対する対策として，夏季休業前に長期欠席学生の実態調査を行い，長期欠
に地域との連携により，平成１８年度は以下の特色ある人材育成プログラムを推進 席学生に対して修学指導や生活相談等を実施した。
した。 これらの取組により，平成１８年度は休学者２０６名（前年比２４名減），退学

者１２５名（前年比１５名減）と改善した。
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○研究活動の推進と支援に関する取組 ○社会連携・地域貢献・国際交流の推進に関する取組
１．研究活動推進のための組織的な支援 １．大学等と社会の相互発展を目指す活動
(１)研究推進部の設置 (１)自治体等への全学的支援体制の整備と拡大

担当理事の下で業務の機能的・効率的な推進を図るために，平成１８年４月より， 平成１８年度は伊那市、飯山市、長野市と連携協議会を開催した。長野県教育委
従来の総務部研究推進課を改組し，研究推進部を設置した。 員会とは連携協定を締結した。
(２)教育研究資源の戦略的配分 (２)地域連携オフィス

人件費のポイント制導入を機に、若手教員の昇格人事等に戦略的に使えるポイン 人文学部に地域連携オフィスを設置し、地域と大学との交流及び連携の窓口とし
トを確保した。また，学長のリーダーシップにより，大学の特色を活かした事業展 た。人文学部は安曇野市と連携協定を締結し、積極的に地域の自治体等との共同研
開を可能とするための学長裁量経費を確保した。重点項目の達成及び特色ある計画 究を展開した。
を戦略的に措置するため，教育・研究プロジェクト，教育・研究基盤設備整備に対 (３)市民，地域他大学学生への授業開放
し，学長裁量経費による予算配分を実施した。 平成１３年度から開始した市民開放授業は６年目となり，平成１８年度のアンケ
(３)若手研究者の養成 ート調査結果においては，満足度は高かった。また，平成１７年度に締結した長野

次世代を担う若手研究者の萌芽的研究の育成支援を目的として，若手研究者萌芽 県内大学間の単位互換協定を発展させ，大学院の単位互換へ拡大する協定を締結し
的研究支援事業の募集要項を定め，募集を開始した。 た。また県内大学の連携による初のイベントとして，ＧＰフォーラムを開催した。

山岳科学総合研究所では，実践的フィールドワークを奨励し，次代を担う若手研 (４)食と緑の科学資料館
究者の養成を目的とした「信州フィールド科学賞」及び「信州フィールド科学奨励 農学部では，地域連携の拠点として「食と緑の科学資料館」の開設を目指し，寄
賞」を制定し，選考の結果３名の受賞者があった。 付金等の資金調達を行った。その結果，同館は１１月に着工し，平成１９年５月に

オープンする運びとなった。同館は，大学が集積してきた動植物資料の展示等を行
２．世界的研究拠点を目指して い，農学についての社会教育や生涯教育の地域拠点となることを目指している。
(１)２１世紀ＣＯＥプログラムの総括と後継取組の推進

２１世紀ＣＯＥプログラム「先進ファイバー工学」の最終年として，最終成果 ２．地域特色を活かした産学官連携事業の推進
報告会等のための国際シンポジウムを開催した。 本学は地域産業界との強固な連携を目指し，産学官連携事業を積極的に推進した｡

また，５年間の研究成果をさらに発展させるため，後継取組としてグローバ (１)大学の「知」の地域企業への積極的な提供
ルＣＯＥの採択に取り組んだ。特に同プログラムの世界的な展開のため，海外 イノベーション・マネジメント専攻は長野県工業会の依頼により，技術経営に関
２１の繊維関連拠点大学との姉妹校提携締結，国際公募・テニュア制による「若 する教育コースを県内製造業の幹部向けに開講した。他に，中小企業基盤整備機構
手研究者の自立的研究環境整備促進」プログラムへの応募，国際会議・講演会 ・中小企業大学校との共催により，全国の中小企業経営者・経営幹部を対象に「中
の開催，先端融合イノベーション創出事業との連携による海外調査等，グロー 小企業軽井沢サマースクール２００６ 地域企業の新時代を拓く」を開講した。ま
バルな戦略に基づいて取組を行った。 た，イノベーション研究・支援センターとの共催により県内の企業向けに経営関係

以上の成果を取りまとめ，「平成１９年度グローバルＣＯＥプログラム」への の講義を新規開講し，３７回の公開講座に延べ1,033名が参加した。
応募を行った。 地域共同研究センターは，１７９件の地域企業からの技術相談を行う等，企業へ
(２)長野・上田地域知的クラスター創成事業の総括 の支援事業を継続した。

文部科学省の「長野・上田地域知的クラスター創成事業」によるナノテクノロジ (２)地域連携フォーラム２００６
ー関係研究成果及び経済産業省の「産業クラスター計画」関係研究開発事業につい 本学と地方自治体，地域企業，他大学との連携について，その意義と効果を紹介
て，「合同成果発表会２００６ ｉｎ信州」を６月に開催した。また，最終事業年度 し，交流することで，今後の産学官連携と地域活性化を模索する場として，地域連
の成果報告会として「長野・上田地域知的クラスター創成事業報告会」を平成１９ 携フォーラムを開催した。
年３月に開催した。 (３)地域企業のイノベーション創出の支援

平成１９年度第２期クラスター事業に応募し，事業内容・地域の絞込みや重点的 信州大学イノベーション研究・支援センターは，「信州イノベーション大賞」に
な研究支援に向けて準備を進めている。カーボン科学事業，スマートデバイス科学 より，長野県内の企業・団体・個人を表彰し，これを周知することにより地域企業
事業は，２期目の知的クラスター事業獲得に向けて研究成果を取りまとめ，更なる のイノベーションの創出を推進している。平成１８年度は５件を採択した。
展開を推進した。 (４)大学発ベンチャー起業の支援
(３)熟年体育大学 サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーでは学生向けに起業家育成集

熟年体育大学は，松本市と医学部の共同プロジェクトとして，地域の中高年の運 中セミナーを開催し，ベンチャーコンテストを実施した。さらに，イノベーション
動不足解消と生活習慣病対策を指導するために開設された。さらに附属病院の先端 研究・支援センターは学生起業家支援オフィスを開設し，本年度２名の学生が同オ
予防医療センターと連携して，予防医療を推進するための体制を整備した。開設以 フィスに入居し起業家としての活動を行った。また，産学官連携推進本部，地域共
来，約 2,500 人が卒業した。得られたデータを遺伝子レベルで解析し，このプロジ 同研究センター等の共催により，長野県大学発ベンチャー支援ネットワークシンポ
ェクトを国際的に展開させるため，グローバルＣＯＥに申請を行った。 ジウム「信州大学発ベンチャー大集合」を開催した。
(４)信州のフィールドを活かした山岳科学研究の推進

山岳科学総合研究所については，専任教員の配置，研究組織の見直しを行い，新 ３．国際交流，国際貢献の推進のための組織的取組
しい学問領域「山岳科学」の世界的な研究拠点となることを目指し，山岳及びそれ (１)学生の留学の推進
に連なる里山における自然と人間の相互関係に関わる諸課題の解決を目指し，総合 本学の学生を欧米の大学へ正規学生として派遣し，帰国後に本学及び我が国の高
的かつ学際的な研究を推進した。 等教育の改善と国際化のための「高等教育課程アドバイザー」として参画・寄与さ

せる「高等教育アドバイザー派遣プログラム」が「大学教育の国際化推進プログラ
ム」に採択された。派遣学生の募集を行い，平成１９年度に派遣する。
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(２)留学生卒業後のフォローアップ体制の確立 本院及び関連病院の指導医を対象として，厚生労働省の「医師の確保に係る
本学留学生及び国内外の卒業生のデータベースを充実させると共に，「国際交流 指導医講習会指針」に基づくワークショップを年 1回開催している。

ニュースマガジン」の配信やその他の情報提供を行った。また，国別同窓会を企画
し，最初の試みとして韓国同窓会をソウルにおいて開催し，２４名の卒業生・元交 ［研究］
換留学生などが出席した。 本院では高度先端医療の研究を推進しており，平成１８年度は以下の研究実
(３)国際シンポジウムの開催 績(例)があった。

以下のシンポジウムを開催した： 現在，７項目の高度先進医療の研究を推進している。（年度計画【267】）
１）山岳科学総合研究所による「山岳地域の自然環境－過去・現在・未来」をテー 年度計画【268】のとおり，メラノーマ遺伝子治療の最終解析及びメラノーマ

マとした「信州大学国際シンポジウム２００６」 温熱免疫療法の開発を進行中である。
２）２１世紀ＣＯＥ国際特別講演会（３回実施） また，心血管疾患に対する骨髄幹細胞による再生療法，遺伝子療法を実施し
３）信州大学・ノースカロライナ州立大学・マンチェスター大学の三極シンポジウ た。

ム（共催）
４）「第１０回 日・欧複合材料シンポジウム」 (２)質の高い医療の提供のために必要な取組
５）２１世紀ＣＯＥ最終成果報告会並びに，４名の海外招待者による国際シンポジ ○医療提供体制の整備状況

ウム 年度計画【255】のとおり，医員（２１名），看護師（３７名）をはじめとす
６）教員養成ＧＰ活動としての「第２回 教員養成国際シンポジウム」（各国の教 る医療従事者の増員を実施した。また，年俸制教員，特定有期雇用教員制度を

師を招いた研究成果の発表会） 導入増員し，教員層の充実を図った。
先端細胞治療センターを１２月に設置し，臓器移植・再生医療工学において，

本学独自のトランスレーショナル・リサーチを行う臨床の場を構築し，難治疾
○附属病院，附属学校の機能の充実 患治療のさらなる推進を確かなものにした。移植医療センターを７月に設置し，
１．附属学校園 移植医療の一層の推進を行うため，各診療科間の連携を強化した。人工内耳セ
(１)附属幼稚園・附属松本小学校の接続及び一体化を目指した取組 ンターを９月に設置し，手術後の個別のリハビリテーションプログラムの提供

「学びをつなげる子ども」をテーマに，附属幼稚園・附属松本小学校の接続及び 等を行っている。
一体化を目指す研究を重ねてきた。幼－小間をつなぐ具体的なカリキュラム開発の セカンドオピニオン外来を１０月に開設し，平成１８年度は２３件実施した。
ため，附属幼稚園と附属松本小学校の共同研究を行い，その成果を公開研究会で発 全国で十数台目という，３テスラーのＭＲＩ装置を導入した。中枢神経系疾
表した。 患，上腹部，骨盤部領域において高画質な画像を臨床現場に提供できるため，
(２)教員養成ＧＰへの協力 高い診療効果を得ている。

教育学部が平成１７年度に開始した教員養成ＧＰについて，臨床経験科目の実施
に当たり，学生の受入・指導等に協力した。 ○医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備状況

年度計画【262-1】，【262-2】，【262-3】のとおり，安全管理体制の整備を実施
２．附属病院 した。各医療従事者は事故防止について常に意識しているが，本院ではマニュ
(１)質の高い医療人育成や臨床研究の推進等，教育・研究機能の向上のために アルと研修を充実することで，安全管理体制を確かなものとしている。
必要な取組 「医療事故防止マニュアル」及び「院内感染対策の手引き」の見直しを行い，
○教育や臨床研修推進のための組織体制の整備状況 改定を行うとともに，「抗菌材使用マニュアル」を作成した。

年度計画【266】のとおり，臨床実習への積極的な協力を行った。 リスクマネジメントに関する職員研修を１８回開催し，延べ 1,570 名が参加し
若手医師の育成のため，専門医となった後の，臨床研究，海外留学，指導能 た。リスクマネージャーが院外研修に参加し，研修の質の向上を図っている。

力向上等について附属病院全体でキャリアアップをサポートしている。例とし 感染症について，コンサルトを受けるとともに，ＩＣＴメンバーと専門医師
て，医師，看護師のスキルアップのため，最新のシミュレータを整備した研修 のカンファレンス，感染対策に関する職員研修を開催し，感染症予防体制を強
センター設置の準備を行い，平成１９年度には専任職員を配置した「先端医療 化している。
教育研修センター」を開設する。また，「看護研究室」を設置する。

○患者サービスの改善･充実に向けた取組
○教育や研究の質を向上するための取組状況 年度計画【271】のとおり，栄養サポートチームを立ち上げ，栄養管理加算の
［教育］ 算定，継続的な栄養指導を実施した。

年度計画【263】のとおり，臨床研修プログラムの見直しを行い，「信州大学 医療福祉支援センターに１０月から職員を配置してがん相談を開始し，平成
と長野県内関連病院の統一研修」及び「信州大学２年間のプライマリ・ケア研 １８年度は１１６件の相談を行った。
修プログラム」の２つを設定し，平成１９年度から実施する。 新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）入院中の新生児の様子を，携帯電話内臓のカ

卒後３年目からの専門（後期）研修は，専門医資格取得までの研修を各診療 メラで静止画や動画を撮影し，家族の携帯電話に送信するシステムを６月から
科の専門医研修プログラムにより行っている。各診療科に所属して医員として 開始した。
専門研修を行う以外に，内科と外科はそれぞれ総合研修コースを設けている。 小児科，看護部，院内学級，医療情報部が連携し，無菌病室で長期にわたり
研修医を対象として，院内外の講師によるセミナーを年間３０回程度実施して 外部と隔離された子どもたちが，インターネットを介して，自宅，院内学級と
いる。さらにセミナーの内容は，関連病院にはインターネットによる遠隔セミ 交流可能なシステム「ｅ－ＭＡＤＯ」を構築し，「第6回インターネット活用教
ナーとして配信している。 育実践コンクール」にて内閣総理大臣賞を受賞した。
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○がん・地域医療等社会的要請の強い医療の充実に向けた取組 ○地域連携強化に向けた取組
４月にがん総合医療センターを設置し，県内及び全国レベルでのデータ活用 年度計画【265】のとおり，学外の地域医療機関からの実習生及び研修生を受

を目的とした院内がん登録や，緩和ケアチームの活動を開始した。８月には長 け入れた。
野県がん診療連携拠点病院の指定を受けた。平成１９年２月に，県内がん診療 地域との連携を強めるため，長野県第五次医療計画策定委員会や地域医療対
連携拠点の６病院，長野県，医師会の代表者等により，県内の医療レベルを向 策協議会などに病院長が委員長あるいは副会長として参加し，さらには多くの
上させ，協力体制を一層確かなものとすることを目的とし，長野県がん診療連 医療スタッフが委員として参加している。
携協議会の初回会議を開催した。（年度計画【269-2】） 医療福祉支援センターの職員を４名から６名に増員し，長野県内52病院，27

年度計画【254】のとおり，高度救命救急センター設置の準備を行った結果， 医師会をスタッフが訪問し，患者紹介，逆紹介，退院支援等について意見交換
平成１９年４月１日に長野県から指定される予定である。 を行い，地域医療連携の強化を図った。

(３)継続的・安定的な病院運営のために必要な取組
○管理運営体制の整備状況

年度計画【253】のとおり，病院長の専任化に向けて，規程改正案を作成し，
検討を開始した。

事務の効率化のため，経営企画係・予算係・経営管理システム係を統合して
経営戦略室を設置した。（年度計画【275】）また，経営分析室会議及び戦略企画
室会議を経営戦略室に一本化し，機能強化を図った。（年度計画【270】）

また，専門家による職員の研修を定期的に実施している。
さらに，昨年に引き続き内科系，外科系節減ワーキングの活動が成果を上げ

ている。
医員の処遇改善として，医員の給与を日給制から年俸制に変更した。（年度計

画【258】）

○外部評価の実施及び評価結果を踏まえた取組状況
年度計画【257】のとおり，平成２１年度機能評価受審（更新）に対応するた

めの組織の設置，基調講演会開催等を行った。また，機能評価更新に向けて，
新外来棟における各種サイン検討のＷＧを１９年４月に発足する。

○経営分析やそれに基づく戦略の策定･実施状況
年度計画【259】のとおり，病院経営委員会による事業計画と収支計画に対す

る意見を踏まえ，収支計画の見直し，７：１看護体制移行等を検討し，病院経
営の改善を図った。
また，年度計画【261】のとおり，経営戦略室，診療録管理室が中心となって
部門別原価計算及び患者別疾患別原価計算を行っている。

地域における本院の疾患別患者数及び医療費を分析し，年度計画に反映させ
た。

○収支の改善状況
年度計画【256】のとおり，毎月の科長会で医療費支出額，診療費用請求額に

対する診療費の割合について前年度との比較を行い，病院全体及び診療科の評
価を実施した。さらに，毎月開催の統括医長会，病院長とコメディカルとの懇
談会においても説明を行い，収支改善意識を定着させた。

年度計画【260】のとおり，医薬品の契約方法を見直し，経費を削減した。毎
月１回の定例打合せにおいて，管理会計・財務会計等による収支状況や経営指
標を提示し病院経営に資している。

平成１８年度は，以下のとおり診療報酬請求額，入院診療単価等が増加する
等，平成１８年度診療報酬の－ 3.16％改定にもかかわらず収支改善を図った。

収支の改善状況 H17年度 H18年度 増減率
診療報酬請求額 14,859,699千円 15,387,120千円 (3.55％UP)
入院診療単価 48,851円 49,213円 (0.74％UP)
医療比率 39.57％ 37.5％ (2.07％削減)
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額

４３億円 ４３億円 実績なし

２ 想定される理由 ２ 想定される理由

運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等に 運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等によ
より緊急に必要となる対策費として借り入れす り緊急に必要となる対策費として借り入れするこ
ることも想定される。 とも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

病院の再開発及び特別医療機械設備に必要と 病院の再開発及び特別医療機械設備に必要とな 病院の再開発に必要となる経費の長期借入に伴い，本学
なる経費の長期借入れに伴い，本学病院の敷地 る経費の長期借入れに伴い，本学病院の敷地及び の敷地について，担保に供した。
及び建物について，担保に供する。 建物について，担保に供する。

工学部学生寄宿舎の土地の一部（長野県長野
市若里5-15，約1,022.58㎡）及び若里宿舎の土
地の一部（長野県長野市若里5-16,約745.39㎡）
(計,約1,767.97㎡)を譲渡する。

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は，教育 決算において剰余金が発生した場合は，教育研
研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究診療の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 実績なし
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・ 予定額 財 源 施設・ 予定額 財 源 施設・ 決定額 財 源
設備の 設備の 設備の
内 容 （百万円） 内 容 （百万円） 内 容 （百万円）

・小規模改修 総額 施設整備費補助金 ・アスベスト 総額 施設整備費補助金 ・アスベスト 総額 施設整備費補助金
１，２２１ （４２７） 対策事業 ２,３１２ （８１０） 対策事業 ２,３２２ （８２０）

・病院特別医療
機械設備 長期借入金 ・旭(附松小中) 長期借入金 ・旭(附松小中) 長期借入金

（７９４） 校舎耐震改修 （１,４３２） 校舎耐震改修 （１,４３２）
・災害復旧工事

国立大学財務・経 ・(医病)基幹・ 国立大学財務・経 ・(医病)基幹・ 国立大学財務・経
営センター施設費 環境整備 営センター施設費 環境整備 営センター施設費
交付金 交付金 交付金

（ ０） ・(医病)外来診 （ ７０） ・(医病)外来診 （ ７０）
療棟(軸) 療棟(軸)

・小規模改修 ・災害復旧事業

・小規模改修

(注１)金額については見込みであり，中期目標を達 （注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施
成するために必要な業務の実施状況等を勘案 状況等を勘案した施設・設備の整備や，老朽度
した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案し 合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加さ
た施設・設備の改修等が追加されることもあ れることもあり得る。
る。

(注２)小規模改修について１７年度以降は１６年度
同額として試算している。
なお，各事業年度の施設整備費補助金，船舶
建造費補助金，国立大学財務・経営センタ－
施設費交付金，長期借入金については， 事
業の進展等により所要額の変動が予想されるた
め，具体的な額については，各事業年度の予算
編成過程等において決定される。
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○ 計画の実施状況等
・小規模改修 支出金額

教育学部附属長野中学校・養護学校暖房設備改修工事 45,675,000 円
教育学部附属養護学校体育館床改修工事 5,649,000 円
教育学部附属長野中学校・養護学校暖房設備改修電気工事 2,898,000 円
教育学部附属長野中学校・養護学校ボイラー設備撤去工事 2,520,000 円
教育学部附属長野中学校・養護学校オイルタンク切替業務 278,250 円
教育学部人文美術校舎外壁その他改修工事 12,979,750 円

計 70,000,000 円

・アスベスト対策事業 支出金額
教育学部附属養護学校陶芸室屋根葺替工事 1,470,000 円
旭キャンパス他アスベスト撤去工事 51,450,000 円
旭キャンパス他アスベスト撤去に伴う仮設電源設置工事 15,750,000 円
教育学部附属松本小学校音楽室アスベスト除去工事 3,517,500 円
全学教育機構体育館その他アスベスト除去工事 11,738,300 円
附帯事務費（工事事務費） 2,104,200 円

計 86,030,000 円

・(旭(附松小中))校舎耐震改修繊維支出金額
教育学部附属松本小中学校仮設校舎支障樹木伐採 370,650 円
教育学部附属松本小・中学校耐震改修工事 353,812,850 円
教育学部附属松本小・中学校耐震改修機械設備工事 44,415,000 円
教育学部附属松本小・中学校耐震改修電気設備工事 17,955,000 円
教育学部附属松本小中学校仮設校舎電源引込等工事 2,310,000 円
教育学部附属松本小中学校仮設校舎給排水設備引込等工事 1,785,000 円
教育学部附属松本小中学校仮設校舎動力引込等工事 2,478,000 円
教育学部附属松本中学校総合学習室空調設備取設工事 2,436,000 円
教育学部附属松本小中学校仮設空調機取設工事 2,310,000 円
教育学部附属松本小中学校プレファブ校舎取設工事等工事 69,615,000 円
附帯事務費（設計監理費） 8,242,500 円

計 505,730,000 円

・(医病)基幹・環境整備 支出金額
医学部附属病院基幹・環境整備（支障迂回）機械設備工事 81,900,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（支障迂回）電気設備工事 73,500,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（病棟とりこわし等）工事 362,250,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（病棟改修）工事 40,425,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（病棟改修）機械設備工事 54,600,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（病棟改修）電気設備工事 25,725,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（精神科改修）工事 3,675,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（精神科改修）電気設備工事 2,520,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（精神科改修）機械設備工事 2,467,500 円
医学部附属病院基幹・環境整備（感染症室改修）機械設備工事 1,417,500 円
医学部附属病院基幹・環境整備（感染症室改修）電気設備工事 985,110 円
医学部附属病院基幹・環境整備（感染症室改修）工事 1,449,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（屋外排水設備改修）工事 4,746,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（病棟改修）空調設備工事 4,935,000 円
医学部附属病院基幹・環境整備（給水設備改修）工事 904,890 円
附帯事務費（設計監理費） 2,370,304 円
附帯事務費（工事事務費） 171,696 円

計 664,042,000 円

・ (医病)外来診療棟（軸）支出金額
医学部附属病院外来診療棟地盤調査 1,709,400 円
医学部附属病院外来診療棟新営工事 911,370,600 円
医学部附属病院外来診療棟新営電気設備工事 16,380,000 円
附帯事務費（設計監理費） 59,850,000 円
附帯事務費（工事事務費） 213,000 円

計 989,523,000 円

・災害復旧事業 支出金額
農学部手良沢山林道災害復旧工事（中通線・南又線） 2,425,500 円
農学部手良沢山林道災害復旧工事（棚沢線） 3,790,500 円

計6,216,000 円
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

(1)任用制の活用 (1)教職員の雇用方針
教員の流動性の向上を図るため，各分野の実情に 1)教職員の公募原則の推進及び競争原理の導入

応じて任期付任用を導入する。 「（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するため
(2)教職員の雇用方針 (1)教職員の雇用方針 の措置」24ページ，年度計画【29】及び25ページ，年度計画【30】

1)教職員の公募原則の推進及び競争原理の導入 1)教職員の公募原則の推進及び競争原 参照。
2)職務に応じた多様な雇用形態の導入 理の導入 2)職務に応じた多様な雇用形態の導入
3)女性教員の増員 2)職務に応じた多様な雇用形態の導入 ①平成１７年度に制度化された雇用形態による雇用の実績
4)外国人教員の増員 ・国立大学法人信州大学任期付職員規程に基づく有期雇用
5)法定基準以上の障害者の雇用 教員３名，事務職員５名
6)専門的業務に従事する職員の一般公募による選考 ・特任教授 法曹法務研究科 １名

採用 ・教育特任教授（無給を含む。）
7)人件費の抑制 広報・情報室２名，教育学部５名，理学部３名，医学部８名，

工学部９名，農学部２名，繊維学部５名，全学教育機構２名，
(3)人材育成方針 健康安全センター１名，産学官連携推進本部３名，山岳科学総

1)職能資格制度，職能資格給与制度，人事考課制度， (2)人材育成方針 合研究所１名，大学院経済・社会政策科学研究科１名
昇格昇進基準の導入 専門研修の充実 合計４２名

2)職務に応じ業績を評価する方法の構築 ・教員以外の職員の選考採用 平成１８年度 ８名
3)やりがいと自己実現を目指す組織風土の形成及び ②高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく，シニア雇用

能力発システムの構築 制度を導入した。
4)教員のサバティカル制度の導入 （平成１９年４月１日付け １３名雇用）
5)教員以外の職員のキャリア形成について，職員個 ③外部資金等の経費により常勤の教職員を雇用する制度として，

別のキャリア計画を作成し，各職域に応ずる専門 特定有期雇用教職員制度を導入した。
的能力の育成 （平成１９年４月１日 ２９名雇用）

6)専門研修の充実
(2)人材育成方針

(4)人事交流 ○専門研修の充実
事務系職員の他大学との交流人事を今後とも実施 (3)人事交流 専門性を必要とする職種の学内研修として主に以下のような研

する。 事務系職員の他大学との交流人事を 修を実施
今後とも実施する。 （技術職員関係）

・教育研究系技術職員研修（１回）35名参加
(4)人件費抑制計画 （情報関係）

総人件費改革に係る削減の対象とな ・学内事務情報化研修（２回）40名参加
る人件費につ いて,平成１８年度に概 （財務関係）
ね１％の削減を進める。 ・会計実務研修（１回）15名参加

・法人会計研修（エキスパートコース）（１回）16名参加
（衛生管理者養成関係）
・衛生管理者免許試験受験準備講習会（１回）18名参加
（附属病院関係）
・財務会計制度研修（１回）40名参加
・平成18年度リスクマネジメントに関する職員研修計画に基づ
き，安全管理に関する研修を18回開催し，延べ1,570名が参加。
・感染対策に関する職員研修を11回開催し510名が参加。
・また，医療技術系職員においては，より高度な専門知識を身に
つけるため定期的なセミナーを開催するとともに国公私立大学病
院医療技術関係職員研修，国公私立大学病院医療技術関係職員研
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修等の外部の研修にも参加。

(3)人事交流
○平成１８年度（平成１９年４月１日付け）人事交流状況

・長野工業高等専門学校 ５名
・国立信州高遠青少年自然の家 １名
・国立天文台 １名

(4)人件費抑制計画
年度計画【48】のとおり，各学部等で柔軟に人件費削減が実現

できる方策として，教員人件費に関してはポイント制による管理
方法を導入する。この教員人件費のポイント制は，各学部におけ
る現有定数に相当するポイント及び４年間の人件費削減を見込ん
だ各年度の目標ポイントを設定し，これらのポイントを基礎とし
て，各学部等で柔軟な人事計画を作成し，目標ポイントを達成す
るというものである。なお，ポイント制の運用の中には，大学の
将来構想に反映させるポイントも含まれており，大学の政策に基
づく重点事項への配分等も考慮されている。
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○ 別表 （学部の学科，研究科の専攻等）

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人) （％）

人文学部
人間情報学科 ３３０ ４０９ １２３．９
文化コミュニケーション学科 ３１０ ３９０ １２５．８

教育学部
学校教育教員養成課程 ８４０ ９０４ １０７．６
養護学校教員養成課程 ８０ ８８ １１０．０
生涯スポーツ課程 １２０ １３４ １１１．７
教育カウンセリング課程 ８０ ８８ １１０．０

経済学部
経済学科 ５４０ ６７０ １２４．１
経済システム法学科 ２８０ ３３５ １１９．６

理学部
数理・自然情報科学科 ２２０ ２４６ １１１．８
物理学科 １４０ １６９ １２０．７
化学科 １４０ １５７ １１２．１
地質科学科 １２０ １３９ １１５．８
生物科学科 １２０ １３３ １１０．８
物質循環学科 １００ １１１ １１１．０
各学科共通（３年次編入学定員） ２０ ２９ １４５．０

医学部
医学科 ５９０ ５９０ １００．０
保健学科 ６０６ ６１１ １００．８

工学部
機械システム工学科 ３２０ ３７０ １１５．６
電気電子工学科 ３８０ ４３７ １１５．０
社会開発工学科 ３８０ ４３８ １１５．３
物質工学科 ２４０ ２８２ １１７．５
情報工学科 ３６０ ４０２ １１１．７
環境機能工学科 ２００ ２２７ １１３．５
各学科共通（３年次編入学定員） ４０ ５６ １４０．０

農学部
食料生産科学科 ２４８ ２５８ １０３．２
森林科学科 ２４４ ２５９ １０６．１
応用生命科学科 ２０８ ２２４ １０７．７
各学科共通（３年次編入学定員） ２０ １９ ９５．０

繊維学部
応用生物科学科 １２０ １４８ １２３．３
繊維システム工学科 １５６ １８４ １１７．９

素材開発化学科 １５６ １９１ １２２．４
機能機械学科 １７２ ２１１ １２２．７
精密素材工学科 １５６ １８４ １１７．９
機能高分子学科 １８４ ２０２ １０９．８
感性工学科 １５６ １８６ １１９．２
各学科共通（３年次編入学定員） ２０ ２７ １３５．０

学士課程合計 ８，３９６ ９，５０８ １１３．２

人文科学研究科
地域文化専攻 １０ ２３ ２３０．０
言語文化専攻 １０ １５ １５０．０

教育学研究科
学校教育専攻 １６ ３３ ２０６．３
教科教育専攻 ６４ ７８ １２１．９

経済・社会政策科学研究科
経済・社会政策科学専攻 １２ ２６ ２１６．７
イノベーション・マネジメント専攻 ２０ ４４ ２２０．０

医学研究科
医科学専攻 ４０ ５４ １３５．０

工学系研究科
数理・自然情報科学専攻 ３２ ３２ １００．０
物質基礎科学専攻 ５２ ５７ １０９．６
地球生物圏科学専攻 ５６ ７６ １３５．７
機械システム工学専攻 ５４ ９２ １７０．４
電気電子工学専攻 ７２ １３９ １９３．１
社会開発工学専攻 ７２ １０７ １４８．６
物質工学専攻 ４２ ７３ １７３．８
情報工学専攻 ８０ ２５３ ３１６．３
環境機能工学専攻 ３０ ５０ １６６．７
応用生物科学専攻 ４２ ４３ １０２．４
繊維システム工学専攻 ４２ ６１ １４５．２
素材開発化学専攻 ３０ ４４ １４６．７
機能機械学専攻 ３６ ５９ １６３．９
精密素材工学専攻 ３０ ４１ １３６．７
機能高分子学専攻 ４６ ７８ １６９．７
感性工学専攻 ４２ ５８ １３８．１

農学研究科
食料生産科学専攻 ４０ ４３ １０７．５
森林科学専攻 ３４ ４２ １２３．５
応用生命科学専攻 ３２ ４５ １４０．６
機能性食料開発学専攻 ３２ ３８ １１８．８

修士課程合計 １，０６８ １，７０４ １５９．６
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医学研究科
医学系専攻（博士課程） １９２ １５４ ８０．２
臓器移植細胞工学医科学系専攻(博士課程) ５６ ３５ ６２．５
加齢適応医科学系専攻（博士課程） ５６ ４５ ８０．４

工学系研究科
地球環境システム科学専攻（博士後期課程） ６ ２７ ４５０．０
生物機能工学専攻（博士後期課程） １３ ４２ ３２３．１
材料工学専攻（博士後期課程） ９ １６ １７７．８
システム開発工学専攻（博士後期課程） １０ ５２ ５２０．０

総合工学系研究科
生命機能・ファイバー工学専攻(博士課程) ３０ ３８ １２６．７
システム開発工学専攻（博士課程） ２４ ３５ １４５．８
物質創成科学専攻（博士課程） １４ １０ ７１．４
山岳地域環境科学専攻（博士課程） １６ ２１ １３１．３
生物・食料科学専攻（博士課程） １４ ２２ １５７．１

博士課程・博士後期課程合計 ４４０ ４９７ １１３．０

法曹法務研究科
法曹法務専攻（専門職学位課程） ８０ ６５ ８１．３

専門職学位課程合計 ８０ ６５ ８１．３

附属長野小学校（学級数 １８） ７２０ ６９３ ９６．３
附属松本小学校（学級数 １２） ４８０ ４１８ ８７．１
附属長野中学校（学級数 １８） ７２０ ６９７ ９６．８
附属松本中学校（学級数 １２） ４８０ ４２３ ８８．１
附属養護学校 （学級数 ９） ６０ ５７ ９５．０
附属幼稚園 （学級数 ５） １６０ １０８ ６７．５

附属学校合計 ２,６２０ ２,３９６ ９１．５

○ 計画の実施状況等

○収容定員と収容数に±１５％の差がある主な理由
学士・修士・博士・専門職学位課程ごとの収容定員に対する充足率は，学士

課程１１３．２％，修士課程１５９．６％，博士課程１１３．０％，専門職学
位課程８１．３％，附属学校園９１．５％である。

［学士課程］
学士課程全体の定員充足率は１１３．２％であり，おおむね適正な範囲であ

る。なお，収容数が収容定員を１５％以上超過している学科があり，その状況
は以下のとおりである。
①入学者の超過
個性豊かな学生を受け入れるため，入学者選抜の種類を増やしている。その

ため，各入試において入学定員を確保することが必要であり，入学辞退者を
考慮して合格者数を算出しているが，結果的に入学定員を超過する場合があ
る。また，外国人留学生の特別選抜を実施しているが，留学生は定員外として
いるため，収容定員に対する収容数の割合が増加する傾向にある。
なお，平成１８年度入学生（外国人留学生含む）の定員充足率は１０８％で

あり，適正な範囲であると考える。
②最低在学年限の超過
留年により，最低修学年限を超過して在学する学生がいることから，定員充

足率が増加している。留年の理由について，厳正な成績評価の実施による修学
上の理由による留年の他，休学による留年者が多い。休学理由は多様化して
いるが，海外留学等の積極的な休学もある。特に在学中の海外留学を積極的に
指導している人文学部文化コミュニケーション学科においては，休学者の多く
が海外留学によるものである。
③充足率の改善に向けた取組
各学部と健康安全センターとの連携により，留年による定員超過率を改善す

るための取組を行った。例えば，長期欠席学生の実態調査を行い，学生の修学
・生活の状況を把握して，個別指導を行った。また，松本キャンパス以外の学
生に対して，平成１８年度に発足した全学教育機構の教員がクラス副担任とな
り，１年次の修学指導及び学生生活相談等に迅速に対応できる体制を構築した。
他にも，学年ごとに成績優秀者を表彰する（理学部）等，学生の勉学意欲を維
持，向上させる取組を行っている。
その結果，平成１８年度は休学者２０６名（前年比２４名減），退学者１２５

名（前年比１５名減）と改善した。
学士課程全体の定員充足率は平成１７年度の１１４．１％から約１％改善し

た。引き続き，定員超過率を改善するための取組を継続する。

［大学院修士課程］
修士課程の定員充足率は，全体で１５９．６％，専攻別でも収容数が収容定

員を１５％以上超過しているものがあり，その状況は以下のとおりである。
①入学志願者の積極的な受入
本学では，大学院進学を希望する本学学部学生の割合が高く，また，高度専

門職業人養成のため学部－大学院一貫教育の必要性から，意欲と能力がある
学生は可能な限り受け入れる方針としている。例として，教育学研究科学校教
育専攻では，臨床心理学専修の希望者が多いことと，社会的に専門家養成が要
望されていることから，受入可能な最大限の合格者を出している。
その他，１０月入学の実施や，国際化の観点から外国人留学生を入学定員の

枠外で実施される特別選抜により積極的に受け入れており，以上の状況から入
学者数が入学定員を超過している。
②社会人学生の積極的な受入
本学大学院では，社会のニーズに対応し，社会人学生を積極的に受け入れて

いる。特に，情報工学専攻の定員充足率が３１６％強となっているのは，イン
ターネット遠隔教育（ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ）で学ぶ社会人学生を多数受け入
れているためである。学生の収容定員を超過しても適正な教育を行うことがで
きるのは，本学の研究成果によるｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ教育の活用により，校
舎等物理的な学生収容能力に依存しない教育が可能なためである。
これらの社会人学生が勤務と学問を両立するための配慮として，長期履修制

度を取り入れている。収容定員は在学年数を２年として算出しているため，長
期履修生による定員充足率の増加がある。

［大学院博士課程・博士後期課程］
博士課程全体の充足率は１１３．０％とおおむね適正な範囲である。なお，

専攻により定員充足率が±１５％を超えており，以下の状況となっている。

①定員の超過状況
博士課程への進学希望者は，学士・修士課程から継続してきた研究を，より

高度に発展させるため志願しており，成績が優秀な者が多い。また将来の研究
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者となる人材であり，学問分野全体の発展にも寄与することが期待できる。本
学では，施設スペースや教員の負担を考慮しつつ，可能な限り研究者の養成を
行うべきであると考え，入学定員を超過して受入を行っている。なお，工学系
研究科の博士後期課程は，総合工学系研究科への改組後の移行期間のため，収
容定員が１学年分であることから，充足率が高い数値となっている。
②定員の不足状況
医学系研究科について，定員充足率が８５％を下回っており，以下の理由に

よるものである。
医学系専攻では，最近の地方の医療現場を取り巻く社会情勢等の変化により，

学生が大学院博士課程への進学が困難な状況となっている。対策として，ワー
キンググループで大学院教育の充実及び大学院修了者の評価（課程博士と論文
博士との差異）を明確にし，課程制大学院の実質化を図ること等を検討し，進
学者の増加に向けた環境整備を図っている。なお，社会人特別選抜については
積極的に取り組み，入学者は増加傾向にある。
臓器移植細胞工学医科学系専攻では，平成１８年度に外部評価を実施した結

果，学術論文のレベルの高さ及び研究費の獲得状況が良好であること等，高く
評価されている。同専攻の研究は，基礎的研究内容と，研究成果が直接社会に
還元できる臨床現場からなり，既に臨床現場において研究成果が活用されてい
る状況を積極的に広報する等，外部評価を基に定員充足の改善を図っている。
加齢適応医科学系専攻では，医学部出身者以外でも入学可能な独立専攻であ

ることを活かし，積極的な広報等を通じて，健康推進事業や健康科学啓発に関
心のある志願者を募り，収容定員充足の改善を図っている。

［大学院専門職学位課程］
法曹法務研究科の定員充足率は８１．３％である。これは，平成１６年度の

法科大学院設置計画書の虚偽申請問題により，平成１８年度から入学定員４０
名のところ，募集人員を３０名として入学者選抜を行っているためである。平
成１９年度入学者選抜では，３０名の募集定員に対し，１１９名の出願があり，
約４倍の志願倍率となった。

［附属学校園］
附属学校園全体の定員充足率は９１．５％であり，適正な範囲である。なお，
附属幼稚園について，３年保育の定員は充足しているが，２年保育の定員が充
足されない状態が５年以上続いている。この間，３年保育の定員を増加させて
２年保育の定員は減少させる等，保護者等の要望に合う入園定員の改正を検討
してきた。今後の入園希望者数の動向を考慮して，入園定員改正の検討を継続
する。
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